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開会 午前 ９時００分 

 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日ここに平成30年第１回吉田町議会定例会が招集されました。議員各位には御出席いた

だき、ありがとうございます。 

  本定例会に提出される諸議案につきましては後刻町長から説明がありますが、議員各位に

おかれましては円滑に議事が進められ、適正、妥当な議決に達せられますよう、最後まで慎

重なる御審議をお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（藤田和寿君） 開会に当たり、町長から御挨拶をお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 皆様、こんにちは。 

  議員の皆様のお元気な顔に接し、うれしく思います。 

  常日ごろ、議員の皆様とは余り口をきく機会がございませんけれども、議員の皆様は議員

本来の議員活動に明け暮れ、町民の皆様の声を拾い、またそれを裏づけるべく万巻の書に目

を通されて、この議会に臨んだものと私は思っております。 

  この定例会は、平成30年度の町づくりの方向を決めるものでございます。 

  ぜひとも皆様の豊かな議論と我々の応酬とで、平成30年度が豊穣の実になりますよう、ぜ

ひとも切に希望いたします。 

  どうぞよろしくお願いします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○議長（藤田和寿君） ただいまの出席議員数は13名であります。ただいまから平成30年第１

回吉田町議会定例会を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第120条の規定により、11番、河原崎曻司君、12番、

増田剛士君を指名します。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（藤田和寿君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日３月１日から３月22日までの22日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  本定例会は、本日３月１日から３月22日までの22日間と決定しました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議予定表のとおりで

ありますので、御了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎諸報告について 

○議長（藤田和寿君） 日程第３、諸報告を行います。 

  初めに、議長報告を行います。 

  最初に、監査委員から例月出納検査及び定期監査の監査結果報告書が提出されておりま

す。 

  写しをお手元に配付させていただきましたので、御了承願います。 

  次に、議員派遣結果についてでありますが、議員派遣結果報告書をお手元に配付させてい

ただきましたので、御了承願います。 

  次に、系統議長会関係その他に関することについてでありますが、１月22日月曜日、静岡

県地方議会議長連絡協議会第２回政策研究会が静岡市で開催され、講演と講話が行われまし

た。 

  第１部では、時事通信社特別解説委員、田﨑史郎氏による「日本はよくなるか～安倍政権

の行方と北朝鮮情勢～」と題した講演、また第２部では静岡県保護司会連合会会長、飯塚 

亘氏及び法務省静岡保護観察所所長、岸 規子氏による「更生保護活動ボランティアの活動

について～再発防止推進法を踏まえて～」と題した講話がありました。 

  また、講話終了後には分科会に分かれ、地方創生に関する各市町の取り組みや課題につい

て情報交換会が開かれました。 

  ２月14日水曜日、平成29年度静岡県町村議会議長会総会・議長会議が静岡市内で開催され

ました。 

  総会・議長会議では、財政調整基金積立の減少に伴う事業見直しの方針及び平成30年度静

岡県町村議会議長会事業計画並びに一般会計歳入歳出予算について審議が行われ、原案のと

おり可決されました。 

  また、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員候補者の推薦、静岡地方税滞納整理機構議

会議員候補者の推薦及び平成30年度議長県外調査について協議を行いました。 
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  また、そのほかに、全国町村議会議長会町村議会広報・自治功労者表彰について、また公

益社団法人静岡県消防協会要望書について報告がありました。 

  会議への出席に関する報告は、以上のとおりであります。 

  最後に、本定例会へ説明員として委任または嘱託され、出席する者の職・氏名を一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 

  以上で、議長報告を終わります。 

  続いて、町長の施政方針を行います。お聞き取りのほどお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成30年第１回吉田町議会定例会の開会に当たり、新年度に向けての

施政方針並びに各種事業の運営方針等について申し上げます。 

  東北の沿岸部に甚大な被害をもたらした平成23年３月11日の東日本大震災から、間もなく

７年が経過しようとしております。 

  当町は、この大震災以降、失われた安全・安心を取り戻すため、ピンチをチャンスに変え

るべくスピード感を持って「津波防災まちづくり」を強力に推し進めてまいりました。 

  平成23年11月に作成した「津波ハザードマップ」に基づき、町民の皆様の命を守る対策と

して15基の津波避難タワーをいち早く完成させるとともに、避難道路の整備や防災公園「北

オアシスパーク」の整備などを迅速に進め、現在は「町民の皆様の財産、企業の皆様の生産

活動を守る対策」にも本格的に着手しており、1000年に一度の大津波を海岸で食いとめる防

潮堤機能を持ち合わせた「シーガーデン」の構築を推進しております。 

  この「津波防災まちづくり」を進める中、当町では企業の進出が相次いでおります。 

  沿岸部においては株式会社ヤマザキの新工場建設が進み、川尻浜田地区にはホームセンタ

ーコメリの出店が予定されております。 

  また、「内陸のフロンティア」をひらく取り組みにおける川尻高島地区の企業活動維持支

援事業区域の３区画全てについて進出企業が決まり、北オアシスパークを核とする物資供給

拠点確保事業区域には、先日、ハードオフ・オフハウスの店舗が開店、株式会社杏林堂につ

いても間もなく開店の運びとなるなど、着実に新たな町の賑わいづくりが進んでおります。 

  こうした企業の進出もあり、当町がさらに「豊かで勢いのあるまち」に向かっていること

を実感するところでございますが、平成30年度にはいよいよこの「津波防災まちづくり」の

最重要施策であります防潮堤のかさ上げ工事が開始される運びとなりました。 

  当町にとっての悲願であります、大津波を海岸で食いとめる防潮堤が完成いたしますと、

安全・安心は揺るぎないものとなり、町民の皆様は安心して生活がすることができ、企業の

皆様は安心してより一層生産活動に邁進することができるようになるものと確信をしており

ますので、この確固たる安全を一日も早く手に入れることができますよう、国や県とさらな

る連携・調整を図ってまいります。 

  さらに、この安全・安心と賑わいづくりを一体的に進める「シーガーデンシティ構想」の

取り組みを加速させるとともに、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａ

ｎ（ティーシーピー トリビンス プラン）」を中心とした教育や子育て支援に係る施策を展

開していくことで、心を魅了する要素を加え、当町の将来都市像であります「人が集い 未
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来へはばたく 魅力あふれるまち 吉田町」の実現に向け、平成30年度は「躍動」をキーワ

ードに、全身全霊をかけて町づくりに取り組んでまいる所存でございます。 

  このような構想のもと、「教育環境の充実」「新たな安全と賑わいの創出」「子育て支援

の拡充」「健康づくりの推進」の四つの「躍動」メニューを中心にさまざまな施策を展開す

るために編成いたしました平成30年度の吉田町一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ106

億3,700万円と、単年度規模では平成29年度に次ぐ過去２番目の額となる予算を編成いたし

ました。 

  それでは、平成30年度の主な事業につきまして、第５次吉田町総合計画の施策体系に沿っ

て御説明申し上げます。 

  初めに、「災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり」に関連する事業についてでござ

います。 

  国の「駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業」に位置づけられております「粘り強い構造の

海岸堤防」の中で実施されている既存防潮堤の天端保護工事につきましては、今月末までに

本年度施工分が完了し、川尻工区内1,610メートルの区間がおおむね完了することになりま

す。 

  そして平成30年度からは、いよいよ川尻工区において、既設防潮堤の裏側に海抜11.5メー

トルの高さとなる背後盛り土の整備が開始されます。 

  町といたしましては、川尻工区における海岸堤防の背後盛り土施工に当たり、海岸の保全

区域内の占用物であります古川川尻線などの町道の廃止や看板などの移設を行い、工事体制

を整えてまいりますとともに、防潮堤の早期完成に向け、国・県とさらなる連携・調整を図

ってまいります。 

  また、国の直轄海岸において、東北地方以外では全国初となる海岸堤防及び背後盛り土工

事が着手されますことから、国・県との連携により、着工式典を開催する予定でございま

す。 

  次に、吉田漁港多目的広場の整備についてでございます。 

  吉田漁港多目的広場につきましては、平成28年度から盛り土工事に着手しておりました

が、本年度までに延長約530メートル、盛り土量にして16万5,000立方メートルが完成し、国

土交通省の防潮堤との取り合い部分を残しておおむね完了いたしました。 

  今後は、国土交通省の防潮堤整備と連携を図りながら、防潮堤と多目的広場を早期に接合

させ、町民の皆様の安全・安心の確保を図ってまいります。 

  また、仮称ではございますが「多目的広場上部利活用検討委員会」を立ち上げ、委員会に

おいて上部利活用に係る具体的な検討を行い、シーガーデンシティの核として新たな賑わい

を創出する施設となるように工夫してまいります。 

  次に、内閣府の総合特区の指定を受けるとともに、静岡県の推進区域の認定も受けて平成

25年から事業を進めております「内陸のフロンティア」をひらく取り組みについてでござい

ます。 

  まず、北オアシスパークを核とする物資供給拠点確保事業区域でございますが、今回の２

店舗の出店により、内陸フロンティア推進区域であります「ふじみスクエア」の約75％が予

定どおり整備されることになり、今月５日には北オアシスパークにおきまして、株式会社杏

林堂薬局と町との間で災害時支援協定の締結式を行う予定でございます。 
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  この協定では、これまでの商業施設と同様に、物資供給支援と荷さばき拠点の協定を締結

させていただきますが、今回は、御提供いただく物資の中に、日用品はもとより処方箋など

の医薬品を含めていただくこととしておりますので、災害時におけるバックアップ体制がさ

らに充実し、町民の皆様にとっても大変有意義な協定となるものでございます。 

  なお、ハードオフ・オフハウス吉田インター店との間でも災害時支援協定を締結するよ

う、調整を進めているところでございます。 

  次に、川尻高島地区の企業活動維持支援事業区域でございますが、地権者の皆様の御理解

のもと、平成29年度には道路改良工事や水路工事、右岸側の橋梁下部工事等を発注し、事業

の進捗を図ってまいりました。 

  平成30年度につきましては、引き続き左岸側の橋梁下部工事や上部工事、舗装工事等の基

盤整備を進め、本年夏ごろから始まる立地予定企業の造成工事が円滑に進むよう連携を図っ

てまいります。 

  次に、木造住宅の耐震化プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０事業」についてでございます。 

  「ＴＯＵＫＡＩ－０事業」につきましては、耐震補強において最大で30万円を上乗せする

助成制度の拡充により、平成30年１月末現在、無料耐震診断に45件、耐震補強計画策定21

件、耐震補強工事に15件、ブロック塀等耐震化補強事業に２件のお申し込みをいただいてお

り、例年以上の成果を上げております。 

  平成30年度につきましても、助成制度の拡充を継続し、戸別訪問やダイレクトメール等に

よるＰＲ活動を積極的に実施して事業対象者のさらなる掘り起こしを図り、耐震補強に結び

つけることで、木造住宅の耐震化を加速させてまいります。 

  次に、同報系防災行政無線の整備についてでございます。 

  同報系防災行政無線につきましては、平成34年12月１日から簡易無線局におけるデジタル

波全面移行に対応するため、全ての機器をデジタル対応のものに更新する工事を進めており

ますが、平成30年度は、26の子局設備をデジタル対応のものへと更新する予定でございま

す。 

  次に、消防団車両の更新についてでございます。 

  南海トラフ地震等の大規模災害の発生が危惧される中、災害に的確に対応する消防の使命

はますます重要視されております。 

  また、平成25年12月に制定された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法

律」において、消防団は、将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性

のない存在として、常備消防との緊密な連携のもと、地域の総合力を結集する防災体制づく

りを目指すことが示されています。 

  こうした消防団の重要性を鑑み、地域防災力の充実強化を図るため、平成30年度は第３分

団及び第４分団の消防ポンプ車を更新する予定でございます。 

  続きまして、「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり」に関連する事業につきまし

て御説明申し上げます。 

  初めに、地区健康度アップ事業についてでございます。 

  本事業は、高血圧症有病者や糖尿病予備群に該当する方が多いという現状を改善するた

め、町民の皆様お一人お一人が何に取り組んでいけばよいのか、一緒に考え実践していくこ

とができるよう、町民の皆様の身近なところまで保健師や栄養士などが出向き、健康に関す
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る学習会を開催するものでございますが、本年度までに10町内会において、町の死因別死亡

者割合などの統計情報から読み取れる町民の皆様の健康の実態をお伝えするとともに、優先

的に取り組むべき課題とした「高血圧予防」について学習してまいりました。 

  平成30年度におきましても、全ての町内会で開催することを目指し、本事業を継続してま

いります。 

  次に、ダンス健康づくり事業についてでございます。 

  子供から高齢者まで、幅広い世代の皆様に町オリジナルダンスの普及を通した健康づくり

を推進するため、吉田町ダンス健康づくり推進会が開催しております「笑っしょいよしだフ

ェスティバル」が、平成21年度の開催から10回目の節目を迎えますことから、平成30年度は

10周年記念の記念事業を開催し、推進会と連携しながら、より一層ダンスを通した健康づく

りに取り組んでまいります。 

  次に、産後における支援体制の充実についてでございます。 

  当町では、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を充実させることにより、妊産婦の

皆様や子育て中の家族が、安心して出産・子育てができる環境整備に取り組んでおります。 

  特に産後は、ホルモンバランスの変化により、心身ともに不安定になりやすい時期といわ

れていることから、その支援といたしまして、現在、町内の全産婦・新生児に対する訪問事

業を実施しておりますが、より早い時期に母子の心身状態を把握し、適切な支援へとつなげ

るよう、新たに「産婦健康診査」を実施いたします。 

  また、授乳に対する不安を抱きやすい時期でもありますことから、専門的なケアや相談を

受けやすい体制を整えるため、医療機関や助産院等で受けた乳房ケアについてその費用の一

部を助成し、産後の支援体制を充実させてまいります。 

  次に、感染症予防対策についてでございます。 

  当町では、平成30年度から、感染症予防対策といたしまして、おたふく風邪予防接種及び

子供のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成を開始いたします。 

  おたふく風邪は、無菌性髄膜炎や脳炎等の合併症を引き起こすことがあり、近年では、国

内外において子供の難聴についての注意も促されていることから、１歳から就学前までのお

子さんを対象に、おたふく風邪ワクチンの接種費用を助成いたします。 

  また、例年流行が見られるインフルエンザにつきましては、発病及び重症化予防のため、

１歳から中学３年生までのお子さんを対象に、インフルエンザの接種費用の一部を助成いた

します。 

  次に、出産祝い金支給事業についてでございます。 

  当町では、本年度から、静岡県の「ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金」を

活用し、出産後における経済的な負担感を少しでも和らげ、第２子、第３子の出産を目指し

やすくするよう、第２子の出産に対して５万円、第３子以降の出産に対して10万円の出産祝

い金を支給しております。 

  平成30年度におきましても、より一層制度の周知に努め、引き続きこの補助制度を活用

し、出生率の向上を目指してまいります。 

  次に、放課後児童クラブの施設整備についてでございます。 

  共働き家庭の増加などに伴い、当町におきましても、放課後児童クラブの利用希望者が増

えてきております。 
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  また、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー ト

リビンス プラン）」における「保護者の家庭教育ニーズに応じた環境づくり」の施策とし

ても「放課後児童クラブの拡充」が位置づけられており、平成31年度からの入所条件緩和に

よる児童の受け入れ体制を整えるため、平成30年度は各学区内に１施設ずつ、計３施設の放

課後児童クラブを整備するとともに、放課後児童支援員の確保に努めてまいります。 

  次に、地域福祉の推進についてでございます。 

  少子高齢化や核家族化の進行により、家庭や地域におけるつながりが希薄になっているこ

とから、誰もが住みなれた地域で安心して暮らしていくことができるよう、より一層地域福

祉を推進していく必要がございます。 

  現在策定をしております「第３期吉田町地域福祉計画」は、町の地域福祉を推進する基本

理念や指針を定めるもので、平成30年度からは、この計画に基づき、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに

つくっていく「地域共生社会」の実現に向け、各種施策を展開してまいります。 

  次に、高齢者福祉及び介護保険事業についてでございます。 

  国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、一人一人が状態に応じた適切なサー

ビスを受けられるよう、「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止に関する

質の高い介護サービスの実現」「多様な人材の確保と生産性の向上」「介護サービスの適正

化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保」の四つの視点を示しており、町は、

これらの視点を踏まえ、平成30年度からの３年間を計画期間とする「第８次高齢者保健福祉

計画・第７期介護保険事業計画」の策定に取り組んでおります。 

  新たな計画においては、「健康長寿のまちづくり」「支え合って暮らせる地域づくり」

「安心して暮らせる介護サービスの提供」を基本理念に掲げ、高齢者福祉の向上に取り組ん

でまいります。 

  介護予防教室につきましては、男性の参加者が少ないことや教室終了後の受け皿の確保が

課題となっておりますことから、平成30年度は、多くの男性の皆様に御参加いただけるよ

う、将棋や健康マージャンなどを取り入れた新たな教室を開催するとともに、いきいきデイ

サービス、シニアストレッチ教室、栄養改善を目的とした「おいしい集い」など、高齢者の

皆様が喜びや楽しみを感じながら生きがいづくりや健康づくりに取り組める事業を展開して

まいります。 

  次に、国民健康保険の制度改革についてでございます。 

  持続可能な社会保障制度の確立を図るため、県が財政運営の責任主体となり、市町村とと

もに国民健康保険の運営を担う制度が、平成30年度からスタートいたします。 

  今回の制度改革は、公費による財政支援の拡充に加え、増え続ける保険給付に必要な費用

を全額都道府県が市町村に対して交付することで、医療保険制度の最後のとりでである市町

村国保の財政の安定化を図るものでございます。 

  市町村は都道府県に対し、交付金の財源となる納付金を支払うことになりますが、過日、

その納付金額が静岡県から公表され、当町におきましては８億2,261万4,472円、被保険者１

人当たり13万4,393円と示されました。 

  この納付金額につきましては、被保険者の皆様の所得水準と医療費指数が大きく関係して

まいりますことから、当町では健康増進や医療費適正化に係る対策により一層力を入れてま
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いりますとともに、被保険者の皆様がこれまでと同様に安心して医療を受けることができる

よう、県と連携しながら、町が担う事務を適切に行ってまいります。 

  続きまして、「活力あふれる産業振興のまちづくり」に関連する事業につきまして御説明

申し上げます。 

  初めに、広域連携による観光事業についてでございます。 

  静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、川根本町及び吉田町の５市２町で構成する

静岡県中部・志太榛原地域連携ＤＭＯにつきましては、「するが企画観光局」を母体とし、

首都圏での認知度向上や観光資源のブランド化を進めることを方針に掲げ、大規模な市場調

査の実施、分析を行うとともに、圏域全体のデスティネーションブランド戦略が策定をされ

ました。 

  この戦略では、静岡県中部地域が、観光客と地域住民、観光客同士、国内旅行客とインバ

ウンド旅行客など、多様な主体が活発に対話、交流することにより「学び」を体感していた

だくという、地域特有の観光が展開される場所・目的地となることを目指す方針を打ち出し

ております。 

  また、ＪＲ６社と自治体、観光事業者等が協働で実施する国内最大規模の観光キャンペー

ンである「デスティネーションキャンペーン」が2019年に静岡県で開催されますことから、

その前年に当たる平成30年度は、プレキャンペーンといたしまして、観光誘客促進のため、

静岡県の魅力を全国に発信していくこととしております。 

  当町におきましても、産業団体と連携を図りながら、観光資源の魅力向上や旅行商品等の

造成に取り組んでまいります。 

  次に、雇用・就業対策事業についてでございます。 

  当町の雇用を取り巻く環境といたしましては、少子高齢化のさらなる進行とともに、生産

年齢人口も減少していくことが見込まれております。 

  また、少子高齢化による労働力の減少という構造的な課題により、これまでの仕事を見つ

けにくい「求職難」の時代から人手の確保が困難になる「求人難」の時代へと移行し、中小

企業や小規模事業所等の人手不足も懸念されておりますことから、こうした影響を少しでも

抑制させるための取り組みが重要であると捉えております。 

  そこで、新たな雇用対策事業といたしまして、企業の人手不足を少しでも解消し地域経済

の維持発展を図るため、求職者と求人者とのマッチング機会の創出に取り組んでまいりま

す。 

  続きまして、「魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり」に関連する事業につきまして

御説明申し上げます。 

  初めに、若年世帯住宅取得応援補助金についてでございます。 

  当町では、本年度から、子育て世代の移住及び定住を促進するため、町内において住宅を

建築または新築住宅を購入する若年世帯に対しまして、30万円の補助金を交付する事業を開

始いたしました。 

  これは、先ほど子育て支援策として御説明させていただきました「出産祝い金」と同様

に、静岡県の「ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金」を活用し、町外から転入

する世帯のみではなく、以前から町内にお住まいの世帯が住宅を取得する場合も補助金の交

付対象とするなど、周辺の自治体との差別化を図りながら実施しております。 
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  本年度は、２月末までに50件を超える補助金の交付申請がございまして、多くの若年世帯

の皆様の新築住宅の取得をサポートさせていただいております。 

  平成30年度におきましても、引き続きこの補助制度を活用し、当町に移住・定住する若年

世帯の増加につながるよう、より一層、制度の周知に努めてまいります。 

  次に、地域おこし協力隊の活用についてでございます。 

  地域おこし協力隊とは、地方自治体が三大都市圏などから都市住民を受け入れ、地域おこ

し協力隊員として委嘱し、地域協力活動に従事してもらいながら定住を図っていく取り組み

として、平成21年度から総務省が進めており、地方自治体が負担する隊員の募集、報償費、

活動等に要する費用につきましては、特別交付税が措置されるものでございます。 

  当町におきましては、平成30年度からこの事業を活用し、観光イベント等の企画運営や地

域の情報発信業務、地域間交流及び移住促進支援等を担う隊員を２人委嘱する予定でござい

まして、今月から募集を開始いたします。 

  この地域おこし協力隊の取り組みによりまして、新たな視点から当町の魅力を発掘し、全

国へと発信していくことで、躍動感あふれる町が体現されるとともに、さらなる地域の活性

化へつながるものと期待をしております。 

  次に、シーガーデンシティ構想の推進に係る取り組みについてでございます。 

  当町が進めるシーガーデンシティ構想は、1000年に一度の大津波への備えを「津波防災ま

ちづくり」を進めるとともによって構築し、「新たな安全」を創出するとともに、この「津

波防災まちづくり」を進める中で整備した北オアシスパークの情報発信機能を活用しなが

ら、多目的広場、防潮堤の海浜回廊、河川防災ステーション、県営吉田公園などの沿岸部の

シーガーデンを初め、町内各所への人の流れを「賑わいまちづくり」によって喚起し、「新

たな賑わい」を創出する取り組みを一体的に進め、魅力ある町づくりを目指すという構想で

ございます。 

  冒頭でも申し上げたとおり、当町はこれまで、津波避難タワーの整備により、内陸部を中

心に、防災公園を整備しながら、県の「内陸のフロンティア」をひらく取り組みを核とし

て、物資供給拠点確保事業や企業活動維持支援事業を展開しております。 

  こうした状況下におきまして、当町の沿岸部における「津波防災まちづくり」の一丁目一

番地であります防潮堤のかさ上げ事業から、平成30年度から実施される運びとなりました。 

  この防潮堤のかさ上げ事業は、現在、当町がすすめる「津波防災まちづくり」には不可欠

で、最も重要な基盤となるものでございます。 

  これによりまして、これまでの構想から実現へと変革し、躍動する町の原動力を得ること

になり、まさに今こそ、町が進めているシーガーデンシティ構想を加速させ、深化させる時

でございます。 

  このため、この機をシーガーデンシティ構想の深化の時と位置づけ、新たな安全が確保さ

れる沿岸部へと賑わいの輪を広げながら、町全体のグランドデザインを描き、個々のシーガ

ーデンをコーディネートすることを目的とした委員会を立ち上げてまいります。 

  この委員会は、仮称ではございますが「シーガーデンシティ構想推進委員会」と称しまし

て、委員には、町内の主要な団体の皆様のほか、都市計画に精通する大学教授や町づくりに

携わる専門家などを委員としてお招きし、さまざまな見地からご意見を伺いながら、魅力あ

る町づくりに寄与していただくものでございます。 
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  委員会の開催により、町民の皆様が賑わいづくりについて容易にイメージできるような方

針を、迅速かつ的確にお示しできるよう進めてまいります。 

  次に、しずおか中部連携中枢都市圏事業についてでございます。 

  本年度に引き続き、静岡市を中枢都市として周辺５市２町で推進する「しずおか中部連携

中枢都市圏事業」といたしまして、特急静岡相良線における利用者の利便性向上と交流人口

の拡大を目的に、平成30年度は、吉田町役場前の下り停留所と吉田インターチェンジの入り

口の上り停留所の２カ所に、バスロケーションシステムの表示機を設置いたします。 

  また、鉄道のない当町にとりまして、吉田インターチェンジは、当町の玄関口であるとと

もに、静岡市の中心地を初め、東京、名古屋、大阪などへの交通の結節点として、大きな可

能性を秘めたところでございます。 

  このことは、しずおか中部連携中枢都市圏の圏域におきましても同様であり、今後の当圏

域の発展を考えますと、吉田インターチェンジは、大変重要な役割を果たすものであるとい

えます。 

  そこで、平成30年度におきましては、この連携中枢都市圏事業の交付金の一部を活用し、

都市間交通の利便性向上及びさらなる都市間交流を図るため、吉田インターチェンジ周辺の

利便性向上及び利活用の調査を実施いたします。 

  この調査では、通勤・通学のためのバス利用者の利便性向上のみならず、吉田インターチ

ェンジを核とした交流の結節点として、バス停周辺の利活用方策等を探ってまいります。 

  また、吉田インターチェンジ周辺の利活用は、賑わいを創出するシーガーデンシティ構想

を推進する上で重要なファクターでありますので、さきに申し上げた「シーガーデンシティ

構想推進委員会」におきましても、随時、調査状況を報告しながらご意見を伺ってまいりた

いと考えております。 

  次に、公有民営方式によるバス車両の購入についてでございます。 

  当町には、町民の皆様の生活を支える生活交通の移動手段として、しずてつジャストライ

ン株式会社が運行する特急静岡相良線、島田静波線、藤枝相良線の三つの路線が通っており

ますが、このうち、藤枝相良線につきましては、ユニバーサルデザインによる利用者の利便

性向上と路線維持を目的としておりまして、平成30年度から、町が低床バスを購入し、その

バスをしずてつジャストラインが借り受けて運行する、公有民営方式によるバス運行を導入

いたします。 

  この低床バスの購入につきましては、国の「公有民営方式車両購入費国庫補助金」を活用

することとしておりまして、上限1,500万円の補助対象経費の２分の１に相当する750万円を

国からいただいて当町が低床バスを購入し、その低床バスをしずてつジャストライン株式会

社から使用料を徴収しながら貸与するものでございます。 

  この貸与期間は５年間でございますので、この５年間は同路線の運行は確実に継続される

こととなります。 

  また、この公有民営方式によるバス車両は、当町が５年間は所有することになりますの

で、当町をＰＲするラッピングを車両に施し、このバス車両を効果的に活用することで、シ

ティプロモーション活動のさらなる強化へとつなげてまいります。 

  次に、大幡川幹線の道路改良についてでございます。 
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  大幡川幹線につきましては、現在、現地測量に基づき、道路計画線を描く作業などを実施

しております。 

  平成30年度におきましては、地元の皆様とより一層の意見交換を重ね、早期の事業着手に

向け進めてまいります。 

  次に、準用河川であります大幡川の河川改修事業についてでございます。 

  この大幡川につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用し、昨年11月上旬から川

尻地区におきまして落差工の改修工事に着手いたしました。 

  平成30年度は、早期完了に向けて事業を進めるとともに、上流部の大窪川の河川改修にも

着手する予定でございます。 

  次に、橋梁の撤去・補修についてでございます。 

  湯日川にかかる念仏橋は、橋梁点検において緊急措置段階と診断されたことから、平成29

年２月21日から車両通行どめ、また同年３月１日からは全面通行どめとしております。 

  上下流に代替可能な橋もございますことから、平成30年度は、撤去を行うための設計業務

を委託し、平成31年度に撤去する予定でございます。 

  また、早期措置段階と診断されている17橋のうち、平成30年度は３橋の補修設計業務を委

託し、補修工事へと進めてまいります。 

  続きまして、「時代を担う心豊かな人を育むまちづくり」に関連する事業につきまして御

説明申し上げます。 

  初めに、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー 

トリビンス プラン）」における平成30年度の主な事業につきまして、プランの三つの柱で

あります「子供の「確かな学力」を保障する環境づくり」「教職員が授業に専念できる環境

づくり」「保護者の教育ニーズに応じた環境づくり」の順に御説明申し上げます。 

  まず、「子供の「確かな学力」を保障する環境づくり」に係る事業のうち、小・中学校の

トイレ改修についてでございます。 

  近年、家庭や商業施設等においては、洋式トイレの使用が主流となっておりますが、学校

においては、依然として和式トイレが使用されております。 

  また、タイル張りのいわゆる湿式のトイレであることからにおいが発生しやすい状況にあ

り、児童・生徒が学校のトイレで用を足すことを躊躇するなど、学校生活に少なからず影響

を与えておりました。 

  そこで、平成30年度は、既に改修済みの中央小学校を除く全ての小・中学校において校舎

のトイレを洋式化するとともに、シート張りの乾式トイレへと改修する工事を実施いたしま

す。 

  既に完了しております全小・中学校のエアコンの設置や学校照明のＬＥＤ化に加え、校舎

のトイレを洋式化することにより、児童・生徒がより快適な環境の中で学校生活を送り、確

かな学力を身につけることができるよう、環境整備に取り組んでまいります。 

  次に、「教職員が授業に専念できる環境づくり」に係る事業のうち、各校において使用し

ている校務支援システムのバージョンアップについてでございます。 

  現在の校務支援システムは、導入から10年以上が経過し、処理速度が大変遅いことから、

教員が通知表や指導要録等を作成するに当たり、多大な時間を要しております。 
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  また、現在のシステムでは、小学校における道徳の教科化に必要な事務を処理することが

できないという問題もございます。 

  そこで、このシステムの処理速度を上げることで、通知表等の作成時間を大幅に短縮して

学校事務の効率化を図るとともに、小学校における道徳の教科化のみならず、今後予定され

ている中学校における道徳の教科化、小学校における外国語の教科化等にも対応したシステ

ムとするため、校務支援システムのバージョンアップを実施いたします。 

  次に、校務アシスタントの配置についてでございます。 

  現在、住吉小学校では、静岡県の「未来の学校「夢」プロジェクト」授業のモデル校とし

て、教員の多忙化解消に先進的に取り組んでおりますが、このプロジェクトにおいて、「教

員でなくてはできない仕事」と「教員でなくともできる仕事」を整理し、このうち授業や家

庭学習等に関する教材の印刷など、教員でなくてもできる仕事を担う「校務アシスタント」

を配置することで、教員の負担軽減に一定の成果を上げておりますことから、平成30年度は

全小・中学校に校務アシスタントを配置いたします。 

  次に、部活動指導員の配置についてでございます。 

  教員の超過勤務の一因とされている部活動については、その顧問や副顧問を教員でない外

部の人材が担うことにより、教員の時間的余裕を生み出すとともに、競技経験のない部活動

の指導に当たることによる教員の精神的負担の軽減を図るため、吉田中学校に部活動指導員

を配置いたします。 

  競技に精通した指導員から、より専門性の高い指導を受けることにより、部活動の質の向

上も期待されるものでございます。 

  続きまして、「保護者の教育ニーズに応じた環境づくり」に係る事業のうち、公設学習塾

の拡充についてでございます。 

  教育委員会では、これまでも、児童・生徒の基礎学力と学習意欲の向上を図るため、公設

学習塾を実施してまいりましたが、平成30年度からは、平日開催や実施内容の充実など、よ

り保護者のニーズにあわせた事業へと改善を図りながら取り組んでまいります。 

  次に、放課後子ども教室についてでございます。 

  現在自彊小学校区において、北区地域教育推進協議会の皆様の御協力により、月２回放課

後子ども教室を開催しておりますが、放課後における子どもの居場所を確保するとともに、

次世代を担う児童の健全育成を支援するため、平成30年度は、中央小学校区をモデル校区と

して設定をし、平日４時間授業の日に実施する放課後子ども教室を開設いたします。 

  以上が「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー ト

リビンス プラン）」の三つの柱における平成30年度の主な事業でございます。 

  次に、吉田町総合体育館のリニューアルオープンについてでございます。 

  「津波防災まちづくり」における「町民の皆様の命を守る対策」の一つといたしまして、

昨年６月から耐震補強改修工事を進めてまいりました吉田町総合体育館は、今月下旬に工事

が完了し、安全で安心して利用することができる町の屋内体育施設の拠点として、４月１日

にリニューアルオープンする予定でございます。 

  このリニューアルオープンに伴い、４月１日には、記念式典や施設見学会の開催を計画し

ております。 
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  また、バレーボールのオリンピック出場経験者等を招待して指導教室や親善試合を行う

「はつらつママさんバレーボール」や、バスケットボール女子日本リーグに所属しているシ

ャンソンＶマジックを招待して親善試合なども予定しております。 

  なお、今回のリニューアルオープンにあわせまして、トレーニング室の機器も一新いたし

ます。 

  平成30年度からは、初心者の方にも安心してトレーニングに取り組んでいただけますよ

う、体力づくりや健康づくりに関する豊富な知識と経験を有する専門家を配置し、町民の皆

様の健康づくりをサポートしてまいります。 

  続きまして、「豊かな自然と共生するまちづくり」に関連する事業につきまして御説明申

し上げます。 

  初めに、水道料金と下水道使用料の一括請求の開始についてでございます。 

  当町では、これまで水道料金と下水道使用料を別々に請求をしておりましたが、利用者の

皆様の利便性向上を図るため、本年４月から水道料金と下水道使用料を合算してお支払いい

ただく一括請求を開始いたします。 

  この一括請求により、利用者の皆様は１枚の納付書で水道料金及び下水道使用料を納める

ことが可能となり、事務の効率化及び経費の節減にもつながることから、上下水道事業の健

全な運営に寄与するものと考えております。 

  次に、上水道事業についてでございます。 

  水道事業は、町民の皆様の生活や社会経済活動を支えるライフラインとして重要な役割を

果たすものであり、地震・災害時においても安定して水を提供し続ける必要がございますこ

とから、平成30年度につきましても、引き続き基幹管路及び配水管の耐震化を進めてまいり

ます。 

  また、水道事業が将来にわたって健全かつ安定的に事業を継続できるようにするため、本

年度に引き続き、中長期的な視点から経営の健全化を実現するための基本計画となる経営戦

略の策定に取り組んでまいります。 

  次に、下水道事業についてでございます。 

  総務省は、平成26年８月に、地方公営企業法に基づく公営企業会計の適用拡大に向けたロ

ードマップを公表しましたが、その中で下水道事業は、公営企業会計に移行する必要性が高

い「重点事業」に位置づけられ、平成27年度から平成31年度までを集中取り組み期間とし

て、公営企業会計への移行を要請をされております。 

  当町でも、下水道事業の公営企業会計への移行に向けた取り組みを行っており、平成30年

度も引き続き移行への準備を進めてまいります。 

  また、現在の長寿命化計画は、平成26年度から平成30年度までが事業計画期間となってお

りますことから、平成30年度は、平成31年度からの５年間を計画期間とする国の新たな支援

制度に基づくストックマネジメント計画を策定する予定でございます。 

  続きまして、「行政と住民が一体となって取り組むまちづくり」に関連する事業につきま

して御説明申し上げます。 

  初めに、町税、水道料金及び下水道使用料のコンビニ収納の開始についてでございます。 
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  現在、町税や水道料金、下水道使用料の納付方法につきましては、役場会計課窓口や金融

機関で直接納付していただく方法と口座振替により納付していただく方法がございますが、

これらに加え、本年４月からコンビニ収納を開始いたします。 

  全国のコンビニエンスストアで、時間帯や曜日を問わず納付していただくことが可能とな

りますことから、納税者や利用者の皆様に対する利便性を向上させるとともに、納期限内の

納付を促すことも期待できるものと考えております。 

  次に吉田町情報発信アプリケーション「よしだポケットＮＥＷＳ」についてでございま

す。 

  町では、本年１月から、若者に限らず幅広い年代で広く利用されておりますスマートフォ

ンやタブレット端末等へ当町の最新状況をお届けする「よしだポケットＮＥＷＳ」の運用を

開始いたしました。 

  この「よしだポケットＮＥＷＳ」は、２月25日現在、1,016人の方にダウンロードしてい

ただいており、町からは、イベント情報や子育てに関する情報などを積極的に発信しており

ます。 

  平成30年度も、町民の皆様の生活に身近な情報を積極的に発信してまいりますとともに、

より多くの皆様に御利用いただけますよう、さらなる周知に努めてまいります。 

  次に、第５次吉田町総合計画後期基本計画策定に係る住民意識調査の実施についてでござ

います。 

  当町では、第５次吉田町総合計画基本構想で示しました将来都市像「人が集い 未来へは

ばたく 魅力あふれるまち 吉田町」を実現するため、平成28年度から平成31年度までを計

画期間とする前期基本計画を策定し、効果的な事業実施に資するため、毎年、実施計画を見

直しながら事業を展開しているところでございます。 

  この事業の展開における進捗管理につきましては、町づくりステップアップ行政評価シス

テムに基づき、毎年、ＰＤＣＡサイクルによる事業管理を行っておりますが、前期基本計画

も中間点を迎え、残すところ２カ年となっております。 

  このため、平成30年度は、平成32年度からの第５次吉田町総合計画後期計画の策定に向け

ました住民意識調査を実施してまいります。 

  この住民意識調査は、直近の社会情勢を踏まえた町民ニーズの傾向を把握できるととも

に、町民の皆様の声にならない声を把握することができる重要な手段となるものでございま

す。 

  平成31年度に実施する第５次吉田町総合計画後期計画の策定業務に当たりましては、この

調査結果を最大限に活用しながら、当町の将来都市像の実現に向けた後期基本計画の施策の

方向性を示してまいりたいと考えております。 

  以上、平成30年度を迎えるに当たり、当町が目指す都市将来都市像であります「人が集い 

未来へはばたく 魅力あふれるまち 吉田町」の実現に向けて実施いたす各種施策の方針や

概要について述べさせていただきました。 

  平成30年度は、確固たる安全・安心の確保に向け、「津波防災まちづくり」の一丁目一番

地であります防潮堤のかさ上げ工事が開始されることにより、町が大きく動き出してまいり

ます。 
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  そして、この防潮堤整備にあわせて、シーガーデンシティ構想の取り組みを加速させると

ともに、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー ト

リビンス プラン）」を中心とした教育、子育て支援施策などをより一層充実させることに

より、「豊かで勢いがあり、心を魅了する」まちへと飛躍を遂げることができるものと確信

をしております。 

  全ては、町民の皆様が安心して心豊かに暮らし続けることができ、また、多くの皆様に訪

れていただけるような魅力あふれるまちをつくり上げるため、必ずやり遂げなければならな

いものでございますので、組織の能力を高め、脇を固めて全力で取り組んでまいります。 

  議員各位におかれましては、ぜひとも当町の町づくりに対しまして御理解をいただき、今

後も格段の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ、施政方針といたします。 

○議長（藤田和寿君） 町長の施政方針が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議会閉会中の委員会活動報告 

○議長（藤田和寿君） 続いて日程第４、議会閉会中の委員会活動報告を各委員長から報告を

願います。 

  初めに、議会運営委員会委員長、お願いいたします。 

  10番、大塚邦子君。 

〔議会運営委員会委員長 大塚邦子君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（大塚邦子君） 議会運営委員会委員長の大塚です。 

  議会閉会中の活動報告をいたします。 

  平成30年２月22日木曜日午前９時から役場４階第１会議室において委員会を開催しまし

た。 

  出席委員は６名、そのほか番外１名、事務局２名、説明員として総務課長に出席いただき

ました。 

  総務課長の退席後、協議に入りました。 

  協議事項１、平成30年第１回吉田町議会定例会の運営について、上程議案の審議方法や会

期、審議予定、会議録署名議員を決定いたしました。 

  次に、議会改革推進会議についてでありますが、議会改革推進会議の設置につきまして

は、議長の諮問を受けて議会運営委員会で協議を行い、前回の議会会期中の委員会にて吉田

町議会会議規則の一部を改正する規則の制定案並びに吉田町議会議会改革推進会議運営要綱

案を決定し、議長に答申いたしております。 

  このような経緯を経て、本定例会に吉田町議会会議規則の一部を改正する規則の制定を、

発議案として議会運営委員会から提出することにいたしました。 

  次に、吉田町議会傍聴規則について、現状に合わせるべく改正することとし、次回の会議

までに各委員が検討することを申し合わせました。 

  以上報告といたします。 

○議長（藤田和寿君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  次に、総務文教常任委員会委員長、お願いいたします。 

  ６番、山内 均君。 

〔総務文教常任委員会委員長 山内 均君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（山内 均君） 総務文教常任委員会より、議会閉会中の調査活

動について報告をいたします。 

  平成29年12月13日、第４回議会定例会において、議会閉会中の所管事務調査について調査

することを決定し、会議規則第69条第１項の規定により議長に通知をしました。 

  調査事項は生活交通の確保についてといたしました。 

  平成30年１月23日、委員７名、事務局２名の出席で委員会を開会いたしました。 

  協議事項は、生活交通の確保について。 

  調査目的は、協議の結果、利便性、採算性、維持管理について調査研究をすることと決定

いたしました。 

  協議内容での調査事項は、町について、町は現在自主的な交通施策を行っていないが、ニ

ーズの有無について現状を調査する、町づくりに関する住民意識調査の報告書のアンケート

結果を参考とする。 

  ２、近隣市町については、近隣市町の事例を調査をする。 

  牧之原市坂部タクシーとの連携、焼津市オンデマンドタクシーなどを調査するということ

に決定といたしました。 

  次回の委員会は２月21日９時からとして閉会をいたしました。 

  平成30年２月21日、委員７名、事務局２名の出席で委員会を開会いたしました。 

  調査活動と方向性を検討し、具体策を決定するための協議をいたしました。 

  吉田町で作成した町づくりに関する住民意識調査報告書を参考に、バスなどの公共交通の

充実についての協議をいたしました。 

  また、アンケート結果から、バスなどの公共交通の充実に対して、性別、年齢別、地域別

とともに、重要性は感じているが、満足している人は全体の15％程度と少数であることを確

認をいたしました。 

  高齢化に伴う自動車運転免許証の返還等による公共交通の必要度から重要度までを調査研

究することを決定をいたしました。 

  ２、公共交通の重要度を確認するため、委員会として町民にアンケート調査をすることを

決定をいたしました。 

  ３、近隣市町で行っている事例を調査すること、また委員会活動として地域にて実態調査

することを検討いたしました。 

  ４、議会報告会のトピックスに取り上げてくれることを委員会に依頼することといたしま

した。 

  なお、町民のアンケートに対しては、これから可能性を精査いたしますので、一時保留と

いたします。 
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  以上が総務文教常任委員会の議会閉会中の審議の結果であります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  次に、産業建設常任委員会委員長、お願いいたします。 

  ５番、大石 巌君。 

〔産業建設常任委員会委員長 大石 巌君登壇〕 

○産業建設常任委員会委員長（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  産業建設常任委員会より、閉会中の委員会活動ついて御報告いたします。 

  昨年12月８日、所管事務調査事項であります道路、河川及び都市公園の管理及び整備につ

いてのうち、町内５河川の現地調査を行うこととし、引き続き河川の管理及び整備につい

て、議会閉会中も継続調査をすることを決定をし、議長に通知をいたしました。 

  また、12月20日の委員会において、視察について検討をし、日程調整をすることといたし

ました。 

  本年１月25日午前９時より、出席委員７名全員、番外１名、事務局２名の出席で委員会を

開催し、視察について予定をした視察先との調整がつかず、今年度内は中止をするというこ

とといたしました。 

  続いて、建設課の案内によりまして、町内５河川、大幡川、湯日川、稲荷川、住吉川、坂

口谷川の現地調査を行いました。 

  ２月19日午前９時より、出席委員７名全員、番外１名、事務局２名の出席で委員会を開催

いたしまして、現地調査を行った感想等も含めまして各委員からの意見を集約をしたところ

でございます。 

  この中で、まだ理解が十分でない点について意見がありましたので、改めて当局より説明

を受けることといたしました。 

  以上、産業建設常任委員会の報告といたします。 

○議長（藤田和寿君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎吉田町教育改革調査特別委員会委員長報告 

○議長（藤田和寿君） 日程第５、吉田町教育改革調査特別委員会委員長報告を、委員長から

報告願います。 
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  吉田町教育改革調査特別委員会委員長、お願いします。 

  ９番、八木 栄君。 

〔吉田町教育改革調査特別委員会委員長 八木 栄君登壇〕 

○吉田町教育改革調査特別委員会委員長（八木 栄君） ９番、八木 栄です。 

  吉田町教育改革調査特別委員会の報告をいたします。 

  平成29年12月12日火曜日、第１会議室にて午後１時30分から第６回特別委員会を開会。 

  １、ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー トリビンス プラン）の新しい

方向性について協議した。２、視察先の検討について、次回協議する。３、次回特別委員会

にて、教育委員会に対する疑問点を質問し、回答をいただく。 

  次回特別委員会開催は12月22日金曜日午後１時30分からとしました。散会は午後３時45分

でした。 

  平成29年12月22日金曜日、第２会議室にて午後1時30分から第７回特別委員会を開会。 

  欠席委員１名。 

  １、ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（ティーシーピー トリビンス プラン）に関する

疑問点について、当局より説明を受け、質疑した。当局の出席者は浅井教育長、栗林理事兼

学校教育課長、塚本理事ほか３名です。２、今回の回答を受け、ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ 

Ｐｌａｎ（ティーシーピー トリビンス プラン）の新しい方向性についての問題点、疑問点

について文章を整理した。３、配付資料の中で、京都市教育委員会の資料を参考にするた

め、当局の京都市視察報告レポートの提供を要請し、協議を進めることに決定。４、放課後

児童クラブ利用希望のアンケート調査集計結果について、当局から資料提供を求めることに

決定。 

  以上が当日の協議内容です。散会は午後４時30分でした。 

  平成30年２月23日金曜日、第１会議室にて午後３時から第８回特別委員会を開会。 

  １、新しい方向性のＴｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ（トリビンス プラン）に関する疑問点に

ついて文章を整理した。２、文章整理したものを、質問事項として教育委員会へ提出し、回

答を求めることに決定。 

  以上が当日の協議内容です。散会は午後４時30分でした。 

  以上で吉田町教育改革調査特別委員会の報告を終わります。 

○議長（藤田和寿君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号～議案第３０号の一括上程、説明 

○議長（藤田和寿君） 次に、会議規則第35条の規定により、日程第６、第１号議案から日程

第35、第30号議案までの30議案を一括議題といたします。 
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  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成30年第１回吉田町議会定例会に上程いたします議案の概要につき

まして御説明申し上げます。 

  今回上程いたします議案は、条例の一部改正について12件、条例の制定について１件、補

正予算について６件、当初予算について７件、規約の変更について１件、町道の路線廃止に

ついて１件、町道の路線認定について１件、人事案件について１件の合計30件でございま

す。 

  それでは、各議案につきまして御説明申し上げます。 

  第１号議案は、吉田町職員の給与に関する条例及び吉田町一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  本議案は、本年度の人事院勧告に基づきまして、官民給与の格差の率0.15％を解消するた

め、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置きながら給料表の水準を引き上げると

ともに、勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるなど、国家公務員の制度改正に準じ

た内容の条例改正ををお認めいただこうとするものでございます。 

  第２号議案は、吉田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険料等の一部を改正する

法律に基づきまして、本年４月から市町とともに県も国民健康保険の保険者となり、財政運

営の責任主体として国民健康保険事業を運営することとなることから、国民健康保険税の課

税目的を改正することなど、法改正の趣旨に沿った内容の条例改正をお認めいただこうとす

るものでございます。 

  第３号議案は、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてございます。 

  本議案は、本年度の人事院勧告におきまして、一般職の国家公務員は官民格差解消のため

期末勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げることとしておりますことから、当町にお

きましても、国家公務員に準じた議会議員の期末手当につきまして、職員と同様に年間支給

月数を0.05月分引き上げる内容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第４号議案は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を制定についてでございます。 

  本議案は、観光イベントの企画運営や地域の魅力情報発信、地域間交流や移住促進支援な

どを担う地域おこし協力隊員を平成30年度から新たに任用する予定でおりますことから、地

方自治法第203条の２の規定に基づく非常勤職員となる地域おこし協力隊員の報酬の額を新

たに定める改正を行う内容の条例を制定することにつきましてお認めいただこうとするもの

でございます。 

  第５号議案は、特別職の職員で非常勤の者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。 

  本議案は、本年度の人事院勧告におきまして、一般職の国家公務員は官民格差の解消のた

め期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げることとしておりますことから、当町に
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おきましても国家公務員に準じ、特別職の期末手当について職員と同様に年間支給月数を

0.1月分引き上げる内容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第６号議案は、消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。 

  本議案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が

本年２月７日に公布され、同年４月１日に施行されることに伴いまして、非常勤消防団員等

の扶養親族に係る補償基礎額の加算額につきまして、政令の改正に準じた所要改正を行う内

容の条例を制定することにつきましてお認めいただこうとするものでございます。 

  第７号議案は、吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律に基づきまして、国民健康保険法の一部を改正され、本年４月１日から施行されること

に伴いまして、国民健康保険の運営に対する変更など、法改正の趣旨に沿った内容の条例改

正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第８号議案は、国民健康保険給付支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律に基づきまして、本年４月から市町とともに県も国民健康保険の保険者となり、財政運

営の責任主体として国民健康保険事業を運営する制度改正が行われることから、この法改正

の趣旨に沿って、国民健康保険給付等支払準備基金の名称や設置目的を初めとする必要な内

容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第９号議案は、吉田町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  本議案は、都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年５月12日に公布され、都市公園

施行令第１条の２が改正されたことに伴いまして、都市公園の設置基準の参酌基準に町民１

人当たりの敷地面積の標準算定に係る特例が追加されましたことから、法改正の趣旨に沿っ

た内容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 

  第10号議案は、吉田町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  本議案は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成29年12月26日に公布され、

本年４月１日から施行されることに伴いまして、３年ごとの見直しが義務づけられている介

護保険事業計画におきまして、平成30年度から平成32年度までの第１号被保険者保険料率に

関し、介護保険料の段階判定に必要となる基準所得金額について、国の示した基準にあわせ

た介護保険料とすることなど、法改正の趣旨に沿った内容の条例改正をお認めいただこうと

するものでございます。 

  第11号議案は、吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律に基づきまして、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、本年４月１日から施行

されることに伴いまして、住所地特例の適用を受ける被保険者の対象を変更するなど、法改

正の趣旨に沿った内容の条例改正をお認めいただこうとするものでございます。 
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  第12号議案は、吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律が平成29年４月26日に公布され、本年４月１日から施行されることに伴いま

して、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正も

あわせて行われましたことから、引用している同法の条項にずれが生ずることとなるため、

本条例の関係箇所について所要の改正を行う内容の条例を制定することにつきましてお認め

いただこうとするものでございます。 

  第13号議案は、吉田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の制定についてでございます。 

  本議案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律が平成26年６月15日に公布され、介護保険法の一部が改正されることに伴いま

して、これまで静岡県条例で定められておりました指定居宅介護支援等の事業の人員、運営

等の基準を町の条例で定める必要が生じましたことから、法改正の趣旨に沿いまして、当町

における基準を新たに規定する内容の条例を制定するのについてお認めいただこうとするも

のでございます。 

  第14号議案は、平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

  本議案は、平成29年度一般会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,490万

6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ119億577万1,000円とするとともに、漁港

環境整備事業費、教育振興事業費など４の事業費に係る合計４億8,808万4,000円の繰越明許

費の設定、債務負担行為の廃止を行うほか、地方債の限度額を3,610万円を減額する補正予

算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第15号議案は、平成29年度吉田町土地取得事業特別会計補正予算（第１号）についてでご

ざいます。 

  本議案は、平成29年度の土地取得事業特別会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

41万9,000円を増額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ1,544万2,000円とする補正予算をお認

めいただこうとするものでございます。 

  第16号議案は、平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算（第３号）についてでご

ざいます。 

  本議案は、平成29年度の国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ6,603万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億6,708万9,000円とする

補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第17号議案は、平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

  本議案は、平成29年度の後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ17万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億4,676万3,000円とする補

正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第18号議案は、平成29年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についてでご

ざいます。 
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  本議案は、平成29年度の介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２億546万3,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ20億4,005万8,000円とする補正

予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第19号議案は、平成29年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてで

ございます。 

  本議案は、平成29年度の公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ2,117万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億4,196万8,000円とすると

ともに、地方債の限度額を2,000万円減額する補正予算をお認めいただこうとするものでご

ざいます。 

  第20号議案は、平成30年度吉田町一般会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の一般会計歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億3,700万円

と定めるとともに、21の事業につきまして総額８億5,150万円を限度とする地方債を計上す

るほか、一時借入金の最高額を５億円と定める内容の予算をお認めいただこうとするもので

ございます。 

  第21号議案は、平成30年度吉田町土地取得事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の土地取得事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

2,047万2,000円とする予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第22号議案は、平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞ

れ28億97万5,000円と定めるほか、一時借入金の最高額を１億円と定めるとともに、保険給

付費に係る款内流用を規定した予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第23号議案は、平成30年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございま

す。 

  本議案は、平成30年度後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２億6,571万4,000円と定める予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第24号議案は、平成30年度吉田町介護保険事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

19億1,589万3,000円と定めるほか、保険給付費に係る款内流用を規定した予算をお認めいた

だこうとするものでございます。 

  第25号議案は、平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の公共下水道事業特別会計の歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ12

億181万7,000円と定めるとともに、公共下水道事業につきまして総額２億4,100万円を限度

とする地方債を計上するほか、一時借入金の借り入れの最高額を３億円と定める予算をお認

めいただこうとするものでございます。 

  第26号議案は、平成30年度吉田町水道事業会計予算についてでございます。 

  本議案は、平成30年度の水道事業会計予算につきまして、収益的収入の総額を５億8,712

万5,000円とし、収益的支出の総額を５億4,386万2,000円とするとともに、資本的収入の総

額を１億1,142万1,000円とし、資本的支出の総額を４億1,112万5,000円として、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する２億9,970万4,000円は減債積立金3,000万円、建設改良積

立金7,000万円、過年度分消費税、資本的収支調整額1,469万円、過年度分損益勘定留保資金
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8,961万4,000円、当年度分損益勘定留保資金9,540万円で補塡するものと定め、一時借入金

の限度額を5,000万円と定めるなどの内容とする予算をお認めいただこうとするものでござ

います。 

  第27号議案は、吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約についてでござい

ます。 

  本議案は、吉田町牧之原市広域施設組合規約第３条第５号に規定されております学校給食

共同調理場の設置及び管理運営に関する事務につきまして、当該経費の負担区分を定める必

要があることから、本組合規約の所要の変更を行うことについてお認めいただこうとするも

のでございます。 

  第28号議案は、町道の路線廃止についてでございます。 

  本議案は、防潮堤川尻工区の整備に関連する５路線と、浜田土地区画整理事業により進め

られております道路整備に関連する５路線について、町道として廃止する必要がありますこ

とから、川尻地内などの10路線について町道の路線廃止をお認めいただこうとするものでご

ざいます。 

  第29号議案は、町道の路線認定についてでございます。 

  本議案は、防潮堤川尻工区の整備に関連する５路線と、浜田土地区画整理事業により進め

られております道路整備に関連する８路線について、町道として認定する必要がありますこ

とから、川尻地内などの13路線について町道の路線認定をお認めいただこうとするものでご

ざいます。 

  第30号議案は、吉田町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ

いてでございます。 

  本議案は、現在、吉田町固定資産評価審査委員会委員であります、吉田町片岡の桐田不二

雄さんが本年４月30日をもって任期満了となりますことから、引き続き吉田町片岡1611番地

の５、桐田不二雄さんを吉田町固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて御同

意をお願いするものでございます。 

  以上が上程をいたします30議案の概要でございます。 

  なお、第14号議案の平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についてでございます

が、教育振興事業に関しまして、国の補正予算に呼応して早期に事業着手を行う必要があり

ますとともに、当町にとって交付税措置の高い起債を活用するため、３月上旬までに議会の

議決及び国・県への申請を行う必要がありますことから、早急に議決をお願いいたします。 

  また、第27号議案 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約についてでご

ざいますが、変更する同規約の本年４月１日の施行に向けて、３月の早い段階で組合から県

に対し必要な届出を行わなければならないこととなっておりますので、こちらも早期の議決

につきまして、議会の皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

  詳細につきましては担当課長から申し上げます。 

  それでは、御審議のほどどうぞよろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 町長からの提案理由の説明が終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開を10時50分とします。 
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休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時４７分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  続いて、各担当課長から詳細なる説明を順次お願いいたします。 

  初めに、総務課長、お願いします。 

  総務課長、久保田明美君。 

〔総務課長 久保田明美君登壇〕 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  総務課からは、第１号議案、第３号議案、第５号議案、第15号議案、第21号議案及び第30

号議案の計６議案につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第１号議案 吉田町職員の給与に関する条例及び吉田町一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

  議案書の１ページから９ページ及び参考資料ナンバー１をごらんいただきたいと存じま

す。 

  本議案は、本年度の人事院勧告に基づきまして、官民給与の格差0.15％を解消するため、

若年層に重点を置きながら給料表の水準を引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を0.1

月分引き上げることを主とする内容の条例改正をお認めいただこうとするもので、全体を３

条立てにしまして、それぞれ施行日の異なる改正を行うものでございます。 

  改正の内容でございますが、第１条の吉田町職員の給与に関する条例の改正規定では、第

15条の８第２項第１号に規定されております一般職員の勤勉手当の支給率を、100分の85か

ら12月に支給する場合は100分の95に、再任用職員の勤勉手当の支給率を、12月に支給する

場合は100分の40から100分の45に引き上げるものでございます。 

  また、別表第１及び別表第２に規定されております行政職の給料表及び技能労務職給料表

につきましては、世代間の給与配分の観点から初任給を1,000円、若年層も同程度引き上げ

るとともに、そのほかは400円の引き上げを基本に改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案書８ページになります。 

  第２条の改正規定でございますが、初めに、第４条に規定する昇給に係る勤務成績の規定

について、新たに評価期間の終了日を規則に定めることとする改正を行うものでございま

す。 

  次に、第１条の３に規定されている特地勤務手当に準ずる手当についてですが、当町にお

いて支給要件に該当する勤務地がないため、県の市町行政課の助言に基づき、当該規定を削

除する改正を行うものでございます。 

  次に、第１条の改正規定により、12月の支給について引き上げた第15条の８第２項に規定

する一般職員の勤勉手当の支給率100分の95を、６月の支給及び12月の支給ともに100分の90

に改め、また再任用職員の勤勉手当の支給率100分の45を、６月の支給及び12月の支給とも

に100分の42.5にそれぞれ改める改正を行うものでございます。 
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  続きまして、第３条の吉田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正規定では、

第７条に規定する特定任期付職員の給料表を、行政職給料表との均衡を考慮し、国家公務員

の例に準じた引き上げの改正をするとともに、第８条に規定する勤務手当の読みかえ規定中

の支給率を100分の162.5から100分の165に引き上げるものでございます。 

  なお、附則につきましては、改正規定は公布の日から施行し、第２条及び第３条の規定は

本年４月１日から施行するものでございますが、第１条の改正規定につきましては、平成29

年４月１日から適用するものでございます。 

  また、第３項におきまして、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の給与条例の規定による支給の内払いとみなすとするものでございます。 

  次に、第３号議案 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。 

  議案書の13ページ、14ページ及び参考資料ナンバー３をごらんいただきたいと存じます。 

  本議案は、本年度の人事院勧告に基づきまして、国では一般職の国家公務員の給与改定に

準じ、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、ボーナスの支給率を0.05月引き上

げております。 

  このことを受けまして、当該支給率を準用しております当町の議会議員の期末手当につき

ましても、年間の支給率を0.05月分引き上げることとし、全体を２条立てにしまして、それ

ぞれ施行日の異なる改正を行うものでございます。 

  改正内容でございますが、第１条の改正規定につきましては、第４条第２項中に規定され

ております12月期の期末手当の支給率を100分の167.5から100分の172.5に引き上げるもので

ございます。 

  第２条の改正規定につきましては、第４条第２項中の６月期の期末手当の支給率を100分

の157.5から100分の160に引き上げるとともに、第１条の改正規定により引き上げた12月期

の期末手当の支給率を100分の172.5から100分の170に引き下げるものでございます。 

  なお、附則第１項及び第２項につきましては、第１条関係の改正規定は平成29年12月１日

から適用し、第２条関係の改正規定は平成30年４月１日から施行するものでございます。 

  また、同附則第３項につきましては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当

は、改正後の条例の規定による支給の内払いとみなすものでございます。 

  次に、第５号議案 特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。 

  議案書の17ページ、18ページ及び参考資料ナンバー５をごらんいただきたいと存じます。 

  本議案は、本年度の人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の勤務手当について年間の

支給率を0.1月分引き上げることとしましたので、一般職の職員の支給率を準用する特別職

の期末手当につきましても、年間の支給率を0.1月分引き上げることとし、全体を２条立て

にしまして、それぞれ施行日の異なる改正を行うものでございます。 

  改正の内容でございますが、第１条の改正規定では、第２条第２項中に規定されておりま

す12月期の期末手当の支給率を100分の222.5から100分の232.5に引き上げるものでございま

す。 



- 26 - 

 

  第２条の改正規定では、第２条第２項中の６月期の期末手当の支給率を100分の207.5から

100分の212.5に引き上げるとともに、第１条の改正規定により引き上げた12月期の期末手当

の支給率を100分の232.5から100分の227.5に引き下げるものでございます。 

  なお、附則第１項及び第２項につきましては、第１条関係の改正規定は平成29年12月１日

から適用し、第２条関係の改正規定は平成30年４月１日から施行するものでございます。 

  また、同附則第３項につきましては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当

は、改正後の条例の規定により、支払いの内払いとみなすものでございます。 

  次に、第15号議案 平成29年度吉田町土地取得事業特別会計補正予算（第１号）について

でございます。 

  別冊の補正予算（第１号）をごらんください。 

  今回の補正は、第１条にありますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,544万2,000円とするものでございます。 

  それでは、歳入から説明させていただきます。 

  補正予算（第１号）に関する説明書の２ページをごらんください。 

  １款財産収入でございますが、土地開発基金の預金利子総額の見込額が43万8,000円とな

りましたので、今回41万9,000円を増額補正させていただくものでございます。 

  次に、３ページをごらんください。 

  歳出でございますが、１款総務費の１項１目一般管理費に、歳入で増額補正いたしました

預金利息の41万9,000円を全額計上し、土地開発基金への積立金を増額補正させていただく

ものでございます。 

  次に、第21号議案 平成30年度吉田町土地取得事業特別会計予算についてでございます。 

  議案書の66ページから68ページをごらんください。 

  平成30年度吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出予算総額でございますが、67ページの第

１条にありますとおり、歳入歳出それぞれ2,047万2,000円とし、款項ごとの金額は68ページ

第１表のとおりとするものでございます。 

  詳細につきましては、平成30年度吉田町一般会計及び特別会計予算に関する説明書の一般

会計予算最終ページ、221ページの次に、土地取得事業特別会計予算の歳入歳出予算事項別

明細書がございますので、その事項別明細書に沿って説明させていただきます。 

  １ページの総括の歳入をごらんください。 

  １款財産収入は前年度より544万9,000円多い547万円、２款繰入金は前年度と同額の1,500

万円、３款繰越金及び４款諸収入はいずれも前年度と同額の1,000円とし、歳入合計2,047万

2,000円を計上いたしました。 

  また、歳出につきましては、１款総務費に前年度より544万9,000円多い2,047万2,000円を

計上いたしました。 

  次に、２ページから４ページをごらんください。 

  歳入についての詳細でございますが、１款財産収入の547万円は、土地開発基金の基金利

子19万9,000円と高島４号線及び高島10号線用地を一般会計へ売り払う土地売払収入527万

1,000円でございます。 

  ２款繰入金の1,500万円は、土地開発基金からの繰入金1,500万円でございます。 

  ３款繰越金は1,000円でございます。 
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  ４款諸収入は、土地取得事業特別会計の預金利子1,000円でございます。 

  次に、５ページの歳出をごらんください。 

  １款総務費の総務管理費の2,047年2,000円でございますが、土地開発基金への積立金に20

万1,000円、財産取得費に1,500万円、土地開発基金への繰出金に527万1,000円を計上いたし

ました。 

  次に、第30号議案 吉田町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること

についてでございます。 

  議案書の91ページをごらんいただきたいと存じます。 

  本議案は、現在、吉田町固定資産評価審査委員会委員であります吉田町片岡の桐田不二雄

さんが本年４月30日をもって任期満了となりますことから、引き続き桐田不二雄さんを吉田

町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第423条の第３項の規定

に基づきまして御同意をお願いするものでございます。 

  桐田さんの住所は吉田町片岡2611の５、氏名は桐田不二雄、生年月日は昭和24年１月13日

で、現在69歳でございます。 

  委員の任期は、本年５月１日から平成33年４月30日までの３年間となります。 

  桐田さんの主な経歴でございますが、昭和47年４月に焼津信用金庫に入庫され、平成19年

３月まで同金庫で活躍され、同年４月からは関連会社であります株式会社まるせいビジネス

に転籍され、平成24年３月に同社を退職されました。 

  桐田さんは現在、固定資産評価審査委員会委員として、平成27年５月１日から１期在職し

ていただいており、信用金庫にお勤めになられた経歴からも、固定資産評価審査委員会の委

員としてふさわしい方であるとともに、地域住民からの信望も非常に厚く、桐田さんの選任

に当たりましては、地元片岡区からも御推薦をいただいております。 

  以上、総務課から６議案につきましての御説明でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、防災課長兼防災監、お願いいたします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

〔防災課長兼防災監 大石剛久君登壇〕 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  本議会に上程いたしました第６号議案 消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の制定についてを御説明させていただきます。 

  議案書の19ページ、20ページ及び参考資料ナンバー６をごらんください。 

  消防団員等公務災害補償条例における損害補償の基礎となる額、いわゆる補償基礎額は、

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に基づき定められており、この基準政

令に規定されている補償基礎額の加算額及び加算額の対象につきましては、一般職の職員の

給与に関する法律に定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められている

ところでございます。 

  一般職の職員の給与に関する法律につきましては、平成28年11月に改正され、平成29年度

から段階的に扶養手当の支給額が改定されることとなったことから、基準政令で定められて

いる扶養親族の加算額及び加算の対象につきましても改正されることとなり、当町におきま
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しても基準政令に準じた改正が必要であることから、消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正するものでございます。 

  改正内容でございますが、題名に吉田町を冠するとともに、第２条につきまして該当する

条文を明確にするものでございます。 

  第５条に関しまして、非常勤消防団員等の配偶者、子、孫等の扶養親族に係る補償基礎額

の加算額を改めるものでございまして、第１号に該当する配偶者に係る加算額を217円に改

め、第２号に該当する子にあっては加算額を一律333円に改め、第３号から第６号までのい

ずれかに該当する扶養親族にあっては一律217円に改めることとしたものでございます。 

  附則につきましては、施行期日を平成30年４月１日からとし、経過措置として、改正後の

吉田町消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、この条例の施行日以後に支給す

べき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病

補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じ

た損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補

償年金及び遺族補償年金については、従前の例によることとしております。 

  以上が第６号議案の説明でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、企画課長、お願いいたします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

〔企画課長 谷澤智秀君登壇〕 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  企画課からは、第４号議案、第14号議案及び第20号議案の３件につきまして御説明申し上

げます。 

  それでは、初めに第４号議案 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定についての内容につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の15ページ、16ページ及び参考資料ナンバー４をごらんをいただきたいと存じま

す。 

  当町では、平成30年度から総務省が推奨しております地域おこし協力隊を活用し、町の観

光イベント等の企画運営を初め、地域の魅力の情報発信業務や地域間交流及び移住・定住促

進支援等の業務をさらに向上させ、町外の新たな視点のもと、吉田町の魅力を発信し、躍動

感あふれる町をＰＲしていきたいとしていく予定でございます。 

  今回の条例改正につきましては、将来に向かって躍動する吉田町の一端を担っていただく

地域おこし隊の隊員を採用するに当たりまして、同隊員が当町の非常勤の特別職として位置

づけ、安心して活動していただくための身分等を保証する必要があるものでございます。 

  この非常勤特別職は、地方自治法第203条の２の規定に基づきまして、その報酬額を条例

で定める必要がありますことから、第１条に係る別表第１中に地域おこし隊隊員を新たに加

える改正を行おうとするものでございます。 

  改正の内容でございますが、別表第１中に新たに地域おこし協力隊員の項を追加し、報酬

額を月額20万円とするものでございます。 

  施行日につきましては、附則で平成30年４月１日から施行しようとするものでございま

す。 
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  以上が第４号議案 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての御説明でございます。 

  続きまして、第14号議案 平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についての内容

を御説明申し上げます。 

  別冊の平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）をごらんをいただきたいと存じま

す。 

  まず、１ページをごらんください。 

  第１条でございますが、現計予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,490万6,000円を追加

し、総額を歳入歳出それぞれ119億577万1,000円とし、その款項区分ごとの補正額、補正後

の歳入歳出予算につきましては、２ページから５ページまでの第１表歳入歳出予算補正のと

おりとすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  次に、第２条でございますが、平成29年度の事業のうち、年度内に事業が終わらない見込

みがあるものとしまして、地方自治法第213条第１項の規定に基づきまして、翌年度に繰り

越して使用することができる経費を、６ページに掲げます第２表繰越明許費のとおりとする

ことをお認めいただこうとするものでございます。 

  次に、第３条でございますが、債務負担行為の補正につきまして、７ページに掲げます第

３表債務負担行為補正のとおりお認めいただこうとするものでございます。 

  そして、第４条でございますが、地方債の補正につきまして、８ページに掲げます第４表

地方債補正のとおりお認めいただこうとするものでございます。 

  具体的な内容につきましては、まず、繰越明許費から御説明申し上げます。 

  ６ページをごらんください。 

  今回措置しようとしております繰越明許費でございますが、全部で４事業につきまして、

総額４億8,808万4,000円の予算を翌年度に繰り越して使用することをお認めいただこうとす

るものでございます。 

  繰り越しをお認めいただきたい事業とその財源につきまして、事業ごとに申し上げます。 

  まず、漁港環境整備事業費につきましては、多目的広場ののり面工事に係る工事請負費

8,476万円を繰り越すものでございます。 

  なお、繰り越す財源につきましては、県支出金、地方債及び一般財源でございます。 

  次に、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業につきましては、橋梁下部工事に係る工事

請負費3,123万1,000円を繰り越すものでございます。 

  繰り越す財源につきましては、地方債と一般財源でございます。 

  次の大幡川改修事業費につきましては、河川改修に係る工事請負費3,300万5,000円を繰り

越すものでございます。 

  繰り越す財源につきましては、国庫補助金と地方債、そして一般財源でございます。 

  最後の教育振興事業費につきましては、小・中学校のトイレ洋式化に係る委託料及び工事

請負費３億3,908万8,000円を繰り越すものでございます。 

  繰り越す財源につきましては、国庫補助金と地方債、そして一般財源でございます。 

  なお、繰越明許費につきましては、地方自治法施行令第146条第２項に基づきまして、翌

年度の５月31日までに繰越計算書を調整して、次回に開催される議会に報告しなければなら
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ないことになっておりますので、これらの繰越明許費につきましても、そのルールに従いま

して今後御報告をさせていただくこととなります。 

  続きまして、７ページの債務負担行為の補正につきまして御説明申し上げます。 

  企業活動維持支援事業区域基盤整備につきましては、平成29年度一般会計予算におきまし

て、期間平成30年度まで、限度額5,181万8,000円とする債務負担行為をお認めいただいたと

ころでございますが、本事業につきましては、東京五輪関連工事等で全国的に建設需要が急

増している社会情勢によりまして、くい打ち業者も予定通り確保することができなかったこ

とから、工期におくれが生じました。 

  この工期のおくれに伴う施工計画の見直しによりまして、平成30年度一般会計予算におき

まして改めて債務負担行為を設定し、従前の債務負担行為を廃止するものでございます。 

  続きまして、８ページの地方債補正につきまして御説明申し上げます。 

  起債につきましては、事業の実施状況に沿って第４表に掲げる事業の起債限度額につきま

して、追加、変更及び廃止をお認めいただこうとするものでございます。 

  この地方債の補正によりまして、起債全体の限度額は補正前と比べまして3,610万円減額

となります。 

  続きまして、別冊の平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）に関する説明書に沿い

まして、補正予算の内容について御説明をさせていただきたいと思います。 

  別冊の説明書をごらんをいただきたいと存じます。 

  説明書の３ページの歳入をごらんいただきたいと存じます。 

  初めに、１款町税は１億5,653万7,000円の増額でございます。 

  このうち、１項２目の法人につきましては、町内企業の業績向上により法人税額割が１億

1,180万円の増額、２項１目の固定資産税につきましては、企業の設備投資の増加により償

却資産が5,312万4,000円の増額、４項１目の町たばこ税につきましては、たばこの売上本数

の減少により838万7,000円の減額でございます。 

  次に、４ページをごらんください。 

  ２款地方譲与税は170万円の減額、３款利子割交付金は180万円の増額でございます。 

  次に、５ページをごらんください。 

  ４款配当割交付金は90万円の減額、５款株式等譲渡所得割交付金は930万円の増額でござ

います。 

  次に、６ページをごらんください。 

  ６款地方消費税交付金は190万円の増額、７款自動車取得税交付金は410万円の増額でござ

います。 

  いずれも県の情報をもとに算出した結果でございます。 

  次に、７ページをごらんください。 

  11款分担金及び負担金につきましては165万3,000円の減額でございます。 

  これは、１項１目農林水産業費分担金につきまして、県補助金の確定に応じて事業費を減

額することから、それに応じて分担金も減額となるものでございます。 

  次に、13款国庫支出金は3,647万8,000円の増額でございます。 

  このうち１項１目民生費国庫負担金につきましては、811万5,000円の減額でございます。 
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  これは、社会福祉費負担金につきまして、過年度分の障害児施設措置費給付費等負担金が

確定になりましたことから、実績に応じて44万9,000円増額するものでございます。 

  また、保険基盤安定制度負担金が本算定の結果9,000円減額するとともに、児童手当国庫

負担金の決算見込みにより855万5,000円減額するものでございます。 

  続きまして、８ページをごらんください。 

  ２項１目総務費国庫補助金につきましては313万5,000円の減額でございます。 

  これは、戸籍住民基本台帳費補助金につきまして、決算見込みにより個人番号カード交付

事業費補助金を313万5,000円減額するものでございます。 

  次に、２目民生費国庫補助金につきましては193万円を増額するものでございます。 

  これは、社会福祉費補助金の地域生活支援事業費補助金につきましては、交付決定を受け

て37万円減額する一方、補助率の有利な補助事業活用により、生活困窮者就労準備支援事業

費補助金を190万2,000円増額するものでございます。 

  児童福祉費補助金につきましては、決算見込みによりまして、地域子ども・子育て支援事

業費交付金を112万1,000円減額、施設型給付費補助金を151万9,000円増額するものでござい

ます。 

  次に、３目衛生費国庫補助金につきましては38万4,000円の減額でございます。 

  これは、決算見込みにより、母子保健衛生費補助金、妊娠出産包括支援事業を38万4,000

円減額するものでございます。 

  ９ページをごらんください。 

  ５目土木費国庫補助金につきましては3,976万2,000円の減額でございます。 

  社会資本整備総合交付金につきまして、交付決定を受けて3,863万7,000円と112万5,000円

を減額するものでございます。 

  ６目教育費国庫補助金につきましては8,594万4,000円を増額するものでございます。 

  これは、教育総務費補助金につきまして、総合体育館改修事業による文部科学省の学校施

設環境改善交付金が決算見込みにより514万8,000円減額する一方、国の平成29年度第１次補

正予算におきまして学校施設環境改善交付金の内示をいただきましたことから、9,109万

2,000円増額するものでございます。 

  続きまして、14款国庫支出金は5,862万6,000円の減額となります。 

  まず、１項１目民生費県負担金につきましては114万4,000円の減額でございます。 

  これは、社会福祉費負担金につきまして、過年度分の障害児施設措置費給付費等負担金が

確定されましたことから、実績に応じて22万4,000円増額するものでございます。 

  10ページをごらんください。 

  保険基盤安定制度負担金につきまして、本算定により59万3,000円増額するとともに、児

童手当県負担金につきましては決算見込みにより196万1,000円減額するものでございます。 

  次に、２目衛生費県負担費につきまして、決算見込みにより後期高齢者医療事業費負担金

を12万8,000円増額するものでございます。 

  次に、２項１目総務費県補助金につきましては、1,954万5,000円の減額でございます。 

  これは、事業の実績に応じまして、静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費を減額するも

のでございます。 

  次に、２目民生費県補助金につきましては、671万4,000円の減額でございます。 
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  これは、社会福祉費補助金の地域生活支援事業費補助金につきまして、交付決定を受けま

して18万5,000円減額する一方、補助率の有利な補助事業の活用により、地域自殺対策緊急

強化基金事業費補助金を126万8,000円減額するものでございます。 

  11ページをごらんください。 

  児童福祉補助金につきまして、決算見込みにより母子家庭医療費助成事業費補助金を11万

9,000円増額、地域子ども・子育て支援事業費補助金を112万1,000円減額、施設型給付費補

助金を40万1,000円減額、子供医療費補助金を385万8,000円減額するものでございます。 

  次に、４目農林水産業費県補助金は2,218万円の減額でございます。 

  これは、農業費補助金におきまして、内示に沿って農業委員会交付金を29万9,000円増

額、また事業実績によりまして経営体育成支援事業費補助金を20万5,000円減額、青年就農

給付金補助金を150万円減額、多面的機能支払交付金を３万9,000円減額するものでございま

す。 

  また、水産業費補助金につきましては、交付決定を受けて、漁業基盤整備事業費補助金を

2,073万5,000円減額するものでございます。 

  ５目商工費県補助金は、決算見込みによりまして、地域産業立地事業費補助金を250万円

増額するものでございます。 

  12ページをごらんください。 

  ７目消防費県補助金は、決算見込みによりまして、緊急地震津波対策交付金を1,167万

1,000円減額するものでございます。 

  続きまして、15款財産収入は392万5,000円を増額するものでございます。 

  これは、１項２目利子及び配当金収入につきまして、当初予定しておりました金額以上の

利子額を収入できることになりましたことから増額するものでございます。 

  13ページをごらんください。 

  17款繰入金は30万円を減額するものでございます。 

  これは、吉田町高等学校等奨学金の交付対象人員が確定したことに伴いまして、教育振興

基金繰入金を減額するものでございます。 

  14ページをごらんください。 

  19款諸収入は1,014万5,000円の増額となります。 

  ２項１目町預金利子及び３項１目の高等学校等奨学金返還金につきましては、現在までの

実績を勘案し、それぞれ22万8,000円、12万円を増額するものでございます。 

  ４項１目の農業者年金基金受託事業収入につきましては、交付決定を受けまして１万

5,000円増額するものでございます。 

  15ページをごらんください。 

  ５項２目の雑入につきましては、978万2,000円を増額するものでございます。 

  これは、総務費雑入におきまして、市町村振興協会市町交付金の確定により37万5,000円

減額、民生費雑入におきまして、児童発達支援事業収入の決算見込みにより268万5,000円の

減額、衛生費雑入において、過年度の精算金として後期高齢者過年度精算金を1,298万4,000

円増額、消防費雑入においては、決算見込みによりまして退職手当基金交付金を492万1,000

円減額、コミュニティー助成事業助成金を200万円減額、地震津波対策事業交付金を854万円
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増額、また広域施設組合負担金消防費の返還金は、吉田町牧之原市広域施設組合の補正予算

（第２号）に伴いまして１万6,000円増額するものでございます。 

  また、教育費雑入におきましては、交付決定を受けてスポーツ振興くじ助成金を177万

7,000円減額するものでございます。 

  続きまして、16ページから17ページにかけまして、20款町債につきましては3,610万円を

減額するものでございます。 

  まず、１項１目農林水産業債につきましては2,030万円の減額でございますが、これは、

それぞれの事業実績に応じて減額するものでございます。 

  次に、２目土木債につきましては１億90万円の減額でございますが、道路橋梁債につきま

しては、それぞれの事業実績に応じまして、9,890万円減額するものでございます。 

  河川債の大幡川改修事業につきましては、国庫補助金の交付決定を受けまして200万円減

額するものでございます。 

  次に、３目消防債につきましては、同報無線デジタル化整備事業につきまして、事業実績

に応じ2,400万円減額するものでございます。 

  次に、４目教育債につきましては、歳入でも申し上げました文部科学省の学校施設環境改

善交付金の内示額を受けましたことから、小・中学校のトイレ洋式化に伴い、小・中学校ト

イレ改修事業といたしまして２億4,790万円計上するものでございます。 

  また、総合体育館改修事業につきましては、事業実績に応じ１億3,880万円減額するもの

でございます。 

  続きまして、歳出につきまして御説明申し上げます。 

  18ページをごらんください。 

  １款議会費は31万9,000円の減額でございます。 

  これは、人事院勧告に沿って、職員人件費を１万8,000円増額、議員期末手当を18万7,000

円増額する一方で、決算見込みにより議会調査活動費を52万4,000円減額するものでござい

ます。 

  19ページをごらんください。 

  ２款総務費は932万8,000円を減額するものでございます。 

  このうち、１項１目の一般管理費は、人事院勧告に沿って職員人件費を54万3,000円増額

するものでございます。 

  次に、６目の企画費は、バス停の上屋工事及びバスロケーションシステム表示機の設置に

伴い、バス交通活性化対策事業費補助金を50万円増額するものでございます。 

  次に、11目の事務改善対策費は、事業実績により727万3,000円減額するものでございま

す。 

  20ページをごらんください。 

  ２項１目の税務総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費を12万8,000円増額するもので

ございます。 

  次に、３項１目の戸籍住民基本台帳費は311万円を減額するものでございます。 

  これは、人事院勧告に沿って職員人件費を２万5,000円増加する一方、決算見込みにより

まして、個人番号カード交付事業費交付金を313万5,000円減額するものでございます。 

  21ページをごらんください。 
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  ４項１目の選挙管理委員会費は、人事院勧告に沿って職員人件費を9,000円増額するもの

でございます。 

  ６項１目の監査委員費は、事業実績により12万5,000円減額するものでございます。 

  22ページをごらんください。 

  ３款民生費は、1,743万円の減額でございます。 

  まず、１項１目の社会福祉総務費につきましては、人事院勧告に沿って職員人件費を31万

2,000円増額、また臨時福祉給付金給付事業が確定しましたことから、事業実績に応じ、国

補助金返還金909万2,000円を計上するものでございます。 

  次に、２目の国民年金事務費につきましては、人事院勧告に沿った職員人件費を11万

2,000円増額するものでございます。 

  23ページをごらんください。 

  ３目の国民健康保険費につきましては、人事院勧告に沿って職員人件費を21万9,000円増

額、また本算定に基づく保険基盤安定繰出金を77万9,000円増額、財政安定化支援事業繰出

金を405万5,000円増額するものでございます。 

  24ページをごらんください。 

  次に、５目の心身障害福祉費は、過年度事業の精算によりまして、県補助金等返還金を

1,583万9,000円増額するものでございます。 

  地域生活支援事業費につきましては、有利な補助事業の活用による財源振替となっており

ます。 

  ７目の介護保険費は、介護給付費の決算見込みにより繰出金を2,889万8,000円減額するも

のでございます。 

  25ページをごらんください。 

  ２項１目の児童福祉総務費は909万6,000円の減額でございます。 

  これは、決算見込みによりまして臨時職員賃金を206万1,000円減額、母子家庭等医療費を

23万9,000円増額するものでございます。 

  なお、子供発達支援事業費につきましては、歳入で申し上げました児童発達支援事業収入

の減額により、財源振替となっております。 

  子供医療費につきましても、決算見込みにより727万4,000円減額するものでございます。 

  26ページをごらんください。 

  ２目児童措置費は、児童手当費を決算見込みに応じて1,247万5,000円減額するものでござ

います。 

  ３目の保育所費は571万1,000円の増額でございます。 

  これは、人事院勧告に沿って職員人件費を114万3,000円増額、また決算見込みによりまし

て施設型給付費を672万2,000円増額、地域型保育給付費を464万3,000円減額するとともに、

県補助金の返還額が確定されたことから248万9,000円増額するものでございます。 

  27ページをごらんください。 

  ４目の児童館費は、決算見込みによりまして臨時職員賃金を308万円減額するものでござ

います。 

  続きまして、４款衛生費は1,109万を減額するものでございます。 
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  １項２目の予防費は546万2,000円の減額でございますが、これは決算見込みによりまして

ヒブ予防接種や小児用肺炎球菌予防接種料の委託料を減額するものでございます。 

  28ページをごらんください。 

  ３目環境衛生費は、吉田町牧之原市広域施設組合補正予算（第２号）に伴いましてし尿処

理費を108万1,000円減額するものでございます。 

  次に、５目母子保健衛生費は206万9,000円を減額するものでございますが、これは決算見

込みにより乳幼児妊婦健診委託料を130万1,000円、産前産後サポート委託料を76万8,000円

減額するものでございます。 

  29ページをごらんください。 

  ７目の老人保健事業費は17万2,000円の増額でございます。 

  これは、決算見込みにより保険基盤安定繰出金を増額するものでございます。 

  ８目の健康増進事業費は265万円の減額でございまして、決算見込みによりまして胃がん

検診委託料を80万円、肺がん検診委託料を同じく80万円、大腸がん検診委託料を105万円、

それぞれ減額するものでございます。 

  30ページをごらんください。 

  続きまして、６款農林水産業費は6,995万1,000円を減額するものでございます。 

  １項１目の農業委員会費は３万9,000円の増額でございます。 

  これは、人事院勧告に沿って職員人件費を２万4,000円増額、農業委員会運営費につきま

しては、歳入でも申し上げました農業委員会交付金の増額により財源振替となっておりま

す。 

  また、歳入で申し上げました農業者年金基金受託事業収入の交付決定に伴いまして、特定

消耗品費を１万5,000円増額するものでございます。 

  ２目の農業総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費４万9,000円増額するものでござい

ます。 

  31ページをごらんください。 

  ３目の農業振興費は175万7,000円を減額するものでございます。 

  これは、事業実績に基づき、経営体育成支援事業費を20万5,000円、多目的機能支払交付

金事業補助金を５万2,000円、青年就農給付金150万円、それぞれ減額するものでございま

す。 

  次に、３項１目の水産振興費は、事業実績に応じ、漁業近代化資金利子補助金を100万円

減額するものでございます。 

  32ページをごらんください。 

  ２目漁港管理費は6,728万2,000円を減額するものでございます。 

  これは、人事院勧告に沿いました職員人件費を５万2,000円増額するものでございます。 

  また、歳入で申し上げました漁業基盤整備事業費補助金の交付決定に伴いまして、水産基

盤整備事業費の漁港改修を1,230万円、それから水産物供給基盤機能保全事業費の漁港改修

を1,744万4,000円減額するものでございます。 

  また、漁港環境整備事業費の漁港環境施設整備は、事業実績によりまして3,729万円減額

するものでございます。 
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  なお、漁港環境整備事業費につきましては、平成30年度に繰り越す措置を講じさせていた

だいております。 

  続きまして、33ページをごらんください。 

  ７款商工費は357万3,000円の増額でございます。 

  １項１目の商工総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費を12万5,000円増額するもので

ございます。 

  次に、２目の商工業振興費は、町内企業の新規工場稼働に伴う新たな雇用創出を受けまし

て、当該企業への企業立地促進事業費補助金を500万円増額するものでございます。 

  34ページをごらんください。 

  ３目の観光費は、事業確定によりまして施設整備費155万2,000円を減額するものでござい

ます。 

  35ページをごらんください。 

  ８款土木費でございますが、１億3,302万6,000円の減額でございます。 

  まず、１項１目の土木総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費を51万9,000円増額する

ものでございます。 

  次に、２項１目の道路維持費につきましては、国庫補助金の交付決定と決算見込みを踏ま

えまして、道路維持費の施設整備1,700万円、吉田町内道路舗装修繕事業費の道路改良を

4,396万円、それぞれ減額するものでございます。 

  36ページをごらんください。 

  ２目の道路新設改良費は、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費において、東京五輪

関連工事等で全国的に建設需要が急増している社会情勢によりまして、くい打ち業者を予定

どおり確保することができなかったことから、工期におくれが生じました。 

  この工期のおくれに伴う施工計画の見直しによりまして、6,967万5,000円減額するもので

ございます。 

  なお、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費につきましては、平成30年度に繰り越す

措置を講じさせていただいております。 

  次に、３項３目の河川新設改良費は、歳入で申し上げました社会資本整備総合交付金及び

地方債の減額に伴いまして、大幡川改修事業費につきまして財源振替としているものでござ

います。 

  なお、大幡川改修事業費につきましては、平成30年度に繰り越す措置を講じさせていただ

いております。 

  37ページをごらんください。 

  ４項１目の都市計画総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費を14万円増額するものでご

ざいます。 

  次に、２目の土地区画整理事業費は187万2,000円の減額でございますが、これは人事院勧

告に沿って職員人件費を４万1,000円増加する一方で、土地区画整理事業につきましては決

算見込みにより設計委託料を191万3,000円減額するものでございます。 

  38ページをごらんください。 

  ４目の公共下水道費は、公共下水道事業特別会計の決算の見込みに沿って公共下水道事業

繰出金を117万8,000円減額するものでございます。 
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  39ページをごらんください。 

  ９款消防費につきましては、4,730万円の減額でございます。 

  まず、１項２目非常備消防費につきましては、事業実績に基づき退職団員報奨金を438万

2,000円減額するものでございます。 

  40ページをごらんください。 

  ５目の災害対策費につきましては、4,291万8,000円の減額でございます。 

  これは、人事院勧告に沿って職員人件費を40万2,000円増額する一方、決算見込みにより

コミュニティー助成交付金を200万円、同報無線デジタル化に伴う工事監理委託料を106万

円、同報無線デジタル化工事を4,026万円、それぞれ減額するものでございます。 

  41ページをごらんください。 

  10款の教育費は、２億8,409万7,000円の増額でございます。 

  まず、１項２目の事務局費は、人事院勧告に沿って職員人件費を90万円増額するものでご

ざいます。 

  次に、３目の教育諸費につきましては、国の学校施設環境改善交付金の内示を受けて小・

中学校トイレ改修工事を実施することができるようになりましたことから、設計監理委託料

を466万6,000円、施設改修を３億3,442万2,000円増額するものでございます。 

  また、事業実績に基づきまして、吉田町高等学校等奨学金を30万円減額、小・中学校活動

補助金を61万5,000円増額するものでございます。 

  なお、教育振興事業費につきましては、平成30年度に繰り越す措置を講じさせていただい

ております。 

  42ページをごらんください。 

  ２項１目の学校管理費及び３項１目の学校管理費につきましては、いずれも人事院勧告に

沿って職員人件費を２万7,000円、１万2,000円増額するものでございます。 

  43ページをごらんください。 

  ４項１目の社会教育総務費及び４目の図書館費につきましても、人事院勧告に沿って職員

人件費を28万9,000円、８万円をそれぞれ増額するものでございます。 

  44ページをごらんください。 

  ５項１目の保健体育総務費は、人事院勧告に沿って職員人件費15万1,000円増額するもの

でございます。 

  次に、３目の体育館運営費は、総合体育館改修工事の決算見込みによりまして設計監理委

託料を86万4,000円、施設整備を5,590万1,000円減額するものでございます。 

  45ページをごらんください。 

  最後に、13款諸支出金でございますが、１億2,568万円の増額でございます。 

  これは、今回の補正に際し、すぐに事業の財源となることのない収入１億2,508万2,000円

を財政調整基金に積み立てるための増額のほか、小・中学校建設基金費につきましては当初

予定していた積立額よりも多くの積み立てができる見込みができましたことから、15万

1,000円増額するものでございます。 

  また同様に、教育振興基金費及びふるさとよしだ寄附金基金費につきましても、当初予定

していた積立額よりも多くの積み立てができる見込みができましたことから、12万円、それ

から32万7,000円を増額するのでございます。 
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  以上が第14号議案 平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。 

  続きまして、第20号議案 平成30年度吉田町一般会計予算について御説明申し上げます。 

  議案は議案綴りの54ページからとなります。 

  議案書の綴りをお願いいたします。 

  55ページをごらんください。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億3,700万円とし、またこの款項区

分ごとの金額は、56ページから62ページまでに掲載しております第１表歳入歳出予算のとお

お認めいただこうとするものでございます。 

  第２条は、63ページに掲げました第２表債務負担行為のとおり、債務を負担する行為をす

ることができる事項、期間及び限度額をお認めいただこうとするものでございます。 

  第３条は、64ページ、65ページに掲げました第３表地方債のとおりお認めいただこうとす

るものでございます。 

  第４条は、一時借入金の借り入れの最高額を５億円と定めることにつきましてお認めいた

だこうとするものでございます。 

  第５条は、歳出予算の各項間の金額を流用することができる経費を定めるものでございま

す。 

  以上が平成30年度吉田町一般会計予算でございますが、引き続き概要を御説明させていた

だきます。 

  それでは、56ページからの第１表歳入歳出予算に沿って御説明申し上げます。 

  まず、歳入でございますが、１款町税は53億８万6,000円を計上し、歳入総額に占める割

合は49.8％となっております。 

  次に、２款地方譲与税は9,590万円の計上でございます。 

  これは地方財政計画の率を考慮し、１項地方揮発油譲与税を2,670万円、２項自動車重量

譲与税を6,920万円計上するものでございます。 

  ３款利子割交付金は680万円、４款配当割交付金につきましては1,750万円、５款株式等譲

渡所得割交付金につきましては2,420万円をそれぞれ計上しております。 

  57ページをごらんください。 

  ６款地方消費税交付金は６億630万円の計上でございます。 

  ７款自動車取得税交付金は3,680万円、８款地方特例交付金は2,800万円を計上しておりま

す。 

  ９款地方交付税につきましては、平成30年度においても引き続き交付団体と推計し、３億

6,700万円を見込んでおります。 

  このうち２億6,700万円は普通交付税、１億円は特別交付税でございます。 

  10款交通安全対策特別交付金は400万円の計上でございます。 

  11款分担金及び負担金は１億2,170万2,000円の計上で、分担金として261万3,000円、負担

金として１億1,908万9,000円を計上しております。 

  次に、12款使用料及び手数料は6,909万9,000円の計上で、使用料として5,519万1,000円、

手数料としまして1,390万8,000円を計上しております。 

  58ページをごらんください。 
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  13款国庫支出金は８億5,039万8,000円の計上でございますが、子ども・子育て支援整備交

付金が増額となる一方、社会資本整備総合交付金が減額となることなどによりまして、前年

度と比べ1,793万3,000円の減額でございます。 

  その内訳といたしまして、国庫負担金として６億4,042万9,000円、国庫補助金として２億

260万1,000円、国庫委託金として790万8,000円を計上しております。 

  14款県支出金は６億7,301万6,000円の計上でございますが、主に漁業基盤整備事業費補助

金や地域産業立地事業費補助金が減額となりましたことから、前年度より３億5,958万円の

減額でございます。 

  その内訳といたしましては、県負担金といたしまして３億1,466万3,000円、県補助金とし

て３億32万7,000円、県委託金として5,802万6,000円を計上しております。 

  15款財産収入は6,079万7,000円の計上でございまして、財産運用収入として649万6,000

円、財産売払収入として5,430万1,000円を計上しております。 

  16款寄附金は７億150万円の計上でございますが、そのうちふるさと納税分として７億円

を計上してございます。 

  17款繰入金は４億9,444万4,000円の計上でございます。 

  内訳といたしましては、特別会計繰入金として12万6,000円、基金繰入金として４億9,431

万8,000円を計上しておりまして、合計で前年度より３億3,204万7,000円の減額となってお

ります。 

  次に、59ページの18款繰越金は２億円、19款の諸収入１億2,795万8,000円の計上でござい

ます。 

  20款町債につきましては８億5,150万円の計上でございますが、これは前年度より３億

5,280万円減額となっております。 

  続きまして、歳出でございますが、60ページからごらんください。 

  １款議会費は１億160万9,000円の計上となっております。 

  また、２款総務費は15億1,619万7,000円の計上で、ふるさと納税が主な要因となりまし

て、前年度より7,581万2,000円の減額となっております。 

  ３款民生費は29億4,761万5,000円の計上でございますが、放課後児童クラブ建設が主な要

因となっておりまして、前年度より１億9,454万7,000円の増額となっております。 

  ４款衛生費は16億709万7,000円の計上でございますが、子供インフルエンザワクチン予防

接種費助成やおたふく風邪予防接種費助成の開始などにより、前年度より987万6,000円の増

額となっております。 

  ５款労働費は306万8,000円の計上でございます。 

  61ページをごらんください。 

  ６款農林水産業費は２億4,007万6,000円の計上でございます。 

  主に漁港環境整備事業が減額となりましたことから、前年度より２億7,968万円減額とな

っております。 

  ７款商工費は8,704万5,000円の計上でございますが、主に企業立地促進事業費補助金の減

額によりまして、前年度より２億6,666万7,000円減額となっております。 

  次に、８款土木費は13億5,001万3,000円の計上でございます。 
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  主に企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費の減額により、前年度より7,654万9,000円

減額となっております。 

  ９款消防費は５億7,725万円の計上でございますが、消防団のポンプ車整備や同報無線デ

ジタル化整備の増額などによりまして、前年度より１億438万7,000円増額となっておりま

す。 

  次の10款教育費は８億4,653万3,000円の計上でございますが、総合体育館の耐震化が終了

したことが主な要因となりまして、前年度より４億9,692万4,000円減額となっております。 

  62ページの11款災害復旧費は4,000円、12款公債費は11億2,807万6,000円、13款諸支出金

は２億1,241万7,000円の計上となっております。 

  14款予備費は2,000万円の計上となっております。 

  続きまして、63ページに掲げてあります第２表債務負担行為につきまして御説明申し上げ

ます。 

  平成30年度以降に債務を負担することを予定している事業は２事業でございます。 

  続きまして、64ページと65ページに掲げております第３表地方債につきまして御説明申し

上げます。 

  平成30年度において起債を予定している事業は20事業でございます。 

  この20事業に加えまして、臨時財政対策債３億8,000万円を予定し、総額８億5,150万円の

限度額となる起債をお認めいただこうとする内容となっております。 

  以上が第20号議案 平成30年度吉田町一般会計予算案の概要でございます。 

  なお、予算に関する説明書を用いての詳細な説明につきましては、後刻それぞれの担当課

長から御説明させていただきますので、財政担当課であります企画課からの説明は以上でご

ざいます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） ここで暫時休憩といたします。 

  再開を午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 零時５５分 

 

○議長（藤田和寿君） 暫時休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  続きまして、町民課長、お願いいたします。 

  町民課長、太田順子君。 

〔町民課長 太田順子君登壇〕 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  町民課からは、第２号議案、第７号議案、第８号議案、第11号議案、第16号議案、第17号

議案、第22号議案、第23号議案の８議案につきまして御説明申し上げます。 

  最初に、第２号議案 吉田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての

御説明を申し上げます。 
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  議案綴り10ページから12ページ、そして参考資料ナンバー２をごらんいただきたいと思い

ます。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法

律に基づき、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の一部が平成30年４月

１日から施行され、市町が賦課徴収しております国民健康保険税が県に納める事業費納付金

の財源となることから、本条例の一部を改正するものでございます。 

  改正内容でございますが、第２条につきまして、目的別に１号から３号までに分類すると

ともに、新たに国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

の内容を追加させていただきました。 

  第５条の２につきまして、国民健康保険法の法律番号を第２条で付したため削除いたしま

した。 

  そして、附則につきましては、施行期日を平成30年４月１日からと規定するとともに、こ

の条例の適用区分は平成30年度以後とし、平成29年度までは従前の例によることとすると規

定をしております。 

  以上が第２号議案 吉田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての内

容でございます。 

  続きまして、第７号議案 吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

の御説明を申し上げます。 

  議案綴り21ページ、22ページ、そして参考資料ナンバー７をごらんいただきたいと思いま

す。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律に基づき、国民健康保険法の一部が改正されたため、改正内容に沿うよう、本条例の一

部を改正するものでございます。 

  改正内容でございますが、第１章の章名及び第１条につきまして、本町が行う国民健康保

険の事務と改めることといたしました。 

  第２条につきまして、本町の国民健康保険運営協議会が、国民健康保険法に基づき設置さ

れた協議会であることを明確化いたしました。 

  第９条につきまして、引用している法律の条ずれを改めさせていただきました。 

  そして、附則につきましては、施行期日を平成30年４月１日からと規定しております。 

  以上が第７号議案 吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての内容

でございます。 

  続きまして、第８号議案 国民健康保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例の

制定についての説明を申し上げます。 

  議案綴り23ページ、24ページ、参考資料ナンバー８をごらんいただきたいと思います。 

  本議案は、平成30年４月から、国民健康保険制度改革後においても、予期せぬ支出増や収

入減に対応し国民健康保険事業の健全な運営を図るために、本条例の一部を改正するもので

ございます。 

  改正内容でございますが、題名を吉田町国民健康保険事業基金条例と改めております。 

  第１条につきまして、国民健康保険事業の健全な運営を図るためと改正するものでござい

ます。 
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  第２条につきまして、基金として積み立てる額は予算の定めるところによるという内容に

改正するものでございます。 

  第４条につきまして、軽微な文言を修正させていただきました。 

  第６条につきまして、基金の処分は設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる

場合に限り処分することができるという内容に改正するものでございます。 

  そして、附則につきまして、施行期日を平成30年４月１日からと規定しております。 

  以上が第８号議案 国民健康保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついての内容でございます。 

  続きまして、第11号議案 吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての御説明を申し上げます。 

  議案綴り29ページ、30ページ、参考資料ナンバー11をごらんいただきたいと思います。 

  本議案は、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、平成30年４月から新たに住所地

特例制度の一部が追加されることとなりましたことから、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

  また、今回の改正にあわせ、附則で定められている今後準用することのないものは削除す

るものでございます。 

  改正内容でございますが、第２条につきまして、高齢者の医療の確保に関する法律第55条

の２で定めるものを、本条例で保険料を徴収すべき被保険者として改正するものでございま

す。 

  附則中第２項及び第３項につきましては、削除することといたしました。 

  そして、附則につきましては、施行期日を平成30年４月１日からと規定しております。 

  以上が第11号議案 吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いての内容でございます。 

  続きまして、議案綴りは50ページ、第16号議案 平成29年度吉田町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）についての御説明を申し上げます。 

  別冊となっております平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の

１ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,603万8,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億6,708万9,000円にするものでございます。 

  また、２項にありますとおり、款項区分の補正額、補正後の歳入歳出予算額につきまして

は、２ページ、３ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするもので

ございます。 

  以上が、今回の補正予算の内容でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿っ

て御説明させていただきます。 

  平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に関する説明書の３ペー

ジをごらんください。 

  初めに、歳入の１款国民健康保険税でございますが、481万3,000円の増額でございます。 

  これは、平成29年度の収入実績及び決算見込みを踏まえまして、１項１目の一般被保険者

国民健康保険税を734万3,000円増額する一方で、４ページの２目退職被保険者等国民健康保

険税を253万円減額するものでございます。 



- 43 - 

 

  次に、５ページ、３款国庫支出金の１項２目高額医療費共同事業負担金は339万3,000円の

減額、４款療養給付費等交付金の１項１目療養給付費等交付金は3,185万2,000円の減額でご

ざいます。 

  いずれも決算見込みを踏まえての減額でございます。 

  次に、６ページ、５款前期高齢者交付金でございますが、決算見込みを踏まえまして、１

項１目前期高齢者交付金を68万円増額するものでございます。 

  次に、６款県支出金でございますが、決算見込みを踏まえまして１項１目高額医療費共同

事業負担金を339万3,000円減額するものでございます。 

  次に、７ページ、７款共同事業交付金でございますが、3,867万4,000円の減額でございま

す。 

  これは、決算見込みにより１項１目の高額療養費共同事業交付金を1,142万5,000円減額す

るとともに、２目の保険財政共同安定化事業交付金を2,724万9,000円減額するものでござい

ます。 

  次に、７ページから８ページにかけましての９款繰入金でございますが、483万4,000円の

増額でございます。 

  これは１項２目一般会計繰入金を増額するものございまして、低所得者対策として保険基

盤安定繰入金と普通交付税として一般会計が収入した国保該当分としての財政安定化支援事

業繰入金でございます。 

  次に、９ページ、11款諸収入でございますが、決算見込みを踏まえまして、３項６目過年

度還付金を94万7,000円増額するものでございます。 

  これは、事業は既に終了しております老人保健医療に伴う還付金でございます。 

  続きまして、歳出につきまして御説明申し上げます。 

  10ページをごらんください。 

  10ページ、11ページの２款保険給付費でございますが、歳入の補正を受けて財源振替を行

うものでございます。 

  11ページ、12ページの３款後期高齢者支援金等の１項１目高齢後期高齢者交付金は104万

9,000円の減額、６款介護納付金の１項１目介護納付金は334万9,000円の減額を行うもので

ございます。 

  いずれも決算見込みによるものでございます。 

  13ページの７款共同事業拠出金は6,164万円の減額でございます。 

  これは、医療の再保険制度のための拠出金でございますが、そのうち１項１目高額医療費

拠出金はレセプト１件80万円を超える医療費のための拠出金で1,357万1,000円の減額、２目

保険財政共同安定化事業拠出金はレセプト１件80万円以下の医療費のための拠出金で4,806

万9,000円の減額でございます。 

  以上が第16号議案 平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございます。 

  続きまして、議案綴りは51ページ、第17号議案 平成29年度吉田町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）についての御説明を申し上げます。 

  別冊となっております平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

１ページをごらんいただきたいと思います。 
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  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億4,676万3,000円にするものでございます。 

  また、２項にありますとおり、款項区分の補正額、補正後の歳入歳出予算額につきまして

は、２ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするものでございま

す。 

  以上が今回の補正予算の内容でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿って

御説明させていただきます。 

  平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）に関する説明書の２ペ

ージをごらんください。 

  初めに、歳入の３款繰入金でございますが、17万2,000円の増額でございます。 

  これは、決算見込みを踏まえまして、低所得者対策としての保険基盤安定繰入金を増額す

るものでございます。 

  次に、３ページ、歳出の１款後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、歳入で計上

した17万2,000円を広域連合に納付するための増額となります。 

  以上が第17号議案 平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてでございます。 

  続きまして、議案綴りは69ページから72ページまでの第22号議案 平成30年度吉田町国民

健康保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。 

  70ページをごらんください。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ28億97万5,000円とすることとしてお

ります。 

  第２項では、款項区分ごとの金額は、71ページ、72ページの第１表歳入歳出予算によるこ

ととしております。 

  第２条は、地方自治法第235条の３第２項に規定する一時借入金の最高額は１億円とする

こととしております。 

  第３条は、歳出予算の流用において、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することのできる場合を定めております。 

  以上が今回の当初予算の内容でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書もごらん

いただきながら御説明させていただきます。 

  議案書71ページ、それと別冊となっております予算に関する説明書の吉田町国民健康保険

事業特別会計の予算の３ページをごらんいただきたいと思います。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。 

  ３ページから４ページにかけましての１款国民健康保険税は７億788万7,000円の計上でご

ざいます。 

  被保険者の減少により、昨年度に比べ3,213万8,000円の減額でございます。 

  １項１目一般被保険者国民健康保険税は７億100万3,000円、４ページの２目退職被保険者

等国民健康保険税は688万4,000円でございます。 

  ５ページの２款使用料及び手数料は10万円の計上でございます。 

  これは督促手数料でございます。 

  ５ページから６ページにかけましての３款国庫支出金は1,000円の計上でございます。 
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  これは、制度改革により今まで町で収入していた国費は県で収入することとなりましたこ

とから、昨年度に比べ６億1,190万5,000円の減額でございます。 

  また、制度改革により、財政調整交付金、６ページの療養給付費等負担金、高額医療費共

同事業負担金、特定健康診査等負担金につきましては、予算科目から廃目となっておりま

す。 

  なお、５ページのシステム開発費等補助金は、事業が終了し、平成30年度には収入する予

定がないことから廃目でございます。 

  ６ページから７ページにかけましての４款県支出金は、19億2,873万円の計上でございま

す。 

  これは、制度改革により、町の保険給付費に要した費用を県が保険給付費等交付金として

交付することとなりましたことから、昨年度に比べ17億5,410万9,000円の増額でございま

す。 

  １項１目保険給付費等交付金のうち普通交付金19億707万円は、歳出の時２款保険給付費

のうち１項療養諸費、２項高額療養費、３項移送費の財源として充当されるものでございま

す。 

  また、特別交付金2,166万円は、県が収入した公費を各市町の状況に応じ交付するもの

で、主なものは保険者努力支援分や特定健康診査等負担金でございます。 

  また、制度改革により、７ページの財政調整交付金、高額医療費共同事業負担金、特定健

康診査等負担金につきましては、予算科目からは廃目となっております。 

  次に、５款財産収入は２万円の計上でございます。 

  これは基金利子でございます。 

  ８ページの６款繰入金は１億5,296万4,000円の計上でございます。 

  これは、今回の予算計上において基金からの繰り入れを予定しないことから、昨年度に比

べ7,636万3,000円の減額でございます。 

  １項１目一般会計繰入金は、低所得者対策の保険基盤安定繰入金、国民健康保険運営協議

会委員報酬等の職員給与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金などの法定繰入金でございま

す。 

  また、制度改革により、基金繰入金につきましては、目ではなく項として新設されること

となりましたことから、基金繰入金の予算科目は廃目となっております。 

  ９ページの７款繰越金は1,000万円の計上でございます。 

  また、制度改革により、療養給付費等交付金は町で収入しないこととなりましたので、繰

越金につきましても予算科目から廃目となっております。 

  次に、９ページから11ページの８款諸収入は127万3,000円の計上でございます。 

  昨年と比べ29万4,000円の減額でございます。 

  そのうち、１項１目延滞金につきましては、保険税の延滞金として11万円、10ページの２

項１目預金利子につきましては1,000円、３項雑入につきましては第三者納付金等で116万

2,000円でございます。 

  12ページから13ページは、制度改革により県で収入することとなったものでございます。 

  したがいまして、町の予算科目からはなくなるものでございます。 

  続きまして、歳出の御説明を申し上げます。 
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  予算綴りは72ページ、予算に関する説明書は14ページをごらんください。 

  １款総務費は1,530万3,000円の計上でございます。 

  国保の制度改革に伴い実施したシステム改修等が終了しておりますので、昨年度と比較し

て364万6,000円の減額でございます。 

  内訳でございますが、１項総務管理費は1,129万1,000円の計上でございます。 

  これは一般管理費や国民健康保険団体連合会への負担金の計上でございます。 

  15ページは、２項徴収費は361万1,000円の計上でございます。 

  これは賦課徴収に係る電算委託料等でございます。 

  16ページは３款運営協議会費でございます。 

  40万1,000円の計上でございます。 

  これは国民健康保険運営協議会の委員報酬等でございます。 

  次に、17ページから22ページまでの２款保険給付費は19億2,325万8,000円の予算計上でご

ざいます。 

  被保険者の減少に加え、過去の保険給付費の決算額及び平成29年度の決算見込みを踏まえ

算出した結果、昨年度と比べ１億2,178万4,000円の減額でございます。 

  内訳でございますが、17ページ、18ページの１項療養諸費は16億6,446万4,000円の計上で

ございます。 

  これは一般及び退職被保険者等の療養給付費等で、昨年度と比較して8,890万1,000円の減

額でございます。 

  18ページから20ページまでの２項高額療養費は２億4,245万6,000円でございます。 

  これは一般及び退職被保険者等の高額療養費等で、昨年度と比較して3,142万3,000円の減

額でございます。 

  20ページの３項移送費は15万円でございます。 

  これら１項、２項、３項の費用の財源につきましては、全額県からの保険給付費等交付金

が充当されるものでございます。 

  21ページの４項出産育児諸費は1,428万8,000円、５項葬祭諸費は190万円の計上でござい

ます。 

  これらは過去の実績等を踏まえての計上でございます。 

  22ページの３款国民健康保険事業費納付金は８億2,261万7,000円の計上でございます。 

  この納付金は制度改革によって新設されたもので、県が各市町村の所得水準と医療費指数

をもとに算定した納付金額を町から県に支払うものでございます。 

  １項医療給付費分は医療費及び基礎部分の納付金で５億8,018万7,000円、23ページの２項

後期高齢者支援金等分は、現役世代が後期高齢者を支援するための納付金で１億7,636万

8,000円、24ページの３項介護納付金分は、40歳から64歳までの２号被保険者の介護納付金

で6,606万2,000円でございます。 

  25ページの４款共同事業拠出金は1,000円の計上でございます。 

  これは退職医療共同事業拠出金の事務費でございます。 

  これも制度改革によって、共同事業のうち高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業

拠出金は県の事務となりましたことから、昨年度と比較して７億2,106万6,000円の減額とな

るとともに、町の予算科目から廃目となっております。 
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  26ページの５款財政安定化基金拠出金は1,000円の計上でございます。 

  これは、災害、景気変動等の特別な事情により、県の財政安定化基金から納付金の財源が

交付された際に要する費用としての計上でございます。 

  26ページから28ページまでの６款保険事業費は3,157万6,000円の計上でございます。 

  被保険者の減少等により、昨年度と比較して206万4,000円の減額でございます。 

  内訳でございますが、１項保険事業費は1,159万5,000円でございます。 

  これは、保険者努力支援分の特別交付金にもつながる後発医薬品差額通知を平成30年度か

ら開始することとしたため、昨年度から145万3,000円増額しております。 

  27ページ、28ページの２項特定健康診査等事業費は1,998万1,000円の計上でございます。 

  これは、被保険者の減少により、昨年と比較して351万7,000円減額でございますが、平成

30年度の新たな取り組みといたしましては、各検診会場へ行って直接特定保健指導ができる

よう予算を計上してございます。 

  28ページ、29ページの７款基金積立金は利子分２万円の計上でございます。 

  ８款公債費は２万2,000円の計上でございます。 

  これは、一時借り入れを行った場合に備え、利子の計上でございます。 

  30ページから32ページの９款諸支出金は317万7,000円の計上でございます。 

  これは所得更正による保険税の還付や前年度の精算に対するための計上でございます。 

  33ページの10款予備費は500万円の計上でございます。 

  制度改革に伴い、昨年度と比べ500万円の減額でございます。 

  また、33ページ最後の後期高齢者支援金等、34ページ、35ページの前期高齢者納付金等、

36ページの介護納付金は、制度改革に伴い県が支払うこととなった費用であるため、町の予

算科目からはなくなるものでございます。 

  35ページの老人保健拠出金につきましては、既に制度は終了しており、平成29年度末をも

って精算期間も終了することから、町の予算科目はなくなるものでございます。 

  以上が第22号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算についての説明でご

ざいます。 

  続きまして、議案綴り73ページから75ページの第23号議案 平成30年度吉田町後期高齢者

医療事業特別会計予算についての御説明を申し上げます。 

  議案綴り74ページをごらんください。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億6,571万4,000円とすることとして

おります。 

  第２項では、款項区分ごとの金額は、75ページの第１表歳入歳出予算によることとしてお

ります。 

  以上が今回の当初予算の内容でございますが、引き続きその詳細を、別冊の説明書もごら

んいただきながら御説明させていただきます。 

  議案書は75ページ、別冊となっております予算に関する説明書の吉田町後期高齢者医療事

業特別会計予算の２ページをごらんいただきたいと思います。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。 

  ２ページの１款後期高齢者医療保険料は２億1,628万2,000円の計上でございます。 

  これは保険料率の改定等により、昨年度より1,505万5,000円の増額でございます。 
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  ２款使用料及び手数料は、保険料の督促手数料等で２万1,000円の計上でございます。 

  ３ページの３款繰入金は4,800万円の計上でございます。 

  これは低所得者対策等として、一般会計からの保険基盤安定繰入金でございます。 

  ４款繰越金は1,000円の計上でございます。 

  ４ページ、５ページの５款諸収入は141万円の計上でございます。 

  これは、所得更正等により被保険者に保険料を還付することとなった場合、町が納めた納

付金を連合会から返還してもらう必要がありますことから、その予算計上が主な内容でござ

います。 

  続きまして、６ページからの歳出につきまして御説明申し上げます。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金は２億6,428万2,000円の計上でございます。 

  これは歳出でも御説明いたしましたが、保険料率の改定等により、昨年度より1,876万

4,000円の増額でございます。 

  被保険者からの保険料、一般会計からの繰入金を納付金として支払うものでございます。 

  ７ページ、８ページの２款諸支出金は140万6,000円の計上でございます。 

  これは、所得更正等により被保険者に保険料を返還することとなった場合の還付金等が主

な内容でございます。 

  最後に、３款予備費は２万6,000円の計上でございます。 

  以上が第23号議案 平成30年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計予算についての説明で

ございます。 

  町民課から提出いたしました８議案につきましての説明は以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、福祉課長、お願いいたします。 

  福祉課長、杉田香織君。 

〔福祉課長 杉田香織君登壇〕 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  福祉課からは、本定例会に上程いたしました第10号議案、第13号議案、第18号議案、第24

号議案の４議案につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第10号議案 吉田町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明申

し上げます。 

  議案書の27ページ、28ページ、参考資料はナンバー10でございます。 

  本議案は、平成30年度から32年度までの３年間の介護保険料に関する改正内容と介護保険

法の一部改正により、町の質問検査権が拡大することをお認めいただこうとするものでござ

います。 

  今回の制度改正は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、平成30年４

月１日から施行されることにより、市町村民税本人課税層に当たる第７段階から９段階の境

目となる基準所得額をそれぞれ改めました。 

  さらに、介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成30年４月１日から施行されること

により、第１号被保険者の保険料率の段階判定に関する基準について、現行の所得指標であ

る合計所得額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の額を控除した額を用いる

こととするため、条例に加えるものであります。 
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  さらに、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律が公布さ

れ、市町村の質問検査権について第２号被保険者まで対象となることから、条文の一部を改

めるものでございます。 

  改正内容でございますが、参考資料ナンバー10の新旧対照表をごらんください。 

  初めに、第２条第１項第６号の「以下合計所得額という」の次に、租税特別措置法の適用

についてを内容を加えております。 

  同項７号アを200万円未満に改め、同項８号アを200万円以上300万円未満に改め、同項９

号アを300万円以上に改め、同項10号を10万3,680円に改め、また第15号は被保険者に改める

ものでございます。 

  そして、この条例の施行期日を平成30年４月１日からとするものでございます。 

  以上が第10号議案 吉田町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。 

  次に、第13号議案 吉田町居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の制定について御説明を申し上げます。 

  議案書の33ページから47ページ、参考資料はナンバー13でございます。 

  本議案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律第６条の規定による介護保険法の一部改正がされましたことから、これまで静

岡県で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、町

の条例で定めることとしたものでございます。 

  議案書の34ページをごらんいただきたいと思います。 

  まず、第１条でございますが、趣旨を規定するものでございまして、この条例は介護保険

法に基づき指定居宅介護支援等支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関す

る基準に関し必要な事項を定めると規定しております。 

  第２条では、指定居宅介護支援事業者の資格を定め、参考資料ナンバー13にもありますよ

うに、厚生省令等を参酌した上で吉田町暴力団排除条例制定の趣旨に基づき、独自基準とし

て定めました。 

  第３条では、指定居宅介護支援事業者の行う業務の基本方針を定めております。 

  第４条は従事者の員数を、第５条は、管理者について規定しております。 

  第６条は、利用者に対し運営に関する内容及び手続の説明及び同意について規定しており

ます。 

  第７条は、指定居宅介護支援事業者は正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない旨を規定しております。 

  第８条はサービス提供困難時の対応を規定し、第９条は、被保険者の受給資格等の確認実

施を規定しています。 

  第10条は、被保険者の介護認定の申請に係る援助について規定しております。 

  第11条は、指定居宅介護支援事業者の身分を証する書類の携行について規定しておりま

す。 

  第12条は利用料等の受領、第13条は保険給付の請求のための証明書の交付を規定しており

ます。 
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  第14条は指定居宅介護支援の基本取扱方針、第15条では指定居宅介護支援の具体的取扱方

針が規定されています。 

  第16条は法定代理受領サービスに係る報告について、第17条は利用者に対し居宅サービス

計画等の書類の交付、第18条は利用者に関する町への通知を規定しています。 

  第19条は管理者の責務を明記し、第20条は運営規定を定めるものとし、第21条は勤務体制

の確保、第22条は設備及び備品等を備える旨を明記し、23条は従事者の健康管理を規定して

おります。 

  第24条は、運営規定の概要等を掲示するものとして規定しております。 

  第25条は秘密の保持について規定し、第26条は報告について、第27条は居宅サービス事業

者等からの利益収受の禁止等を規定しております。 

  第28条は苦情の処理、29条は事故発生時の対応について規定しております。 

  第30条は、会計の区分を規定しております。 

  第31条は記録の整備について定め、参考資料ナンバー13にもありますように、厚生省令等

を参酌した上で、独自基準として、介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であるため、居宅

サービス費その他の利用料に関する書類の保管期間を５年に定めております。 

  第32条は準用について規定しております。 

  そして、施行期日は平成31年４月１日からと規定しております。 

  以上が第13号議案 吉田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてでございます。 

  次に、第18号議案 平成29年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

御説明申し上げます。 

  議案書の52ページと別冊の補正予算書３号及び補正予算（第３号）に関する説明書をごら

んいただきたいと思います。 

  初めに、補正予算書（第３号）の１ページをごらんください。 

  第１条では、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ２億546万3,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ20億4,005万8,000円と定め、２項では歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の予算額は２ページの第１表歳入歳出予

算補正によることをお認めいただこうとするものでございます。 

  今回の補正は、第６期介護保険事業計画に沿った予算に対しまして、歳出の保険給付費及

び地域支援事業費の実績見込み額により、歳入歳出それぞれの予算を補正するものでござい

ます。 

  それでは、歳入から申し上げます。 

  補正予算に関する説明書の２ページをごらんください。 

  １款保険料は1,907万9,000円を増額し、総額４億4,528万6,000円とするもので、当初の見

込みに比べ65歳到達者の増、そして年金からの特別徴収の割合が増え、全体として保険料徴

収見込み額が当初予算額を上回ることから増額を行うものでございます。 

  次に、２ページから３ページをごらんください。 

  ３款国庫支出金は5,327万9,000円を減額し、総額３億8,854万1,000円とするもので、歳出

の保険給付費及び地域支援事業費の減額に伴い、介護給付費を初め地域支援事業費における
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介護予防支援事業費、包括任意事業費とそれぞれの法定負担割合分を減額するものでござい

ます。 

  次に、４款支払基金交付金は6,473万6,000円を減額し、総額４億8,616万1,000円とするも

ので、歳出の保険給付費及び地域支援事業費の減額に伴い、介護給付費交付金を法定負担割

合分減額するものでございます。 

  次に、３ページ、４ページをごらんください。 

  ５款県支出金は3,156万5,000円を減額し、総額２億6,141万6,000円とするもので、国庫支

出金と同様に、歳出の保険給付費の減額に伴い、法定負担割合分を減額するものでございま

す。 

  次に、４ページ、５ページをごらんください。 

  ７款繰入金は、7,496万2,000円を減額し、総額２億6,959万円とするもので、これまでの

国・県支出金と同様に一般会計繰入金の介護給付費繰入金を減額し、低所得者保険料軽減繰

入金を実績見込みに合わせ増額、介護給付費準備基金繰入金は4,606万4,000円減額補正する

ものでございます。 

  次に、歳出でございます。 

  ６ページから８ページをごらんください。 

  ２款保険給付費は２億6,500万円を減額し、総額16億3,385万8,000円とするもので、１項

１目の介護サービス等諸費を実績見込みにより減額し、２項１目高額介護サービス費、４項

１目特定入所者介護サービス等費につきましては実績見込みにより増額補正するものでござ

います。 

  次に、８ページ、９ページをごらんください。 

  ３款基金積立金は5,953万7,000円を増額し、総額１億8,144万3,000円とするものです。 

  次に、４款の地域支援事業費は、介護予防生活支援サービス事業費を150万円減額し、介

護予防ケアマネジメント事業費を実績見込みにより150万円増額するもので、総額に増減は

ございません。 

  以上が第14号議案 平成29年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

ございます。 

  次に、第24号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計予算について御説明申し上げ

ます。 

  議案書の76ページから79ページと、別冊の平成30年度予算に関する説明書の吉田町介護保

険事業特別会計をごらんいただきたいと思います。 

  初めに、議案書の77ページをごらんください。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億1,589万3,000円と定め、歳入歳

出の款項別の金額は次ページの第１表のとおりと定め、第２条では、地方自治法第220条第

２項ただし書きの規定により、歳出予算の保険給付費における各項間の流用について定める

ことをお認めいただこうとするものでございます。 

  それでは、予算に関する説明書の１ページをごらんください。 

  平成30年度は、第７期吉田町介護保険事業計画の初年度に当たります。 

  予算案につきましては、計画に沿った内容となっております。 
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  前年度の当初予算と比較しまして、総額で１億4,248万6,000円、率にして6.9％の減とな

っております。 

  ２ページをごらんください。 

  歳入から申し上げます。 

  １款保険料は、１号被保険者保険料で４億4,361万1,000円でございます。 

  第７期計画により、給付費及び被保険者数等をもとに、第１号被保険者の保険料をこれま

での第６期計画と同額の月額4,800円と設定をいたしました。 

  これまで積み立ててきました介護給付費準備基金を３年間で１億2,500万円取り崩すこと

とし、保険料の上昇を抑え、被保険者の負担軽減を図りました。 

  内容は、特別徴収保険料が３億8,473万5,000円、普通徴収保険料が滞納繰越分を合わせて

5,887万6,000円でございます。 

  ２款使用料及び手数料は３万1,000円で、督促手数料等でございます。 

  次に、３ページ、４ページをごらんください。 

  ３款国庫支出金は４億832万2,000円で、介護給付費国庫負担金、財政調整交付金、地域支

援事業国庫補助金、事務費交付金でそれぞれ法定負担割合により計上させていただいており

ます。 

  ４款支払基金交付金は４億8,932万8,000円で、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交

付金で、第２号被保険者の負担分になります。 

  第７期計画から、負担割合が28％から27％に変更されました。 

  次に、５ページ、６ページをごらんください。 

  ５款県支出金は２億7,451万7,000円で、介護給付費県負担分負担金、地域支援事業補助金

で、法定負担割合により計上させていただいております。 

  ６款財産収入は２万円で、介護給付費準備基金利子でございます。 

  次に７ページをごらんください。 

  ７款繰入金は２億9,397万2,000円で、介護給付費地域支援事業費に対しての一般会計から

の法定負担割合による繰入金と事務費繰入金、そして低所得者保険料軽減繰入金、介護給付

費準備基金からの繰入金でございます。 

  ８款繰越金は100万円で、前年度繰越金でございます。 

  ９ページをごらんください。 

  ９款諸収入は509万2,000円で、介護予防事業利用料や任意事業利用料が主な収入でござい

ます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出を申し上げます。 

  11ページから14ページをごらんください。 

  １款総務費は3,866万2,000円で、介護保険事業運営に係る必要な経費で、介護保険制度運

営事業費や介護認定審査会事業費が主な事業となっております。 

  次に、14ページから17ページをごらんください。 

  ２款保険給付費は16億9,079万7,000円で、１項介護給付費は居宅介護サービスや地域密着

型サービス、施設介護サービスなど介護サービスに係る給付費、そして２項高額介護サービ

ス諸費はサービス利用者が一定の上限を超えた時に支払われる給付費です。 
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  ４項特定入所者介護サービス等費は、低所得者が施設サービスを利用した食費や居住費に

対して限度額を超えた分を支給するものです。 

  いずれも第７期介護保険事業計画に沿った給付見込額を計上させていただいております。 

  次に、18ページをごらんください。 

  ３款基金積立金は２万円で、介護給付費準備基金への積立金になります。 

  次に、18ページから24ページをごらんください。 

  ４款地域支援事業費は1億8,512万7,000円で、平成29年４月から要支援者等が事業対象と

なる新しい総合事業が始まり、介護予防サービスの訪問及び通所介護が地域支援事業へ移行

し、新たに緩和した基準によるサービスや住民主体によるサービスが展開されています。 

  １項介護予防生活支援サービス事業費では、主に総合事業に移行した通所と訪問サービス

に係る事業費と、30年度から新たに訪問型短期集中リハビリ事業が含まれております。 

  また、20ページの２項の包括的支援任意事業費は、従来から社会福祉協議会に委託し実施

しております地域包括支援センター運営事業、認知症施策推進事業や生活支援体制整備事業

に加え、在宅医療介護連携推進事業でございます。 

  次に、25ページをごらんください。 

  ５款諸支出金は28万7,000円で、保険料の還付金及び補助金等の償還金、一般会計繰出金

でございます。 

  ６款予備費は100万円でございます。 

  以上が第24号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計予算でございます。 

  以上、福祉課から４件の議案につきまして御説明を申し上げました。 

  よろしく御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、こども未来課長、お願いいたします。 

  こども未来課長、内田宏一君。 

〔こども未来課長 内田宏一君登壇〕 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  こども未来課からは、第12号議案 吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  議案書の31ページ、32ページ及び参考資料ナンバー12をごらんください。 

  本議案は、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準に条項ずれが生じて改正されたことによるものです。 

  この改正内閣府令は、平成30年１月31日に公布され、平成30年４月１日から施行されます

が、当町の吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例は、改正前の内閣府令を参考基準にして定めたものであることから、条例の中でも引用

している当該法の項にずれが生じたために、必要な改正を行うものでございます。 

  改正の内容でございますが、条例第15条第１項第２号中に同条第９項としていたものを同

条第11項に改めるものでございます。 

  なお、施行期日は、附則で改正内閣府令の施行日である平成30年４月１日とすることとい

たしました。 
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  以上が第12号議案 吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての概要でございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、建設課長、お願いいたします。 

  建設課長、大石 充君。 

〔建設課長 大石 充君登壇〕 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、第９号議案、第28号議案、第29号議案の３議案について御説明申し上げま

す。 

  初めに、第９号議案 吉田町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。 

  議案書25ページ、26ページ、参考資料ナンバー９をごらんください。 

  本議案は、都市公園法施行令の改正が行われたことに伴いまして発生いたしました規定を

追加するものでございます。 

  また、あわせて軽微な用語の修正を行うものでございます。 

  内容といたしましては、都市緑地法の改正による市民緑地認定制度の創設に伴い、都市公

園法施行令第１条の２の改正がなされ、この規定は都市公園法第３条第１項に規定する都市

公園の設置基準の参酌基準に該当するため、吉田町都市公園条例において同様の規定内容と

しておることから、同条と同様の改正を行うものでございます。 

  改正の内容につきましては、軽微な用語の修正といたしまして、第１条の２第１号中「一

人当たり」を漢数字の一から洋数字の１に改め、住民１人当たりの敷地面積の標準の算定に

係る特例の追加といたしまして、10平方メートルの次に（町の区域内に都市緑地法（昭和48

年法律第72号）第55条第１項もしくは第２項の規定による市民緑地契約または同法第63条に

規定する認定計画に係る市民緑地（以下この条において単に市民緑地という）が損する時

は、10平方メートルから当該市民緑地の住民１人当たりの敷地面積を除して得た面積）を

（５平方メートル）の次に（当該市街地に市民緑地が損する時は５平方メートルから当該市

民緑地の当該市街地の住民１人当たりの敷地面積を控除して得た面積）を加えるものでござ

います。 

  なお、施行期日につきましては、平成30年４月１日からの施行とするものでございます。 

  次に、第28号議案、第29号議案の２議案について御説明いたします。 

  それでは、第28号議案 町道の路線廃止について御説明いたします。 

  議案書の87ページ、88ページ及び参考資料ナンバー18をごらんいただきたいと思います。 

  本案は、道路法第10条第１項の規定に基づき、町道の路線を廃止しようとするものでござ

います。 

  今回廃止する路線につきましては10路線でございます。 

  初めに、防潮堤川尻工区の整備に伴い廃止しようとする５路線について御説明申し上げま

す。 

  それでは、資料の１ページから６ページまでをごらんください。 

  一つ目の路線は古川川尻線で、延長が2,553.4メートル、幅員が3.5メートルから23.5メー

トルでございます。 
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  二つ目の路線は東名川尻幹線で、延長が2,871.1メートル、幅員が8.5メートルから29メー

トルでございます。 

  三つ目の路線は山通り浜河原線で、延長が1,244.2メートル、幅員が5.5メートルから19.6

メートルでございます。 

  四つ目の路線は西向き浜町１号線で、延長が557.2メートル、幅員が2.4メートルから17.9

メートルでございます。 

  五つ目の路線は川尻吉田港線で、延長が81.3メートル、幅員が７メートルから12.9メート

ルでございます。 

  これら５路線の海岸保全区域内の占用部分につきましては、今後進めてまいります防潮堤

整備に伴い、一旦廃止をお願いするものでございます。 

  また、認定の時にも御説明させていただきますが、廃止部分以外の区域につきましては再

認定をお認めいただこうとするものでございます。 

  次に、浜田土地区画整理事業により進められている道路整備に伴い、廃止しようとする５

路線について御説明を申し上げます。 

  資料の７ページと８ページをごらんください。 

  一つ目の路線は西向き５号線で、延長が493.9メートル、幅員が1.8メートルから7.1メー

トルでございます。 

  二つ目の路線は西向き南線で、延長が89.4メートル、幅員が1.8メートルから2.6メートル

でございます。 

  三つ目の路線は成因寺南通り線で、延長が274.4メートル、幅員が2.2メートルから3.7メ

ートルでございます。 

  四つ目の路線は川尻浜河原線で、延長が439.8メートル、幅員が4.2メートルから7.1メー

トルでございます。 

  五つ目の路線は西向き浜河原４号線で、延長が482メートル、幅員が2.3メートルから9.6

メートルでございます。 

  それぞれ道路の区間の一部または全部が浜田土地区画整理事業の換地となるため、一旦廃

止をお願いするものでございます。 

  以上が町道の路線廃止についてでございます。 

  次に、第29号議案 町道の路線認定についてでございます。 

  議案書の89ページ、90ページ及び参考資料ナンバー19をごらんください。 

  本議案は、道路法第８条第２項の規定に基づき、町道の路線を認定しようとするものでご

ざいます。 

  今回認定する路線につきましては13路線でございます。 

  初めに、防潮堤川尻工区の整備に伴い再認定しようとする５路線について説明申し上げま

す。 

  それでは、資料の１ページから６ページをごらんください。 

  一つ目の路線は古川川尻１号線で、延長が1,103メートル、幅員が7.3メートルから35メー

トルでございます。 

  二つ目の路線は古川川尻２号線で、延長が605.1メートル、幅員が６メートルから35メー

トルでございます。 
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  三つ目の路線は東名川尻幹線で、延長が2,852メートル、幅員が8.5メートルから31メート

ルでございます。 

  四つめの路線は山通り浜河原線で、延長が1,216.2メートル、幅員が5.9メートルから27.3

メートルでございます。 

  五つ目の路線は西向き浜町１号線で、延長が532.7メートル、幅員が2.4メートルから9.9

メートルでございます。 

  廃止の説明の時にも御説明申し上げましたとおり、防潮堤整備に伴う廃止区域を除いた部

分について再認定をお願いするものでございます。 

  そのうち古川川尻線につきましては、防潮堤整備により起点側と終点側に２分割されるこ

とから、古川川尻１号線と古川川尻２号線の２路線に分けての認定としております。 

  次に、浜田土地区画整理事業により進められている道路整備に伴い認定しようとする８路

線について御説明申し上げます。 

  資料の７ページと８ページをごらんください。 

  一つ目の路線は西向き５号線で、延長が336.6メートル、幅員が4.4メートルから12メート

ルでございます。 

  二つ目の路線は成因寺南通り線で、延長が222.9メートル、幅員が3.5メートルから10.2メ

ートルでございます。 

  三つ目の路線は川尻浜川線で、延長が438.5メートル、幅員が６メートルから10.3メート

ルでございます。 

  四つ目の路線は西向き浜河原４号線で、延長が451.7メートル、幅員が3.5メートルから

9.6メートルでございます。 

  五つ目の路線は西向き７号線で、延長が198.5メートル、幅員が６メートルから10.6メー

トルでございます。 

  六つ目の路線は西向き８号線で、延長が187メートル、幅員が６メートルから10.3メート

ルでございます。 

  七つ目の路線は西中４号線で、延長が110.1メートル、幅員が６メートルから10.2メート

ルでございます。 

  八つ目の路線は西向き９号線で、延長が40.6メートル、幅員が４メートルでございます。 

  西向き５号線、成因寺南通り線、川尻浜川線につきましては換地処理により道路線形が変

更されており、西向き浜河原４号線につきましては道路延長が減少することから再認定をお

願いするものでございます。 

  西向き７号線、西向き８号線、西中４号線、西向き９号線につきましては新たな道路とし

て認定をお願いするものでございます。 

  以上が町道の路線認定についてでございます。 

  建設課に係る条例の改正及び町道の廃止、認定３議案の説明を申し上げました。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、上下水道課長、お願いいたします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

〔上下水道課長 山脇一浩君登壇〕 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 
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  上下水道課からは、第19号議案、第25号議案、第26号議案の３議案につきまして御説明申

し上げます。 

  初めに、第19号議案 平成29年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございます。 

  別冊の吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  表紙の次ページに記載されております第１条第１項は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ2,117万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億4,196万

8,000円にしようとするものでございます。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

の金額は１ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするものでござい

ます。 

  第２条は地方債の補正で、２ページの（第２表）地方債補正のとおり公共下水道事業に充

当する起債限度額を減額し、２億3,230万円とすることをお認めいただこうとするものでご

ざいます。 

  以上の補正予算の内容につきまして詳細を御説明申し上げますので、別冊の補正予算（第

３号）に関する説明書の２ページをごらんください。 

  初めに歳入でございます。 

  ４款繰入金は1,178万円の減額でございます。 

○議長（藤田和寿君） 課長、もう一度お願いします。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 117万8,000円の減額でございます。 

  これは、歳出１款１項公共下水道事業費のうち、１目管渠建設費の職員人件費に係る増額

と町単排水設備建設費に係る減額により、財源である繰入金を減額するものでございます。 

  ７款町債は2,000万円の減額でございます。 

  これは、下水道事業債について、歳出１款１項公共下水道事業費１目管渠建設費の町単管

渠建設費に係る減額分2,000万円の起債について減額をするものでございます。 

  次に、歳出てございます。 

  ３ページをごらんください。 

  １款公共下水道事業費は2,117万8,000円の減額でございます。 

  その内訳でございますが、１目管渠建設費の１の事業、職員人件費は人事院勧告に基づく

給与改定に伴い、一般職員給を増額するものでございます。 

  ３の事業、町単管渠建設費は2,000万円を減額するもので、事業実績により町単下水道管

渠整備工事費を2,000万円減額するものでございます。 

  ４の事業、町単排水設備建設費は120万円を減額するもので、事業実績の見込みにより排

水設備公共マス設置手数料を減額するものでございます。 

  以上が平成29年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の概要でございま

す。 

  続きまして、第25号議案 平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計予算について御説明

申し上げます。 

  議案綴りの81ページをごらんください。 
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  第１条は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ12億181万7,000円とし、款項の区分及

び当該部分ごとの金額は、82ページに掲げました第１表歳入歳出予算のとおりお認めいただ

こうとするものでございます。 

  第２条は、83ページに掲げました第２表地方債のとおり、公共下水道事業について２億

4,100万円の地方債を措置することをお認めいただこうとするものでございます。 

  第３条は、一時借入金の借り入れの最高額を３億円と定めることについてお認めいただこ

うとするものでございます。 

  それでは、82ページの第１表歳入歳出予算につきまして、別冊の予算に関する説明書によ

り御説明申し上げます。 

  予算に関する説明書の公共下水道事業特別会計の２ページをごらんください。 

  初めに、歳入でございます。 

  １款分担金及び負担金の予算額は1,032万5,000円で、これは公共下水道受益者負担金でご

ざいます。 

  ２款使用料及び手数料の予算額は9,076万3,000円で、これは下水道使用料と指定工事店証

手数料でございます。 

  ３ページの３款国庫支出金の予算額は１億8,780万円で、下水道事業に対して交付される

社会資本整備総合交付金でございます。 

  ４款繰入金の予算額は６億6,091万4,000円で、一般会計からの繰入金でございます。 

  ４ページ、５ページをごらんください。 

  ５款繰越金の予算額は500万円で、前年度決算による繰越金でございます。 

  ６款諸収入の予算額は601万5,000円で、受益者負担金に対する延滞金督促状、貯金利子及

び消費税還付金でございます。 

  ７款町債の予算額は２億4,100万円で、下水道事業建設費に充てる起債でございます。 

  続きまして、歳出でございます。 

  ７ページをごらんください。 

  １款１項公共下水道事業費の１目管渠建設費のうち、１の事業、職員人件費でございま

す。 

  予算額は4,007万5,000円で、財源は全て繰入金でございます。 

  上下水道課下水道室の職員６名中５人分の給料、職員手当等共済費を計上したものでござ

います。 

  次に、２の事業、公共管渠建設費でございます。 

  予算額は１億7,356万3,000円で、財源は国庫支出金のほか地方債、負担金、繰入金でござ

います。 

  ８ページ、ストックマネジメント策定業務委託料につきましては、下水道施設のライフサ

イクルコストの低減化や予防保全型施設管理の導入による安全の確保等計画的な維持修繕及

び改築を行い、良質な下水道サービスが持続的に提供できるよう、維持修繕及び改築に関す

る計画を策定しようとするものでございます。 

  公共下水道管渠整備については、参考資料ナンバー15の１ページ、２ページをあわせてご

らんください。 



- 59 - 

 

  管渠整備箇所は、役場庁舎北側の国道150号から町道上吉田線や町営住宅松下団地東側の

役場山の根線などを、開削工法で施工するものでございます。 

  地震対策工事は、住吉西浜公会堂南側の町道西山４号線に整備しました公共下水道汚水幹

線のマンホール浮上防止対策を実施するものでございます。 

  次に、３の事業、町単管渠建設費でございます。 

  予算額は8,760万1,000円で、財源は繰入金、地方債などでございます。 

  主な支出は、９ページの町単下水道管渠整備工事費や水道管移設補償費などでございま

す。 

  次に、４の事業、町単排水設備建設費でございます。 

  予算額は237万9,000円で、財源は繰入金、手数料でございます。 

  主な支出は、排水設備、公共マス設置手数料でございます。 

  次に、２目管渠維持管理費、２の事業、管渠維持管理費でございます。 

  予算額は950万8,000円で、財源は全て繰入金でございます。 

  主な支出は、マンホール内ポンプの電気使用量、10ページに移っていただいて、ポンプ等

保守点検委託料と新たな管渠や排水設備をデータ化する下水道情報管理システム整備委託料

などでございます。 

  次に、10ページの３目浄化センター維持管理費のうち、１の事業、職員人件費でございま

す。 

  予算額は1,054万3,000円で、財源は全て繰入金でございます。 

  職員１人分の給料、職員手当等共済費を計上したものでございます。 

  次に、11ページの２の事業、浄化センター維持管理費でございます。 

  予算額は１億1,821万1,000円で、財源は使用料、繰入金などでございます。 

  汚水処理に要する費用でありまして、主な支出は浄化センターの運転管理業務、汚泥処理

業務及び機械電気設備点検業務委託などでございます。 

  次に、12ページの４目浄化センター建設費のうち２の事業、公共浄化センター建設費でご

ざいます。 

  予算額は１億8,844万4,000円で、財源は国庫支出金と地方債などでございます。 

  浄化センターの耐震化を図るための地震対策実施設計委託料と下水道施設のライフサイク

ルコストの低減化や予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、計画的な維持修繕及び

改築を行うための計画でございます。ストックマネジメント策定業務委託料でございます。 

  施設整備につきましては、長寿命化計画に基づく浄化センターの電気設備と機械設備の更

新工事でございます。 

  電気設備更新工事については、平成29年度に債務負担行為を設定して実施しております工

事でございます。 

  次に、３の事業、町単浄化センター建設費でございます。 

  予算額は1,530万3,000円で、財源は地方債などでございます。 

  工事監理業務委託料は、長寿命化計画に基づく浄化センターの電気設備と機械設備の更新

工事の監理委託料でございます。 
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  また、13ページ、地方公営企業法適用化業務委託料は、地方公営企業法適用に向けた下水

道固定資産の調査、評価を行う業務と、企業会計システムの導入に要する委託料でございま

す。 

  次に、２款１項公債費の１目元金、２の事業、元金でございます。 

  予算額は４億3,285万6,000円で、財源は全て繰入金でございます。 

  これは、過去の建設費に充てた下水道事業債にかかわる償還金で、償還計画に基づく償還

でございます。 

  次に、２目利子、２の事業でございます。 

  予算額は１億2,233万4,000円で、財源は全て繰入金でございます。 

  これは、年次償還に基づくものと、一時借入金の償還利子を計上してございます。 

  次に、14ページ、３款１項予備費の予算額は100万円でございます。 

  以上が平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計予算の概要で、歳入歳出それぞれ12億

181万7,000円と定めさせていただくものでございます。 

  続きまして、第26号議案 平成30年度吉田町水道事業会計予算について御説明申し上げま

す。 

  平成30年度吉田町水道事業会計予算について、別冊の平成30年度吉田町水道事業会計予算

参考資料ナンバー16の１、平成30年度吉田町水道事業会計予算付属書類、参考資料ナンバー

16の２、平成30年度吉田町水道事業会計予算資料により御説明申し上げます。 

  平成30年度吉田町水道事業会計予算の１ページをごらんください。 

  第２条、業務の予定量でございます。 

  給水戸数は１万3,712戸です。 

  これは、昨年度と今年度の12月時点の世帯数の増加率を、昨年度の予定給水件数に乗じて

算出いたしました。 

  年間総配水量は455万6,000立米です。 

  これは、平成27年度から29年度までの３年間の期別ごとの配水量の増減率を算出し、その

平均値に平成29年度の予定配水量を乗じた数値の値を平成30年度の年間総配水量としまし

た。 

  １日平均給水量は１万997立米で、これは平成30年度の年間総配水量を平成28年度の有収

率と365日で除して算定いたしました。 

  主要な建設改良事業は、配水管布設替工事の事業費として２億5,066万円をお認めいただ

こうとするものでございます。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  ここに記載してある金額は税込金額でございます。 

  収入の第１款の水道事業収益は５億8,712万5,000円、支出の第１款の水道事業費用は５億

4,386万2,000円とすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  次に２ページ、３ページをごらんください。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  ここに記載してある金額も税込金額でございます。 

  収入の第１款の資本的収入は１億1,142万1,000円、支出の第１款の資本的支出は４億

1,112万5,000円にすることをお認めいただこうとするものでございます。 
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  また、資本的収入金額から資本的支出金額を差し引いた不足金額は２億9,970万4,000円に

なります。 

  この不足金額を、減債積立金3,000万円、建設改良積立金7,000万円など、過年度分消費税

資本的収支調整額1,469万円、過年度分損益勘定留保資金8,961万4,000円、当年度分損益勘

定留保資金9,540万円で補塡することをあわせてお認めいただこうとするものでございま

す。 

  第５条は、債務負担行為でございます。 

  これは、川尻の大幡川に新設する橋梁工事にあわせて配水管を新設する工事について、期

間を平成31年度末とし、限度額を700万円とすることをお認めいただこうとするものでござ

います。 

  第６条は企業債で、建設改良事業について8,000万円の企業債を措置することをお認めい

ただこうとするものでございます。 

  第７条は一時借入金で、借り入れの限度額を5,000万円にすることをお認めいただこうと

するものでございます。 

  第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流用、第９条は議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費、第10条の棚卸資産購入限度額をお認めいただこうとするものでござ

います。 

  以上が平成30年度吉田町水道事業会計予算の内容でございます。 

  続きまして、平成30年度吉田町水道事業会計予算付属書類について、主なところを中心に

御説明申し上げます。 

  参考資料ナンバー16の１、平成30年度吉田町水道事業会計予算付属書類の目次をごらんく

ださい。 

  この目次の項目の中で税込金額で記載しているものは、平成30年度吉田町水道事業会計予

算実施計画、給与費明細書、平成30年度吉田町水道事業会計予算執行計画であります。 

  その他の項目につきましては、税抜き金額で記載してあります。 

  付属資料の１ページをごらんください。 

  これは平成30年度吉田町水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出でございます。 

  まず初めに、収入から御説明させていただきます。 

  水道事業収益は５億8,712万5,000円を予定しております。 

  その内訳として、営業収益の給水収益は５億2,232万8,000円を予定額とするものでござい

ます。 

  これは、水道料金の算出根拠のもととなる有収水量を394万1,624立米とし、その有収水量

に供給単価122.7円と消費税を乗じて算出したものでございます。 

  受託工事収益は108万円を予定額とするものでございます。 

  これは、消火栓の修繕などでございます。 

  その他の営業収益は174万8,000円を予定額とするものでございます。 

  これは、材料検査及び設計審査などの手数料や消火栓維持管理料でございます。 

  次に、営業外収益の受取利息及び配当金は２万円を予定額とするものでございます。 

  これは、減債積立金、建設改良積立金の利息でございます。 

  長期前受金戻入は5,596万8,000円を予定額とするものでございます。 
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  これは、建設改良事業などの償却資産の取得、改良のために交付された補助金などを収益

化した金額でございます。 

  雑収益は598万1,000円を予定額とするものでございます。 

  これは、下水道使用料算定資料の提供に係る負担金、コピー代などでございます。 

  次に、２ページをごらんください。 

  支出について御説明させていただきます。 

  水道事業費用は５億4,386万2,000円を予定しております。 

  その内訳としまして、営業費用の原水、浄水及び配水給水費は１億4,976万6,000円を予定

額とするものでございます。 

  主な支出は、職員３名分の人件費、経営戦略策定業務委託などの委託料、水道施設の修繕

費、動力費などでございます。 

  受託工事費は168万円を予定額とするものでございます。 

  主な支出は、消火栓などの修繕費などでございます。 

  業務費は4,479万8,000円を予定額とするものでございます。 

  主な支出は、職員４名分の人件費、料金システム使用料、検針業務委託などの委託料でご

ざいます。 

  総係費は2,885万8,000円を予定額とするものでございます。 

  主な支出は、職員２名分の人件費、平成29年度分の水道料金不納欠損処分額の貸倒引当金

繰入額などでございます。 

  減価償却費は２億3,409万2,000円を予定額とするもので、配水管などの構築物、量水器な

どの機械及び装置などの減価償却費でございます。 

  資産減耗費は1,034万2,000円を予定額とするもので、配水管の布設がえ工事による配水管

除却費でございます。 

  その他営業費用は11万2,000円を予定額とするもので、公用車の車検に伴う重量税や代行

料などでございます。 

  次に、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費は5,227万1,000円を予定額とするもの

で、財務省及び地方公共団体金融機構からの借入金の利息などでございます。 

  繰延資産償却は424万円を予定額とするもので、変更認可申請書作成及び財政シミュレー

ション作成費用を毎年度均等に償却する費用でございます。 

  雑支出は３万2,000円を予定額とするもので、仕入控除できない仮払消費税でございま

す。 

  消費税は1,667万円を予定額とするもので、仮受消費税から仮払消費税を差し引いたもの

でございます。 

  その他特別損失は1,000円を予定額とするもので、不慮の事態に備えるためのものでござ

います。 

  予備費は100万円を予定額とするものでございます。 

  次に、平成30年度吉田町水道事業会計予算実施計画の資本的収入及び支出でございます。 

  まず初めに、収入について御説明させていただきます。 

  資本的収入は１億1,142万1,000円を予定しております。 

  その内訳として、企業債は8,000万円を予定額とするものでございます。 
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  これは、水源から浄水場までの導水管、浄水場から配水池までの送水管を耐震化する基幹

管路耐震化事業と、配水池から避難所までのルートを耐震化する耐震ネットワーク事業に対

して起債を借り入れるものでございます。 

  他会計出資金は120万円を予定額とするもので、新設消火栓２基分の設置費でございま

す。 

  国庫（県）支出金は433万3,000円を予定額とするもので、上水道事業に対して交付される

静岡県生活基盤施設耐震化等補助金でございます。 

  その他資本的収入は2,588万8,000円を予定額とするものでございます。 

  その内訳として、工事負担金は1,772万6,000円を予定額とするもので、下水道関連工事に

伴う補償費とするものでございます。 

  また、加入分担金は816万2,000円を予定額とするもので、13ミリ、20ミリなどの量水器出

庫に伴い、給水申込書から徴収するものでございます。 

  次に、４ページをごらんください。 

  支出について御説明させていただきます。 

  資本的支出は４億1,112万5,000円を予定しております。 

  建設改良費は２億5,066万を予定額とするものでございます。 

  主な支出は、委託料、工事請負費などでございます。 

  固定資産購入費は165万2,000円を予定額とするもので、新品の13ミリ、20ミリなどの量水

器を出庫する費用及び公用車を購入する費用でございます。 

  企業債償還金は１億5,881万3,000円を予定額とするもので、財務省及び地方公共団体金融

機構から借入金の元金を償還する費用でございます。 

  次に、５ページ、６ページをごらんください。 

  これは、平成30年度吉田町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。 

  １の業務活動において２億2,989万8,000円の現金が増える予定であります。 

  また、２の投資において２億2,085万9,000円、３の財務活動において7,770万2,000円の現

金が減る予定であります。 

  この結果、平成30年度は6,866万3,000円の現金が減り、平成30年度期末には現金が３億

8,082万円となる予定であります。 

  次に、22ページから26ページまでをごらんください。 

  これは、平成30年度吉田町水道事業会計予定貸借対照表でございます。 

  初めに、23ページをごらんください。 

  ２の流動資産の現金預金については、先ほどのキャッシュフロー計算書で御説明したよう

に３億8,082万円となる予定でおります。 

  また、未収金については、現年度分の水道料金などにして2,475万9,000円となる予定でお

ります。 

  次に、24ページをごらんください。 

  ４の流動負債の未払金については、平成30年度の消費税納入分として825万3,000円となる

予定でおります。 

  次に、26ページをごらんください。 
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  利益剰余金のハに記載されております当年度末処分利益剰余金については、１億3,523万

2,000円となる予定でおります。 

  その内訳としましては、平成30年度当年度純利益が3,174万7,000円、前年度繰越利益剰余

金が348万5,000円、その他未収金利益剰余金変動額が１億円となります。 

  次に、27ページから36ページまでは、先ほど説明いたしました収益的収入及び支出と資本

的収入及び支出の詳細を記載させていただきました。 

  また、37ページから31ページまでは、注記としまして、重要な会計方針などを記載させて

いただきましたので、御確認いただければと思います。 

  最後になりましたが、参考資料ナンバー16の２、平成30年度吉田町水道事業会計予算資料

について御説明申し上げます。 

  １ページから３ページまでは平成30年度執行予定事業一覧表で、請負工事と業務委託を記

載してございます。 

  事業種別に耐震化と記載してある工事が、起債の借り入れを行う事業でございます。 

  また、４ページ、５ページは、予算執行計画書比較、６ページは資本的支出補塡財源の一

覧表、７ページは予定繰延資産償却明細、８ページから10ページは平成30年度に実施を予定

しております請負工事の事業予定箇所を記載させていただきましたので、御確認いただけれ

ばと思います。 

  以上が第26号議案 平成30年度吉田町水道事業会計予算についての概要でございます。 

  上下水道課から３件につきまして御説明申し上げました。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） ここで暫時休憩とします。 

  再開を午後３時とします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  まず最初に、上下水道課長から発言を求められておりますので、発言を許可します。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 先ほどの資料で訂正がございます。 

  参考資料ナンバー16の１、平成30年度吉田町水道事業会計予算付属資料書類でございま

す。 

  申しわけございません。資料３ページになります。 

  資本的収入及び支出の１番、資本的収入の項の部分です。 

  １、２、３、３となっています一番下の、３になっているその他資本的収入を４に修正さ

せていただきたいです。 

  申しわけございません。よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、理事兼学校教育課長、お願いいたします。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 
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〔理事兼学校教育課長 栗林芳樹君登壇〕 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  学校教育課から、第27号議案 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の85ページ、86ページ、また参考資料ナンバー17をごらんください。 

  本議案は、一部事務組合である吉田町牧之原市広域施設組合規約を変更しようとするもの

であり、一部事務組合の規約の変更に当たっては、関係地方公共団体の議会の議決を経なけ

ればならないとする地方自治法第290条の規定に基づき上程をさせていただくものでござい

ます。 

  今回の規約変更の内容でございますが、吉田榛原学校給食共同調理場の経費について、現

行の児童・生徒数割は提供対象学校における給食提供回数が均一であることを前提としてい

るものであるのに対し、平成29年度から牧之原市内に所在する学校と吉田町内に所在する学

校との間の給食提供回数に差異が生じる状況が出始め、この状況が平成30年度からも継続さ

れる見込みとなっていることに鑑み、平成30年度からは年度における年間の計画給食提供食

数をもとにした提供食数割へと負担ルールを改めるべく、規約の別表の一部を変更しようと

するものでございます。 

  また、附則において施行期日を平成30年４月１日からとするものでございます。 

  以上が第27号議案 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約についての説

明でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 各担当課長からの説明が終わりました。 

  ただいま説明のありました第14号議案及び第27号議案の２議案につきましては、この後全

員協議会で内容確認を行い、６日に審議を行います。 

  また、第20号議案１議案につきましては、あす２日に項目ごとの詳細説明を行い、13日に

質疑、最終日22日に討論、表決を行います。 

  第15号議案、第16号議案、第17号議案、第18号議案、第19号議案、第21号議案、第22号議

案、第23号議案、第24号議案、第25号議案及び第26号議案の11議案につきましては、９日に

質疑を行い、最終日22日に討論、表決を行います。 

  その他の第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案、

第７号議案、第8号議案、第９号議案、第10号議案、第11号議案、第12号議案、第13号議

案、第28号議案、第29号議案及び第30号議案の16議案につきましては、最終日22日に審議を

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎発議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第36、発議案第１号 吉田町議会会議規則の一部を改正する規則

の制定についてを議題とします。 

  本案については、提出者、議会運営委員会委員長大塚邦子君の趣旨説明を求めます。 

  議会運営委員会委員長、大塚邦子君。 
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〔議会運営委員会委員長 大塚邦子君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  発議案第１号 吉田町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について。 

  吉田町議会会議規則（昭和39年吉田町議会規則第３号）の一部を改正する規則を別紙のと

おり制定したいので、地方自治法第109条第６項及び第７項並びに吉田町議会会議規則第14

条第３項の規定により提出します。 

  平成30年３月１日提出、吉田町議会議長、藤田和寿様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、大塚邦子。 

  本発議案の提出の理由につきまして説明をいたします。 

  理由といたしましては、地方自治法第100条第12項中には、会議規則の定めるところによ

り、議会の運営に関し協議または調整を行うための場を設けることができる旨規定されてい

ることから、吉田町議会基本条例の目標達成に必要な議会改革に取り組むに当たり、全議員

で構成する議会改革推進会議を設置するため、吉田町議会会議規則の一部改正を行うもので

あります。 

  それでは、内容の概要について御説明いたします。 

  まず、第17章、全員協議会の後に「及び議会改革推進会議」をつけます。 

  また、第122条として、議会改革推進会議、法第100条第12項の規定により、議会の運営に

関し協議または調整を行うための場として、議会改革推進会議を設ける。 

  第２項、議会改革推進会議は議員の全員で構成し、座長が招集する。 

  ただし、座長が選任されるまでの間は、議長が招集する。 

  第３項、議会改革推進会議の運営その他必要な事項は、議会改革推進会議の会議において

別に定める。 

  122条はそのまま条ずれで123条になり、123条も条項ずれで第124条になります。 

  附則といたしまして、この規則は公布の日から施行する。 

  以上が概要となります。 

  よろしくお願いいたします 

○議長（藤田和寿君） 説明が終わりました。 

  これから発議案第１号についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  大塚委員長、御苦労さまでした。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 



- 67 - 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。御協力いただきありが

とうございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 ３時０８分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会２日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号の詳細説明 

○議長（藤田和寿君） それでは、議事に入ります。 

  日程第１、第20号議案 平成30年度吉田町一般会計予算についてを議題とします。 

  これから、第20号議案について、項目ごとの詳細説明を行います。 

  初めに、歳入の１款から10款及び20款について説明を願います。続けて、歳出の説明を順

次お願いします。 

  なお、歳入の11款から19款までは、歳出の説明に合わせてお願いいたします。 

  説明は、一般会計歳入歳出予算事項別明細書により、項目順に各事業区分に沿って、わか

りやすく簡潔にお願いいたします。一部順序が前後する場合もありますが、御了承願いま

す。また、説明は自席でお願いします。 

  それでは、歳入の１款から10款まで及び20款についての説明を求めます。 

  初めに、税務課長、お願いいたします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  お手元の予算に関する説明書により、歳入１款町税について御説明申し上げます。 

  １ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成30年度の町税予算額は53億８万6,000円でございます。前年度対比１億8,017万5,000

円、3.5％の増でございます。 

  続きまして、税目ごとに申し上げます。 

  ３ページから５ページをごらんいただきたいと思います。 

  １項町民税でございますが、21億9,299万5,000円を計上いたしました。前年度対比２億

3,110万8,000円の増でございます。個人町民税につきましては、現年度課税分の所得割額14

億6,912万4,000円、前年度対比2,226万2,000円の増でございます。これは雇用情勢が改善し

ていること、現金給与総額は緩やかに増加していることなどにより、平成29年度の課税状況
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につきましても、前年度より増加していることから、平成30年度については増額となってお

ります。 

  均等割額は5,554万2,000円、前年度対比75万5,000円の増でございます。納税義務者の増

加によるものでございます。 

  滞納繰り越し分につきましては、現年度分の徴収を強化していることもあり、過年度分と

して繰り越される額が年々減少しているところでございます。平成29年度の決算見込み額か

ら前年度対比375万8,000円を減額いたしまして、2,024万2,000円を計上しております。 

  次に、法人町民税でございますが、６億4,808万7,000円を計上いたしました。現年度課税

分の法人税割額５億3,888万1,000円、前年度対比で２億468万1,000円の増でございます。予

定納税を含め、法人町民税申告見込み額調査を行い、企業の状況を判断し、平成29年度の課

税状況に基づき予算計上をいたしました。均等割額は１億910万6,000円、前年度対比716万

8,000円の増でございます。平成29年度の課税状況に基づき予算計上をいたしました。 

  次に、２項固定資産税でございますが、25億9,928万円を計上いたしました。固定資産税

の現年課税分は25億7,958万3,000円、前年度対比4,382万9,000円の減でございます。土地に

つきましては、30年度の評価替えに伴い、評価額の修正及び地目変更等を含め試算を行い、

８億960万3,000円を計上いたしました。前年度対比で267万3,000円の減額でございます。 

  町内の地価につきましては、開発等により地目変更が行われている状況ではございます

が、沿岸部の地価下落が続いており、町内の地価の平均下落率は2.5％、最高下落率は8.1％

となっております。続きまして、家屋につきましては、11億1,255万8,000円、前年度対比

4,880万2,000円の減でございます。平成29年滅失分の減、新築家屋分の増額を見込み、平成

30年評価替えにつきましては、平成28年７月の物価水準に基づき、木造家屋が1.05、非木造

家屋が1.06で再評価を行い、経年減額を行い、資産を行ったものでございます。 

  償却資産につきましては、経年の下落率に企業への見込み調査を行い、平成29年度の課税

状況から判断いたしまして６億5,742万2,000円、前年度対比764万6,000円の増となっており

ます。滞納繰り越し分につきましては、平成29年度の決算見込み額から1,700万円を計上し

ております。固有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、家屋について県の算

定基準をもとに算定し、269万7,000円を計上しました。 

  続きまして、３項軽自動車税でございます。現年課税分8,718万6,000円で、前年度対比

503万6,000円の増でございます。主な増額の要因といたしまして、登録台数の大きな増減は

ございませんが、重課税率を適用するものが増加したことによるものでございます。滞納繰

り越し分につきましては、平成29年度の決算見込みにより計上をいたしました。 

  続きまして、４項たばこ税でございます。現年課税分１億8,991万8,000円、前年度対比

539万1,000円の減でございます。前年度の課税状況により見込み本数を算出し予算計上をい

たしました。 

  次に、５項都市計画税でございますが２億3,010万7,000円、前年度対比680万7,000円の減

でございます。土地につきましては１億708万1,000円、前年度対比142万2,000円の減額でご

ざいます。家屋につきましては１億2,172万6,000円、前年度対比545万5,000円の減でござい

ます。滞納繰り越し分につきましては、平成29年度の決算見込みにより計上いたしました。 

  以上が１款町税の状況でございます、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、企画課長、お願いいたします。 
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  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  それでは、企画課に関します歳入につきまして、予算に関する説明書に沿って御説明申し

上げます。 

  説明書５ページから６ページをごらんください。 

  ２款地方譲与税は9,590万円でございます。これは地方財政計画の伸び率を考慮し、１項

地方揮発油譲与税を2,670万円、２項自動車重量譲与税6,920万円を計上するものでございま

す。 

  次に、３款利子割交付金は680万円でございますが、これは個人県民税で集められた利子

割の合計額を過去３年分の配分率で算定した額となりますことから、景気動向を勘案して計

上するものでございます。 

  ４款配当割交付金は1,750万円を計上するものでございます。これは県民税として特定配

当等の額の５％を課税し、収入された額から所要額を控除した100分の64.6相当額を各市町

に交付されるものでございます。 

  次に、７ページ、８ページをごらんください。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金でございますが、2,420万円の計上となっております。県民

税として一括して徴収されるもので、その徴収額の一部が市町村に配当されるものでござい

ます。 

  ６款地方消費税交付金につきましては６億630万円でございます。これは県の地方消費税

収入額の２分の１に相当する額が市町村に交付されるものでございます。交付額は直近の国

勢調査結果による各市町の人口と、経済センサス基礎調査による各市町の従業員数によって

算出されるものでございます。 

  なお、別添の参考資料ナンバー14の19ページをごらんいただきますと内訳を計上させてい

ただいております。総額２億3,703万7,000円が社会保障財源として予算となりますので、後

ほどこのナンバー14、19ページをごらんいただきたいというふうに思います。 

  説明書に戻ります。 

  ８ページの７款自動車取得税交付金につきましては3,680万円の計上でございます。これ

は県の自動車取得税収入のうち、徴税経費を差し引いた額が交付されます。市町への配分基

準は道路の延長と面積となります。 

  ８款地方特例交付金につきましては2,800万円の計上でございます。これは個人住民税に

おけます住宅借入金等特別税額控除の実績に伴う地方団体の減収を補塡するために交付され

るものでございます。 

  次に、９ページ、10ページをごらんください。 

  ９款地方交付税につきましては３億6,700万円の計上でございます。普通交付税２億6,700

万円のほか、前年度と同額となります１億円の特別交付税を計上しております。 

  10款交通安全対策特別交付金につきましては400万円でございます。これは、道路交通法

第128条第１項の規定により納付されます反則金に係る収入見込み額から事務費相当額を控

除した額が都道府県及び市町村に交付されるものでございます。 

  続きまして、34ページをごらんください。 
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  20款町債となります。町債につきましては８億5,150万円を計上するものでございます。

１項１目の総務債につきましては、生活交通車両整備事業に1,640万円、同じく２目民生債

につきましては、放課後児童クラブ施設整備事業に7,050万円を計上するものでございま

す。３目農林水産債につきましては6,650万円を計上するものでございます。津波防災ステ

ーション機器改修事業に4,350万円、水産基盤整備事業に330万円、水産物供給基盤機能保全

事業に760万円、漁港環境整備事業に1,210万円をそれぞれ計上するものでございます。 

  次に、２目土木債は１億9,080万円の計上でございます。これは道路照明改修事業、吉田

町内道路舗装修繕事業、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業、青柳北原４号線道路改良

事業、吉田町内橋梁改修事業にそれぞれ充てるための起債といたしまして、道路橋梁債１億

3,110万円を計上しております。 

  35ページをお開きください。 

  土木債の説明の続きになりますが、稲荷川改修事業、大幡川改修事業、河川護岸改修事業

に充てるための起債といたしまして、河川債4,380万円を計上してございます。また、住吉

団地改修事業、松下団地改修事業に充てるための起債といたしまして、住宅債1,590万円を

計上するものでございます。 

  次に、５目消防債は１億600万円の計上でございます。これは消防救急車両整備事業、消

防ポンプ車両整備事業や同報無線デジタル化整備事業に充てるための起債でございます。 

  次に、６目教育債は2,130万円の計上でございます。これは校務支援システム更新事業に

充てるための起債でございます。 

  最後に、７目臨時財政対策債でございますが、これは国の地方交付税の財源不足につきま

して、国と地方との折半ルールに基づいて借り入れを行う制度のもと、町で地方債を発行す

るものでございます。制度の性格から、この起債につきましては全額一般財源となるもので

ございますが、平成30年度の当町の臨時財政対策債の発行可能額を３億8,000万円と推計し

て計上しております。 

  以上が歳入の２款から10款及び20款に関します内容でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（藤田和寿君） 歳入の説明が終わりました。 

  これから歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費、２款総務費の１項までの説明を求めます。 

  初めに、議会事務局長、お願いいたします。 

  議会事務局長、八木寿彦君。 

○議会事務局長（八木寿彦君） 議会事務局でございます。 

  一般会計予算に関する説明書の36ページから38ページをごらんください。 

  １款議会費、１項議会費、１目議会費になります。財源は全て一般財源でございます。 

  36ページから37ページ、２の事業、議会運営費は6,840万4,000円でございます。議員報

酬、議員期末手当、議員共済費が主な内容でございます。前年度と比べまして、議員期末手

当が増額し、議員共済費の給付費負担金は負担率が下がったことにより減額となっておりま

す。 

  次に、37ページから38ページ、３の事業、議会調査活動費でございますが、こちらは458

万3,000円でございます。この事業は主に議員に係る研修、常任委員会等の活動費を計上し
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ております。前年度と比べまして、平成30年度に開催が想定される会議に合わせ、旅費が微

増しております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、総務課長、お願いいたします。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  ２款総務費の１項総務管理費につきまして、平成30年度吉田町一般会計予算に関する説明

書の事項別明細書により御説明いたします。 

  なお、各款項目の１の事業、職員人件費につきましては、後ほど総括的な人件費として御

説明申し上げますので、御了承ください。 

  それでは、説明書の39ページから40ページ、２の事業、一般行政事務費をごらんいただき

たいと存じます。 

  予算額は4,355万円で、財源内訳は、一般財源のほかに県支出金及び諸収入でございま

す。行政事務の円滑かつ適正な執行を行うとともに、他の部署に属さない事務を全庁的に執

行するもので、例規集などの追録代を初め、後納郵便代など経常的な経費が主なものでござ

います。 

  次に、説明書の41ページの３の事業、吉田町表彰費でございます。予算額は55万9,000円

で、財源は全て一般財源でございます。町の各分野における業績顕著な方、または行政に貢

献していただいた方を表彰し、町政のさらなる発展に寄与することを目的としたものでござ

います。表彰状及び感謝状受賞者への記念品代が主なものでございます。 

  次に、説明書41ページの４の事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金総務管理費でござ

います。予算額は3,052万5,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広

域施設組合の事務費を牧之原市とそれぞれ分担し、広域行政の円滑な執行に資するものでご

ざいます。この負担金は、一般管理費としての人件費が主なものでございます。 

  次に、説明書の41ページの５の事業、日曜開庁事業費でございます。予算額は421万9,000

円で、財源は全て一般財源でございます。住民の多様化する生活環境に対応するため、日曜

日に役場庁舎を開庁し、町民生活に関連の深い諸証明交付事務を中心とした業務を日曜日に

実施し、住民サービスの向上に努めるもので、日曜開庁を円滑に実施するため、行政サポー

ター４人分の賃金が主なものでございます。 

  次に、説明書の42ページ、43ページの２款１項２目文書広報費、２の事業の広報・広聴事

業費でございます。予算額は1,078万1,000円で、財源は全て一般財源でございます。行政の

さまざまな情報を積極的に町民に提供するため、広報紙の発行やＦＭ島田による放送番組制

作委託料が主なものでございます。また、昨年度から開始いたしましたスマートフォンやタ

ブレットを活用した新たな情報発信アプリケーション「よしだポケットニュース」の保守管

理料も計上させていただいております。 

  次に、説明書の44ページ、45ページの２款１項５目財産管理費、２の事業の庁舎管理費で

ございます。予算額は6,775万4,000円で、財源は一般財源のほかに諸収入でございます。役

場庁舎及び周辺の附属施設等の快適な公共施設空間の確保を図るため維持管理を行うもの

で、庁舎管理に必要な施設点検業務、電話料など役務費に加え、庁舎の清掃業務、警備保障

業務の委託料など庁舎管理に係る経常的な経費が主なものでございます。また、電気料につ
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きましては、照明のＬＥＤ化や新電力会社への切りかえをを行ったことから、経費の削減に

つながっております。 

  次に、説明書の46ページの３の事業、公有財産管理費でございます。予算額は2,190万円

で、財源は全て一般財源でございます。公共施設及び町有地の適正な管理を図ることを目的

に、総務課が管理しております公共施設の修繕を初め、町が所有する公共施設の損害保険

料、土地借上料など、経常的な経費が主なものでございます。 

  次に、説明書46ページ、47ページの４の事業、公用車管理費でございます。予算額は326

万9,000円で、財源は全て一般財源でございます。公用車の適正な維持管理を図るため、総

務課の管理車両の修繕、車検等の維持管理費と、公用車リース料が主なものでございます。

総務課管理車両は昨年度から１台ふえ、11台となっております。 

  次に、説明書の47ページの５の事業、契約管理費でございます。予算額は190万1,000円

で、財源は全て一般再現でございます。町が行う契約管理事務の円滑かつ適正な執行を図る

ため、発注工事に係る材料検査の旅費を初め、担当職員が発注予定事業の設計積算事務を進

める上で、資料として徴集する見積書や図面等の作成費用とする設計手数料が主なものでご

ざいます。 

  次に、説明書の53ページ、２款１項７目の自治振興費の２の事業の自治振興費でございま

す。予算額は1,822万8,000円で、財源は一般財源のほかに諸収入でございます。自治振興費

でございますが、自発的・積極的にコミュニティ活動を行ってもらい、自治意識の高揚を図

ることを目的に、地域の自治組織であります各自治会の正副自治会長、町内会長、隣組長の

活動に対しまして定額の補助金を交付するとともに、円滑なコミュニティ活動が図られるよ

う、自治会連合会に対しまして、研修費やスポーツ大会等の補助金が主なものでございま

す。 

  次に、説明書の54ページの３の事業、自治会運営費でございます。予算額は440万2,000円

で、財源は全て一般財源でございます。自発的・積極的にコミュニティ活動を行ってもら

い、自治意識の高揚と地域の特色が生かされた自治活動に資するため、各自治会の基礎数値

となる世帯数に定額の補助額を乗じて得た額を運営補助金として各自治会に交付するもので

ございます。 

  次に、説明書54ページの４の事業、地域施設管理費でございます。予算額は465万円で、

財源は一般財源のほかに諸収入でございます。自発的・積極的にコミュニティ活動を行って

もらい、自治意識の高揚を図ることを目的に、各自治会が所有するコミュニティ施設や、町

が管理委託している地域コミュニティ施設のコミュニティ活動の拠点施設に対して、管理運

営に係る補助金を交付するものでございます。 

  また、静岡県市町村振興協会の省エネルギー・新エネルギー機器導入助成事業を活用し、

各自治会が所有するコミュニティ施設の省エネルギー化を図るためＬＥＤ照明の導入など、 

補助金を交付することとしており、平成30年度は川尻区自治会が川尻会館のＬＲＤ照明の取

りかえ工事を実施する予定で、その補助金として200万円を計上いたしております。 

  次に、説明書の５の事業の町内会運営費でございます。予算額は380万円で、財源は全て

一般財源でございます。各自治会の下部組織になります町内会の活動に対しまして、１町内

会当たり20万円の補助金を交付し、円滑な町内会の運営に資するものでございます。 
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  説明書の54ページ、６の事業の町内会活動費でございます。予算額は842万4,000円で、財

源は一般財源のほかに利子及び配当金収入でございます。各町内会活動の活性化を図るた

め、交通安全、防災会、社会福祉、環境美化、青少年育成の五つの分野につきまして、コミ

ュニティ活動費補助金をそれぞれ４自治会に交付し、自発的・積極的なコミュニティ活動の

推進と自治意識の高揚を図ろうとするものでございます。 

  次に、説明書の57ページ、58ページの２款１項10目人事管理費の２の事業、職員福利厚生

費でございます。予算額は378万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。職員福利厚

生費は、職員の健康管理に資するため、定期的に職員の健康診断を実施するほか、産業医の

委託料が主なものでございます。 

  次に、説明書58ページの３の事業、臨時職員対策事業費でございます。予算額は6,195万

4,000円で、財源は全て一般財源でございます。多様化する行政需要に対応するため、臨時

職員を含めた効率的な行政執務体制を整備するとともに、緊急時に臨時職員を雇い、事業の

執行に支障が生じる不測の事態に対応するため、臨時職員の雇用に必要な人件費に係る経費

が主なものでございます。 

  次に、説明書の58ページ、59ページの４の事業、職員研修事業費でございます。予算額は

600万円で、財源は一般財源のほかに国庫支出金でございます。自立した職員を育成するこ

とを目的に、職員が研修に参加するために必要な経常的経費で、旅費や研修負担金が主なも

のでございます。研修を通し、職員一人一人が公務員としての質の向上を目指すとともに、

住民から信頼される職員となるよう、この研修費を活用して研さんに努めてまいりたいと思

います。 

  次に、説明書の59ページ、５の事業、人事管理費でございます。予算額は992万円で、財

源は全て一般財源でございます。必要な人材を確保しながら、定員管理を適正に実施してい

くため、職員採用に係る経費を初め、適正な人事管理を行うための給与・人事システム委託

料などが主なものでございます。 

  次に、説明書60ページの２款１項11目の事務改善対策費、２の事業、情報化推進費でござ

います。予算額は5,761万8,000円で、財源は一般財源のほかに繰入金でございます。事務の

効率化と適正な情報管理を図るためのもので、通信運搬費としてネットワーク通信のための

回線使用料を初め、庁舎内で使用するパソコン機器類の使用料、セキュリティー対策などの

業務委託料が主なものでございます。そして、新たなものとして、平成31年５月から新たな

元号に変わることを受け、元号変更対応業務委託料を計上しております。 

  次に、説明書の61ページ、３の事業の情報公開制度推進費でございます。予算額は402万

1,000円で、財源は全て一般財源でございます。町政の透明性の向上及び公平性を確保する

ため、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく開示請求に係る事務に必要な経費を初

め、例規集の電算化サポート処理業務のための委託料、法制支援業務委託料などが主なもの

でございます。 

  次に、１款から10款までの各項目の１の事業、職員人件費でございます。 

  説明書の212ページから219ページの４の給与費説明書をごらんいただきたいと存じます。 

  １款から10款までの各項目の１の事業に予算計上しております職員人件費につきまして

は、４給与費明細書に総計を掲載しておりますので、こちらで御説明申し上げます。 

  まず、212ページでございますが、１、特別職の表の長等の欄をごらんください。 
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  町長、副町長及び教育長の３名分の給与費及び共済費でございます。前年度より期末手当

が増額しておりますが、これは人事院勧告に基づく期末手当の率が改正されましたことが増

額要因でございます。 

  続きまして、一般職職員の関係でございますけれども、213ページ及び214ページをごらん

ください。 

  一般職の関係でございますが、職員数は前年度に比べ１人増員の225人分の人件費を計上

しており、給料と職員手当であります給与費は、全体で12億9,538万,6000円で、共済費は２

億3,824万9,000円でございます。 

  なお、ここで言う一般職職員は、職員のほかに再任用職員を全て含んでおりますけれど

も、育児休業により、平成30年度中に復帰を予定されていない職員は除いております。 

  なお、職員手当の詳細につきましては、(1)の総括の下段に職員手当の内訳がございま

す。給料及び職員手当の増減の要因につきましては、214ページの(2)給料及び職員手当の増

減の明細に記載しておりますとおりでございますが、平成30年度当初につきましては、前年

度に対する増加要因の主な理由といたしましては、平成29年度の人事院勧告に基づく給与の

改定及び定期昇給によるものでございます。 

  なお、215ページ以降は、給料や職員手当等について現状を示す数値資料となっておりま

す。このため、ここの数値と平成30年度当初予算額との相関関係はありませんので、御承知

おきくださるようお願いいたします。 

  以上が２款１項の総務管理費及び各款項目に係る１の事業であります人件費の説明でござ

います。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、企画課長、お願いいたします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） それでは、企画課に関連します歳出につきまして、予算に関する

説明書に沿って御説明申し上げます。 

  説明書の42ページをごらんください。 

  ２款１項１目の６の事業、行財政構造改革推進事業費でございます。予算額は５万円で、

財源は全て一般財源でございます。この事業は、行財政改革や吉田町まちづくりステップア

ップ行政評価に係る事務を推進するものでございまして、全庁的に対応すべき新たな行政課

題の検討や、総合計画の進捗状況の確認を初め、総合戦略の評価等行政評価につきまして、

行財政構造改革推進本部会議を開催して行っているもので、経常的な経費が主なものでござ

います。 

  次に、43ページ、３目財政管理費でございます。予算額は371万6,000円で、財源は全て一

般財源でございます。この事業は、予算編成事務、交付税算定、起債管理、決算統計、その

他財政の健全化への取り組みを行っている事業でございます。平成30年度は、本年度に導入

いたしました新地方公会計業務につきましての電算処理委託料として129万6,000円を計上し

ております。 

  次に、47ページから48ページの６目企画費の２の事業、企画調査費でございます。予算額

は112万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。この事業は、企画調査事務全般につ

きまして、他の事業に含まれない企画調査事務経費を支出しているところでございます。平

成30年度はこれまで総務課で負担をしておりました静岡新聞データベースｐｌｕｓ日経テレ



- 76 - 

 

コンの使用料につきまして、他市町の情報取得と町の政策推進に生かすため、平成30年度か

ら当該システムの利用料29万9,000円を当該事業費に計上しております。 

  48ページの３の事業、国際交流推進費は予算額180万3,000円で、財源は全て一般財源でご

ざいます。この事業は、吉田町国際交流協会に対する補助金が主なもので、国際交流協会で

は町の補助金を活用して、外国人のための日本語勉強会、地域住民に対する外国語教室、地

域住民と外国人の相互理解を深めるための異文化交流会などの事業を行っております。 

  48ページから49ページの４の事業、地域交流費は予算額473万9,000円で、財源は諸収入の

地域づくり推進事業助成金157万1,000円と一般財源でございます。この事業は福岡県八女市

との都市間交流事業を初め、町内で開催される大規模イベントの開催を促進し、交流事業の

拡大を図り、もって当町のにぎわい創出と、あわせて町の活性化を図ろうとするものでござ

います。 

  次に、49ページになりますが、５の事業、男女共同参画推進費は予算額62万9,000円で、

財源は全て一般財源でございます。この事業は、男女共同参画意識の普及啓発を推進するた

めの事業費でございます。平成30年度は、男女共同参画プランの事業進捗を図るため、外部

員で構成されます検討委員会で事業評価を行うとともに、さらなる普及啓発を図るため、研

修会等の講師謝礼金の計上となっております。 

  次に、６の事業、ふるさと納税推進費は予算額３億5,210万4,000円で、財源は全て一般財

源でございます。この事業費は平成30年度から新設する事業費でございます。なお、平成29

年度までは、ふるさと納税に係る経費はシティプロモーション事業費に計上しておりました

が、同事業の事業範囲が拡大するとともに事業費も増大しているため、ふるさと納税に係る

経費を明確にする必要がありますことから、平成30年度から新たに、ふるさと納税推進事業

費として新設するものでございます。 

  50ページの７の事業、生活交通確保対策費でございます。予算額3,308万円でございま

す。財源は国庫補助金、公有民営方式車両購入費国庫補助金375万円、５市２町連携中枢都

市圏構想負担金600万円、町債1,640万円と一般財源でございます。この事業は地域住民の交

通の利便性を確保することを目的としておりまして、島田静波線と藤枝相良線の２つに国庫

補助対象路線を維持するために必要な経費を関係市町と協議して交付することが主なものと

なりますが、平成30年度は路線バスの維持のための補助金や、静岡市、牧之原市及びバス事

業者と連携し、特急静岡相良線の利便性の向上に向け、バス停２カ所へのバスロケーション

システムの整備等を進める補助金を計上してございます。また、平成30年度は、地域公共交

通確保維持改善事業費補助金のメニューの１つであります公有民営方式車両購入費国庫補助

金を活用して、町が新型のノンステップ型車両を購入し、その車両を静鉄ジャストライン株

式会社に５年間のリースを行い、最終的には静鉄ジャストラインに払い下げをするものでご

ざいます。車両の運行路線は補助対象路線であります藤枝相良線でございまして、この事業

は平成28年度に開催されました町の公共交通会議で合意がなされまして、平成29年度に県の

協議会で承認決定されたものでございます。 

  次に、50ページをごらんください。 

  ８の事業、住民参画推進費は予算額7,000円、そして９の事業、ユニバーサルデザイン推

進費は予算額3,000円でございます。 
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  次に、10の事業、コミュニティ施設整備事業費は予算額450万3,000円で、財源は静岡県市

町村振興協会のコミュニティ助成事業補助金で、補助率は10分の10でございます。この事業

はコミュニティにおける住民の主体的な活動を支援することにより、地域社会の健全な発展

と住民福祉の向上を図る取り組みを行っているものでございます。平成30年度は一般コミュ

ニティ助成といたしまして、川尻区及び川尻壮年会で太鼓等の購入補助、川尻上組町内会連

合会の屋台小屋建設費に対する交付金でございます。 

  51ページをお開きください。 

  11の事業、大井川流域ｓｍｉｌｅネット事業費は予算額349万6,000円で、財源は全て一般

財源でございます。これはＦＭコミュニティ、ＦＭ島田を活用しました町の情報発信事業で

ございまして、株式会社ＦＭ島田に対する放送番組制作と中継局の設備の保守の委託料を計

上するものでございます。 

  12の事業、大井川流域交流費は予算額65万6,000円で、財源は全て一般財源でございま

す。 

  この事業は、大井川流域の市町が連携し、さまざまな交流を図るとともに、流域全体の振

興と発展を図ることを目的としておりまして、大井川長島ダム流域連携協議会、大井川の清

流を守る研究協議会、大井川流域振興連絡会に係る経費として、それぞれ負担金等を計上し

ております。 

  次に、13の事業、吉田町総合計画策定事業費でございます。予算額は140万1,000円で、財

源は全て一般財源でございます。この事業は吉田町の町政運営の基本的かつ総合的な指針と

なります吉田町総合計画の策定に関する事業費となりますが、当町では平成27年度に平成28

年度を始期としました第５次吉田町総合計画前期基本計画を策定したところでございます。 

  平成30年度は平成32年度を始期としました第５次吉田町総合計画後期基本計画を平成31年

度に策定する予定でございますので、その基礎調査といたしまして、町づくり住民意識アン

ケート調査を実施するものでございます。 

  次に、14の事業、シーガーデンシティ推進事業費でございます。予算額は1,625万5,000円

で、財源は、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金1,022万5,000円、５市２町連携中枢都市圏構

想事業負担金600万円と一般財源でございます。この事業はシーガーデンに係る事業を初

め、国の総合特区制度の指定を受けました静岡県の内陸フロンティアを拓く取り組みとなり

ます川尻区内で展開する企業活動維持支援事業と、北区内で展開します物資供給拠点確保事

業の２事業を含めましたシーガーデンシティ構想に係る事業を、総合的な企画調整及び推進

に関する事務を行うための事業費を計上しているものでございます。 

  平成30年度では、川尻海岸におきまして、国の防潮堤のかさ上げ事業を始まりますことか

ら、シーガーデンシティ構想のさらなる推進を図るため、新たにシーガーデンシティ構想推

進委員会を立ち上げますことから、これらの委員会の開催やシーガーデンに係る調査委託料

などの経費を計上しております。 

  また、静岡中部連携中枢都市圏事業といたしまして、特急静岡相良線を中心に都市間交通

の利便性向上と、さらなる都市間交流の拡大を図ることを目的に、吉田インターチェンジ周

辺活性化調査及び役場前の利活用調査の業務を実施するものでございます。 

  次に、52ページから53ページの15の事業、シティプロモーション事業費でございます。予

算額は4,952万7,000円で、財源は、国庫支出金の結婚新生活支援事業費補助金90万円、県支
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出金のふじのくに少子化突破戦略応援事業補助金716万円、ふるさとよしだ寄附金基金繰入

金341万2,000円、諸収入の地域づくり推進事業費助成金192万9,000円、そして一般財源でご

ざいます。この事業はさまざまなツールを活用しまして、町の魅力や特徴ある施策を効果的

に発信し、移住・定住者や交流人口の増加を図り、町の新たなにぎわいを創出しようとする

事業でございます。この事業は大きく四つの事業を実施しておりまして、吉田町ＰＲ部長よ

し吉を活用したＰＲ事業を初め、移住・定住促進事業、町のシティプロモーション事業、一

般社団法人吉田町まちづくり公社への負担金等の事業を展開しております。 

  平成30年度では、生活交通確保対策費におきまして、公有民営方式車両購入費国庫補助金

を活用して、町が購入する新型のノンステップバスの車両に、当町をＰＲするラッピングを

施すためのバスラッピング業務委託料を新たに計上するほか、平成29年度に引き続きまし

て、町のＰＲ部長よし吉を活用した町のＰＲ等を行い、町と事業者が一体となってにぎわい

づくりに取り組む吉田町賑い創出事業費補助金、また、地域イノベーション推進事業費負担

金は、当町と川根本町による実行委員会を構成し、創業支援セミナーの実施を初め、地域の

課題解決に向けた取り組みや、地域資源を活用する取り組みなどを行う地域イノベーション

推進事業を進めるための負担金。そして国の結婚新生活支援事業費補助金を活用した定住促

進事業費補助金や、県のふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金を活用しました若

年者住宅取得応援補助金などを計上しております。 

  次に、16の事業、地域おこし協力隊事業費でございます。予算額は880万円で、全て一般

財源でございます。この事業は、平成30年度から新たに新設する事業でございまして、総務

省が推奨します地域おこし隊事業を活用し、町の観光イベント等の企画運営を始め、地域の

魅力の発信業務や地域間交流、移住・定住促進支援業務のさらなる推進に資する事業費で、

地域おこし隊２名分の報酬などの人件費及び活動費が主なものでございます。なお、この地

域おこし隊につきましては、１人当たり400万円を上限に特別交付税が措置されるものでご

ざいます。 

  次に、61ページから62ページにかけましての12目空港対策費は予算額110万5,000円で、財

源は全て一般財源でございます。空港対策協議会や島田市、牧之原市などと連携しました空

港対策や利活用事業の調整を進めるための経費を計上しております。 

  以上が歳出２款１項１目６の事業から12目までに関します概要でございます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、会計管理者兼会計課長、お願いいたします。 

  会計管理者兼会計課長、門田万里子君。 

○会計管理者兼会計課長（門田万里子君） 会計課でございます。 

  予算に関する説明書の44ページをごらんください。 

  会計課からは、２款１項４目会計管理費の２の事業、出納管理事務費について、御説明を

させていただきます。予算額は185万5,000円で、財源は全て一般財源でございます。公金の

収納及び支払い事務を円滑かつ適正に執行するための事務管理費で、全て経常経費でござい

ます。主なものとしましては、12節役務費の指定金融機関派出手数料108万円の計上でござ

います。また、13節委託料は、備品の登録や廃棄等の処理を行っている備品管理業務システ

ムの電算委託料で26万円の計上でございます。 
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  以上が会計課の当初予算の説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、防災課長兼防災監、お願いいたします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費のうち、防災課関係の予算につきまして、説明書により御説

明申し上げます。 

  55ページ、８目防犯対策費、２の事業、防犯対策推進費をごらんください。 

  予算額は1,023万2,000円で、財源は全て一般財源でございます。防犯活動の支援や犯罪の

起こりにくい環境を整備することで、健全で明るい社会を形成することを目的としているも

のでございます。防犯まちづくり推進協議会の委員報酬、各自治会に管理委託しております

防犯灯の新規設置及び移設整備委託料、防犯カメラの借上料及びＬＥＤ防犯灯の借上料など

を計上してございます。 

  次に、説明書56ページの９目交通安全対策費、２の事業、交通安全推進費でございます。  

予算額は624万円で、財源は全て一般財源でございます。交通安全意識や交通安全マナーの

高揚を図るため、交通安全運動を展開することで、安全で安心な町づくりを推進することを

目的としているものでございます。交通安全施設の修繕や新設工事費及び県交通安全指導員

４人分の設置費負担金を主に計上してございます。 

  次に、説明書57ページ、３の事業、交通指導員活動費でございます。予算額は589万円

で、財源は全て一般財源でございます。交通安全活動の推進を担う交通指導員の活動費でご

ざいます。交通指導員34人分の報酬及び出動手当を主に計上してございます。 

  以上が２款１項に係る防災課関係の説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  ２款総務費、１項９目交通安全対策費のうち４の事業、交通安全施設整備費について、説

明書に基づき、御説明をいたします。 

  説明書の57ページをごらんください。 

  この事業は、町内全域を対象に、通学路や生活道路等の安全性・利便性を確保するため、

各種交通安全施設を維持・修繕し、町民の皆様が安全で安心して暮らせるように事業実施を

しておるものでございます。主な事業内容としましては、区画線工3,345メートル、転落防

止柵105メートルを施工するものでございます。予算額は500万円で、財源は一般財源となっ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 次に、２款総務費、２項から６項、12款公債費、13款諸支出金及び14

款予備費の説明を求めます。 

  初めに、税務課長、お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 
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  ２款総務費、２項徴税費につきまして、御説明申し上げます。 

  説明書の62ページから63ページ、１目税務総務費、２の事業、税務総務費をごらんくださ

い。予算額は5,833万4,000円でございます。財源は一般財源のほか、県支出金でございま

す。税務事務の効率化を図るため、臨時職員の賃金、各種協議会への負担金及び過年度分町

税還付金が主なものでございます。 

  次に、説明書の64ページ、２の事業、賦課徴収費をごらんください。予算額は4,179万

5,000円で、財源は全て一般財源でございます。課税の適正化、収納率向上を図るため、税

務相談員の顧問料、電算システム委託料、固定資産課税基礎作成委託料、滞納整理機構負担

金が主なものでございます。 

  平成30年度は地方税の電子納税を推進するため、地方公共団体が共同で収納を行うための

地方税共通納税システム導入に伴う委託料150万円を計上しております。また、町税のコン

ビニ収納を導入するための施設改修が終了したことによりまして、前年度より減額となって

おります。 

  以上が２項徴税費でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、町民課長、お願いいたします。 

  町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  ２款３項戸籍・住民基本台帳費につきまして、予算に関する説明書により御説明申し上げ

ます。 

  説明書の66ページ、２の事業、戸籍・住民基本台帳事務費をごらんください。予算額は

4,611万3,000円でございます。財源といたしましては一般財源のほか、国庫支出金、県支出

金でございます。この事業は、戸籍事務、住民基本台帳事務等に関する届け出の受理や、住

民票等の証明書の交付事務に係る予算を計上しております。主な支出は、戸籍や住民ネット

ワークシステム等の委託料や、平成29年10月から始まりました証明書コンビニ交付サービス

使用料等の使用料及び賃借料でございます。 

  以上で町民課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、総務課長、お願いいたします。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  ２款総務費の４項の選挙費と13款１項の普通財産取得費につきまして御説明いたします。 

  説明書の67ページ、68ページの２款４項１目選挙管理委員会費の２の事業、選挙管理費で

ございます。予算額は70万円で、財源は全て一般財源でございます。選挙の適正な執行に資

するため、公職選挙法に基づく定期的な選挙管理委員会の開催の経費及び適正な選挙人名簿

の管理に資する電算処理委託料などの経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の68ページの２目明るい選挙推進費の２の事業の明るい選挙推進費でござい

ます。予算額は15万9,000円で、財源は全て一般財源でございます。選挙に対する意識を向

上させるとともに、きれいな選挙が行われるよう選挙啓発を行うため、小・中学校の児童・

生徒を対象としたポスターコンクールへの参加賞、副賞代などのほか、新成人及び18歳にな

る高校生へ選挙啓発物品の経費が主なものでございます。 
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  次に、説明書の68ページの３目静岡県議会議員選挙費の２の事業、静岡県議会議員選挙費

でございます。予算額は284万9,000円で、財源は全て県支出金でございます。平成31年４月

上旬に予定されております静岡県議会議員選挙の執行経費で、公正かつ迅速な選挙事務を執

行するため、平成30年度中に事前に準備をする必要があるものについて予算計上させていた

だいております。 

  続きまして、説明書の208ページ、209ページの13款１項１目普通財産取得費の２の事業の

普通財産取得費をごらんいただきたいと存じます。予算額は2,000円で、財源は全て一般財

源でございます。土地購入費、補償費、それぞれ1,000円の頭出しでございます。 

  以上が総務課からの２款４項の選挙費と13款１項の普通財産取得費の説明でございます。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、企画課長、お願いいたします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  説明書の70ページをごらんください。 

  70ページの２款５項統計調査費、１目統計調査総務費の２の事業、統計一般事務費をごら

んください。予算額は22万8,000円でございます。財源は一般財源のほか、県支出金に計上

いたしました統計調査費委託金４万6,000円で、こちらは統計に係る経常的な経費を計上し

ておるものでございます。 

  次に、２目諸統計調査費の２の事業、諸統計調査費は、予算額177万7,000円で、財源は、

全て県支出金の統計調査費委託金でございます。平成30年度は工業統計調査、それから住

宅・土地統計調査及び漁業センサス調査の３つの調査が行われますことから、それぞれの調

査の委員の報酬等を支払う額を計上しているものが主なものとなっております。 

  続きまして、207ページをごらんください。 

  12款公債費でございます。１項公債費、１目元金の２の事業、公債費元金は予算額10億

3,783万4,000円で、財源は全て一般財源でございます。 

  207ページの２目利子の２の事業、公債費（利子）は、予算額9,024万1,000円で、財源は

全て一般財源でございます。 

  次に、３目公債諸費でございますが、208ページでございます。こちらは1,000円の計上で

ございます。こちらは元利の支払い手数料でございます。 

  続きまして、209ページの13款諸支出金でございますが、209ページから210ページにかけ

ましての２項基金費、１目基金費積立金でございます。２の事業、財政調整基金費は150万

1,000円、３の事業、減債基金費は予算額３万1,000円、４の事業、環境保全基金費は予算額

1,000円。210ページの５の事業、小・中学校建設基金費は予算額19万円、６の事業、教育振

興基金費は予算額42万4,000円、７の事業、ふるさとよしだ寄附金基金費は予算額２億1,026

万8,000円とそれぞれ計上しており、積立金の合計は２億1,241万5,000円となっているもの

でございます。財源は、財産収入に計上いたしました基金利子でございますが、６の事業、

教育振興基金費につきましては、基金利子のほか、諸収入に計上いたしました高等学校等奨

学金返還金36万円、７の事業、ふるさとよしだ寄附金基金費につきましては、ふるさと納税

の指定寄附金２億1,000万円となっております。 

  最後に、14款予備費でございますが、昨年同様2,000万円の計上でございます。 
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  以上が企画課に係ります歳出の予算でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、議会事務局長、お願いいたします。 

  議会事務局長、八木寿彦君。 

○議会事務局長（八木寿彦君） 議会事務局でございます。 

  予算に関する説明書の71ページをごらんください。 

  ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費でございます。財源は全て一般財源でござ

います。予算額は129万5,000円でございます。この事業費は、監査委員の定期監査、例月出

納検査、研修会などに係る人件費が主なものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、会計管理者兼会計課長、お願いいたします。 

  会計管理者兼会計課長、門田万里子君。 

○会計管理者兼会計課長（門田万里子君） 会計課でございます。 

  予算に関する説明書の208ページをごらんください。 

  12款公債費の１項２目の２の事業、公債費利子のうちの会計課が所管いたします一時借入

金償還利子について御説明いたします。 

  これは、一時的に資金不足となった場合、不測の事態に対応するための一時借り入れで生

じる利子で、一時借入金の借り入れの最高額を５億円と定めておりますので、借り入れ最高

額の５億円に伴う利子として42万5,000円の計上でございます。 

  以上が会計課に係る予算の説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 次に、３款民生費の説明を求めます。 

  初めに、福祉課長、お願いします。 

  福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  ３款民生費のうち、福祉課が関係する事業につきまして、御説明を申し上げます。 

  説明書の72ページ、73ページをごらんください。 

  ３款１項１目、２事業福祉総務費でございます。予算額216万2,000円で、財源は全て一般

財源でございます。臨時職員の賃金と社会福祉業務に係る消耗品や自動車修繕費等の経常的

な経費を計上しております。 

  次に、３事業、民生・児童委員活動費でございます。予算額641万9,000円で、財源は一般

財源のほかに、県支出金でございます。民生・児童委員の活動費に係る負担金が主なもの

で、民生・児童委員が50人、主任児童委員が３名、地域の代表として活動をしていただいて

おります。 

  次に、74ページをごらんください。 

  ４事業、戦没者追悼事業費でございます。予算額68万3,000円で、財源は全て一般財源で

ございます。戦没者のみたまを敬う事業として10月に挙行しており、戦没者の追悼式に係る

記念品と委託料が主なものでございます。 

  ５事業、社会福祉協議会補助金でございます。予算額3,646万3,000円で、財源は全て一般

財源でございます。事務局人件費のほか、相談事業、民生・児童委員活動費、福祉団体に対

する補助金でございます。 
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  ６事業、福祉介護手当支給事業費でございます。予算額248万円で、財源は一般財源のほ

かに、財産収入でございます。在宅で寝たきりの高齢者や重度の心身障害者の介護者に対し

て支給する福祉介護手当で、月額１万円でございます。 

  次に、７事業、地域福祉計画策定事業費でございます。予算額９万8,000円で、財源は全

て一般財源です。地域福祉計画は町の地域福祉を総合的に推進するために、５年に１度見直

しを行い策定を行っております。毎年、進捗状況を確認してまいるための経費でございま

す。 

  次に、77ページをごらんください。 

  ４目老人福祉費でございます。２事業、老人福祉対策費でございます。予算額140万9,000

円で、財源は全て一般財源でございます。老人福祉事業のための経常的経費に加えて、高齢

者移動支援事業、特殊寝台などの日常生活用具貸与事業、ワンコインサービス事業、紙おむ

つなどの費用を助成する在宅支援生活品助成事業など、高齢者の在宅生活を支援するための

事業を計上しております。 

  次に、78ページをごらんください。 

  ３事業、敬老事業費でございます。予算額399万8,000円で、財源は一般財源でございま

す。高齢者を敬い、長寿をお祝いするために、100歳の方へのお祝い金、米寿を迎えられた

方へのお祝い写真の贈呈、喜寿及び80歳以上の方への敬老記念品の贈呈を行っております。 

  次に、４事業、社会福祉施設管理事業費でございます。予算額は6,118万6,000円で、財源

は一般財源のほかに、使用料及び諸収入でございます。当課が所管する各施設の指定管理料

及び牧之原市にあります相寿園管理組合負担金でございます。 

  次に、79ページをごらんください。 

  ５事業、老人保護措置費でございます。予算額は636万1,000円で、財源は一般財源のほか

に、負担金でございます。現在、２人の方が措置入所されており、入所に係る措置費でござ

います。 

  次に、６事業、高齢者社会参加推進事業費でございます。予算額は991万3,000円で、財源

は一般財源のほかに、県支出金でございます。さわやかクラブやシルバー人材センターへの

運営費補助金で、高齢者の社会参加を支援しております。 

  次に、80ページをごらんください。 

  ７事業、高齢者見守り体制整備事業費でございます。予算額は53万8,000円で、財源は全

て一般財源でございます。高齢者の見守りネットワーク体制を構築するとともに、関係者に

よる連絡会を開催し、地域で見守ることの大切さを理解していただいております。 

  次に、８事業、ひとり暮らし高齢者等対策事業費でございます。予算額は102万8,000円

で、財源は一般財源のほかに、諸収入でございます。緊急通報システムや配食サービスな

ど、ひとり暮らし高齢者の在宅生活を守るための事業を実施しております。 

  次に、80ページ、81ページをごらんください。 

  ５目心身障害者福祉費でございます。２事業、心身障害者福祉費でございます。予算額

447万3,000円で、財源は一般財源のほかに、県支出金及び諸収入でございます。身体・知

的・精神の３障害者の相談員の報償金と心身障害者扶養共済に係る納付金でございます。 
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  次に、３事業、心身障害者更生援護費でございます。予算額4,871万1,000円で、財源は一

般財源のほかに、県支出金です。重度障害者に対する医療費や移送費が主な事業費でござい

ます。 

  次に、82ページをごらんください。 

  ４事業、心身障害者施設等負担金でございます。予算額2,399万6,000円で、財源は全て一

般財源でございます。駿遠学園とつくしの家に対する負担金でございます。 

  ５事業、心身障害者自立支援事業費でございます。予算額４億9,378万7,000円で、財源は

一般財源のほかに、国・県支出金です。障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう、

福祉サービスを提供しております。障害児の放課後等デイサービスや児童発達支援に係る事

業費が増加しております。 

  次に、83ページをごらんください。 

  ６事業、障害者自立支援施設管理事業費でございます。予算額は400万8,000円で、財源は

全て一般財源でございます。障害者自立支援施設あつまリーナに係る指定管理委託料が主な

ものでございます。 

  次に、84ページをごらんください。 

  ７事業、地域生活支援事業費でございます。予算額は2,884万5,000円で、財源は一般財源

のほかに、国・県支出金及び諸収入でございます。手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業、

訪問入浴サービス、相談支援事業などで、障害者が在宅で生活し続けられるよう支援する事

業でございます。 

  次に、85ページをごらんください。 

  ６目人権・地域改善費の２事業、人権・地域改善費でございます。予算額は40万3,000円

で、財源は一般財源のほかに、県支出金でございます。人権啓発活動を推進するため、人権

教 育講演会やパンフレットの作成などを行います。 

  ３事業、神戸西会館運営費でございます。予算額は439万8,000円で、財源は一般財源のほ

かに、使用料及び県支出金でございます。 

  次に、86ページ、87ページをごらんください。 

  ７目介護保険費の２事業、介護保険事業会計繰出金でございます。予算額は２億7,707万

6,000円で、財源は一般財源のほかに、国・県支出金でございます。平成30年度の介護保険

事業の介護給付費、地域支援事業費、事務費の法定負担割合繰出金と、低所得者の保険料に

対する軽減分繰出金でございます。 

  次に、３事業、低所得者利用者負担額軽減措置事業費でございます。予算額は35万円で、

財源は一般財源のほかに、県支出金でございます。社会福祉法人等が、低所得で生活が困難

な利用者に対して介護サービスの利用負担額の軽減を行った場合に、法人に対して補助を行

うものでございます。 

  次に、105ページをごらんください。 

  ３項１目生活保護費、２事業、生活保護費でございます。予算額は20万3,000円で、財源

は一般財源のほかに、県支出金です。行旅人に対する隣町へのバス代の支援です。 

  ４項１目災害救助費、２事業、災害救助費は8,000円でございます。 

  以上、福祉課が関係いたします予算につきまして御説明申し上げました。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 
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○議長（藤田和寿君） 続きまして、町民課長、お願いいたします。 

  町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  ３款１項社会福祉費につきまして、予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

  説明書の75ページ、２の事業、国民年金事務費をごらんください。予算額は178万4,000円

でございます。財源といたしましては、全額国庫支出金でございます。国民年金の事務は、

国の法定受託事務であり、町では国民年金の資格に関する届け出や保険料の免除申請などの

手続を行っております。平成30年度は、年金関係届出書の電子媒体化等及び社会保障・税番

号制度に係るシステム改修が行われることから、平成29年度と比べ、121万1,000円の増額と

なっております。 

  次に、76ページ、77ページの３目国民健康保険費の２の事業、国民健康保険事業会計繰出

金でございます。予算額は１億5,296万4,000円で、財源は一般財源のほか、国庫支出金、県

支出金でございます。主な支出といたしましては、低所得者の軽減対策としての保健基盤安

定繰出金でございます。このうち、保険税の軽減分を補塡する保険税軽減分は県が４分の

３、町が４分の１を負担し、保険税負担を緩和するための保険者支援分は、国が２分の１、

県が４分の１、町が４分の１を負担するものでございます。また、職員給与費等繰出金は、

国保会計が支弁する国民健康保険運営協議会の費用や国民健康保険税の賦課徴収をするため

の費用を計上しております。 

  町民課からは以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、こども未来課長、お願いいたします。 

  こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  こども未来課に係る歳出の説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の88ページをごらんください。 

  ２項１目、２事業の児童福祉費は1,668万7,000円で、財源内訳としましては、国庫支出

金、県支出金、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金及び一般財源です。ファミリー・サポート

事業に係る経費もこの予算に含まれており、７節臨時職員賃金にはアドバイザーの賃金が含

まれています。同じく賃金でございますが、当課を各種手続のため訪れるお客様の対応のた

め、窓口に配置しております臨時職員の賃金もここに含まれております。 

  13節調査委託料には、第２期の子ども・子育て支援事業計画を策定するための基礎調査に

係る業務委託の費用を計上しております。 

  20節扶助費は、出産祝い金支給事業です。県のふじの国地域少子化突破戦略応援事業費補

助金を活用して29年度から実施しているもので、第２子の出産には５万円、第３子以降の出

産には10万円の支給を行って、出産後の経済的な負担感を和らげ、出生率の向上を目指して

展開しているものです。 

  89ページ、３の事業の児童虐待防止事業費は553万円で、財源内訳としましては、国庫支

出金、県支出金と一般財源です。児童虐待等要保護児童の相談、指導等に係る費用でありま

す。相談件数は年々増加する傾向にあります。対応先から関係機関へ連絡する機会も多いこ

とから、12節役務費に携帯電話導入に係る費用を計上させていただいております。 
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  90ページ、４の事業のひとり親家庭対策事業費は633万3,000円で、財源内訳としまして

は、県支出金と一般財源です。20歳未満の児童を扶養している母子家庭、父子家庭等に対す

る医療費の助成が主なもので、このほか、ひとり親家庭にランドセル等の購入費の一部を補

助するひとり親家庭就学支援事業費も計上しております。 

  ５事業、こども発達支援事業費は2,427万1,000円で、財源内訳としましては、使用料と諸

収入です。個別の療育を行う必要があると認められる３歳から５歳の幼児に対して、こども

発達支援事業所で日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うため

の費用です。 

  92ページのこども医療費助成事業費は１億3,817万6,000円で、財源内訳としましては、県

支出金諸収入と一般財源です。ゼロ歳から15歳の中学校卒業までの児童の医療費を負担する

こども医療費に係る費用です。こども医療費を助成することにより、保護者の経済的負担の

軽減を図り、子供の疾病を早期に発見し、適切な医療を受けさせようとするものです。 

  ２目、２の事業の児童手当費は５億3,486万5,000円で、財源内訳としましては、国庫支出

金、県支出金、一般財源です。児童手当は児童手当法に基づいて、ゼロ歳から中学校修了ま

での児童の保護者に支給するもので、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の

社会を担う児童の健全な育成を図るものです。対象児童数の減少が見込まれることから、前

年比減の予算となっています。 

  93ページの３目、２の事業、保育園管理費は２億1,696万円で、財源内訳としましては、

国庫支出金、県支出金、使用料とふるさとよしだ寄附金基金繰入金及び一般財源です。 

  ７節臨時職員賃金には保育士、給食員のほか、保育士資格はないものの、保育士の指示の

もと、保育業務の補助に当たる保育補助や、事務補助に当たる臨時職員を雇用する費用も含

まれております。これは、保育士の負担を軽減させて保育に専念できる環境をつくり、もっ

て保育の質の向上を図ろうとするものでございます。 

  13節保育園人材派遣委託料は、保育士確保のため28年度途中から活用している保育士の人

材派遣を、30年度も引き続き活用して、待機児童対策の一策とするためのものです。 

  19節負担金補助及び交付金の増額は、多様な保育推進事業費補助金の計上によるもので、

これは１歳児、２歳児を預かる補助対象施設に新たに認定こども園が含まれるようになった

ことによるもので、29年度予算においても12月補正でお認めをいただいたものです。 

  20節の施設型給付費は町外の認定こども園へ通うお子さんに係る給付費を、また地域型保

育給付費は、町内にあった認可外保育所が29年度から小規模保育事業所に移行したために、

引き続きその給付費を計上したものです。 

  95ページ以降に４つの保育園それぞれを運営するための事業を計上しています。財源内訳

としましては、いずれも使用料、諸収入と一般財源です。 

  95ページ、３事業のさくら保育園運営費は1,901万6,000円で、前年比増額の主な理由は、

14節照明設備等借上料に計上したバルクリースを利用した照明、空調に係る使用料です。 

  96ページ、４事業のすみれ保育園運営費は2,520万7,000円で、電気代等需用費の減によ

り、前年比減となっております。 

  18節備品購入費では、乳児用の砂場に日差しを遮るテントを購入したいと考えておりま

す。 
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  98ページの５事業のさゆり保育園運営費は1,984万7,000円です。前年比減の理由は、電気

代の減であります。 

  99ページ、６事業のわかば保育園運営費は2,591万9,000円で、前年比増額の主な理由は、

経年劣化により傷みの生じているテラスの修繕費です。 

  101ページ、４目、２事業の児童館運営費は797万9,000円で、財源内訳としましては、諸

収入と一般財源です。児童に健全な遊びを与え、心身ともに健やかに育成するために、児童

館において各種事業を行う経費であります。 

  102ページの３事業の放課後児童健全育成事業費は4,990万2,000円で、財源内訳としまし

ては、国庫支出金、県支出金、諸収入と一般財源です。子供たちに適切な遊びと生活の場所

として提供する放課後児童クラブの運営費で、支援員の賃金等が主なものです。 

  ７節賃金につきましては、平成31年度からクラブをふやすことを想定し、支援員を早目に

確保できるよう増額しております。 

  12節役務費のうちの口座振替手数料と13節委託料の電算処理委託料は、放課後児童クラブ

利用料の収納方法に口座振替を導入することに伴う費用となります。 

  103ページ、４事業の地域子育て支援拠点事業費は544万8,000円で、財源内訳としまして

は、国庫支出金、県支出金、諸収入と一般財源です。子育て支援センターに係る運営費で、

子育ての不安感を緩和し、保護者が交流する場としてセンターを提供しています。 

  ７節の賃金は、土日のみに出勤する指導員を確保できたことで、前年より低減できており

ます。 

  104ページ、５事業の子ども会育成連合会助成事業費は40万円で、財源内訳としまして

は、全て一般財源です。地域における児童の健全育成を推進する子ども会育成連合会への助

成費です。 

  ６事業の放課後児童クラブ建設事業費は、この事業自体が平成30年度に特筆すべき事項と

なりまして、事業費は１億5,836万円、財源内訳としましては、国庫支出金、県支出金、地

方債、一般財源です。ＴＣＰ トリビンス プランに係る施策の一つに放課後児童クラブの拡

充が位置づけられたことにより、31年度から入所基準を緩和して希望者を受け入れるため

に、30年度に施設の増設をしようとするもので、三つの小学校区それぞれに一つずつ、合計

三つの増設を計画しております。なお、行政報告会や全員協議会でお渡しいたしました平成

30年度当初予算案の概要を記した資料には、この事業費にさきに御説明した３事業、放課後

児童健全育成事業費の賃金のうち、支援員を早目に確保するための賃金分386万7,000円を加

算いたしまして、放課後児童クラブの拡充を１億6,222万7,000円と掲載しております。 

  105ページ、５目、２事業の児童厚生施設整備費は33万2,000円で、財源内訳としまして

は、全てが一般財源です。町内に８カ所ある児童遊園地の管理費です。 

  以上でこども未来課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） ここで暫時休憩とします。 

  再開は10時50分とします。 

 

休憩 午前１０時３７分 
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再開 午前１０時４９分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。 

  次に、４款衛生費の説明を求めます。 

  初めに、健康づくり課長、お願いいたします。 

  健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  健康づくり課が所管する４款衛生費、１項保健衛生費につきまして、予算に関する説明書

により御説明いたします。 

  107、108ページをごらんください。 

  １目保健衛生総務費、２の事業、保健衛生管理費でございます。予算額は1,018万2,000円

で、財源は全て一般財源でございます。健康づくり課の総務経費と保健センターの管理費と

なります。育児休業を取得している職員の代替の臨時職員の賃金が増額となっております。 

  次に、109ページをごらんください。 

  ３の事業、救急医療対策事業費でございます。予算額は799万4,000円で、財源は全て一般

財源でございます。志太榛原地域の市町が連携し、地域の救急医療体制を整えるための事業

でございます。平成30年度は、志太榛原地域救急医療センター運営費負担金につきまして

は、救急医療センター運営費の繰越額が減額になっていることにより、全ての関係市町の負

担額が増額となりました。 

  次に、４の事業、榛原病院負担金でございます。予算額は３億9,087万5,000円で、財源は

全て一般財源でございます。町民に安定した医療を提供するため、榛原総合病院の運営に必

要な負担金を支出します。平成30年度の吉田町の負担割合は33.125％でございます。 

  次に、109から110ページの６の事業、災害時医療救護対策事業費でございます。予算額は

64万1,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金及び諸収入でございます。この事業は、

災害時の医療救護体制の整備を目的に事業を進めており、平成30年度も引き続き必要物品の

購入を行うとともに、医療救護研修会を開催するための予算を計上しております。 

  次に、７の事業、地域医療対策事業費でございます。予算額は２万3,000円で、財源は一

般財源でございます。核家族化や高齢化の進行により変化する、地域が必要とする医療体制

を構築していくための会議、研修等の事業費を計上しております。 

  次に、110から111ページ、２目予防費、２の事業、感染症予防費でございます。 

  予算額は１億470万2,000円で、財源は全て一般財源でございます。伝染のおそれのある疾

病の発生と蔓延を予防するため予防接種を行い、また感染症及び予防接種について正しい知

識の普及などを行います。平成30年度から新たに１歳から中学３年生までを対象に、季節性

インフルエンザの発病と重症化予防のため、予防接種費用の一部を助成する子供インフルエ

ンザ予防接種費助成事業、また１歳から未就学児を対象に、おたふく風邪への罹患及び合併

症の予防を目的に予防接種費用を助成するおたふく風邪予防接種費助成事業を開始するため

の予算を計上しております。 

  次に、説明書116ページから117ページをごらんください。 
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  ５目母子保健衛生費、２の事業、母子保健衛生費でございます。予算額は6,326万2,000円

で、財源は一般財源のほか、国・県の支出金、諸収入及びふるさとよしだ寄附金基金繰入金

でございます。平成30年度の新規事業としましては、健診、相談、訪問事業など、従来の母

子保健サービスによる支援体制をさらに充実させ、妊娠期から子育て期まで切れ目ないきめ

細やかな支援を提供し、安心して出産、子育てができる町を目指し、新たに２つのサービス

を開始いたします。 

  １つ目は、出産後間もない時期の産婦さんが、心身ともに健やかに育児ができるよう身体

面の検診に加え、精神面から見た産後鬱の予防の視点を取り入れた国庫補助事業である産婦

健康診査を新たに導入し、産後の初期段階における母子に対する支援を強化してまいりま

す。内容は、医療機関等で一定の内容の検診を受けていただき、その費用を一部公費負担す

るもので、医療機関からいただいた検診結果をもとに、支援が必要な産婦さんに対し、保健

師、助産師が早期に支援を行ってまいります。 

  ２つ目は、産後の母親が持つ授乳に対する不安や、トラブルに対応する乳房ケアに係る費

用を一部助成する乳房ケア費助成事業を新たに開始いたします。 

  次に、３の事業、妊娠・出産包括支援事業費でございます。予算額は244万4,000円で、財

源は一般財源のほか、国・県の支出金と諸収入でございます。妊娠・出産・子育ての切れ目

ない支援を行うための子育て世代包括支援センター設置と、それに関連する事業でございま

す。産後ケア事業として集団で実施しておりますリフレッシュママ産後クラス事業に加えま

して、新たに個別に医療機関等でサービスが受けられるデイサービス型の産後ケア事業を開

始するための予算を計上しております。 

  次に、117から118ページでございます。 

  ６目健康づくり事業費、２の事業、健康づくり事業費でございます。予算額は217万8,000

円で、財源は全て一般財源でございます。健康づくり事業費の事業は、地域の健康づくりの

リーダーとして活動していただく保健協力員活動事業、町の健康づくりの推進を図る健康づ

くり推進協議会等の開催などの町ぐるみの健康づくりの体制整備に加えまして、平成27年度

から実施しております健康マイレージ事業、ウォーキングイベントも引き続き実施する計画

でございます。 

  次に、３の事業、ダンス健康づくり事業費でございます。予算額は600万円で、財源は一

般財源でございます。吉田町オリジナルダンスを用いて健康づくりを推進するダンス健康づ

くり推進会の事業に対して、実績に基づき補助金を交付します。平成30年度はダンス推進会

が主催する「笑っしょい吉田フェスティバル」が10周年を迎えることから、節目としての記

念事業を実施するための予算を計上しております。 

  次に、118から119ページ、４の事業、健康体操運営費でございます。予算額は388万1,000

円で、財源は一般財源のほか、諸収入でございます。各種健康体操教室を実施することによ

り、運動不足の解消や体力低下の防止を図り、運動習慣の定着を目指す事業でございます。

今年度は総合体育館の改修工事に伴い、教室の改造の変更を行い、幾つかの教室を統合、休

止したことで減額となっておりましたが、平成30年度は教室内容をさらに見直した上で、29

年度とほぼ同規模の教室実施するための予算を計上しております。 

  次に、５の事業、食育推進事業費でございます。予算額は47万5,000円で、財源は一般財

源のほか、諸収入でございます。食育推進連絡会議の開催、食育に関する講座、調理実習等
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の実施、健康づくり食生活推進協議会に対する補助金等、町ぐるみで食育推進を図るための

事業でございます。今年度、健康づくり食生活推進協議会の発足40周年を記念し実施しまし

た食育セミナー及びレシピ集作成に係る経費が、30年度は減額となっております。今後は作

成したレシピ集を活用し、食育推進事業を展開してまいります。 

  次に、120から122ページ、８目、２の事業、健康増進事業費でございます。予算額は

3,172万4,000円で、財源は一般財源のほか、国・県支出金でございます。各種がん検診、肝

炎ウイルス検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診などの成人検診事業、健康相談、検診事後の

個別指導と集団指導等を実施します。 

  平成28年度から実施してきました地区健康度アップ事業も、29年度までに10町内会で実施

しており、30年度も引き続き実施するよう計画しており、町の健康課題である高血圧有病者

と予備軍を減らす対策や、生活習慣病の発症予防、重症化予防事業を実施してまいります。   

以上が健康づくり課所管事業の当初予算の説明でございます。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、４款衛生費、１項保健衛生費の中で、都市環境課に関係いたします事

業につきまして、予算に関する説明書に基づき、御説明申し上げます。 

  予算に関する説明書の109ページをごらんください。 

  １目保健衛生総務費、５事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（火葬場費）でござい

ます。予算額は1,458万4,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域

施設組合火葬場の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するもの

でございます。火葬業務委託料や、例年実施しております火葬炉補修工事などに係る負担金

でございます。 

  次に、111ページをごらんください。 

  ３目環境衛生費、２事業の環境衛生推進事業費でございます。予算額は512万円で、財源

は一般財源のほか、使用料及び手数料、県支出金でございます。死亡猫等の回収や狂犬病予

防注射等、犬猫を初めとする動物保護に係る経費が主なものとなっており、主な予算項目と

いたしましては犬猫等死亡収集運搬委託料や、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金など

でございます。 

  次に、112ページをごらんください。 

  ３事業のごみ減量・リサイクル推進事業費でございます。予算額は859万4,000円で、財源

は全て一般財源でございます。この事業は、ごみの分別収集や排出抑制により、減量化、リ

サイクル率の向上を図るものでございます。主な予算項目といたしましては、生ごみ処理機

等設置費補助金やシルバー人材センターに剪定枝等をチップにし、堆肥化するための委託料

でございます。 

  次に、113ページをごらんください。 

  ５事業の地球温暖化防止対策事業費でございます。予算額は200万3,000円で、財源は全て

一般財源でございます。環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促進し、環境保

全を図るため、太陽光発電システムを設置する方に、その経費の一部として１件２万円、太
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陽光発電等でつくられた電力を安定的かつ効率的に利用するために蓄電池を設置する方に１

件10万円の補助金を交付するものでございます。 

  次に、６事業の環境教育推進事業費でございます。予算額は44万2,000円で、財源は全て

一般財源でございます。主な予算項目といたしましては、環境に対する関心と理解を深める

ための環境学習教室の開催のための経費や、子供たちがエコリーダーとなり、学校や家庭で

地球温暖化防止に取り組むエコチャレンジＫＩＤｓ事業の開催のための負担金でございま

す。エコチャレンジＫＩＤｓ事業につきましては、平成30年度は中央小学校で実施する予定

でございます。 

  次に、114ページをごらんください。 

  ７事業の環境保全費でございます。予算額は2,731万9,000円で、財源は全て一般財源でご

ざいます。公園や河川等公共用地の除草や低木の剪定、害虫駆除、不法投棄の回収等の作業

に係る経費でございます。主な予算項目としましては、公共用地草刈り等業務委託料とし

て、シルバー人材センターに委託するための予算を計上いたしております。このほか、臨時

職員賃金や燃料などの需用費、車両の借上料、備品購入費などの経費を計上しております。

平成30年度につきましては、臨時職員を５名から７名に増員し、公園や河川等、公共用地の

除草等に対応してまいります。 

  次に、115ページをごらんください。 

  ８事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（し尿処理費）でございます。予算額は

9,397万9,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合し尿処

理施設の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するものでござい

ます。この負担金は、施設運転管理委託料や修繕料などの施設の管理に係る経費が主なもの

でございます。 

  次に、９事業の吉田町牧之原市広域施設組合負担金（ごみ処理費）でございます。予算額

は４億2,556万6,000円で、財源は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合

ごみ処理施設の運営費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するもので

ございます。この負担金は、施設整備修繕費や施設運転管理委託料、ごみ収集業務委託料な

どの経費の負担金でございます。 

  次に、４目公害対策費、２事業、公害対策費でございます。予算額は704万4,000円で、財

源は一般財源のほか、県支出金でございます。主な予算項目は、通年で実施しております環

境調査及び分析調査委託料や、大井川地域地下水利用対策協議会負担金などでございます。 

  以上で都市環境課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  説明書113ページをごらんください。 

  上下水道課からは、４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費のうち４の事業、生活

排水改善対策事業費につきまして御説明申し上げます。予算額は3,288万円で、財源は一般

財源のほか、国庫支出金、県支出金でございます。これは、合併処理浄化槽の設置を推進
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し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として実施するもので、主

な支出は浄化槽設置費補助金でございます。 

  上下水道課からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  ４款衛生費につきまして、町民課に関係する事業を予算に関する説明書により御説明申し

上げます。 

  説明書の119ページ、120ページ、７目老人保健事業費、２の事業、後期高齢者医療事業事

務費をごらんください。予算額は２億7,171万円でございます。財源といたしまては、一般

財源のほか、県支出金、広域連合からの諸収入でございます。この事業は、後期高齢者医療

に係る保険料の徴収事務、資格の管理事務及び各種届出に係る事務でございます。主な支出

としましては、広域連合とデータを共有するための電算処理委託料や療養給付費等負担金、

そして後期高齢者医療事業特別会計へ繰り出す保健基盤安定繰出金などでございます。な

お、保健基盤安定繰出金は県が４分の３、町が４分の１を負担するものでございます。 

  町民課からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 次に、５款労働費、６款農林水産業費及び７款商工費の説明を求めま

す。 

  初めに、産業課長、お願いします。 

  産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  産業課からは、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費につきまして、一般会計予算

に関する説明書により御説明申し上げます。 

  初めに、５款労働費でございます。 

  説明書の122ページをごらんください。 

  ５款１項労働諸費、１目労働諸費、２の事業、雇用対策費でございます。予算額は51万

6,000円で、財源は一般財源のほか、繰入金でございます。新たな雇用対策事業としまし

て、求職者と求人者のマッチングの機会の創出を図るため、町内企業に参加いただき、企業

説明会を開催する計画でおります。そのためのチラシ作成に伴う印刷製本費のほか、榛南建

築高等職業訓練校への負担金が主なものでございます。 

  次に、説明書の123ページをごらんください。 

  ３の事業、労働福祉費でございます。予算額は255万2,000円で、財源は全て一般財源でご

ざいます。労働者の福利厚生を初め、中小企業と大企業との間にある雇用・労働条件、労働

福祉など、さまざまな格差を縮小するための支援として、榛南地区労働者福祉協議会と榛南

地区勤労者共済会に対しまして、それぞれ補助金を支出するものでございます。 

  ５款労働費は以上であります。 

  続きまして、６款農林水産業費でございます。 

  説明書の124ページから125ページをごらんください。。 

  ６款１項農業費、１目農業委員会費、２の事業、農業委員会運営費であります。予算額は

474万6,000円で、財源といたしましては一般財源のほか、県支出金及び諸収入でございま
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す。農業委員会の所掌事務を進めるための運営費であります。主な支出といたしましては、

農業委員及び農地利用最適化推進委員への委員報酬のほか、県農業会議等の各関係団体への

負担金となります。農業委員会総会につきましては、毎月１回、合計12回の開催を予定して

ございます。また、農地台帳システム及び農地情報管理システムにつきましては、元号変更

とデータ変換等の改修を行いますので、委託料を計上してございます。 

  次に、説明書の、同じく125ページ、３の事業、農業者年金事務費であります。予算額は

15万3,000円で、財源は全て諸収入でございます。この事業は、農業者年金基金からの受託

事業で、事務に伴う需用費が主なものでございます。 

  次に、説明書の126ページをごらんください。 

  ２目農業総務費、２の事業、農業総務費であります。予算額は91万円で、財源は全て一般

財源でございます。静岡県中部農業共済組合負担金等の各関係団体への負担金と公用車の維

持管理に伴う経費が主なものでございます。 

  次に、説明書の127ページをごらんください。 

  ３目農業振興費、２の事業、農業振興費であります。予算額は377万7,000円でございま

す。財源は一般財源のほか、県支出金であります。意欲的な農業経営と地域農業の振興に寄

与することを目的とした農業経営振興会と部農会組織への活動補助金が主なものとなってご

ざいます。 

  次に、説明書の、同じく127ページと128ページをごらんください。 

  ３の事業、担い手育成総合対策事業費であります。予算額は392万3,000円で、財源といた

しましては、一般財源のほか、県支出金と使用料及び手数料でございます。農用地の有効利

用及び利用権の集積を通じて担い手の育成を図るための農用地利用集積奨励補助金と、10分

の10県支出金であります青年就農給付金が主なものでございます。青年就農給付金につきま

しては、新規就農者が地域の担い手となるため、その経営が軌道に乗るまでの間支援するも

のでありまして、平成26年度から就農しております１名と平成29年度に新規就農いたしまし

た１名、計２人分を計上してございます。 

  次に、４の事業、農業経営所得安定対策推進事業費でございます。予算額は15万円で、財

源は全て国庫支出金でございます。この事業は、自給率の向上と農業経営の安定を図ること

を目的に実施しており、主な支出につきましては、水田台帳システムの保守委託料と需用費

でございます。 

  次に、５の事業、耕作放棄地対策事業費でございます。予算額は20万円で、財源は全て一

般財源でございます。この事業におきましては、荒廃農地の再生を行う農業者に対しまして

補助金を交付することにより、荒廃農地の解消や農地の有効活用に取り組んでございます。 

  次に、説明書の128ページから129ページをごらんください。 

  ４目畜産業費、２の事業、畜産業費であります。予算額は11万1,000円で、財源は全て一

般財源でございます。中部家畜保健衛生推進協議会への負担金や死亡獣畜の適正な処理を図

るための補助金が主なものでございます。 

  次に、説明書の130ページをごらんください。 

  ５目農地費、４の事業、土地改良事業費でございます。予算額は2,248万5,000円で、財源

は全て一般財源となります。大井川土地改良区への負担金が主なものでございまして、国営
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事業元利償還金、国営農地農業用水路等資源保全管理推進事業負担金、それから組合賦課助

成金でございます。 

  次に、説明書の、同じく130ページと131ページをごらんください。 

  ２項林業費、１目林業総務費、２の事業、松くい虫防除事業費であります。予算額は374

万円で、財源は全て一般財源でございます。例年と同様、保安林等の松枯れの蔓延を防止す

るため、地上散布防除、予防剤注入防除、被害木伐倒駆除を実施いたします。 

  次に、説明書の131ページ、３の事業、保安林等保護環境整備事業費であります。予算額

は425万6,000円で、財源は一般財源のほかに、県支出金でございます。例年同様、保安林帯

の除草や支障木の伐採を初め、大幡川の桜並木の保護といたしまして、薬剤散布、枯損木の

処理を実施することによりまして、保安林等の公益的機能を生かすための環境維持に努めて

まいります。 

  続きまして、説明書の131ページから132ページをごらんください。 

  ３項水産業費、１目水産振興費、２の事業、水産振興費でございます。予算額は217万

3,000円で、財源は全て一般財源でございます。事業内容でありますが、水産業の振興や活

性化を目的とした水産関係団体等への負担金、補助金が主なものとなります。 

  次に、説明書の同じく132ページ、３の事業、地域栽培推進事業費でございます。予算額

46万7,000円で、財源といたしましては、全て一般財源でございます。榛南地域における漁

場の環境整備や漁業資源の確保をする事業であり、内容といたしましては、ヒラメやマダイ

の稚魚放流、藻場の保全のための藻食性魚類の駆除などを行います。そして、豊かな漁場を

取り戻す活動に対しまして負担をしているものであります。 

  次に、説明書の133ページから134ページをごらんください。 

  ２目漁港管理費、２の事業、漁港管理費でございます。予算額は5,635万9,000円で、財源

は一般財源のほか、繰入金、町債でございます。吉田漁港における維持管理費でございま

す。漁港管理会の開催、公用車の維持管理、多目的広場実施設計業務委託の実施に伴い開催

いたします上部利活用検討会の委員への報償金でございます。また、委託料といたしまして

は、津波・高潮防災ステーションや陸閘、大幡川水門の保守点検業務のほか、海岸利用者の

ための駐車場出入り口を開閉する管理業務委託がございます。施設整備につきましては、津

波・高潮防災ステーションの機器に関しまして、保守期間の経過に伴い、更新が必要である

ことから、サーバー機器や無停電電源装置の更新工事を実施する計画でございます。 

  次に、説明書の同じく134ページ、３の事業、水産基盤整備事業費でございます。予算額

は1,600万円で、財源といたしましては、一般財源のほか、県支出金、町債、分担金及び負

担金でございます。事業内容でありますが、漁港改修として、平成23年度から継続して実施

しております航路護岸改修工事を85メートル施工する予定でございます。 

  次に、説明書の135ページをごらんください。 

  ４の事業、水産物供給基盤機能保全事業費でございます。予算額は3,150万円でございま

す。財源は一般財源のほか、県支出金、町債、分担金及び負担金でございます。この事業内

容といたしましては、水産物供給基盤機能保全計画に基づきまして実施するものでございま

す。設計委託料といたしましては、矢板構造物であります大幡川導流堤の腐食箇所を改修す

るための実施設計業務委託を行うほか、予防改修といたしまして、鋼矢板の腐食が進んでお

ります西側泊地の４号岸壁の防食工事を100メートル施工するものでございます。 
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  次に、５の事業、漁港環境整備事業費でございます。予算額は3,420万円、財源といたし

ましては、一般財源のほか、県支出金、町債でございます。この事業につきましては、防災

機能の役割とともに、水産業の振興や新たなにぎわいを創出する施設となるよう多目的広場

を整備するものでございます。内容といたしましては、設計委託料では多目的広場上部にお

ける実施設計業務委託、漁港環境施設整備におきましては、盛り土構造物外周の盛り土及び

構造物の撤去を実施する計画でおります。 

  ６款農林水産業費は以上でございます。 

  続きまして、７款商工費でございます。 

  説明書の136ページごらんください。 

  ７款１項商工費、１目商工総務費、２の事業、消費生活費であります。予算額は107万

3,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金でございます。主な支出は、消費生活専門相

談員の報償金と被害防止用のリーフレットの作成、教育用副教材の印刷製本費でございま

す。 

  次に、説明書の、同じく136ページと137ページをごらんください。 

  ２目商工業振興費、２の事業、商工業振興費でございます。予算額は201万7,000円で、財

源は一般財源のほか、県支出金でございます。商工会が行っております経営改善普及事業を

支援するため、その運営に伴う補助金が主なものとなります。 

  次に、３の事業、中小企業振興費であります。予算額は136万5,000円で、財源は全て一般

財源でございます。事業内容といたしましては、中小企業者の事業資金の低利融資や利子補

給を実施することにより、借り入れ者の負担を軽減とともに、経営基盤の安定及び合理化を

図るための補給金、負担金が主なものでございます。 

  次に、説明書の137ページと138ページをごらんください。 

  ４の事業、産業支援事業費でございます。予算額は409万4,000円で、財源は使用料及び手

数料と繰入金でございます。事業内容といたしましては、創業応援セミナー開催に伴う講師

謝礼、チラシの印刷代を初め、創業支援センターの維持管理経費として電気料や複写機の借

上料などでございます。また、産業振興事業費補助金により、特産品開発や６次産業化、イ

ベント交流、新規創業事業を促進し、産業振興を図るとともに商工業等の活性化に努めてま

いります。 

  次に、５の事業、企業立地振興費でございます。予算額は28万3,000円で、財源は全て一

般財源でございます。静岡県と市町が企業誘致活動を一体的に推進するために設置されてお

ります連絡会への負担金と、新たに輸出や海外進出をする企業に対しての支援事業を行って

おりますジェトロ静岡貿易情報センターへの負担金を計上してございます。 

  次に、説明書の、同じく138ページから140ページをごらんください。 

  ３目観光費、２の事業、観光振興費でございます。予算額は4,610万円で、財源といたし

ましては、一般財源のほか、国庫支出金、県支出金、使用料及び手数料、繰入金、諸収入で

ございます。この事業では、展望台小山城等の施設管理を行う４人分の臨時職員賃金を初

め、需用費、役務費などの経常経費のほか、委託料と工事請負費、各観光団体への負担金で

ございます。 

  委託料につきましては、観光協会へのイベント委託であります凧揚げまつり、港まつり・

花火大会、小山城まつりを初め、小山城等施設の警備保障、展望台小山城周辺の樹木管理の
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業務委託でございます。また、工事請負費につきましては、施設整備といたしまして、郷土

資料館トイレと吉田海岸トイレを改修工事、また能満寺山公園の男坂に手すりを設置する工

事を実施する計画でおります。 

  負担金補助交付金におきましては、静岡県観光協会への負担金を初め、ＪＲ６社と自治体

等が共同で実施いたしますデスティネーションキャンペーンのプレキャンペーン開催に当た

りまして、静岡県大型観光キャンペーン推進協議会への負担金の増額、静岡県中部・志太榛

原地域ＤＭＯへの負担金などを計上してございます。 

  次に、３の事業、観光ＰＲ事業費でございます。予算額は224万3,000円で、財源は全て一

般財源であります。事業といたしましては、県内外に向けてＰＲキャンペーンを実施するな

どの情報発信を初め、観光施設やイベント、特産品等をＰＲするための業務に伴う観光パン

フレット等の印刷代が主なものでございます。 

  次に、４の事業、産業委員会運営事業費でございます。予算額は11万9,000円で、財源は

全て一般財源でございます。産業委員会の開催に伴います委員報酬でございます。 

  以上が産業課からの説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  少し戻りますが、説明書の129ページをごらんください。 

  ６款農林水産業費、１項５目農地費のうち、２の事業、水門・排水機場管理費について御

説明いたします。この事業は用排水路の維持管理で、主に排水機場の維持管理になっており

ます。各施設の電気使用料や委託料として、農業用水門を４自治会ほかに依頼し、排水機場

の電気保安関係も計上をしております。負担金は片岡新橋頭首工の修繕を全国土地改良連合

会の適正化事業として行うことに係るものでございます。予算額は480万7,000円で、財源は

一般財源となります。 

  次に、129ページ、130ページをごらんください。 

  ３の事業、用水路改良維持修繕費について御説明いたします。この事業は用排水路の維持

費となります。機械借上料は、用排水路内の堆積土砂等のしゅんせつなどの撤去費用を計上

しております。公有財産購入費は、川尻、片岡地区の用水路用地の用地買収費でございま

す。予算額は245万2,000円で、財源は一般財源となります。 

  次に、説明書139ページをごらんください。 

  ７款商工費、１項３目観光費のうち２の事業、観光振興費のうち15節工事請負費として、

交差点名表示板設置を計上しております。これは、主要幹線道路である東名川尻幹線、榛南

幹線の２路線において、町道との交差点など８カ所に交差点名表示板を設置するものでござ

います。予算額は950万7,000円で、財源はふるさとよしだ寄附金基金繰入金となります。 

  以上が６款、７款に係る建設課からの説明でございます。 

○議長（藤田和寿君） 次に、８款土木費及び11款災害復旧費の説明を求めます。 

  初めに、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 説明書の141ページから143ページをごらんください。 

  ８款土木費のうち、土木総務費の２の事業、土木管理費について説明をいたします。 
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  土木管理費については、土木行政の事業を円滑に運営するための費用で、賃金は臨時職員

１名を雇用し、道路・河川の占用事務の電算化によるデータ入力等を行い、占用事務の効率

化を図っております。委託料は道路台帳の更新費用となります。使用料及び賃借料について

は、大型複写機の借上料、土木積算システム使用料と道路河川占用システム借上料でござい

ます。負担金及び交付金では、土木事業の推進を支援するため、各同盟会への負担金と、同

盟会等が主催する研修会への参加、県への要望活動等を行う計画でございます。予算額は

1,792万9,000円で、財源は一般財源となります。 

  次に、説明書の143ページをごらんください。 

  ８款土木費のうち、土木総務費の３の事業、防潮堤整備事業費について説明いたします。 

  防潮堤川尻工区の整備に伴う費用で、工事請負費を初め、海岸保全区域内の占用物件の移

転、撤去に必要な額を計上しております。予算額は2,653万9,000円で、財源は一般財源とな

ります。 

  次に、説明書の144ページをごらんください。 

  ２項１目道路維持費のうち、２の事業、道路維持費について説明いたします。委託料は植

栽管理委託料を計上し、幹線道路の樹木の剪定、除草、防除等を行います。工事請負費で

は、道路照明灯の改修が必要なことから、町の総合戦略に掲げ、国の補助金を活用し工事を

行います。維持修繕では、突発的に発生する道路の陥没、舗装の剥離などに対処するため、

年度当初に単価契約を行い、修繕工事を行っております。地元からの要望・苦情などへの対

応や、道路パトロール結果に基づき執行しております。予算額は6,793万6,000円で、財源は

国庫支出金と一般財源となります。 

  次に、同じく３の事業、吉田町内道路舗装修繕事業費でございます。町の総合戦略に掲げ

る事業であり、国の社会資本総合整備事業費などを活用し、特に状況の悪いところから舗装

の打ちかえや切削オーバーレイなどの工事を実施し、道路の長寿命化を図るものでございま

す。予算は6,000万円となり、財源内訳としまして、国庫支出金と地方債、そして一般財源

でございます。 

  次に、145ページをごらんください。 

  ２目道路新設改良費のうち、２の事業、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費です。

大幡川に設置します橋梁の上部工、下部工や道路の舗装工事費を計上しております。また、

公有財産購入費では、土地取得特別会計からの買い戻しを行います。予算額は9,249万2,000

円となり、財源内訳は地方債と一般財源となります。 

  次に、同じく３の事業、青柳北原４号線道路改良事業費です。これは新規事業であり、青

柳北原４号線と東名高速道路との交差点の隅切り部分を拡幅するため、測量設計業務費、用

地買収費、物件移転補償費、工事請負費を計上しております。予算額は1,123万7,000円とな

り、財源内訳は静岡空港関連県支出金と地方債と一般財源となっております。 

  次に、同じく145ページ、３目橋梁維持費のうち、２の事業、橋梁維持補修費です。町の

総合戦略に掲げる事業であり、国の社会資本総合整備事業費を活用し、橋梁の長寿命化を図

るものです。橋梁点検結果により、緊急措置段階に判定された念仏橋の撤去設計と早期措置

段階に判定された湯日川にかかる３橋の補修設計業務を計上しております。予算額は1,880

万円で、財源内訳としまして、国庫支出金と地方債及び一般財源となります。 

  次に、説明書の146ページをごらんください。 
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  ３項１目河川総務費のうち、２の事業、河川総務費について説明をいたします。委託料の

水門管理委託料ですが、湯日川水系３カ所、坂口谷川水系３カ所の水門管理について、県か

ら委託を受け、町は消防団に再委託をしております。予算額は104万4,000円で、財源内訳と

しまして、県支出金と一般財源となります。 

  次に、同じく３の事業、治水対策推進事業費について御説明いたします。近年多発する大

雨による内水被害などを減少させることに重点を置き、河川のしゅんせつ、水路のかさ上げ

工を拡充または新規に計上しております。大窪川ほかのしゅんんせつ、稲荷川の天端かさ上

げを行い、その効果を検証いたします。また、坂口谷川水門建設促進期成同盟会において、

坂口谷川河口部に津波水門設置推進のため、要望活動を県に対して行う計画であり、その同

盟会への負担金も計上をしております。予算額は1,783万1,000円で、財源内訳としまして、

地方債と一般財源となります。 

  次に、147ページをごらんください。 

  ３項２目河川維持費のうち、２の事業、河川維持管理費について説明いたします。委託料

として、大井川の堤防除草を行うとともに、稲荷川配水ポンプ付近の高木剪定を計上してお

ります。また、工事請負費としまして、住吉大浜地先において湯日川を配水先とする工事を

計上しております。予算額は958万8,000円で、財源内訳としまして、県支出金と地方債及び

一般財源となります。 

  次に、同じく147ページの３項３目河川新設改良費のうち、２の事業、大幡川改修事業費

について説明をいたします。この事業は、大幡川、大窪川の治水対策として行っているもの

で、大幡川にかかる橋の撤去を始め、護岸改修工事を行い、大窪川改修工事も計上をしてお

ります。予算額は5,480万円で、財源内訳としまして、国庫支出金と地方債及び一般財源で

ございます。 

  次に、少し飛びまして、152ページをごらんください。 

  ４項３目街路事業費のうち、２の事業、都市計画道路事業負担金について説明をいたしま

す。町では都市計画道路関係の協議会、同盟会に加入していますので、その負担金でござい

ます。予算額は13万8,000円でございます。財源は一般財源となります。 

  次に、同じく152ページの４項５目都市下水路費のうち２の事業、都市下水路費について

説明をいたします。機械を借り上げまして、都市下水路のしゅんせつを行う計画です。予算

額は10万円で、財源は一般財源となります。 

  次に、説明書の153ページをごらんください。 

  ４項６目公園費のうち、２の事業、公園維持管理費について説明をいたします。この事業

の主な内容につきましては、委託料としまして、都市公園の樹木等の管理について造園業者

に委託発注をし、樹木の剪定、除草、防除、芝の管理などを実施するものでございます。予

算額は3,572万8,000円で、財源は一般財源となります。 

  次に、同じく153ページの３の事業、公園愛護会支援事業費でございますが、公園愛護活

動を自発的に行う団体に褒賞金を交付しております。現在の活動団体数は６団体で、小藤路

公園、青柳公園、湯日川親水公園、西ノ坪公園、西の宮公園、大井川清流緑地で活動をして

おります。予算額は30万円で、財源は一般財源となります。 
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  次に、同じく153ページの、４の事業、住吉西ノ坪公園整備事業費でございます。敷地内

の土砂流出防止など工事費を計上しております。予算額は196万1,000円で、財源内訳は一般

財源となります。 

  少し飛びますが、説明書の205ページをごらんください。 

  11款災害復旧費のうち、１項１目農林水産施設災害復旧費と、206ページの２項１目公共

土木施設災害復旧費について御説明をいたします。農林水産施設と土木施設のどちらも、頭

出しとして2,000円を計上しております。 

  以上が建設課からの説明でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、８款土木費、４項都市計画費及び５項住宅費につきまして、予算に関

する説明書に基づき御説明申し上げます。 

  予算に関する説明書の148ページをごらんください。 

  １目都市計画総務費、２事業の都市計画総務費でございます。予算額は82万6,000円で、

財源は全て一般財源でございます。事業といたしましては、都市計画事業を推進していく上

で必要な経常的経費でございます。 

  次に、149ページをごらんください。 

  ３事業の建築確認事務費でございます。予算額は16万6,000円で、財源は一般財源のほ

か、県支出金でございます。主なものとしましては、建築確認事務に係る図書の追録代でご

ざいます。 

  次に、４事業の土地利用対策費でございます。予算額は233万6,000円で、財源は一般財源

のほか、県支出金でございます。主な事業といたしましては、宅地分譲地内公園等の樹木の

剪定、調整池施設の修繕等でございます。 

  次に、150ページをごらんください。 

  ５事業のＴＯＵＫＡＩ－０促進事業費でございます。予算額は3,067万6,000円で、財源は

一般財源のほか、国庫支出金、県支出金でございます。事業としましては、わが家の専門家

診断事業、既存建築物耐震診断促進事業、木造住宅耐震補強助成事業、ブロック塀等耐震化

促進事業の４事業でございます。平成30年度につきましては、平成29年度に引き続き、木造

住宅耐震補強助成金が従来の助成金より最大30万円上乗せになるため、対象世帯への戸別訪

問やダイレクトメールの送付などにより掘り起しを進め、木造住宅の耐震を積極的に推進し

てまいります。 

  次に、151ページをごらんください。 

  ２目土地区画整理事業、２事業の土地区画整理事業費でございます。予算額は6,697万

2,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金でございます。この事業の主なものは、浜田

土地区画整理組合への負担金及び補助金でございます。負担金につきましては、浜田土地区

画整理区域内の整備を、組合が国からの交付金を受けて進めているところでございますが、

この交付金の負担割合が、国が55％、県が22.5％、町が22.5％であり、町負担金分といたし

まして支出しているものでございます。補助金につきましては、吉田町土地区画整理事業助

成要綱に基づき、事業費の一部を助成しております。 
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  次に、154ページをごらんください。 

  ７目緑化推進費、２事業の緑化推進費でございます。予算額は344万4,000円で、財源は全

て一般財源でございます。主な事業といたしましては、委託料といたしまして、みどりのオ

アシスまつり実行委員会に委託し、毎年、みどりのオアシスまつりを開催しております。平

成30年度におきましても、４月29日に開催をする予定でございます。また、既存の事業場を

改修し、オアシス条例の資質の向上に取り組んでいただける事業所につきまして、苗木を配

布し、緑化の推進を図るための事業費を計上しております。 

  次に、３事業の花のまち推進事業費でございます。予算額は206万5,000円で、財源は全て

一般財源でございます。主な事業といたしましては、花街道事業用の花苗の購入、吉田町花

の会への補助金、花いっぱい活動団体16団体への補助金でございます。 

  次に、４事業のみどりのまちづくり事業費でございます。予算額は15万円で、財源は一般

財源でございます。この事業は、道路に面している部分を生け垣として利用する個人に、５

万円を上限に補助金を交付しております。 

  次に、155ページをごらんください。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、２事業の町営住宅維持管理費でございます。予算額は

3,469万4,000円で、財源は一般財源のほか、国庫支出金と使用料、手数料でございます。現

在、吉田町が管理しております町営住宅の戸数は141戸で、平成30年１月末現在で入居戸数

は106戸となっております。主な事業といたしましては、通常の維持管理業務に加え、吉田

町公営住宅長寿命化計画に基づき、改修事業といたしまして、平成30年度の工事につきまし

ては、住吉団地の屋上防水改修工事、委託につきましては、松下団地Ａ棟居住性改善工事設

計業務委託でございます。また、平成29年度におきまして、松下団地周辺の公共下水道が整

備されたことにより、公共下水道への接続工事を計上しております。 

  以上で都市環境課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  説明書152ページをごらんください。 

  上下水道課からは、８款土木費、４項都市計画費、４目公共下水道費につきまして、御説

明申し上げます。 

  ２の事業、公共下水道事業費の予算額は６億6,091万4,000円で、これは公共下水道事業特

別会計への繰出金でございます。 

  上下水道課からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） ここで暫時休憩とします。 

  再開を午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午後 零時５６分 
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○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。 

  次に、９款消防費の説明を求めます。 

  初めに、防災課長兼防災監、お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ９款消防費、１項消防費につきまして、平成30年度吉田町一般会計予算に関する説明書に

より御説明申し上げます。 

  説明書の156ページ、１目常備消防費、２の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金

（消防費）をごらんください。予算額は787万6,000円で、財源は全て一般財源でございま

す。吉田町牧之原市広域施設組合の消防費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な

執行に資するものでございます。この負担金は公債費で、起債償還によるための支出でござ

います。 

  次に、説明書157ページ、３の事業、消防救急広域事業費でございます。予算額は２億

9,176万5,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金及び地方債でございます。３市２町で

構成する静岡地域の枠組みにより、消防事務を静岡市へ委託しており、その事務委託料を計

上してございます。 

  次に、同じく157ページの２目非常備消防費、２の事業、消防団運営費でございます。予

算額は1,981万1,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金でございます。消防団員の育成

と消防技術の向上を図るものでございまして、消防団員の報酬、費用弁償及び本部運営費交

付金、分団運営費交付金、研修負担金を主に計上してございます。また、被服費としまし

て、火災現場での安全を確保するため、防火着を配備する計画でございます。 

  次に、説明書158ページ、159ページ、３の事業、消防団員福利厚生費でございます。予算

額は1,258万円で、財源は一般財源のほか、諸収入でございます。消防団員の福利厚生の充

実を図るもので、退職団員の報償金、福利厚生事業のための自動車借上料、消防団員退職報

償金負担金、損害補償掛金などを主に計上してございます。 

  次に、説明書159ページ、３目消防施設費、２の事業、消防施設整備事業費でございま

す。予算額は4,193万9,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金、地方債でございます。

消防団の装備品の充実及び消防施設の適切な維持管理を図るものでございます。老朽化した

第３分団及び第４分団の消防ポンプ車２台を更新するための費用を計上してございます。ま

た、消火栓及び消火栓器具類の維持管理に関する経費が主なものでございます。 

  次に、説明書160ページから162ページとなります。 

  ５目災害対策費、２の事業、地震対策費でございます。予算額は1,813万1,000円で、財源

は一般財源のほか、県支出金、諸収入でございます。大規模地震などから地域住民の生命、

財産を保護するため、津波防災まちづくりを推進するとともに、災害に強い町づくりを進め

ることを目的としたものでございます。防災資機材や備蓄品の充実を図るため、特定消耗

品、防災備品において、災害用救急医療セットの更新費用及び避難生活用間仕切りセット、

毛布、非常食、簡易トイレの購入費用を計上してございます。修繕料では、津波避難タワー

の維持管理費に伴う費用、住吉コミュニティ防災センターの畳の張りかえ費用を計上してご

ざいます。式典運営委託料につきましては、駿河海岸川尻工区において、海岸堤防の廃土、
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盛り土の整備の着手に当たり、国及び県と連携した着工式典を開催する予定でございまし

て、その式典の運営委託料を計上してございます。そのほか、防災ベッド及び耐震シェルタ

ーの整備に係る防災対策推進事業費補助金やコミュニティ助成事業に係る交付金を計上して

ございます。 

  次に、説明書162ページ、３の事業、国民保護対策費でございます。予算額は24万9,000円

で、財源は全て一般財源でございます。国民保護協議会開催に伴う委員報酬及び国民保護計

画修正に伴う印刷製本費が主なものでございます。 

  次に、説明書162ページ、163ページ、４の事業、防災意識向上事業費でございます。予算

額は1,351万4,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金でございます。防災訓練や防災講

演会などを開催することで、防災意識の高揚と地域防災力の向上を図ることを目的とするも

のでございます。防災講演会の開催に伴う講師謝礼、地域防災指導員養成講座の委託料、防

災公園の指定管理委託料が主なものでございます。 

  次に、説明書163ページの５の事業、情報伝達充実・強化事業費でございます。予算額は

１億1,821万2,000円で、財源は一般財源のほか、県支出金、地方債でございます。情報伝達

用資機材等の整備を通じて、災害時における情報収集及び情報伝達体制の充実強化を図るこ

とを目的としたものでございます。防災メールの通信回線料、ＭＣＡ無線機の電波塔利用料

及び防災行政無線の点検委託料など、情報伝達機器の運用や維持管理に要する経費を計上し

てございます。同報無線デジタル化工事におきましては、平成29年度から平成32年度までの

４年をかけ整備を進め、防災情報の伝達体制の強化を図るものでございまして、平成30年度

は屋外子局設備を26局更新するための工事費用を計上させていただいてございます。また、

工事監理委託料としまして、同報無線デジタル工事における施工監理、また円滑な工事の進

捗など技術支援に係る委託料の計上をさせていただいてございます。 

  以上が９款１項における防災課関係の予算の説明でございます。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  説明書の160ページをごらんください。 

  ９款１項４目水防費のうち、２の事業、水防費について説明いたします。水防資機材の充

実を図ることにより、水害の軽減を図ることを目的としております。主な内容は需用費で、

土のうやバリケードなどの購入や排水ポンプの借り上げになります。予算額額は50万円で、

財源内訳は一般財源となります。 

  以上が建設課からの説明でございます。 

○議長（藤田和寿君） 次に、10款教育費の説明を求めます。 

  初めに、理事兼学校教育課長、お願いします。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  学校教育課から10款教育費のうち、学校教育課に関する内容について御説明をさせていた

だきます。 
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  このたびの学校教育課の平成30年度の予算案につきましては、ＴＣＰ トリビンス プラン

にあります各施策を実行していくことにより、その目指すところである子供に確かな学力を

保障する環境づくり、教員が授業に専念できる環境づくり、その前提としての多忙化解消と

いうこと。あとは、保護者のニーズに応じた環境づくりを具現化しようとするものでござい

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  まずは、10款１項教育総務費について御説明いたします。 

  初めに、説明書の164ページをお開きください。 

  １目教育委員会費のうち、２の事業、教育委員会費です。予算額は116万7,000円で、財源

は全て一般財源となります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条に基づきまし

て設置をされている教育委員会の活動を円滑かつ効率的に運営するためのものでございまし

て、教育委員の委員報酬など、経常的経費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の166ページをお開きください。 

  ２目事務局費のうちの２の事業、事務局事務費でございます。予算額は505万9,000円でご

ざいまして、財源は一般財源のほか、県支出金となります。教育委員会事務局、とりわけ学

校教育課を運営をするための経費で、経常的経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の167ページをお開きください。 

  ３目教育諸費のうちの２の事業、小・中学校健康診断費でございます。予算額は1,196万

2,000円で、財源は全て一般財源となります。児童・生徒並びに教職員の健康を管理し、正

常な学校運営を維持しようとするものでございまして、学校医の報酬、また健診の委託料が

主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の168ページをお開きください。 

  ３目教育諸費のうちの３の事業、教育振興事業費でございます。予算額は5,230万3,000円

でございます。財源は一般財源のほか、諸収入でございます。学校の教育活動を支えるため

の環境整備を行おうとするものでございまして、いじめ問題対策連絡協議会の開催でありま

すとか、ＴＣＰ トリビンス プランに基づき、教員が授業に専念できる環境を整えるための

一環といたしまして、職員室など先生の働く環境を整備していくための学校環境改善支援業

務委託料、また先生方の校務を支援する校務支援システムの更新業務委託料といったものが

主な内容でございます。 

  また、169ページに移りますけれども、意思があるにもかかわらず、家庭の事情により、

やむなく高校の進学をあきらめるというようなことがないよう、町として行っております吉

田町高等学校等奨学金でございますけれども、これまで中学卒業時にしか申請ができない制

度となっておりましたので、来年度よりこれを見直し、高校進学後でありましても、家計の

急変などにより、高校の進学が困難になるというようなことも考えられることから、進学後

にも申請をできる制度としたいということを考えておりまして、そのための必要経費も合わ

せて、今年度計上させていただいているところでございます。 

  続きまして、説明書の同じく169ページ、３目教育諸費のうちの４の事業、英語教育推進

事業費でございます。予算額は2,004万円でございます。財源は一般財源でございます。新

学習指導要領を踏まえた外国語教育の充実のため、外国語指導助手、いわゆるＡＬＴと呼ば

れる方々ですが、この方々を全小・中学に１名ずつ配置するための経費が主な内容でござい

ます。新学習指導要領に基づきますと、来年度から小学校３年生から外国語活動が一部先行
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して始まることとなっております。その後、小学校３年生から小学校６年生の外国語の授業

時間数も段階的にふえていくこととなっておりますことから、本事業を通して、こうしたこ

とにしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、説明書の170ページをお開きください。 

  同じく３目教育諸費のうちの５の事業、教職員等負担金・補助金でございます。予算額は

121万7,000円で、財源は全て一般財源でございます。学校運営が円滑にできるよう組織され

ている各種団体への負担金と、部活動など小・中学校の課外活動への補助金が主な内容でご

ざいます。 

  続きまして、説明書の171ページをお開きください。 

  ３目教育諸費のうちの７の事業、確かな学力定着事業費でございます。予算額は4,890万

6,000円でございまして、財源は一般財源となります。本事業の内容といたしましては、学

校の授業や部活動など、教育課程を中心とした学校における教育活動を支援しようとするた

めの経費でございまして、主な内容といたしましては、ＴＣＰ トリビンス プランにもござ

います、教員が授業に専念できる環境づくりの一環として、来年度より導入を予定している

部活動指導員の報酬でありますとか、日々の授業がよりよいものとなるよう現在も雇用して

おりますが、教員補助の賃金といったものが主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の172ページをお開きください。 

  ３目教育諸費のうちの８の事業、幼児教育振興事業費でございます。予算額は3,651万

8,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金、諸収入でございます。主な

内容といたしましては、幼稚園や保育園など幼児教育を施す機関等への振興のための経費で

ございまして、幼児教育カリキュラムを推進するための経費、また私立幼稚園就園奨励費補

助金がその主な内容となっております。なお、私立幼稚園就園奨励費補助金につきまして

は、幼稚園に子供を通わせている保護者の経済的負担の軽減を目的といたしまして、前年度

より増額の要求をさせていただいているところでございます。 

  続きまして、説明書の同じく172ページ、３目教育諸費のうちの９の事業、小中一貫教育

振興事業費でございます。予算額は119万7,000円でございまして、財源は一般財源となりま

す。小中一貫など吉田町教育大綱にも掲げられております小学校と中学校との「つながりの

ある教育」を推進していくための会議開催経費が主な内容となっております。 

  以上が10款１項教育総務費についての御説明でございます。 

  続きまして、10款２項小学校費について御説明いたします。 

  初めに、説明書の174ページをごらんください。 

  １目学校管理費のうちの２の事業、住吉小学校維持管理費でございます。予算額は3,226

万1,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金となっております。住吉小

学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入費でありますとか、施設整備費を計上

しており、経常的経費が主な内容となっております。なお、この中でＴＣＰ トリビンス プ

ランに基づきまして、臨時職員賃金の中に、教員でなくてもできる仕事を行う者として校務

アシスタントを雇用するために必要な経費、また175ページなりますけれども、13節警備保

障業務委託料といたしまして、先生に休みやすい環境を整えるため設定しております学校閉

庁日というものがありますけれども、それを今年度以上に拡充するために、警備を外部委託
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するための経費といたしまして、必要な経費をここに計上させていただいているところでご

ざいます。 

  続きまして、説明書の176ページをごらんください。 

  同じく１目学校管理費のうちの３の事業、中央小学校維持管理費でございます。予算額は

3,511万4,000円でございまして、財源は一般財源となります。中央小学校の教育活動が円滑

に行われるための消耗品の購入でありますとか、施設整備費を計上しており、経常的経費が

主な内容となります。なお、住吉小学校維持管理費と同様でございますけれども、トリビン

ス プランに基づきまして、校務アシスタントを雇用するための経費を臨時職員賃金とし

て、また学校閉庁日を拡充するために必要な経費として、警備保障業務委託料の中に計上を

しておるところでございます。 

  続きまして、説明書の179ページをごらんください。 

  同じく１目学校管理費のうちの４の事業、自彊小学校維持管理費でございます。予算額は

2,960万6,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金となっております。自

彊小学校の教育活動が円滑に行われるための経費でございまして、経常的経費が主な内容で

ございます。また、住吉小、中央小のそれぞれの維持管理費と同様ですけれども、校務アシ

スタントを雇用するための経費を臨時職員賃金として、学校閉庁日を拡充するために必要な

経費として警備保障業務委託料を計上しております。 

  続きまして、説明書の182ページをお開きください。 

  ２目教育振興費のうちの２の事業、住吉小学校要保護・準要保護児童就学援助費でござい

ます。予算額は220万4,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金となって

おります。住吉小学校に子供を通わせている世帯のうち、要保護・準要保護世帯への就学援

助費を行うための経費で、経常的経費が主な内容となっております。 

  次に、同じく説明書の182ページ、２目教育振興費のうち３の事業、中央小学校要保護・

準要保護児童就学援助費でございます。予算額は146万6,000円でございまして、財源は一般

財源となっております。中央小学校に子供を通させている世帯のうち、要保護・準要保護世

帯への就学援助を行うための経費で、経常的経費が主な内容でございます。 

  次に、同じく182ページ、２目教育振興費のうちの４の事業、自彊小学校要保護・準要保

護児童就学援助費でございます。予算額は94万円でございまして、財源は一般財源となって

おります。主な内容としては、先ほど申し上げた住吉小学校、中央小学校の要保護・準要保

護児童就学援助費と同様でございまして、経常的経費が主な内容でございます。 

  続きまして、説明書の同じく182ページ、３目特別支援学級費のうち２の事業、住吉小学

校特別支援学級費でございます。予算額は68万6,000円で、財源は一般財源のほか、国庫支

出金となっております。住吉小学校の特別支援学級の運営及び援助に関する経費でございま

して、経常的経費が主な内容となっております。 

  続きまして、説明書の183ページをお開きください。 

  ３目特別支援学級費のうち３の事業、中央小学校特別支援学級費でございます。予算額は

70万9,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金でございます。主な内容

としては、先ほど申し上げた住吉小学校と同様でございます。 

  続きまして、同じく説明書の183ページ、３目特別支援学級費のうちの４の事業、自彊小

学校特別支援学級費でございます。予算額は63万3,000円でございまして、財源は一般財源
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のほか、国庫支出金となっております。主な内容としては、住吉小学校、中央小学校で御説

明させていただいたものと同様でございます。 

  以上が10款２項小学校費についての御説明でございます。 

  続きまして、10款３項中学校費について御説明をさせていただきます。 

  説明書の184ページをごらんください。 

  １目学校管理費のうちの２の事業、吉田中学校維持管理費でございます。予算額は5,314

万4,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金となっております。吉田中

学校の教育活動が円滑に行われるための消耗品の購入でありますとか、施設整備費といった

ものを計上しており、経常的経費が主な内容でございます。なお、他の３小学校と同様でご

ざいますけれども、トリビンスプランに基づき、校務アシスタントを雇用するための経費を

臨時職員賃金として、また学校閉庁日を拡充するために必要な経費として、警備保障業務委

託料を計上しております。 

  次に、説明書186ページをごらんください。 

  ２目教育振興費のうちの２の事業、吉田中学校要保護・準要保護生徒就学援助費でござい

ます。予算額は486万7,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国庫支出金となって

おります。吉田中学校に子供を通させている世帯のうち、要保護・準要保護世帯へ就学援助

を行うための経費でございまして、経常的経費が主な内容でございます。 

  続きまして、同じく186ページ、３目特別支援学級費のうち２の事業、吉田中学校特別支

援学級費でございます。予算額は132万3,000円でございまして、財源は一般財源のほか、国

庫支出金となっております。吉田中学校の特別支援学級の運営及び援助に関する経費でござ

いまして、経常的経費が主な内容となっております。 

  以上が10款３項中学校費についての御説明でございます。 

  最後に、10款５項保健体育費について御説明いたします。 

  説明書の202ページをお開きください。 

  ２目給食施設費のうちの２の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金でございます。予

算額は１億2,850万円でございまして、財源は一般財源となっております。主な内容といた

しましては、吉田町牧之原市広域施設組合の吉田榛原学校給食共同調理場の経費を吉田町と

牧之原市とで規約に基づき、それぞれ負担するものございます。 

  以上がこのたび上程をさせていただきました学校教育課の予算の概要となります。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、生涯学習課長、お願いします。 

  生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  生涯学習課からは、10款１項３目教育諸費のうち６の事業、ちいさな理科館事業費及び10

款４項社会教育費、５項保健体育費につきまして、予算に関する説明書により御説明いたし

ます。 

  説明書の170ページをごらんください。 

  10款１項３目教育諸費のうち６の事業、ちいさな理科館事業費でございます。当初予算額

は927万7,000円で、財源は一般財源のほか、諸収入でございます。ふるさとの自然に愛着を



- 107 - 

 

持ち、自然の事物・現象に触れる活動を通して、子供たちの自然科学に対する興味や関心を

呼び起こすことを目的として行われる、ちいさな理科館に要する経費でございます。 

  次に、10款４項社会教育費につきまして御説明いたします。 

  説明書の188ページをごらんください。 

  10款４項１目社会教育総務費のうち２の事業、社会教育総務費でございます。予算額は55

万5,000円で、財源は一般財源と財産収入でございます。社会教育事業を行うことを目的と

したもので、経常的経費が主なものでございます。 

  次に、188ページ、189ページをごらんください。 

  ３の事業、社会教育委員費でございます。予算額は88万9,000円で、財源は全て一般財源

でございます。社会教育法第15条に基づき設置された社会教育委員の活動を行うことを目的

としたもので、経常的経費が主なものでございます。 

  次に、189ページ、４の事業、人権教育事業費でございます。予算額は４万2,000円で、財

源は全て一般財源でございます。人権教育の充実を図り、人権に対する意識の啓発を行うこ

とを目的としたもので、平成30年度の支出は旅費のほか、人権講演会に係る手話通訳者への

謝礼金と特定消耗品でございます。 

  同じく189ページ、５の事業、芸術・文化振興事業費でございます。予算額は329万9,000

円で、財源は一般財源のほか、ジャズコンサート等の入場料の諸収入でございます。芸術・

文化の振興を図るため、芸術・文化に親しむ場の提供と、普及を図るための活動を行うため

の事業の経費でございます。ジャズコンサート等の謝礼金や文化協会補助金、文化協会文化

祭負担金等が主なものでございます。 

  次に、190ページをごらんください。 

  ６の事業、文化財保護事業費でございます。予算額は47万4,000円で、財源は全て一般財

源でございます。文化財に対する理解と関心を高めるとともに、文化財の保護と活用を図る

ことを目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。平成30年度は、12節役務費

に能満寺のソテツの剪定のための樹木剪定手数料を計上しております。 

  次に、190ページ、191ページをごらんください。 

  ７の事業、青少年健全育成事業費でございます。予算額は64万4,000円で、財源は全て一

般財源でございます。青少年健全育成事業に係る経常経費でございます。 

  次に、191ページ、８の事業、生涯学習推進事業費でございます。予算額は12万2,000円

で、財源は全て一般財源でございます。生涯学習を推進するための経費で、生涯学習推進委

員の研修のための経費と講座委託料が主なものでございます。 

  同じく191ページ、９の事業、地域教育推進事業費でございます。予算額は172万7,000円

で、財源は一般財源のほか、県支出金の学校家庭地域連携協力推進事業費補助金及びふるさ

とよしだ寄附金基金繰入金でございます。子供たちが地域の大人とさまざまな体験や活動を

通して、地域で子供を育む体制を確立することを目的として、地域で活動する団体あるいは

個人へ支援を行う事業で、講座委託料や地域教育推進協議会等への補助金が主なものでござ

います。なお、平成30年度は新規事業の放課後子ども教室委託料を計上しております。 

  次に、192ページをごらんください。 
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  10の事業、コミュニティづくり推進事業費でございます。予算額は４万5,000円で、財源

は全て一般財源で、静岡県コミュニティづくり推進協議会主催のコミュニティカレッジ研修

に参加するための旅費を計上しております。 

  次に、192ページと193ページをごらんください。 

  ２目公民館費のうち２の事業、中央公民館運営費でございます。予算額は986万3,000円

で、財源は一般財源のほか、公民館使用料でございます。中央公民館の維持管理を目的とし

たもので、経常的経費が主なものでございます。なお、平成30年度は中央公民館周辺の樹木

を剪定するための樹木管理業務委託料を新たに計上しております。 

  次に、193ページ、194ページをごらんください。 

  ３の事業、中央公民館活動費でございます。予算額は638万4,000円で、財源は一般財源の

ほか、生涯学習教室やシニアカレッジの講座受講料等の諸収入でございます。中央公民館を

活用して、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行うことを目的としたもので、生涯学

習講座やシニアカレッジの講師謝礼金が主なものでございます。 

  同じく194ページをごらんください。 

  ４の事業、地域教育活動費でございます。予算額は307万9,000円で、財源は一般財源のほ

か、チャレンジ教室の参加料等の諸収入でございます。地域の教育力を活用して、町内の

児童を対象とした講座や体験活動を行うことを目的とした事業で、チャレンジ教室の講師

謝礼金等が主なものでございます。 

  次に、194ページ、195ページをごらんください。 

  ３目学習ホール運営費のうち２の事業、学習ホール運営費でございます。予算額は817万

1,000円で、財源は一般財源のほか、学習ホールの使用料でございます。学習ホールの維持

管理を目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。なお、平成30年度は、15節

工事請負費に避難階段と屋根の雨漏り修繕のための施設補修費を計上しております。 

  次に、10款４項４目図書館費につきまして説明させていただきます。 

  説明書の196ページから198ページをごらんください。 

  ２の事業、図書館管理費でございます。当初予算額は4,549万5,000円で、財源は一般財源

のほか、図書館視聴覚ホールの使用料でございます。図書館管理費は施設の維持管理のため

の経費で、経常的経費が主なものでございます。 

  次に、198ページ、199ページをごらんください。 

  ３の事業、図書館活動推進費でございます。予算額は2,833万円で、財源は一般財源のほ

か、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金でございます。図書館活動推進費は、主に図書館サー

ビス運営のための経費で、臨時職員賃金、図書費等が主なものでございます。なお、平成30

年度は図書費800万円の中に、利用が落ちたビデオテープをＤＶＤに買いかえるための費用

150万円を計上しております。 

  次に、10款５項保健体育費につきまして御説明いたします。 

  200ページから201ページをごらんください。 

  10款５項１目保健体育総務費のうち２の事業、社会体育振興費でございます。予算額は

981万9,000円で、財源は一般財源のほか、各種大会参加料や教室受講料等の諸収入でござい

ます。町民のスポーツ振興と体力の向上を目的としたもので、スポーツ推進委員の報酬や講

師謝礼金、体育協会やスポーツ少年団等への補助金が主なものでございます。 
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  次に、201ページ、202ページをごらんください。 

  ３の事業、体育施設・広場維持管理費でございます。予算額は738万2,000円で、財源は全

て一般財源でございます。各コミュニティ広場や高島グラウンド等の体育施設の維持管理を

目的としたもので、スポーツ広場等管理業務委託料やコミュニティ広場指定管理委託料が主

なものでございます。 

  次に、202ページから204ページをごらんください。 

  10款５項３目体育館運営費のうち２の事業、総合体育館運営費でございます。予算額は

3,156万円で、財源は一般財源のほか、使用料、ふるさとよしだ寄附金基金繰入金及び諸収

入、教育費雑入のスポーツ振興くじ助成金でございます。総合体育館の維持管理の経常経費

に加え、平成30年度は新たにトレーニング室管理運営業務委託料を計上するとともに、リニ

ューアルオープンに伴う記念式典や記念事業のための経費として、審判員謝礼金、特定消耗

品、食糧費、スポーツ指導保険料、会場設営等委託料を計上しております。このうちトレー

ニング室管理運営業務委託は、トレーニング機器の設置とトレーニング指導を行う専門職員

の配置に加え、トレーニング機器の管理を含む、トレーニング室の管理を委託するものでご

ざいます。また、18節の体育備品は、移動式バスケットゴール１対の購入費を計上しており

ます。 

  最後に、204ページをごらんください。 

  ３の事業、吉田町体育センター運営費でございます。予算額は171万7,000円で、財源は一

般財源のほか、吉田町体育センターの使用料でございます。吉田町体育センターの維持管理

を目的としたもので、経常的経費が主なものでございます。 

  以上が生涯学習課からの説明でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） これで、第20号議案の詳細説明を終わります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  御協力いただき、ありがとうございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午後 １時３８分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会６日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１４号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、第14号議案 平成29年度吉田町一般会計補正予算（第４

号）についてを議題とします。 

  これから第14号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入全体についての質疑を行い、引き続き、歳出は款別に区切って質疑を

行いたいと思います。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問にならないよう、

また、発言は簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御協

力を願います。 

  それでは、質疑はありますか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  教育費の国庫補助金について、御質問したいと思います。 

  ページは９ページになります。 

  今回、学校施設環境改善交付金9,109万2,000円の新たに内示を受けたということで、これ

が計上されているわけでございます。この国の補助金がついたということに関しては、今、

国のほうでも地方創生、また、地方もそれを受けて地方創生総合戦略というようなこともや

っているというふうに認識をしておりますけれども、この交付金に関しては安心して教育を

受けられる環境の整備ということで、吉田町では地方版の総合戦略の中でこういう項目があ

るんですが、今回トイレの改修に関してはもう盛り込まれていないというふうに私はこう理

解をしているわけでございますが、今回この国の補正の交付金がついたということの経緯と

いいますか、その理由について御説明をいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 
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  まず、このトイレの改修についてということでございますけれども、ＴＣＰ トリビンス 

プランの中に、子供の確かな学力を保証する環境づくりというものがございまして、そこの

快適な学習環境の整備の一環としてトイレ改修というものも挙げさせていただいております

ので、町としてしっかりとこのプランに基づいた施策を着実に実施していくという意味合い

も込めまして、今回、要求をさせていただいているところでございます。 

  また、国のほうで、今回補正予算のほうが決まりまして、先般内示というふうに申し上げ

ましたが、３月２日付で正式に交付決定があったところでございます。こちらにつきまして

は、今、議員がおっしゃられましたように教育の環境をしっかり整えるというような面と、

あとは防災面ということで、学校自体が災害があった場合には避難所となるものですから、

そういった意味で防災的な機能も強化するという意味合いも含めて、今回我々が申請を出さ

せていただいたものに対して、国のほうからそれを、申請自体をお認めいただいて、しっか

りやってほしいという意味合いを込めて交付決定という形でいただいたのかなというふうに

担当としては理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  今の御答弁を伺っていますと、もともと地方創生地域、吉田町まち・ひと・しごと創生総

合戦略の中には盛り込まれていなかったけれども、ＴＣＰ トリビンス プランの中での取り

組み等々で、国のほうがそれを認めて今回の補正対応ということになったということの理解

でよろしかったでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  そうですね、我々のこのやりたいという意図を御理解いただいて、申請を、我々も手続に

のっとってしているわけですけれども、それをお認めいただいたということだというふうに

理解をしております。 

  以上です。 

○１０番（大塚邦子君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  今と同じ説明書の14ページ、諸収入、３項高等学校奨学金返還金でちょっとお聞きしま

す。 

  先日の全体会議で、今、人数がどのぐらいいるかということと、単年度会計で終わらない

ことだと思いますので、多分、教育債を起債しましての貸付をして返金を今求めているとい

うことだと思うんですけれども、理事の御説明ですと今現在12名が貸付をしていまして、金

額総額がわからないということだったんですけれども、もし、変更等があれば、今お聞きし

ます。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 
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  高等学校等奨学金返還金いうところでございますけれども、全員協議会のほうでも申し上

げさせていただきました現在12名の方が貸与者としております。その全体の債権ということ

の御質問かと思いますけれども、今現在ということですが、291万4,000円というものが債権

としてございます。ただ、これはすぐ、何というんでしょうか、計画的に貸与者は返してい

るものですので、今、これをすぐ請求するというわけではなくて、貸与者自身が自分の支払

い能力に応じて毎月幾ら返還するということを決めながら、月ごとに返還をしていってもら

っているものですので、この291万4,000円が丸々イコールその未納の額ではないということ

は御理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  予算の中で70万8,000円が今年度返還になるということで予算を立てていて、補正額がこ

れ12万ということで、119億の補正合計に比べたら細かな数字になってしまうかもしれませ

んけれども、何らかの理由でこの12万円は返金というんですかね、返還になったという、も

し理由がわかれば教えてもらいたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 内容確認にとどまらず、質疑まで至るような形でね、質問を続けてく

ださい。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  返還に当たりましては、基本的には返還が始まるときにその貸与を受けている者が月当た

り幾ら支払いますというような返還計画を立てて返還をしてもらっているところでございま

すけれども、今年度につきましては、そのうち２名の方からその計画を前倒しして支払いま

すというようなことで支払いを受けておりますので、この補正分の増額分につきましては前

倒しの２名の分の額だというふうに御理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、歳出に入ります。 

  １款議会費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款総務費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 山内です。 

  25ページのところに、児童虐待防止事業費というものが出ています。206万1,000円の減額

になっています。これは本来なら、今、虐待に関して非常に世の中ぎくしゃくしています。

そして、実際に悲惨なことが起きていますね。その中で、お聞きしたら、臨時職員の方が２

名の予定の方が１名だということだったんですけれども、そのプロセスというか、その経過

というか、本来なら２名、３名の予定をしておいて２名とか、できるだけその関係する人に

影響がない形でやっていただきたいんですけれども、この２名から１名になった、どうして

１名しか確保できなかった理由というのがあれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  ただいまの家庭相談児童虐待防止事業費のうちの臨時職員賃金の減についてですが、こど

も未来課で雇用しております児童虐待対応のための家庭相談員についてでございます。御質

問の中にもございましたが、当初予算を組みましたときには児童虐待相談とか通報のケース

がふえているということで、それまでの１名の体制から２名に増員したいということで当初

予算をお認めいただいたものでございます。本年度に入りまして、家庭相談員にふさわし

く、しかるべき資格、あるいは経験を有する者の確保を目指しましたけれども、その確保が

果たせずに、残念ながら執行残を見込む予想となったために、今回、減額補正をすることに

なりました。 

  我々は、例えば、家庭相談員にふさわしい者として子供と接している保育士、保育士のＯ

Ｂとかであれば、子供とも接することができる、あるいは保護者対応も上手にできるのでは

ないかということで保育士のＯＢであるとか、社会福祉士の資格を持つ者であるとかという

方を対象に確保に努めたわけですけれども、ただいまの状況としては、どこも認定こども園

であるとか保育園の増設で保育士も奪い合いであるということ、それから、社会福祉全般に

かかる施設の増ということもありまして、社会福祉士についても引き合いが多いということ

で、残念ながら確保が果たせなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  事情はよくわかるし、ほかの他の項目よりも臨時職員の方がどうしても今言った理由でな

かなか入ってこないと、そういうこともあると思うんですけれども、今、最初、課長が言わ

れた情報がたくさん入ってくるとなるとそれに対して、できない情報ではなくてね、こうで

きないというか、この集められない情報ではなくて、じゃ、どうしたら集められるかという

ことをもうちょっとしっかり考えてね、やっていかないと。 

  恐らくその当事者の人たちというのは表に出さないような苦しさというか、持っているは

ずなんですね。それで、だからそういう意味でもぜひ確保していただきたいのと、それと、

きのうちょっと尋ねたところでは、やっぱり訪問が夜であるとか、当然時間的な、外に、時

間外というか、非常に、いわば危険な部分というか、暗い部分というか、そういうときにと

いうことになると、やっぱり人員だけはしっかり確保しておいて、そしてそれに、なかな

か、今回の、きのうですか、３日だか２日だか前の子供の虐待死もあったんだけれども、あ

あいうのというのはなかなかそう表に出したがらないじゃないですか、そういう意味では１
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人ではなくて、臨時でも何でもいいですから、そういう形でそのどうしてもふやしていく、

そしてそれを、大変な思いをしている人たちをいかにやっていくかというのは、また、相談

員の力と思うんですよね。 

  だから、そういう意味ではそういう力を発揮するためにも、これから、今から、考えてい

ることとかそういうもの、予算の中でも出てきますけれども、毎年毎年同じ金額が出てくる

んわけですね。そうではなくて、やっぱりどこかでしっかりとしたものを対応しなきゃいか

んと思うもんですから、そういう意味では、これから今、町が考えて、この結果をして反省

をしたものとか、これから考えねばならんとか、そういうものがありましたらお願いをした

いですけれども。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 議員の御質問の中にありましたように、相談の件数は年々

増えている状況にあります。例えば、28年度の相談者の件数、年に260人の方の相談があり

ましたけれども、ことし平成29年度は12月までで既に239件の相談をいただいていますの

で、このペースでいきますと年間で320人に及ぶのではないかと、前年比1.2倍のペースだと

思っております。 

  この中で、また従来どおり正規職員１人、それから臨時の家庭相談員１人という体制では

十分な対応ができないということで、実は当初予算の話に及んでしまいますが、当初予算の

中でももう一度２人分の予算をお願いして計上しているところでございます。 

  人材の確保については、先ほども言いましたように誰でもいいというわけではございませ

んで、やはり対応していただくにはそれなりの資格、あるいは経験というものが必要になっ

てまいりますけれども、その確保についてはこれから誠意対応していきたいと思っておりま

す。児童虐待の対応がおろそかにならないようにということは肝に銘じておりますので、御

理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 最後にします。 

  今、言われたとおり、件数を見ていると大変に世の中というか、これが多分、情報が表に

出てきやすくなったということもあると思うんですけれども、この件数でいくと、やっぱり

１人とか２人ではひょっとしたら足らなくなるかもしれない。そうすると、先ほど言ったみ

たいに３人でね、こういう部分ですから、そういう形でまた募集の仕方であるとか、そうい

う意思決定というか、そういうのぜひしていただきたいと思うんですよね。そうやって、守

っていくものを守っていかなあかんと、その辺でこれからの思いというか、これからのそう

いう施策の中にどうやって生かせていくのかということをちょっと、予定として組み込める

ものが、これから反省できるものがあったらまたちょっと、もしあればお願いしたいんです

けれども。 

○議長（藤田和寿君） 当初予定どおりの３名体制で来年もやるということで、それの意気込

みを言っていますが、それ以上にまだ御答弁を求めますか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  すみません、今ね、これからってなかなかこういう場では大変だと思うんですけれども、

予算にも反映されていないもんですからね、言ってもらわなきゃならないわけで。できれ
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ば、その２人のうち１人しかできなかったという結果を見たときに、やっぱりハードルを下

げても優先でもつけてもいいから、やっぱり３人での募集をしておいて２人とか、要するに

どうしたらそういう人を増やして、本当に困っている人たちをカバーできるか、そういうも

のの対策をぜひやっていただきたいということで、そういう質問させてもらいましたので。

もし回答もできれば、なくてもいいです。また、いつかそういう形で反映させていただけれ

ばと思いますので。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 一部繰り返しになりますけれども、人数がよければ誰でも

ということにはまいりません。本当にナイーブな対応になります。子供の心を傷つけないよ

うな聞き方も必要であります。保護者に対しても対応が本当にナイーブな対応となります。

やはり相応の経験を有する者でないとというのが、これまで対応してきた自分が思うところ

でありますので、その人材の確保についてはやはり保育士ＯＢとかを中心に確保してまいり

たいというふうに考えております。 

○６番（山内 均君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  32ページの水産基盤整備事業費の件について質疑をしたいと思います。 

  今回の補正で水産基盤整備事業費のうちの漁港改修ということで、これは毎年行われてい

る航路のしゅんせつだというふうに思っておりますけれども、ここが1,230万円の減額にな

っておりまして、当初の説明、初日の説明で国の補助金の額が決定したので事業量が決定し

たということでございましたけれども、これによって漁業の影響がないかということを心配

をしておりますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  今、議員御質問の32ページの漁港改修ということでありますが、1,230万、水産基盤整備

事業費の減額のことを言っておるかと思います。 

  この工事に関しましては、平成23年度からやっております６号岸壁の改修工事、航路護岸

に改修する工事ということでございまして、場所につきましては、今漁業活動で使っていな

いところではございます。ですが、こういった国の予算の状況、補助の状況等がありますの

で、こういったところも緊急度、優先度等を考慮しながら、あと、漁協のほうにも相談をさ
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せてもらいながら事業のほうを進めているところでございますので、この事業に関しまして

は漁業者にとっても問題はないということで判断しております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  私、ちょっと勘違いをしておりまして、岸壁の工事だということで理解はいたしました

が、そうしますと、こちらのほうについては影響はないということで理解はいたしたところ

でございますが、そうしますと、航路のしゅんせつに関しては、こちらのほうはどこの予算

になるのかあれですけれども、毎年行われている漁港内の航路のしゅんせつについては、こ

ちらは予算どおりで行われるということでよろしかったでしょうか。例えば、この４事業の

水産物供給基盤機能保全事業費、ここの漁港改修、これについても1,774万4,000円の減額に

なっておりますけれども、これもあわせてちょっと、少し説明をいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいまの水産物供給基盤機能保全事業、この事業につきましては平成27年度に機能保全

計画というものを策定をいたしました。50年の長期間のスパンで、どういうふうに漁港のほ

うを維持管理していくかという計画を立てたところでございまして、その計画に基づきまし

て今年度につきましては西側泊地の４号岸壁、この岸壁の矢板が腐食しているということも

判明しておりますので、その延命措置といいますか、改修工事を昨年度からやらせていただ

いておるところでございます。 

  御質問のしゅんせつにつきましても、この事業でやるということで計画をしておるところ

でございます。今の計画からで言いますと、平成31年度にしゅんせつのほうを計画をしてい

るということでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  大変ちょっと理解が悪かったわけですけれども、そうしますと最近シラス漁のほうも不漁

が続くということを聞いています。ここずっと港内のしゅんせつをやっておられたというこ

とで、それはもちろん漁業者のほうと、組合と相談しながらやっていたと思うんですけれど

もね、そうした漁業環境のことを心配するわけですけれども、こうして岸壁は影響がないと

いうことでね、これは国の予算の関係でその補助に応じて事業量を減らしていくということ

はやむなく理解をいたしますけれども、そうした漁業者のね、特にシラス漁を中心とした操

業に影響があっては困ると思うんですけれども、この補正で聞くのは何ですけれども、そう

しますと毎年やっていたしゅんせつというのは、本年度はやらないということで理解をして

よろしいですか。また、もしそうであれば漁業への影響というのが考えられるけれども、そ

の点についての町の見解もお聞きしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 新たな漁業のシラスの、漁業のほうは予算のほうでまた新たなことを

聞いていただくということで、あくまでも航路の完全のものが本年度目標どおりできたかと

いうことで御答弁いただければと思いますが。 

  産業課長、中山孝宏君。 
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○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この水産物供給基盤機能保全事業につきましては、27年度に策定いたしました機能保全計

画に基づきまして、29年度、それから今後につきましても計画的に実施していきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 課長、航路の確保は、今年度できたかどうかということを聞かれたみ

たいですが。 

  産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 申しわけありません。 

  航路の確保ということで、しゅんせつは今年度は実施しておらない状況でございますが、

そういったことも日々シラスの操業に影響がないように、確認等をしているところでござい

ます。実際、31年度にしゅんせつの計画をしているところでもございます。そういったこと

も考慮しまして、また、台風とかそういったところの影響もあるもんですから、緊急時とい

うことも想定は考えられますけれども、都度、漁業者等とその辺を確認していきながら事業

のほうを進めていきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○１０番（大塚邦子君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  34ページの観光費のところで、全協のときもお伺いしまして確認はさせていただきまし

た。設備費ということで、工事請負費が減額ということであります。このとき、全協でのお

話では補助金等が減額されたという話でありましたが、この財源の内訳というのを見ますと

工事費がほとんど一般財源ということになっているのかなと思うんですが、その補助金云々

はどのようなところから持ってこようというのがあって、それがなくなったという、ここで

はちょっと理解できないんですが、その点についてお答えをお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この観光振興費の関係でございますが、恐らくトイレの関係で全協のときも御質問があっ

たかと思います。こちらのほうにつきましては、市町村の振興協会の補助金を活用させてい

ただきまして、公共施設のユニバーサルデザイン化、それから、あとＬＥＤ等の省エネルギ

ー化というところで補助メニューがございます。そうした中で今回幾つか候補がございまし

て、当初予算でもこちらのほうを計上させていただいたわけなんですけれども、他にも施設

はございまして、今回こちらのほうを減額させていただいて、補助額を一応満額440万にな

るわけなんですが、これをほかの施設のほうに振り分けをさせていただいたものですから、

今回補助メニューから補助のここの部分が補助が該当というか、充当できないという判断を
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しまして、これは翌年度、来年度に計画変更させていただいたということで今回減額をさせ

ていただきまして、まだこの時点では一般財源という形になりますので、こちらの一般財源

ということで全額減額ということにさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） そこの優先順位だと思うんですが、この海岸のトイレ、小山城の資

料館のトイレというのはもう何年も前から我々も言っています、何とかならないかと。その

優先順位がどうつけられるかわからないんですが、これからにぎわいのある町づくりという

ことで進めていく中で、一番の、トイレというのはね、今非常に、高速道路にしても何にし

てもトイレはすごくきれいになっていますよね、どこも。そういう中で非常に優先順位とい

うのは高いなと私は思います。そういう中で今回、これは外してもっとほかのものに使った

というところでね、その辺がちょっと考え方がわからないというか、理解できないんです

が、その点についていかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  先ほど、財源の形を言わせていただきましたけれども、こちらの財源やはり有効、満額補

助をもらいながらやるということが、まず１つあります。そうした中で、当然優先順位の中

では緊急度であるとか、あとは経費的に今やった場合が一番安いであるとか、そして効率性

とか、効果性というのがございます。決して、この資料館のトイレの今お話が出ましたけれ

ども、こちらを優先度が低いというふうには判断はしておりませんで、ちょうどほかのとこ

ろの工事とあわせて、住民の利用、利便性に向上するというような判断でほかのところにち

ょっと回させていただいたというのがちょっとあったものですから、来年度にはこちらのほ

うを計画のほうにはさせていただいているものですから、今回の補正ではちょっと今回は優

先度としては外れてしまったということですが、決して低いというふうな判断はしておりま

せんので、その点だけは御了承いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 具体的に440万で実施した事業を紹介していただければ、余計理解し

やすいと思いますが。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 平成29年度にこの補助金を活用したところは、まず、このうちの

大半は北区自治会において、約半分を活用しております。それから、残りを今回、総合体育

館の工事にあわせまして、今回のその市町村の振興協会の補助を活用してトイレ改修のとこ

ろに一部充てさせていただいたものですから、そうしたことで、トイレの利便性、こちらが

ちょうど今工事を行っているところだったものですから、そこに今財源のほうを充てさせて

いただいたということになります。一応、この３カ所を予定させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 事業としてもやっているのに、それに、さらにその財源を充てて、

もっとほかのトイレ改修であるとかというのもする、そこちょっとわからないね。だった

ら、新しい事業としてもう最初に上がっていたんだから、そっちへ使ったほうがいいのか
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な、その利便性云々はわかりますよ。でも、じゃ、本当にどっちが使われるのかと言った

ら、小山城を一生懸命売りましょう、観光で頑張りましょうと言っている中で、ちょっと話

が違うのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  議員のおっしゃることもよくわかります。当然、私どもも計画をさせていただいている中

で、その中では、先ほども申し上げましたとおり、一つは効果的な事業執行というのがござ

います。逆に、新たにゼロからのスタートのところと、また、もう既に始まっていて補助対

象から外れているというところには充当させていただいて、より利便性を高めるということ

の中で、今回、総合体育館も含めて、総合体育館のところを充てさせていただいたというの

が財政のほうの判断でありますけれども、これ、安価で、なおかつそこが補助金自体も効果

的に使えるという判断でさせていただいております。確かにその計画というのが、当然、当

初は計画のところでさせていただいているわけですが。逆に、補助金も全て満額つくかとい

うのもございまして、これ申請に基づいて行われるものなものですから、そうした中で優先

度というところの中で今回そちらのほうが早くて、さらに工事的にも早いという判断もさせ

ていただいたところです。 

  先ほど、観光もこれからという話の中で、当然にぎわいの町づくりを進めていくものです

から、今回の当初予算にもそうした形をさせていただいているものですから、29年度には、

今回減額させていただきますが、来年度にはさせていただくということで御了承いただきた

いというふうに思います。 

  以上でございます。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  35ページをごらんいただきたいんですけれども、この中に、道路維持管理費の中の(3)吉

田町内道路舗装修繕事業費、これは説明のときにお聞きをしました。国庫の補助金が前段階

3,424万8,000円がマイナスになったと。それで、この場所はよく、あのときも確認をさせて

もらいました、東名から東へ行く道ですね。それで、この道というのが、多分あの自治会で

あるとか、あちこちでたくさんこう出ていると思うんですね、要望書として。そういう意味

でこう優先順位をつけてやっていただいたとは思うんですけれども。 

  現実的には、毎年こう金額が上がりながら部分的な改修はやってくれているんですね。と

ころが、部分的なものですからね、どうしてもあそこは大型がたくさん通ると。特にトレー

ラーが通ったときには、あの周りの人たちからの、橋の、川の道路を横断している溝という

のは全体的に下がりませんので、回りの、どうしても差がついてくると。そうするとその辺

でね、確かにこの国庫補助金が少なくなったことによって、できるものがセーブされている
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とは思うんですけれども、実際には、これはあれですか、もう補助金というか、ここまで言

っていいかどうか、そういう優先順位の中で今回は多分、西ではなくずっと東のほうの一部

をやってもらったということでいいんですか。 

  言いたいことは、できればやっていただきたいと、要望に対してね。毎年出ていると思い

ますので。その辺はこの国庫の補助金がなくなったからできないよという簡単な回答ではな

くて、何かそこにはほかには、もし、あるんでしょうか。何かありましたら、その優先順位

を含めて回答していただきたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） まず、山内議員の御質問の中の修繕というところの捉え方から、

ちょっとお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、簡単にこう穴を埋めるだと

か、段差の解消をするというのも修繕でございますし、今回のこの舗装の修繕というのはあ

る一定の延長を道路の半断面ですとか、全断面を打ちかえているというものでございます。

これはどういう優先順位、どういうふうに位置を決めているのかというところですけれど

も、これは路面性状調査といいまして、吉田町の道路のところを調査を行っていまして、そ

の中でも悪いところといいところとこうふるい分けをしている中で、継続的に東名大井川

線、吉田インターから東へ向かっていく道路についてはエントリーをしている路線でありま

して、今回補助金の減額によりまして延長は短くなりましたけれども、計画的に進めている

ものでございますし、それには路面性状調査だけではなくて、地元の要望も含めて検討して

まいりますし、状況がすぐに変化するということもありますので、そういうことも含めて路

面性状調査、地元の要望、現地パトロール、そういうことで優先順位を決めているものでご

ざいます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、質問した理由というのはね、例えば、下水道なんかやったときにはもういや応なしに

全部きれいにするじゃないですか、道路に大きなお金かけてね。そのときにいろんな人から

毎年毎年こう上がってくるものに関して、そうして、特にこれから吉田インターの周りをと

いうことになってくるとね、やっぱりそういう意味でこの何か方法を考えていただけること

ができなかったのかということです。 

  それから、これからこの先というかこの予定された金額というのは大体インターから太田

川幹線までの距離だと思うんですけれども、その中で実際にやってくれたのはわずかなもの

ですからね、どうしても周りからいろんな要望がまた出るわけですね。そういう意味で、何

かそういういい方法がもしあればやっていただきたいと。そして、吉田インターがこれか

ら、また30年度に上がっていますけれども、そういう意味を含めてこれからのこの道路の改

修に関してのこの国庫補助金だけではなくて、できるだけそういう優先順位の中でやってい

ただきたいなというのが私の本音なんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 国の補助金以外の単費でも実施してほしいという御意見ですよね。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 山内議員の御質問の中の補助金というお話がございましたけれど

も、もともと数年前までは単費事業だけで舗装修繕を行っていました。そこに国庫補助事業

というものを適用して、修繕を今行っているという状況にございます。その中でやりたいと
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ころはありますので、予算の補助金の確保に鋭意努力するとともに、単費においては、単費

でも舗装修繕ということの中で毎年つけていただいている金額がございますので、それと一

緒に舗装修繕を行っていきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） わかりました。要望になっちゃうんですけれども、なかなか周りから

非常に自分のところに、道路の状況で聞こえてくるものがあるわけですね、あちこちね。た

だ、その中でやっぱり優先順位をつけなくちゃですね、ぜひ、そのできる方向で、何ができ

るか考えながらやっていただきたいと、そのような形で思いますので、また、ぜひ前へ進ん

でいただける方法を考えていただければなと思いますけれども。 

○議長（藤田和寿君） 答弁はよろしいですか。 

○６番（山内 均君） もし、あったら。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 建設課長から、路面性状をどうしていくかということについては概略

の話をさせていただいたわけでございますが、町としても、とにかく財源がなければ事業が

できないというところが、何とか財源を確保しながら、どう進めていくかとこういうことを

常々思っているわけでございまして、その中で路面性状調査を行いながら国庫補助にのっけ

ていくというような、そういう取り組みをしながら、国庫補助を対象にしながら事業を進め

るとこういう方法をとっているわけでございます。 

  これ以外の方法も可能性としてはないわけではないかとは思いますが、今のところは国庫

補助メニューとしてそれがございますので、それを最優先に今回はしていったと。あくまで

も補正予算ですので、その補正予算についてはその結果であるというふうに受けとめていた

だきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、確かにそのとおりだと、よくわかりますよ。それは先ほど言った

のはさっき下水の例を出したけれども、実際にはそういう形でつけること、やることはでき

ますよね。税ってそういうもんじゃないですか。みんな、やっぱり期待をしてやっていく、

そのお願いをするわけでしょう。だから、その辺でぜひ優先順位をつけながら、今言った最

大限に利用しながら、いろんなものを利用してやっていただきたいと、最終的にはそうやっ

ていただきたいということなんです。何ができるかを考えていただきたいということをお願

いをしたいということです。 

○議長（藤田和寿君） 先ほど、理事から御答弁あったとおり補正でありますので、当初予算

のほうでしっかりと形でやっていただければと思いますが。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 山内議員のおっしゃることもよくわかりますし、我々としては路面性

状調査をしているのは国庫補助メニューがあるということもございますが、その調査によっ

て優先度もつけていけるとこういうこともございまして、その優先度に沿って予算化をして

国庫補助申請をしているとこういうところですので、今回できなかったところについては優

先度は高いけれども補助採択を受けられなかったというところでございますので、こうした
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状況が長く続くようであれば当然性能としてもさらに落ちてまいりますので、それについて

はしっかりと対応していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  36ページですけれども、22の道路整備関連補償費の126万円が減額というのは、くい打ち

工事が、橋梁の下部の工事が、くいの業者が忙しくてということで、おくれているというこ

とでこれ減額と伺ったんですけれども、こういった場合、これによって全体的な工事の流れ

といいますか、そういうものもかなり変わってきておくれてくるということがあるんですけ

れども、そういった場合はこういうちゃんと契約してやっているものに対してペナルティー

的なものが、もしあるかどうか、ちょっとお伺いしますけども。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） すみません、八木議員のペナルティーの前に、この22節の関連補

償費のところをおっしゃっていたので、これにつきましては、くい打ち業者の工事の関係

は、それは多少はありますけれども、この22節の補償費というのは電柱移転ですとか、物件

移転の補償費が減額になっているということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） そうしましたら、企業活動維持支援事業区域基盤整備事業費の減額で

すよね。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 自分がメモした場所を間違えたかもしれませんが、じゃ、改めてくい

打ちの減額がどこのものであって、それについては、今、質問をちょっとお伺いしますけれ

ども。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 言い足し、大変申しわけありません。 

  特に、くい打ちのところで影響が出てくるのが、その22の２つ上に15道路改良というとこ

ろが5,805万9,000円の減というところがあると思いますが、そこに係ってくるものでござい

ます。 

  ペナルティーのお話ですけれども、全協のときにもお話をさせていただいたように、設計

時には適正な工期、適正な価格によって発注をかけていまして、その後の社会情勢、建設需

要の関係でくい打ち業者が遠くのいろんなところに行ってしまっていて、乗り込みがちょっ

とおくれたというところについては不測の事態ですので、今回はペナルティーはありませ

ん。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  例えば、ほかのことでもいろんなその工事の流れなんか変わったりすると思いますが、そ

の都度、その理由をちゃんと町の担当のほうで確認して、今言われた不測の事態ということ

になれば、それはそれで仕方ないと。それ以外に、その会社が個人的な、例えばその理由と

かそういうものがあって、ちゃんとしたこの判断のもと、これはいけないなというものはち

ゃんとペナルティーをつけるという解釈でよろしいですか。 
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○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） そこのいきさつのところをはしょって説明したもんですから、す

みません。今言ったように調査というか、解析はなぜそうなったかということは知っていま

す。報告書も上がってきています。端的に言うと、どちらが悪いのかというようなところを

判断するということを作業していますので、その辺は間違いなく解析をしていますので御理

解いただきたいと思います。 

○９番（八木 栄君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほかに、いかがですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、９款消防費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  40ページの地震対策費の中の19の事業、コミュニティー助成交付金ということで、説明の

中では宝くじとかそういうののあれが自治会から申請されたものが不採択でしたというよう

な説明がありました。ということは、自治会は何かしらのものをやりたいといってこれを申

請してきたというのが、多分あると思います。じゃ、これ、なくなりましたということで、

じゃ、自治会にはどのようなフォローというのかね、たまたま当たらなかったよ、ごめんね

で済んじゃうのか、いや、これを当てにして何かしら事業をやりたいと思っていたとした

ら、やっぱり困ると思うんですよ。そこのフォローというのはどのようにお考えでしょう

か。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  まず、コミュニティー助成の採択が不採択になったというところにつきましては、４月の

時点でもうそういった通知が来ておりまして、去年の申請でございます、29年度分は。その

分につきまして不採択という通知がございましたので、それぞれの自主防災会のほうにお話

を申し上げたというところでございます。その後、また新たな年度のコミュニティー助成を

利用した設備の申請につきましても、説明会を開く中で、今回は、29年度は不採択でありま

したけれども、また新たな申請もございますので、こちらのほうでというようなところでも

御説明を申し上げてきたというところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  ということは、別にこのお金はあってもなくてもいいよというもんじゃないよね、その自

主防災会にとって。だから、そこをどのように御理解してもらっているのか。だから、説明

はわかると思いますよ、そこをお聞きしているんですが。だから、どうしても必要なお金じ

ゃなかった、その自主防災会に必要なお金じゃなかった、たまたま当たれば、これに使える

からいいねという程度のものだったのかということで、お伺いしております。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 
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○防災課長兼防災監（大石剛久君） 自主防災会にこう配備するこういった設備につきまして

は、一つの手法としてこのコミュニティーの助成事業もあるという中で、こちらにつきまし

てはあくまでも、うちのほうで採択できるものではなくて、申請を上げてのところになると

いうところで御理解をいただきたいと思いますけれども。それ以外に、自主防の設備につき

ましては、県の地震対策交付金の中でもメニューがございまして、そちらのほうも利用しな

がらというようなところもございますが、今回のこのコミュニティー助成につきましては、

議員言うように要らないというものではなくて、やはり必要なものでありますので、申請を

してきていただいて、私どものほうもこうしたことを県、それから宝くじの基金のほうにも

優先順位を決めて、必要なものという中で申請をさせていただいているというところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  これ、わかります、内容というか、このコミュニティー補助金というのは。だから、この

200万当たらなかったから、不採択になっちゃったから、その分は町としてはどのようなフ

ォローというのかね、その分、何か欲しかったから申請して、それが不採択になっちゃった

んだから、じゃ、それをどうフォローしたんですかということでお伺いしているんですよ。

これ自体はわかります。そこのところをお願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） このコミュニティー助成につきましては、自治会、それから防災会に

もどういう制度であるかということは毎年説明をして、その上で申請をしていただいている

と、こういうものでございます。したがって、どうしても早急に必要とすると、こういうも

のについてはこのメニューは余り活用されていないというふうに認識をしておりまして、こ

こで不採択になったんで町で単費でも何かやってくれというような、そういうメニューまで

はまだ、このコミュニティー助成の対象には皆さんしていただいていないというような、そ

ういう実情でございます。どうしても早急に必要とするものであれば、それなりの御要望を

お受けするというような体制は整っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、10款教育費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  教育振興事業費の小・中学校のトイレの改修について伺いたいと思います。 

  これまで中央小学校について改修済みということで、これまでの古いのから大変よくなっ

たという話を聞いていますし、今現在まだ改修が済んでいない小・中学校については、１つ

にはにおいが、要するに臭いという、これを何とかしてほしいという意見がたくさんありま
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した。もう一つは、やっぱり狭いという声もありました。今度の改修に当たって、こうした

生徒あるいは保護者から私が聞いたこういうにおいの問題、それから狭いという問題、これ

が今回の改修の設計の中でどういうふうに解消をされているのか、その辺について伺いたい

と思いますが。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  まず、議員御質問のにおいについてでございますけれども、今まではいわゆる湿式のタイ

ル張りのトイレでございまして、それを今回の改修によって乾式というものにかえていきた

いと思っております。このことによってにおいは劇的に変わるのではないかというふうに、

事務局としては考えております。 

  続きまして、狭いというところですけれども、今回トイレの工事に伴って延べ床面積が広

がるわけではございません。なので、現在の延べ床面積の中でトイレの配置であるとか、そ

ういったところは考えられるわけですけれども、なので、今回の改修によってその広さが劇

的にこう広くなるということはございませんので、基本的には今ある延べ床面積の中での改

修ということになりますので、広さについてはさほど変わらないのではないかと思っており

ますが、ただ一方で基本的にトイレの特に大便器のほうは、基本的にはということをつけ加

えさせていただきますけれども、扉を内開きの扉にしようというふうなことで基本的に考え

ております。ですので、トイレを内に開きますので、そのトイレの扉の幅分のスペースが便

器からその扉までは確保できるというようなことで考えております。ただ、それを全てに適

用してしまいますと今度は通路側のほうが狭くなるというようなことがございますので、通

路側が一定の幅を確保できるトイレのところに関しましては基本的には内開き、万が一、通

路側は全て内開きにしてしまった場合に通路が確保できないということであれば、やむなく

外開きのトイレもということで、現在、詳細を調整しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） においの問題は乾式ということで、これは中・小学校がそういう形で

改修されているというふうな、私の耳には入っていますけれども。狭さの問題ですね、これ

までのトイレの面積は、床面積は変わらない、それから、個数も、前回のときにお聞きしま

したが、変わらないという話ですから、要するにその大きいほうの部屋の面積を少しこの通

路側に出すとか、そうした工夫が必要かと思うんですけれども、今、ドアの問題も含めて、

それでその狭いという感じが解消されているのかどうかですね、例えば、個数の関係も含め

てもう少し具体的にその辺の解消がされるかどうか、お聞きしたいと思いますが。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  まず、前提といたしまして、先ほど議員、個数は変わらないというふうにおっしゃったか

と思いますけれども、全く変わらないわけではございません。基本的には現状の個数を維持

しつつということにはなりますけれども、さまざまなトイレの配置の中で個数自体も若干の

変更はございます。そういった中で、トイレの広さですけれども、個人の感覚によるところ

も大きいのかなと思いますので、どのぐらいの広さが適正なのか、どれぐらいの広さがあれ

ば狭いと感じないのかどうかというところは、なかなかどのぐらいあればいいということを
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お示しすることが難しいわけですけれども、先ほどの繰り返しになりますが、そういった中

でも内開きを基本としつつ、通路側が確保できない場合には外開きというようなところで、

決められた範囲の中で快適なトイレの環境というものを考えてまいりたいというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） いろいろ工夫をされているというふうには思います。小学生の場合、

１年生から６年生だと体の体型も大分違うわけですので、それぞれの感じ方によって広さが

いろいろ違うとは思います。その点について、学校の関係者やあるいは子供たちに聞くのは

どうかなと、その辺もあるわけですけれども、そうした学校内でそうした広さの問題、配置

の問題について議論はされたんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  議員御指摘のとおり、最終的に使い勝手というものは、学校のほうが我々事務局よりも経

験値があろうかと思いますので、そのトイレの配置、広さということに関しては各学校と相

談の上決めていっているところでございます。 

  以上です。 

○５番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今のところで、２つお聞きします。 

  １つは、洋式にするときにシャワートイレを使っていないと聞いています。その理由は何

かあるんですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  シャワートイレというのはウォシュレットのことでよろしいと理解させていただいて、回

答させていただきます。 

  まず、全てトイレをウォシュレットということにしますと電気代の問題がございまして、

キュービクル自体を変えないと全ての便器をウォシュレットにすることができないというこ

とで、工事費がかなり大きな額となります。ということで、全ての便器についてウォシュレ

ットにするということは、現在のところは考えておりませんけれども、そのキュービクルを

変更しない範囲の中で可能な限りウォシュレットを、特に職員トイレ、こちらはウォシュレ

ットでいってもいいのかなというふうに考えているところです。 

  また、もう一つ、ウォシュレットにしない理由といたしましては衛生面の問題がございま

す。子供たちがそのウォシュレットのところまで掃除をするというところが、恐らく難しい

のではないかということから、衛生面のことも考えて、またそのキュービクル、電気代のこ

とも考えて、そのように現在考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 実際、今、掃除の話が出ましたよね、今、技術的にものすごい開発を

されていて、そんな心配をしなくたっていいんですよ、技術的に、そういうものがいるもん

ですから。できればね、今の子供たちってもうみんなウォシュレットを使っているんですか

ら、実際にそれが汚れとかね、そういうのになる可能性があるもので、ちょっと一つ理由を

聞きました。 

  それともう一つ、今、話を聞いていて、ドアの開き方の問題を言っていましたね、あの

ね、内開きにすると有事があったときに子供がもし、その扉に寄りかかったときに開けない

んですよ。それは考慮してくださいね。これは我々の設計の中では、第一段階に、一番最初

に設計をすることなんです。一つの方法としてはドア自体が外れるやつがありますから、そ

ういうやつがあったときに中で子供が何かあったときにはということで、ぜひその辺も含め

て再検討できるのであればやっていただきたいということですので。その辺はどういうふう

な形で生かすことができるか、また、ちょっと返答があればお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  学校との相談の中では、逆に、その内開きのトイレですと基本的にはトイレが入っていな

い場合にはあいたままになります。なので、トイレに子供が入っているのかどうかというこ

とが一目でわかるということであるとか、こもっているのかどうかというのがわかるという

ことで、内開きに対しては学校としてそれほど抵抗がないということで聞いておりますの

で、基本的にはそのように考えておりますけれども、また、議員の御指摘もございましたの

で相談をしてみようかと思いますが、現在のところはそのように考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 山内議員、内開きだとどうして危ないかということを言っていただか

ないとわからないと思うんですが。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） さっき言ったんですけれども、有事のときです。子供たちが中で内側

で、いや、笑っていますけれども、現実に起きますよ、中でやって子供たちが何かの拍子に

気を失ったり、いますよね、そうなったりして、ドアの内側に入ったときにドアってあかな

いんです、どんなことをしても。うちで、もし、あったらやってみてください。そういう意

味で、もし考慮するんであれば、できるだけ外開き、基本的には外開き。それ、今、開いて

いると言いましたけれども、それは閉めておけばいいわけだから、それはできない。ただ、

通路の問題もありますからね。それじゃ、その中で、今、多分、瞬間的に私が考えたのは、

便器を縦方向に入れることだけを考えていますよね、斜めにしたらいいじゃないですか。ド

アに当たらない程度に斜めにもできるんですから。現実にいっぱいやっています、世の中

に。そういうものを考慮しながら、ぜひその一番使いやすい方法とそれと一番経済的な、合

理的な方法を考えていただければと思うんですけれども、また、ぜひ、その辺はこれから自

彊小学校、住吉小学校、吉田中学校、やる中で、ぜひ、その辺を考えていただきたい。その

ように思いますので、またそれも設計の中に考慮していただくことができればと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 
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  内開きですとあかないということなんでしょうか。寄りかかるとあかない、逆にというこ

となんですね。また、教えていただければと思いますけれども、基本的には、先ほど申し上

げたとおり、基本的には学校の使い勝手のよさ、または、今回防災面、健康面、衛生面、そ

ういった形からトイレの改修をしてまいっておりますので、そういった面からもしっかりそ

の機能が果たせるようにということで考えてまいりたいというにも思っております。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ちょっと、意識通じていないもんでやりますね。 

○議長（藤田和寿君） わかりやすく質問してください。 

○６番（山内 均君） 現実にやります。いいですか。使っていいですか。 

○議長（藤田和寿君） どうぞ。 

○６番（山内 均君） ここにこうドアがあるとします。ありますよね、トイレがありますよ

ね。今、ここのトイレは横にありますよね。縦にいったときに、子供がてんかんとか病気と

かで瞬間的に中に落ちたと、ドアと便器の間に落ちたとしたときに、そのドアってあかない

です、どんなことをしてもあかない、絶対あきません。そういう意味で、我々の設計の中に

出るわけです、そういうのがね。それを考慮していただきたいということです。その、じ

ゃ、どうするかというと、例えば、斜めにしたときにあいたスペースが、ドアの部分ができ

るんですね。それも一つの方法としては、解決方法としてあるんですね。だから、ぜひ、そ

の辺もちょっとそのドアの怖さは十分我々はわかっていますけれども、今、ドア、聞いてい

た段階では内開きと外開きのリスクとそれがちょっとわかっているのか、ずれていますよ

ね。私とはずれていますので、その辺も理解をして、ぜひ、やっていただきたい。そうすれ

ば、安全で快適なものが求めるわけですから、それと子供たちが、今もう、みんなウォシュ

レットしか使いませんので、ウォシュレット機能そのものが一個一個にありますので、それ

はそんなにその心配をしなくてもいいじゃないかと思いますけれども、その辺も含めてお願

いします。それ以上はないです。 

○議長（藤田和寿君） 答弁はよろしいですか。 

○６番（山内 均君） いいです。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 質問にちょっとあれですけれども、今、トイレのドアの話が出たもん

ですから、結局、物理的に和風便器の場合はスリッパみたいなもんだもんで、中にドアがあ

いても当たるところがなくてスムーズにあきますよね。洋風便器だと大きいもんで、ドアが

当たっちゃって、中にはあきません。それであけるようにするとなるとその便器プラスその

ドアの部分でもう60センチぐらい必要になっちゃうんで、一つの個室が大きくなっちゃうん

で、どこ見てもらってもわかると思いますが、普通、和風は中に開きますけれども、洋風は

中へ開くのはまずないと、山内さんが言ってくれたのは確かに大切なことですけれども、だ

から、その辺もね、これからちゃんとやるもんですから、その辺もちゃんとね、何というか

な、そういうこともした上で、確認した上でちゃんとこの工事のほうというんですかね、設

計から工事のほうをお願いしたいなということで、質問だかわかりませんけれどもね。そう

いうことですので、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 答弁を。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 
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○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  ありがとうございます。繰り返しで申しわけありませんですけれども、トイレの改修の目

的は衛生面、健康面、防災面ということでありますので、今、議員のおっしゃっていただい

たことも、そのうちの防災面、そういった危機管理的な話もあろうかと思いますんで、そう

いったこともしっかり踏まえて考えてまいりたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  私は、この教育振興事業費の中の施設改修のことについてお聞きしたいと思うんですが、

先ほど歳入のところで、今回のトイレ改修の関係で国の補正対応ということで9,109万2,000

円の決定を受けたということで、これは新しいメニューということで伺いました。これにつ

いては国のほうでＴＣＰ トリビンス プランの期待がされて、それが評価されたということ

の補正対応だというふうに、私は答弁を聞いて思ったんですけれども。 

  あわせましてね、今回のこの財源ですけれども、先ほど、塚本理事のほうが「財源がなけ

れば事業ができない」ということの紹介がありました。そういう意味では、この地方債の２

億4,790万円、今回これが出ているわけでして、今回、早期議決をする理由につきまして

も、補正予算債を使うということの御説明でした。これに関しましては大変有利な補正予算

債だなというふうに受け取っております。こうしたものは75％が交付税措置されるというこ

とでございますと、25％が町の負担となると、本当に町の財政にとっては、大変、負担なく

して今回の２つの小学校と中学校のトイレ改修ができるということでね、大変な、いい条件

だなと思うわけですけれども、どうして今回こういうことが実現したのかというところで、

国庫の補助金についてはトリビンス プランの評価、あわせてこの補正予算債を使えるとい

うことについてはね、どのような経過でこういうことができたのかということの、ちょっと

御説明をいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいまの補正予算債のお話がございましたので、こちらのほう、企画のほうから答弁を

させていただきます。 

  まず、先ほど、ちょっと充当のもう一度確認をさせていただきます。まず、補正予算債に

つきましては、起債に対して充当率が100％、それから交付税措置が50％ということになり

ます。これが通常であれば、充当率が75％の交付税の措置率が30％というのがありますが、

補正予算債のほうがですね、今回の補正予算債の形はそのような形になりますので。それか

ら、今回この補正予算債は、先ほど、国の、何ですかね、事業が認められたからということ

をおっしゃいましたが、全くその関連がそういうわけではないですけれども、全く関係がな

いというわけじゃないですけれども、今回のこの補正予算債というのはやはり全ての事業に

使えるわけではなくて、今回この国の補正予算にのっかる事業という中でこの補正予算債が

活用できるということになりますので、一応こういった補正予算債の中の事業費ということ

で認められたということで、こちらの補正予算債を使えるということになりますので、一応

御説明をさせていただきます。 

  以上でございます。 
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○議長（藤田和寿君） 議員の質問はこの補正予算債の受けるためにはそれ相応の努力をした

結果で、今回こういうことになったんじゃないかと、そういったところを聞いたみたいです

が。 

  町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） お言葉ですけれども、全く違いますから。 

○議長（藤田和寿君） そうですか。 

○町長（田村典彦君） 補正予算がとれれば、補正予算債がつきます。 

○議長（藤田和寿君） 大塚議員、どうですか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  私がちょっと数字的なことを全協で聞いたのにもかかわらず、ちょっと今、間違えてしま

って申しわけなかったんですけれども、100％がこの補正予算債の対象になるということ

で、これも大変有利な条件だというふうに思います。 

  今回このトイレ改修に、ここ、大変その３億3,400万円のトイレ改修をしようということ

は、普通単年度ではなかなか、町の財政負担を考えるとできないというふうにこれは誰もが

わかることなんですけれども、そういう中で２億4,000万円のその補正予算債を使うという

ことについては、今、町長が答弁されて、補正予算が成立すればその補正予算債が通るんだ

よということを簡潔におっしゃっていただいたんですけれども、一方で、やはり、企画課長

が言われたように国の補助、その補正予算のメニューといいますか、その考え方に合致した

ところがあればうまくこの補正予算債に乗れるよというふうに、私はそのほうが理解が、納

得がいくんですけれどもね。本当にこの補正予算債をこう計上するということは、なかなか

ほかの市町ではないというふうに私は思うんですけれども、その辺どうしてこういうことが

実現したのかという素朴な疑問なんです。まず、ここの疑問を解くことによって次に進みた

いと思いますので、わかりやすくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  まず、今回の国の補正予算第１号ですが、目的が、今、議員は学校の環境改善ということ

でお話しいただきましたけれども、第１は防災対策です。災害対策のメニューを活用して、

非常時にはその防災対策を、通常時にはその学校環境の整備という、この二重の目的を達成

する方法として、こちらの今回補正予算にエントリーをさせていただいて、それが通ったと

いうことになります。ですので、一挙両得という言い方はおかしいですけれども、ただ、そ

の災害だけでというのではなくて、災害と学校改善あわせて今回のこの補正予算のほうの申

請というか、その事業のメニューの申請を行いまして、今回、国の補正予算に認められて内

示を受けたということで、それに対してこの補正予算債が今度、逆に、国の補正予算にのっ

ているものですから、こちらの補正予算債が活用できるという、そのような流れになるかと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 理解をすることができました。 
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  それで、そうしますと先ほど同僚議員のほうからも質疑があったんですけれども、やはり

教育環境の改善というよりは災害対策というところの国のその補正の条件に合ったというふ

うに理解をしたわけですけれども。そうしますとこのやはり３億3,400万円、これの改修に

当たってはその防災面のところでも十分な、何ていうんでしょう、検査といいますかね、国

におけるチェックもあるのではないかと思いますけれども、その点は、何ていうんでしょう

ね、これからこの事業を、予算をとれた、そのあとの事業の進め方については、繰り返しに

なりますけれども、教育委員会のほう、あるいは学校の現場のほうと財政当局のほうとの調

整というか、すり合わせといいますか、その連携というのはやっていくということで考えを

伺いたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ちょっと、質問がよくわからないと思います。もう一度お願いしま

す、具体的に。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。大変わかりにくくて申しわけありませんでした。 

  国の補助金もいただき、一方でその補正予算債もいただくということに関すると、なかな

か条件というものが課せられると思うんですけれども、その条件に関しては教育委員会、学

校現場、そして町長部局のほうとの調整というのも当然、報・連・相でやっているというこ

とでよろしいですかと、その辺はどうなっていますかという質問ですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（藤田和寿君） 起債目的に合うような形での事業執行を資するための調整をしっかり

やるかということですか。どうでしょう、その辺は。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 的確な答えになるかどうか、よくわかりませんが、御質問の意味を理

解しているかどうかがちょっと不安なんですが。 

  まず、補正予算債がどういうものかというところから、ちょっと戻らせていただきます

と、町長が申し上げたとおりです。国の補正予算のメニューにのって国庫補助事業として採

択を受ければ、補正予算債が使えます。ですから、それにのらない限りは補正予算債という

のは使えません。 

  今回は、この防災面もあるんですが、学校の環境改善というのが主です。防災もありま

す。防災の観点も含めて、そういう学校の、それを含めた環境改善という事業を進めようと

いうふうにしておりまして、それで国の採択を受けたと。したがって、今後、補正予算債を

受けるべく申請をしていくと、こういうことになりますので。 

  まだ補正予算債は認められたという状況にあるわけではなくて、国庫補助採択を受けたん

で、補助事業になったんで、補正予算債を使えるだけの条件をクリアしたというところにあ

るんで、すぐに補正予算債の申請をさせてもらいたいということで、早期議決をお願いをし

たわけでございます。 

  そういう補正予算債にのっかれるから事業の組み立てをどうしていくかとかいうことじゃ

なくて、あくまでも補正予算債は財源措置の一つです。このトイレ改修事業ということを進

めますということを国へ申請をしておりますので、そのとおりに進めていきますし、学校現

場ともそういう中で調整を進めておりますので、その事業の計画どおりに進めさせていただ
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くとこういうことで、何ら不安は抱いていない状況でございますが、一応答弁になっており

ますでしょうか。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） ありがとうございました。 

  企画課長の答弁、ちょっと理解が、勘違いしていたら御指摘いただきたいんですけれど

も、私は先ほどまではね、防災面のメニューにのっかったというふうに聞いていましたが、

ただいまの塚本理事の答弁だと、いや、教育環境の改善がメインだよというような理解をし

たわけですけれども、そこはちょっとどちらでもいいと言えば、いいんですけれどもね、何

ていうんでしょう、私の理解によりますと、国庫補助入りましたよね、それはトリビンス 

プランで9,100万円、これはＴＣＰ トリビンス プランの一定の国の期待といいますかね、

評価でそれは認められた、これは決定したというふうに聞きました。それだけでできないの

で地方債を組んだところ、その補正予算債があるよということでこれから申請しますと。

今、理事の答弁は大丈夫だからというふうに言われたんですけれども、これは、もしです

よ、この補正予算債が使えなかった場合はどうなってしまうんだろうと不安があるわけです

が、そういう点もありましてね。 

  質問をはっきりさせますけれども、要は、防災面、それから教育環境面、それからその面

においてはその、何ていうんでしょう、しっかりと補正予算債が獲得できるような、これか

ら道筋の予定でいくということでよろしいですか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 要は非常に簡単なことなんですけれども、要は補正予算が組み立てら

れると、大体、補正予算の額がわかります。今回のものは学校施設環境改善交付金、単純な

話では220億です。その中に単純なことをいって、うちの町がいわばお願いしてついたと。 

  皆さん御承知かもしれませんけれども、平成25年１月の大型補正予算でたくさんうちの

町、もらいましたよね、防災安全交付金、それから元気臨時交付金。基本的に防災安全交付

金というのは補正予算ですよ。補正予算でもらったから、単純な話、補正予算債ができるわ

けで、大きな仕事ができるわけですよ。 

  要は、何か仕事をやりたければ、簡単なことを申し上げれば当初予算でいくか、補正予算

でいくか、補正予算でいったほうが、今言ったような非常に有利な財源措置ができるわけで

すからそっちを狙うと。ただ、補正予算を狙うのは非常に難しいとそれだけのことです。 

○１０番（大塚邦子君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがですか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 44ページの体育館運営費の中でのマイナス5,509万1,000円、これ入札

差金と説明を受けたんですけれども、これ、入札差金があって、先ほどね、違うところのさ

っきの話ですけれども、440万があって、それで順位をつけて、その何ですか、観光のほう

のトイレのほうの事業ができなかったと、こっちの体育館のトイレのほうにそっちのお金が

入ってきてて、これ入札差金が出ているもんで、その辺でちょっと、こんなに入札差金が出

ているのならその中のお金でそれができるんではないかなというふうにも考えるんだけど、
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そうじゃない何かがあるんだかなというふうには思う、その辺をちょっと理解できるように

教えてください。 

○議長（藤田和寿君） さっきのは財源ですよ。今回のは財源ではないですけれども、いいで

すか。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  先ほど商工の関係でお話ありましたけれども、この事業は10分の10事業になります。です

ので、この差金とかではなくて、やはり、差金というかですね、最少の経費で最大の効果を

挙げるというのがまず一つありますので、その関係でそのトイレのその体育館のところをそ

の10分の10事業として行ったということになりますので、そこの工事費とは別の、いわゆる

補助ではないところをトイレの改修等を行っていますので、事業立てが、体育館という建物

の中の一つになるかとは思いますけれども、事業としては10分の10事業となりますので、そ

のトイレの改修のみを行ったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ちょっと、なかなか理解しがたいもので、もう少しわかりやすく教え

ていただけませんか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 44ページの総合体育館運営費の中の減額、工事請負費の5,590万1,000

円を減額をしたということで、この主たる理由は請負比率による入札差金だというような御

説明をさせていただいた中での御質問だったというふうに受けとめておりますが。 

  この総合体育館の工事費というのは補助金、それからその他の諸収入、そのほか多くを起

債に頼っております。地方債を財源とする場合も特定財源でございますので、工事費全体が

下がれば地方債も下がってくるというようなことになりまして、入札で差金が出たからとい

って、それを数字の予算としてはあるわけですが、裏づけとなる財源がその時点で失われて

しまいますので、数字だけを動かしてどこかへ使うというわけにはいかないわけですね。そ

ういうことでこの場合には事業費を下げて、財源も下げるというようなそういう措置をとら

せていただいたということです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） それと、先ほどのその440万円のほうのお金がこう使われていること

に対してね、ちょっとそれもよくわからなかったもので聞いたんですけれども、後で聞きに

行きます。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか、 

○９番（八木 栄君） はい。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょう。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  前回のこの体育館の差金5,590万1,000円の、これだけ大きなものが出るとはとてもびっく

りしたんですけれども、その中で前回ちょっと説明されたときに、壁であるとか、いろいろ
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何か手をつけたと言いましたよね、それはこの中の金額でしょう、今言った、イメージがち

ょっと違うと思うんですけれども。 

  なぜ、自分が12月にやったかというと、少し戻りますけれども、シャワーがもともとあっ

て、なくしたじゃないですか。工事中であったんならば、配管代で恐らく、配管とかで500

万ぐらいで済みますよね。ところが、実際でき上がってからやったときには何千万とかかる

わけですよ、だから、そう言ったんですけれども。正月の頭にだかやっていて、そうして聞

いて、前回で説明聞いていたら、その金額によってあそこを改修してきれいにしたよとかと

やったときに、それがそういうどこにルールって、今、塚本理事が言われたそのルールね、

恐らくあると思うんですよ、金額的な、何かの何らかのルールがなければ使うこともできな

いし、完全にゼロに戻すんであれば、そこから改めてやらないかんだろうし、その辺のルー

ルってあるんですか。それがもしルールがあってうまく使えれば、ひょっとしたらそういう

形でのあらかじめできるもんであれば、非常に安くできるものが、新たにやると高くなるよ

という事例が何かこう出てきますよね、やっていると。そういうところにルールとかそうい

うのってあるんですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） これ、一般論で申し上げますが、何かこう、今回のような大規模改修

とか改修事業をやるような場合ですね、そのとき本当に、本当にというか、主たる目的とし

てやりたいもの、今回の場合は耐震化が主たる目的でございました。その主たる目的を達成

するために、あわせて、例えば、アリーナの床の張りかえとか、そういうもともと架設費を

新たに計上しなければいけないようなものであれば、同じ架設費を使ってできるんであれ

ば、その中で同時にやってしまうということは非常に効率的でございますので、いずれ計画

をしていかなければいけない、または計画を持っているというようなものがあれば、その一

度の工事の機会にできるだけ前に進めるというのが鉄則だというふうに思っております。 

  さらに、それに財源として補助金とか、起債メニューとか、そういうものを使えるのであ

れば、さらにそれを達成させやすいということになりますので、そういう機会があっても財

源を手当てできないということであれば、そこはそこで断念をするということで、ケース・

バイ・ケースの判断が主になるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） もう一つ聞きたかったのは、それ、今、言われたそういう合理的にや

る方法は非常にいいと思うんですけれども、そのときにルールってあるんですか。例えば、

金額的な、幾ら起こして、我々は5,000万超えたらこうやるじゃないですか、そういう中の

例えば、こういう中での、それを改善するために、よくするために、当然、今言われたその

中で最小限な少ない現金でよく効果をやるために、こういうものが出たときのその使うルー

ルというのはあるんですか、使えるルール。 

○議長（藤田和寿君） 山内議員、もう少し具体的に聞いていただけないと、一般論は、補正

予算でありますので、具体的に。 

○６番（山内 均君） 具体的にですか。じゃ、具体的にね。 

  この間の前回の説明で、その中でこう差金が出てきた中に、壁の仕上げであるとか、電気

だとか、いろんなことをやったという説明がありましたね。今、理事の中では、その中でや
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ったときにそういうものがその範囲の中であらかじめ架設としてできるんであれば、そうす

ればその全体的に安く上がったりとか、そういうものが当然、今、言われたように考えられ

ると思うんですけれども、そのときにその金額的なルールであるとか、使えるルールである

とか、そういうルールが全くないのか、要するに、その中では自由に使えるのか、それと

も、まだ、どこで判断して、それをどういうふうな形でっていうルールというのがあるんで

すか、ルール、一つの決め事というか、規則というか。それがもしなければ、これからこう

にやっていくに当たって、またいろんな考え方が出てきますので、それをちょっとお聞きし

たいなと思ってはいたんですけれどもね。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 最も大きなルールというのは予算ですね。予算措置がされているとい

う範囲内でしか工事はできませんので、それが、まず一つ、一番大きなルールになります。 

  その次に、今回のような総合体育館のような大きな事業ですと、工事費が議会の議決を要

するということがございますので、変更する場合にはさらに議会の議決をいただかないと変

更はできないというような、そういう大きなルールはございます。 

  あと、そこまでいかないものであっても予算がないとできないわけですが、例えば、

1,000万までだったらいいですよとかそういうルールというのは全くありません。別途工事

で発注する場合でも、やはり予算があって、同じように全ての入札手続とか、契約手続と

か、全てとらなきゃいけないもんですから、そういう一定の手続を全てクリアした後でない

と追加工事も発注できませんし、そんなに安易に右から左に工事ができるという状況にはな

っておりませんが、具体的な、統一的なルールということ、この規模であればできるとかと

いう統一的なルールというのはありますので、その都度判断をしていくということになって

まいります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 一つ確認だけさせてください。そうすると、今、理事が言われた一つ

の大きな、耐震とか、その体育館の改修、大きな工事がありますよね、その中にいろんなメ

ニューの中にメニュー追加を例えばすれば、それが大意に合致していれば、それはその辺で

その流動的にできるという理解でいいですね。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 必要があれば、どうしてもやらなければいけないというような状況を

確認できれば、やる道はあるということです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、第14号議案についての質疑を終わります。 
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  これから第14号議案について討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩とします。 

再開は11時といたします。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第２、第27号議案 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変

更する規約についてを議題とします。 

  質疑に入ります前に、本案については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

第12条に基づき、平成30年３月１日付、吉議第271号により、吉田町議会から吉田町教育委員

会に意見を求め、平成30年３月２日付、吉教学第2256号により、吉田町教育委員会から「原案

のとおり決定されることに異議ありません」との回答がありましたことを報告します。 

  それでは、これから第27号議案の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

  御協力いただきありがとうございました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午前１１時００分 

  



- 138 - 

 

 

開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会９日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  それでは、議事に入ります。 

  本日は、提出された特別会計及び企業会計の予算に関する議案の質疑を行います。 

  初めに、総務文教常任委員会の所管に係る議案について、議案番号順に質疑を行います。 

  次に、産業建設常任委員会の所管に係る議案について、議案番号順に質疑を行います。 

  途中、説明員の入れかえを行い進めてまいりますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問とならないようお

願いいたします。 

  また、簡潔明瞭に審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御協力を願

います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１５号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、第15号議案 平成29年度吉田町土地取得事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１６号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第２、第16号議案 平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第３、第17号議案 平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１８号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第４、第18号議案 平成29年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２１号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第５、第21号議案 平成30年度吉田町土地取得事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  土地取得特別会計の中で、歳入のほうで、土地財産売払収入527万1,000円。それから、歳

出のほうでは、土地取得費ということで1,500万円上がっていますが、これはそれぞれ高島

地区の導水路を廃止した分を、この会計で取得をして一般会計のほうに回すということだと

思いますが、この500万と1,500万の違いがありますが、この点について説明をいただきたい

と思います。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  まず、財産売払収入の中の土地売払収入の527万1,000円、収入のところにつきましては、

今議員がおっしゃったように内陸フロンティアを拓く取り組みの中の、企業活動維持支援事
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業のところの先行取得をさせていただいた土地の売払収入ということで、計上させていただ

いています。 

  どこの用途かはっきりわかっているものの、高島４号、10号線の用地の取得の売払収入と

いうところになっております。 

  次の、繰入金のほうの1,500万円と歳出のほうの財産先行取得のための1,500万円というこ

とで、こちらにつきましては、収入のほうは開発基金のほうから取り崩しをして、先行取得

のための金額に充てるというふうな形で繰り入れをさせていただいて、出のほうで先行取得

する土地があるようであれば、その用地費に充てるというところで支出のほう、1,500万円

充てさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  すみません。説明がよく理解できないもので申しわけないんですが、要するに1,500万円

で取得をして500万円で一般会計に処分をするというその差額については、基金のほうから

の差額ということで理解をしてよろしいのでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 物が違うと思います。高島４号線の土地取得と先行取得とでは違うと

いうことでありますので。 

○５番（大石 巌君） 高島の関係だけについては、それについては500万円ということで、

ただし、入と出では同じということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 土地取得特別会計の意味合いも含めて説明していただければ、わかり

やすくなると思いますが。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  まず、歳入のほうの1,500万円につきましては、土地取得の基金がありまして、基金の中

から先行取得するために、1,500万円の繰り入れをしながら、それに充てるというところで

1,500万円の歳入が計上されております。 

  そして、こちらの財産収入のほうで申し上げますと、こちらの財産売払収入につきまして

は一般会計から不動産収入、不動産売払い収入ということで一般会計から売り払いに関して

の金額を収入するというところで区別はされております。 

  そして、歳出のほうにつきましては、土地取得事業会計が、事業を行うための先行取得を

するために、基金を取り崩しながら、そこのところの土地を先行取得するために歳出のとこ

ろの財産取得金を1,500万円計上させていただいています。 

  そして、これの３目のところに繰出金が527万1,000円ありますけれども、これは基金のほ

うに繰り入れをさせていただくということで歳出をのせさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 内容確認にとどまらないように、せっかく聞いたんですから御意見が

あるようであれば述べていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

  ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２２号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第６、第22号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計

予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  27ページ、２の事業で保健衛生普及費1,159万5,000円、その中で、後発医薬品差額通知作

成手数料35万2,000円とありますが、ジェネリック薬品のことだと思いますが、自分もこの

間インフルエンザにかかって、お医者さんに行ったら薬局のほうで、どうしますかと聞かれ

て、一応ジェネリックでということで少しでも協力しようと思ってやったんですけど。 

  それで、社会保険なんかだと保険証のところに「ジェネリックで良いですか」ということ

でシールが張ってあるということを聞いたんですが、国保の方はそのようなジェネリックで

ということを、特別そういうことをやっているかどうかを伺いたいんですが。 

○議長（藤田和寿君） 町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  保険証のところに書いてあるかとのことですが、国保の保険証のところにジェネリックの

推進の文言は書いてございません。ジェネリックの推進につきましてはドクターお一人一人

の考えも異なっておりまして、過去においては町がジェネリックを推進することがなかなか

できなかった現状もあるわけですけれども、今は国全体が医療費抑制の動きだとか、保険者

努力支援の強化などにより、ジェネリックの推進について町も積極的に行いなさいという国

からの通知も来ているのが現状でございます。 

  医師会にもその旨を説明させていただきまして、了承をいただいたことでございますの

で、平成30年度からは吉田町も今回当初予算に計上させていただきましたけれども、ジェネ

リックの差額通知というものをやることにいたしました。 

  この事業をやることによって保険者努力支援といって、また町のほうに公費も入ってくる

ことになりますので、積極的に推進していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 社会保険証のほうは、書いてあるシールを、希望の方がシールを張る

ということで全部が全部ではないようですれど。 

  それでは、新しく始まったことなものでまだ成果というようなものは、今のところわから

ないということでよろしいでしょうか。 

  これまで、ある程度ジェネリックの薬品を使うように推奨はしていると思うんですが、そ

ういう中で結果効果があったかどうか、その辺がもしあるようであれば教えてください。 

○議長（藤田和寿君） 町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 
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  ジェネリックの普及率というようなお話でよろしければお答えさせていただきますけれど

も、私が持っている資料ですと、平成29年12月の薬剤の請求のことに関しましてということ

で聞いていただきたいですけど、吉田町ですと全部の医療費の中の40％くらいがジェネリッ

クをお使いになっているという現状でございます。 

  この数字が伸びればいいなということで、30年度には予算を計上させていただきました。 

  以上でございます。 

○９番（八木 栄君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  30年度から、県の広域化ということで新しい制度のもとで国保運営が始まるわけですが、

この予算書を見ますと、それぞれの科目の構成の違いはあっても、前年度と予算規模につい

てはほとんど同じという感じがするわけですが、これまで県のほうから示された納付金、そ

れに基づいて、吉田町としての保険税も含めたこれからの財政の運営、それについて運営協

議会のほうで協議をされていると思いますが、その中で、新しい体制の中で吉田町としてど

ういうふうな運営に努めるのか、その点の議論があったら教えていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  今回の平成30年度は、制度改革の初めての年でございまして、県から納付金が示されたの

が２月の中旬くらいに初めて確定数字が示されたものでございます。 

  そこから、なかなか税までの話ということは運営協議会の中でも議論がしにくかったとこ

ろというのが現状でございますけれども、平成30年度につきましては税の改正は行わない、

変更は行わないということは決めさせていただきました。 

  運協の皆さんにも、制度改革が、議員の皆さんにもお話しさせていただいたとおり、制度

改革というものがそもそもこういうものだということをお話しさせていただいて、国保税と

いうものはこういうもので成り立っているというところをお話しさせていただきました。 

  その旨で、納付金がまだ県から示されていない中では、なかなか町としても税としては決

められないということもお話しさせていただきました。 

  また、県の国保運営方針というものが国の指示を受けて県は決めたんですけれども、その

中におきまして資産割はもうやめていきましょう。あと標準保険料率というものを県が決め

ましたので、それを参考に税を改正するときはその率を参考にしましょうと決められており

ます。 

  そういったものもまた参考にしまして、被保険者の皆様の生活に影響がなるべく少ないよ

うに税の改正は今後検討していきたいと思っておりますけれども、今のところそれぐらいの

議論にとどまっております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  確かに県のほうから、そうした計算の過程も含めて、非常に静岡県は遅いという印象を私

も受けていますが、住民の皆さんはいろいろ新聞等の情報で国保税がどうなるのか非常に皆



- 143 - 

 

さん心配をされていますし、ほかの県下のいろいろな新聞などで指数が出ますと、吉田町の

数字が高いのがどうなるのかという心配がたくさんありますが、30年度の中で、今お話があ

ったような制度に基づいて見直しをどういうふうにされるのか伺いたいんですが。 

  別の議案で、基金の積み立ての５％の条例の改正も入っているわけですので、その基金の

利用の仕方も含めて、国保税の適正な計算というものをどういう時期にされるのか、丸々１

年間先延ばしにされるのか、年度の途中でも国保税の改定の計算がされるのか、その点を伺

いたいんですが。 

○議長（藤田和寿君） 町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  今までは、基金はルールに基づいて積み立てをさせていただきました。 

  急激な保険給付費に対応するためだということでお話しさせていただいております。 

  今度は保険給付費は県から10分の10ということで来ますので、そこは御安心いただくとこ

ろなんですけれども、今度は納付金を支払わなければいけないので、その納付金を支払うた

めにも、基金をこのたび条例改正をさせてもらうということで上程をさせていただいており

ます。 

  今後につきましては、平成30年度は予算を見ていただいているとおり、基金の取り崩しな

く予算を組ませていただいておりますけれども、ここはあくまでまだ当初予算ベースですの

で、決算を踏まえてみないと税がどれくらい入ってくるのかということは、まだ現実問題わ

かっておりません。そこで１年間通しまして基金の積立ができるのか、また、取り崩しをし

ないで１年間終えるのか、それは決算を見てみないとわからないものですので、しばらくち

ょっと様子を見させていただきまして、何年か経過した後にまた税のほうも改正するように

考えたいと思います。 

  今、現状は２億強くらい基金のほうを保有しておりますので、その基金の活用も考えなが

ら、また、税のほうも検討していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○５番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほかはいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、同じように全体的なことでちょっとお聞きをします。 

  今答弁の中で、県から示された数字が２月の中旬、とてもじゃないけれど、時期がこちら

から言わせると勝手なことをするなという話になるわけですが、そのための準備は確かにし

ていたと思います。 

  ただ、ちょっと心配することが、確かに県のほうとしては試算を出します、そして試算を

出したものに関して給付に関しては、今言ったように10分の10で出していただけると。そこ

は数字的にはいいと思うんです。ただ、それを出すための担保が、徴収であるとか、そうい

う県のほうが、町から言われた金額をやるわけですから県としては痛くもかゆくもないでし

ょう。 

  ただ、心配するのは説明書の、全協のときにいただいた資料の中に気になるものがあっ

て、市町村の医療給付費の仕組みのところ、参考のところに、「市町村は、都道府県が定め
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た標準的な保険算定方式を参考に実際の算定方式や保険料を定め、保険料を賦課徴収しなさ

い」と。 

  確かにそういうことで言葉上、理論上はいくと思うんですけれど、前にも言われた県が決

めてきたときに、どうしてもそれを補うために、数字としては過去５年間の平均でというこ

とはここに載っているとおりですけれど、そこの一番上の方式は決まるんだけれど、徴収で

あるとか下の方式はそのままであるとなると、そこにちょっとしわ寄せがいくんじゃないか

と非常に心配するわけですけれども、その辺の腹づもりというか、当然心配が出てくる可能

性としてはプレッシャーがかかってくると思うんですけれども、その辺の準備というものは

しっかりとできているんですか。 

○議長（藤田和寿君） 全協の資料というのは１月23日の資料ですか。 

○６番（山内 均君） そうです。 

○議長（藤田和寿君） ４ページでよろしいですか。３ページ。 

  町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  今、議員さんがおっしゃったのは、標準保険料率は県が定めてくれるというところまでは

御納得いただけているところだと思います。 

  現時点では、標準保険料率まで県が決めてくれまして、実際の賦課の金額は市町に任され

ていると。当分は市町の判断で付加を定めていいというところまでは県で決めてくださって

おります。そこのところを受けて、当町は30年度は29年度と同じ税で行こうという決定を下

しております。 

  今、議員さんのお話の御質問の中で、徴収率のお話がありました。静岡県は過去５年の平

均の徴収率を参考に標準保険料率というものを見ています。その５年間の収納率は、人口規

模別に区分されておりますので、吉田町で言うと92％という徴収率のところで計算されてい

ます。 

  当町は、今現時点で92％よりもいい数値を保っておりますので現在のところ負荷がかかる

ような現状ではございませんけれども、その収納率がいいのにこしたことはございませんの

で、また引き続き収納に取り組んでいきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  これは、わずか１カ月でということですから、その辺の心配をするんですけど、そのとき

に、今の資料の４ページに出ています保険料の標準的な算定方法の中に、アルファとかベー

タとか、多分数式の算定があると思うんですね。 

  心配をするのは、これから医療に対してどんどん給付が増えてきたときに、県のほうとし

ては当然これから考えられることというのは、厳しい数字に当然なっていくと思うんです。

そのときに、そのしわ寄せが徴収をするところにくると、今言った、これからその結果、算

定の数字が厳しいものになってきた結果、保険料がまた上がるとか、そういう心配が出てく

ると思うんです。それを皆さん心配すると思うんですけれども。その辺の、今までどおりや

っていける、これが高くならないよという、その辺の考え方というか思いというか、そうい

うのはあるんですか。 



- 145 - 

 

○議長（藤田和寿君） 本年度は変わらないですよ。 

  町民課長、太田順子君。 

○町民課長（太田順子君） 町民課でございます。 

  制度改革云々の話とは関係なく、吉田町単独でやっておりましても医療費が上がれば保険

税というものは申しわけございませんけれど賦課をかけさせていただくというものは変わら

ない仕組みだと思います。県全体でやっても考え方は同じでございます。ただ、県全体でや

ってメリットと申しますのは、吉田町単独が一つの市町だけで医療費がかかっても、県全体

として考えてくださっておりますのでそういったメリットはございます。 

  各市町、医療費がかからないようにということで、健康づくり、予防対策を頑張っていき

なさいという国・県からの指導も来てまいりますので、そういった面での取り組みはこれか

ら厳しくなっていくと、吉田町も励んでいかなければいけないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  聞こえないです。もう少し大きな声で言ってください。 

  これで質疑を終結します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第７、第23号議案 平成30年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計予算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第８、第24号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計予算

についてを議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  まず１点は、介護認定の申請件数、それから認定者件数は、前年よりも減っているという

お話を伺いました。その内訳としては、認定者の更新の期間が延びた、あるいは新規の申請

者の減少というようなことも伺っておりますが、一般的な考えとして、高齢の方が人口的に

は増えてきていると。ですからそれに比例して介護をしようとする人の認定の申請件数も増
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えるのではないかと一般的に思うわけですが、こうした件数が減っている要因というのはど

こにあるのかということをどういうふうにお考えか、伺いたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  議員のおっしゃられているとおり、更新期間が延びたということもそうなんですが、新規

の方が減っている理由としまして、事業対象者という方をチェックリストでひっかけまし

て、チェックリストを受けた方で事業対象でできる方については介護保険の申請をせずに新

しい総合事業のほうを実施していただくような形でサービスのほうを実施しておりますの

で、今まで要支援で申請をして介護認定を受けて認定のほうも受けられていた方の中でも、

支援の認定ではなくて、事業対象で事業のほうを行えるよという方については、介護申請、

認定のほうをせずともサービスのほうが使えるということになりましたので、その点では新

規の方等も減っているというので介護認定の件数が減っていると見ております。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  新しい地域包括支援ということで制度が始まりまして、お話がありましたように、チェッ

クシートで認定のお話がきた人については窓口でどういう状況かということでチェックをさ

れるということは伺っていますが、私は介護度の認定の件数が減った一つの要因として、チ

ェックシートによって、申請人としては介護度を認定をしていただいて、福祉サービスなど

を受けたいというふうに気持ちがあっても、それが包括支援のほうにチェックシートで回る

んじゃないかと、要するに、介護の認定の申請を抑制するような働きがチェックシートの中

にあるんじゃないかと、結果的にはそういうことで、認定者が減っているということにつな

がっているという気がするんですが、実際の現場のほうで、そういう点での意図的に抑制と

いうことは多分ないと思いますが、どういう点を気をつけているか伺いたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  チェックリストのほうでチェックシートを受けたことで、介護認定を受けたいと思った人

が受けられないのではないかという御質問だと思いますが、まずは受付に来られたときにど

んなサービスを御希望ですかというのを伺わせていただきます。いわゆるデイサービスだと

か、訪問ヘルプサービスのほうを使いたいよという方についてはまずチェックリストを行う

んですけれど、福祉用具であるとか住宅改修もやりたいよという方については、認定の申請

のほうをやっていただくという形になっております。 

  チェックリストをやっていただいてデイサービスやヘルパーさんの訪問を希望している方

に対してチェックリストをやっていきますと、大体の方が閉じこもりであったりとか、体力

が最近落ちてきているよというようなチェックのリストが上がってくる方が多いんですけれ

ど、そういった方に対して、今まで介護保険で使えていたサービスを利用したいのか、それ

とも新しいサービスのほうでも同じようにデイサービス、朝から夕方までのデイサービスも

ありますし、30年度からは半日のデイサービスも開催する予定なんですけれど、そちらを利

用するようになりたいかというようなことも、御本人さんに伺いながら、実施していくよう

な形になります。 
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  そこのところは、ケアプランを立てるプロのケアマネージャーがつくるんですが、実際に

は地域包括センターにいますケアマネージャーだとか社会福祉等が状況を聞きながら、今プ

ランを立てているところです。 

  実際に介護のほうのケアマネージャーさんがつくっている件数はそんなに減っていないん

ですが、包括支援センターのほうでのプランの件数というのはことしは本当に増えておりま

して、人員も不足しているということですので、30年度はまたそちらのケアプランを立てる

職員を増やすというような作業も行っているところで、決してサービスの抑制を行っている

わけではなく、新しい事業のほうに移行して新しいほうでデイサービス、ヘルパー派遣等も

そのまま行っているような形でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  介護を必要とする方は、御本人の健康状態も含めて、家庭のいろいろ事情なんかもおあり

の方が多いものですから、そういう点もぜひ考慮していただいて、総合的に生活が自立でき

ない方は、そういう点で介護のほうで必要な措置をしていただくということが大事かなと思

います。 

  もう１点伺いたいのですが、アスカの里の関係です。 

  地域密着型ということで、大変便利な施設ができたというふうに喜んでいるわけですが、

29床というベッド数に対して、先日伺いましたら約19床ぐらいの入所ということで、以前か

ら大分空きベッド数があるのかなという気がするんですが、せっかくつくったそうした大切

な施設ですので、有効な活用といいますか、満床に近い状態での経営がどうしてできないの

かなというふうに思いますし、せっかく吉田町にある施設を利用したいと、されたいという

方もいるんじゃないかなというふうに思うんですが、そうした施設に対する指導ですね、あ

るいは経営の面もいろいろ大変かと思うんですが、そういう点での援助等、町のほうでどう

いうふうにお考えか伺いたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） アスカの里の説明を少しさせていただきます。 

  議員さんも御存じのとおり、地域密着型の特別養護老人ホームというような形になりま

す。 

  こちらの特別養護老人ホームに入所するには、皆さん申請のほうをしていただいて、事前

に申請している中からあきが出たところで入所ができるというような形が、特別養護老人ホ

ームのシステムになります。 

  議員がおっしゃっていただいたように、入床の今数のほうが、29床のところを19床までと

いう形で10床あいているわけなので、例えばアスカの里へ一番最初に入りたいよということ

で介護度が３以上でいらっしゃる方なんかは、申請すれば大体待機なく入れるような形にな

っております。今、町のほうで町民の方がどれだけの人数の方がすぐに入りたいよというこ

とで予約をしているかという調査を、たまたま１月１日現在というものが入りましたので御

報告させていただきます。 

  すぐに入りたいという方が４名です。昨年までは３名という報告があったんですが、今回

の報告の中で４名というような報告があります。この４名の方たちがアスカに申請をしてい

ればすぐ入れるんですけれど、そうではなくて町内のほかのところを申請していた場合は待
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機という形になるんですが。どうしてアスカではなくてほかのところに申請をしているのか

なというところをちょっと分析をしてみました。 

  アスカの里はたまたま単独施設という表現になるんですが、ほかの施設はショートステイ

を持っていたりだとか、デイサービスを持っていたりします。そうするとふだんデイサービ

スに通っていたところのなじんだところへ入所したいよという方もかなりあります。介護３

になる前から施設のデイサービスを利用していて、なれたところで介護度がついたところで

入所したいよという方もありますので、そういったところでアスカを選びにくいというのは

一つあるのかなと思います。 

  あとは、地域密着型というところもあるものですから、吉田町の方しか入所ができませ

ん。 

  町内にあります特別養護老人ホームにつきましては、ほかの密着でないところにつきまし

ては町外からの方も大勢入っていらっしゃるものですから、入所が埋まりやすいという現状

もあります。 

  アスカの里が埋まりにくいといったところは、実は３つぐらいそういった原因があるのか

なと。１つは地域密着型である。吉田町の人しか入れないということ。あともう一つは特別

養護老人ホームということで介護度３以上でないと入所ができないこと。もう一つは単独の

施設であるというところが、少し満床にならない理由かと思われますが、まだできたばかり

の施設ですので、地域になじんでいっていただいて、今、夏祭り等も行っておりまして、地

域の方にアスカの里を理解してもらうということから入所の方が理解をしていただいて、単

独でもこういった施設があるんだということでだんだん入所していくのではないかなと思わ

れます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ありがとうございます。 

  新しい施設ということでいろいろ、委託をされているところの法人の運営が大変だと思い

ますが、先ほどもお尋ねしたんですけれど、吉田町としてアスカの里がうまく入所ができ

て、経営のほうも順調にいって、入所者に負担がかからないように、そうした援助というも

のは町のほうで何か考えていることがあれば伺いたいと思いますが。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  委託の施設ではなくて、法人でやっていただいている事業所になりますので、こちらだけ

に町が助成するということは現在考えてはおりません。 

  先ほどもお伝えさせてもらったみたいに、夏祭りであったりとかそういった地域への理解

という部分、あと広報等にも各事業所を平等に紹介もさせていただくことをして、各事業所

を皆さん町民で盛り上げていただくというような周知活動のほうはさせていただいておりま

す。 

○５番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 増田です。 
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  説明書の23ページの成年後見申し立て支援手数料というのと、その下のほうの20番にあり

ます成年後見人等報酬助成金ということでありますが、この制度はなかなか知られていない

面がすごくあります。自分もこれは知らなかったです。 

  先日、住民の方からちょっと相談を受けて、どうしたらいいのかなと思っていたところ

に、行政書士の方からこういう制度があるんだよという話を伺って、そうかということがあ

ったんですが、なかなか難しいところもこの制度を運用するのに、当てはめるのに難しいと

ころも非常にあるというところで、大体弁護士さんであるとかそういう行政書士さんの方が

受け付けてやってくれているというのがあるんだけれど、町の支援という形はどういったも

のを考えてやっているのか、ＰＲとかそういうのも含めての支援。この手数料が何かしらの

ものがあるかと思うんですが、その辺ちょっとお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  おっしゃるとおり、成年後見制度というのはもう10年以上前から始まってはいるんですけ

れど、なかなか皆さんにわかりにくい制度ということだと思います。 

  一緒に住んでいる御家族がいらっしゃる場合については余りなじみがないものですから、

皆さんに伝わりにくいところだと思います。 

  利用しますと利用料もかかってくるものですから、誰でもかれでもどうぞという形ででき

ないというところもあるんですが、この予算にのせさせていただいているものにつきまして

は、どこにも支援をしてくれる方がいないよ、本人も支援してほしいということが言い切れ

ない方がたまたま昨年１件ありました。 

  そういった方で入院はすることは偶然できたんですが、その入院の手続をすること、次の

施設へ移動すること、お金をおろしたりということが、本人が病院の中のＡＴＭでおろすと

かということができればいいんですけれど、それができない方がいらっしゃいまして、そう

いった場合に成年後見を使うことになりました。 

  最初の申し立てを書く書類等の手続があり、郵便でのやりとりを家庭裁判所にやりとりを

するんですが、そのときの費用がすぐに本人がおろせないので、町で申し立てをするという

ことで、町は申し立てはするんですが、本人に財産があれば、あとで返していただくという

ような形になりますので、とりあえずすぐに作業をしなければいけないというものに対して

の手数料等をここに記載させていただいています。 

  先ほど周知の部分、町がどうやってこれから広めていくのかといったところもあります

が、社会福祉協議会でも今こちらのほうをすごく勉強してくださっておりまして、町と一緒

に大井川流域でみんなで研究をしております。焼津藤枝ではそういったものを立ち上げまし

て、勉強会を立ち上げているものですから、そちらに私たちもちょっと一緒に入らせていた

だいて勉強しておりまして、その中には法人後見ですとか市民後見といったものを勧める動

きがあります。 

  市民後見であるところはどこのところも社会福祉協議会でやっているものですから、町の

ほう、吉田町でもそういったものができるかということを今勉強して進めているところで

す。 

  法人後見も社会福祉協議会が法人として後見しているところもありますので、それができ

るかというところも勉強しながらやっているところでありますので、少ないケースではあり
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ますけれども大事にしながら勉強して、こういった法人後見、市民後見ができるようなＰＲ

活動もまたやっていきたいと考えております。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  内容的には理解しました。そうした中で20番の報酬助成金、それこそ先ほど申した行政書

士さんなんか、ほとんど無報酬でやっているよと、結局取れないと言ったらおかしいいんだ

けれども、後見している方がほとんど収入がない、年金は多少はもらっているけれどその中

からは、っていうことで、そういった方が多い中でやってくれているようなんですよ。 

  この報酬の助成というのはそういった専門職というのか、そういった方々当てはめている

ということでよろしいでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  おっしゃられるとおり、専門職に対しての助成も考えておりますが、その人にどれだけの

ことをやったかというところで家庭裁判所が金額を決めてきます。 

  専門職であったり家族であったりという方で、人によっても金額も家庭裁判所から幾らに

しなさいということで命令がきますので、そういったところの予算を計上しているところで

す。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開を９時50分とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前 ９時４６分 

 

再開 午前 ９時５０分 

 

○議長（藤田和寿君） 暫時休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名です。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１９号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第９、第19号議案 平成29年度吉田町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 補正の３ページのところに、(3)の町単環境建設費が2,000万円という

減額がなっています。その下の公共マスの手数料も120万と。これを含めて29年度の下水の

工事に当たって、非常に大丈夫かなと違和感を感じるんですけれど、それは29年度の工事で

現在まだ下水道工事やっていますよね。それで23日までの工期だと。本来、年度内の予算の

中で恐らくやるのが、その中に完了と申請と全てのものが本当はおさまっていなきゃいかん

と、そういうことになると思うんですけれど、基本的にはね。そのとき、ことしの場合はす

ごい契約の時期が、たしか議長のほうから話があったと思うんですけれど、非常に遅い時期

に、遅い時期というか工事を含めた予定を含めた、なかなか厳しい遅い時期というか、取り

かかりがね。契約が。そういうことがあったかと思うんですけど。多分そういう影響してく

るのではないかと思うんですけど。29年度の工事の準備といいますか、契約の時期であると

か、契約が時期が詰まったことによって、当然業者としては、金額のパーセントが非常に高

くなってくると、そういった結果もあったかと思うんですけど、今現在やっている工事の進

め方について、もっと早くはできなかったのかという思いがあるんですけど、それと同時に

この完了が本当にスムーズにできるのかという考えがあるんですけれど、その辺はどうなん

ですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  今年度の工事につきまして、まず全体の発注の中の工事の中ですけれど、施工箇所につい

ては密集しているところで大分重なっているところがありまして、住民の方にも周知はした

んですけれど、交通で不具合を生じているところがあったかもしれませんけど、工事として

は順調に進んでおりまして、工期内には確実に終わる予定でおります。 

  ただ、この中でも来年度の話になってしまうんですけれど、そこについては、今まで以上

に平準化を図ったり、うまく工事ができるような形で進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 当然、工事をやるに当たっては、そういう最大の注意を払ってやって

いただきたいともちろんそういうことですよね。私もちょうど車で結構通ったものですか

ら、工事をやっている時に、町へ通ってくるのにね、残念ながらやっぱり、そういう今言っ

た急遽すごい今詰めてやっている状況でやっているものですから、受けるほうも段取りがな

かなかうまくいかないみたいで、誘導の人のそれまで現実的に多分町民の人たちにえらい迷

惑がかかっていると思います。私も入っていって途中でとめられたりとか。そういうことは

本当は確実にこういう段取りの中でやっていかなきゃいけないものだと。そういう意味で、

契約の時期とか、そういうのは非常に重要だと思うんですけど、それに対しては町のほうで

は多分これを踏まえてこの次からはと改良はしてもらえるかとは思うんですけれども、その

時期としてのあそこでしかできなかった、もうわかっていますよね。ずれ込んでここまで来

るっていうのがね。 

  そして23日、今言われた今年度中には完成をするっていうことだったんですけど、工事の

完成と同時に書類の完成も本当は含めての完成、検査を含めての完成となりますので、その

辺もどうですかね。今、大丈夫ですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 



- 152 - 

 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  議員がおっしゃられた交通警備誘導員につきましては、今年度も業者の方から聞いてもな

かなか困難で苦労した点はあったということは聞いております。 

  ただ、今年度工事につきましては発注時期についても、今年度中に完了して検査も今年度

中に終わる予定で順調にいっています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） これはちょっと理事にお聞きしたいと思うんですけれども、こういう

工事に関して当然かかる時期と、要するに段取りを組みますよね。そうするとその中に今回

のような23日までの段取りの中でやっていって、最終の工事が大変になるというのはよくわ

かっていますよね。その中で当然不都合が出てきますよね。もう税制がきかなかったりと

か。 

  そういうものを含めて、これからのことに関してお聞きしたいんですけど。 

  工事の段取り、当然事業の規模にもよりますけれど、そういうものの契約の段階では、そ

ういうもの全てをもちろん含んでいますよね。そういう最終的に理事のほうで検査を合格を

出すのにこれから苦労をすると思うんですけれど、そういう意味での適正な時期というか、

そういうものに関しての、国としてもたくさんやってますでしょうから、時期の適正化とい

うかそういうのについて何かありましたら、お願いをしたいんですが。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

  お答えになっているか少しわかりかねる部分がありますが、一般公共事業につきまして

は、単独で事業する場合もございますが、関係部署と調整をしないといけない工事もあろう

かと思います。特に下水道につきましては道路を占用するということがございますので、国

道ですとか県道ですとか町道という話になりますと、相手様との協議も必要でしょうし、相

手の事業計画との調整もなかなか難しいという場面もあります。 

  基本的には、議員が言われるように、早期に契約して適切な工期を確保しつつ工事の進捗

を図るというのが原則でございますが、諸事情によって工法変更も当然出てまいりますし、

それから県との調整で、交通誘導員の確保の調整も出てきたりしますので、今年度につきま

しては全国的な話ではございますが、交通誘導員の確保が非常に難しいということで、事象

によっては工事契約したんだけれども破棄という事例もあります。今回の場合についてはど

うにか業者さんのほうに頑張っていただきまして、若干の工期の延長はございましたが、今

現在はきちんと確保できているという状況でございます。今御指摘いただいた件につきまし

ては次年度に反映するように内部でも話をしておりますので御理解をよろしくお願いしま

す。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  今理事が言われたとおり、非常に工期の中でおさめるのはなかなか大変なことなんです

ね。特に今回言いたいのはこの時期になってすごい大変なバタバタやっていますよね。片岡

の中心部も、中心というか混んでいるところはね。その辺も踏まえて今これからの反省とし
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て、これからの町がことしのことを振り返って、何がこういうことがバタバタ年度末になっ

て起きたのかと、それの原因とこれからどうしたいかと、もしあれば、お聞きをしたいんで

すが。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 議員がおっしゃることもわかるんですが、特に公共下水道に限って言

えば、公共下水道の当町の整備手法というのは、公共国庫補助事業を主体にして整備を図っ

ているというそういうやり方をしておりますので、国庫補助事業の補助採択を受けないうち

に、事前着工するようなこともできませんので、どうしても補助申請を行うという手続を経

て、それからの事業着手ということになってまいりますので、昨年度については少し私ども

の手続のおくれといいますか、発注おくれという事務のおくれた部分がございましたので、

そこについては今年度、28年度のそうしたことを踏まえて、早期発注に努めよということで

全町を挙げて発注時期を早めるという努力はしてまいりました。 

  ただし、それにも国庫補助事業、補助採択を受けての事業というのはやはり限界がござい

まして、その中でも先ほど舩橋理事が申し上げましたとおり、交通誘導員の調達が難しいと

か、いろいろな要素が加わりまして、ことしもできあがりについては少し遅くなってしまっ

たということがございますが、やはりここのところの社会的な情勢もございまして、非常に

工事の施工というのは難しくなっておりますので、そうしたことも踏まえまして、でき得る

限りのことはやっていきたいというふうに思っております。 

  ただこの状況というのはすぐには解消できるかわかりませんが、年度内執行を確実に行う

ように努力してまいります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 確かにそのとおり順番がありましてというのはよくわかります。 

  ただ、28年度にあったような途中でとてつもないものができて、そうしてそれが結果的に

ずれ込むようでは話にならないと。非常にまずいと思いますので、逆に一番大切なのは調査

の段階で、すみれ保育園にも変なことがありましたね。ああいう感じで調査というものの大

事さというか、それが最終的に工事を決める時期であるとか、それなりにいろんな不都合を

起こす可能性がありますので、今塚本理事が言われたとおり、それはよくわかりますので、

その中で踏まえてまたできるだけ、大変でしょうけど、やっていただきたいと。その辺も社

会情勢に関しては30年度の予算でまたやりたいと思いますので。 

  ありがとうございます。わかりました。 

○議長（藤田和寿君） 答弁よろしいですか。 

  ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２５号の質疑 
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○議長（藤田和寿君） 日程第10、第25号議案 平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計予

算についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  塚本理事が言われたとおり、これからの情勢に関して、くいのできなかった業者が集まら

ないと、これから20年に向かって間違いなく起きてくることですよね。それともう一つ怖い

のは、業者というか、資格者の賃金の高どまり、賃金の問題が絶対出てきますよね。人手不

足は間違いなく出てきますので、それを踏まえて今回の予算に関して全体的に設計をやって

あると思うんですけれど、その辺に関しては今、町で抱えているものというか、懸念されて

いるものというのをちょっと教えていただければと思いますけど。その懸念に向かって何を

しようとしているか、どうしようとしているかということがありましたらお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 公共下水道に限らず、一般的な答弁になりますが、単年度会計の中

で、工事を確実に従来のように完成をさせていくという難しさは非常にあると実感しており

まして、また業者の皆様方においても、従来のようなコストの中で行う難しさも出てきてい

るということは実感しておりますし、また舩橋理事などにもお国の情勢、それから業界の価

格の変動等も教えていただきながら、そうしたものも設計の中に反映して、でき得る限り受

注者側も無理な負担をするということがないような中で発注をしていくというように心がけ

ておるところですが、今後においてはそうしたところも見通しをさらによく持って、一つの

工事が単年度で終わるのかどうなのか、また議会の皆様方にもお願いをしながら繰り越し措

置をとるとか、債務負担を講ずるとか、そうした方法を持って、確実に工事を完成させると

いう努力をしていかないといけない時期を迎えているのではないかというふうに思っており

ますので、十分そうしたことを念頭に置いて対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 予算の中の８ページの15のところに地震対策工事というものが計上さ

れています。これに対して具体的にはどのような形を進めていくというのはわかりますか。 

○議長（藤田和寿君） 内容確認で全協で説明がありましたが、それ以上のことを求めます

か。 

  できたら内容確認してありますので、その次の質問をお願いします。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） それはなぜかというと、下水の進捗状況を含めてこれから非常に心配

している、どこまで進むかというのを心配しているものですから。地震の工事も聞いていま

す。液状化による浮上の防止だとか。それも含めて、予算の中で下水道事業に対する進め

方、進んで行き方を心配しているものですから、全体的な考え方ですね、これから耐震の浮

上のやつはまだたくさんあると思うんですけど、それはどういうふうな形でこれから計画的
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に進んでいくか。30年度はこれで行くでしょうけど、将来これから向かっては返事はできま

せんか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  ここの地震対策工事につきましては、全協の中で説明させていただいたんですけれど、液

状化によるマンホール浮上の防止、これについては38基対象として３年間計画的にやってい

きます。 

  あと、地震対策工事としては浄化センターについても耐震補強等をやっていきますけど、

基本的には補助事業を活用しながら計画的に、なるべく効率的に効果的にやっていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ほか、いかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第11、第26号議案 平成30年度吉田町水道事業会計予算について

を議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 説明の中ではこの中で示されているとおり、避難所までの給水管の耐

震の工事と、50カ所ですか、お聞きをしました。その耐震の工事に対してどのくらいの期間

で計画的にやっていくのかと。 

  それを一つ聞かせてください。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この起債を借りて耐震化を図る事業については、２つありまして、一つが基幹管路の耐震

化といいまして、送水管、漏水管というものに対して町の水道施設として重要な管路につい

て耐震化を図る事業があります。 

  それについては今年度、30年度から32年度まで、新しくできたメニューで国庫補助事業を

活用しながら３年間計画で工事を実施していきます。 

  もう１点が、耐震ネットワーク事業としまして、各配水池から広域避難所、福祉避難所と

か救護所、医療機関等について、今、補充施設を対象としまして配水池から各応急給水拠点

となり得る箇所につきまして順次工事をやっていきたいと考えております。 
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  それについては、今年度以降で、延長としては大体11キロ程度には計画をしていまして、

毎年、900メートルくらいずつ実施していこうと考えて、13年程度を目標にしてやっていき

たいと思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 同じくその部分、耐震の仕様ですけれど、まず耐震の対象といいます

か、耐え得る目標というか、地震に対する強度というのは、それはどのような形で耐震とい

う形でここは決めているわけですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） この耐震については、耐震化を図ると言っているのは、厚労

省のほうで定めているＬ２程度ということで、東日本で起きた同等の、千年に一度の地震に

も耐え得るということで、震度でいうと震度６強にも耐えるというか、万が一被害があって

も軽微のように耐震化を図っていこうという観点でやっていますので、Ｌ２でも被害がない

という形の整備を進めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、Ｌ２を震度６強と聞きました。これ実際に非常に難しいではないかと大変なことだと

思いますけれども。ただし一つ、何年か前の８月11日に吉田町も５弱の地震がありました

ね。未明４時ころね。そのときに牧之原市で起きたことは御存じだと思いますけれど、タン

クと管の接続部分のふぐあいが起きて一時的に断水状態が起きたと。あのときは震度５弱で

すね。いま言われた震度６強を目標にするのであれば当然そこも入っていると思うんですけ

れど、そこはどうなんですか。安心できる施行として計画しているのでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  吉田町にはタンクが川尻と神戸のリサイクルセンターのところにあるところと、小山城の

西側にある３つのタンクがありまして、そこにつきましては、小山城のところと小山城の西

側にある第一配水池とリサイクルセンターのところにある第二配水池については、ここにつ

いては耐震化を図っております。 

  川尻にあります第三配水池につきましては、Ｋ型といいまして、Ｌ１整備はできているん

ですけれど、Ｌ２整備、千年に一度に耐え得るというところでは、まだそこはできていない

状態になっております。現状としては、今そういう状況になっております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、言葉の中でＬ１、Ｌ２と言っていますけれど、Ｌ２というのは先

ほど言っていた震度６弱までくらいの対応ということでいいですね。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） すみません。震度６強になります。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） 今、目的は、避難所であるとかそういうところの給水を確実に確保す

るためということですよね。ちょっと課が違う可能性があるんですが聞いていいでしょう

か。 

  実は新聞の記事を渡したと思うんですけれど、袋井で消防自動車が消防ポンプ車が管をも

ってポンプ車が水を吸い上げて飲料水を確保すると、町などの水道とつながってくると思う

んですけど、そういうものが情報として上がってきているんですが、そういうものの計画も

含めての全体的な計画というのはお持ちなんですか。ちょっと課がかわってきてしまうけ

ど、こちら側から見ると課がかわっても町全体は一つですからちょっとお聞きしたいんです

けれども、そういう情報のもとのそういう試算というか、試案というかはお持ちなんです

か。 

○議長（藤田和寿君） 防災課の部分が入ってきますけど、実際上のではなくてハード的な面

から聞いていただければ水道課になるかと思いますがどうでしょう。 

  担当課で答えられる範囲があれば、もしないようでしたら結構ですけれど。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今、水道事業のところですので、水道というところ系の仕方から申し

上げますと、上水道でそうしたことは、今のところ計画はしておりません。 

  防災上の備えとして上水道としても早くから手がけておりますが、小藤路公園の地下に

100トンの耐震貯水槽を埋め込んであって本管とつながっていると。それで絶えず新しい水

があそこには貯水されております。非常時のときには自動的に遮断されて、そこから給水が

可能になっておりますし、あと、今回防災公園に40トンの給水タンクも備えつけたとか、と

いうところで、当町の場合、浄水場も持っているし配水池も持っておりますので、そうした

ところについてはそれぞれ非常時のときには給水可能な地点になりますので、そうしたとこ

ろを活用しながら、災害時には給水を図っていくところで、そういう地下を掘り起こしてと

いうところまでは、今のところは考えていないというところです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  過日、２月20日の全員協議会の資料でありますが、その５ページなんですが、概要という

のがあります。その(2)の中で給水戸数であるとか年間配水量、１日平均の受水量というの

は昨年度より増えるというような見積もりがありまして、(3)のほうにいきますと、営業収

益とかいうのは、前年度より逆に下がってくるというところのよくわからないというのか、

給水量自体は増える、でも収益は減っているというところにどういった勘定があるのかなと

いうのが、なかなか理解しにくいところがあるんですが、どういった積算でこういうあれが

出てくるんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  議員がおっしゃられた５ページ(2)と(3)の比較だと思います。 
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  ここにつきましては、業務の予定量のところについては、ここの１、２、３、こんな字な

んですけれども、ここについた基本的には過去平成27、28、29、３年の平均の伸び率を掛け

てここは算出して出た数字がこの１、２、３の左側の数字になっております。 

それに対してこの(3)収益的収入の予定額のところについては、28年と29年度、水道事業

としては各年、６期に水道料金を徴収している関係がある中で、28年から29年の中の期別ご

との伸び率があるんですけれども、その伸び率の最低数値、平均ではなくて、最低数値で算

出して出した数字がこの収入に算出した根拠となっております。収入につきましては希望的

観測というか、そのぐらいは見込みたいところなんですけれども、収入についてはかたく見

込んでいる形で、期別ごとの平均値と最低値をもとにして算出していることで、今回わずか

というか30数万円ですけれども、減額という形になって、こういう形で出させていただきま

した。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  数値の面では了解しました。そうした中で、要は戸数が増えるということは新しい家が建

ってくるという意味だと思います。新しい家に住む方々というのは基本的に若い方が住んで

くるのかなと。そういう方々というのは飲料水としての水を考えたときに、最近では民間の

ものを置いて、というのがすごく増えているのかと思います。そういった方々に吉田町の水

はおいしいんだよ、吉田町の水飲んでくれよみたいなね、そういったＰＲをして、増やして

いくというのか、ある意味商売なので、売ってなんぼだと思うので、そういった試みという

ことは、水道課としてはどうお考えでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この戸数が増えているところにつきましては、新規の方もいる中で、アパートの方も増え

ていて、戸数は増えているんですけれども、世帯というか、１戸ごとの水量は減っている部

分も一部あります。 

  飲料水として当然事業をやっているので飲んでいただきたいのが一番、ここのところには

過去にも広報に載せたりしているんですけれど、ここのところがなかなかうまくいっていな

いところは実情あります。ほかの自治体に聞いてもなかなかここら辺については、いろいろ

やっているところは聞いてはいるんですけれど、ここのところはちょっと課題として残っ

て、何かいい方法があればと思っているんですけれど。何とも今現状はどうしていいかとい

うところが、どうやっていけば事業として水道を使ってくれるかというところについては、

今後の課題検討になっております。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  民間の業者をいじめるようじゃそれもまた困るかもしれないんだけれども、ＰＲの仕方を

どういったことを考えているかわからないんだけれども、民間のお水と吉田町の水と価格的

に見てどうだよとか、そういったアピールの仕方とか、そういったこともされているのか。

あと、軟水であるとか硬水のパーセンテージどうのこうので飲みやすいよとか、そういった

研究もされてのことでしょうか。 
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○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  ここのＰＲというか、水質的には年に一回、水質計画の中で、先ほど言った「おいしい上

水道を飲みましょう」とは別に、広報に水質検査の結果を載せたり、水質検査についての町

民からの意見を募集することも求めてやっております。 

  年間事業としてはわずかですけども小学生に上水道はおいしいんですよ、こういうふうに

お水ができて、吉田町のお水は衛生的でいいんですよということは、浄水場の施設見学だっ

たり、新規の職員であったり、教員であったりというところにもわずかですがそういうこと

はやっているのですけれど、現状では今そういう状況でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほか、いかがでしょうか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  水道料金と下水道料金合わせてということで、あるいはコンビニ収納等、利便性の向上と

いうことで、利用勝手がよくなると思いますが、水道会計、下水道会計のほうで、費用負担

という割合がどういうふうになるか教えていただきたいと思いますが。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  一括請求するに当たりましてシステムの改修等出てくるのですが、そこのところにつきま

しては、上水道事業、下水道事業折半で事業を進めております。 

  それと、水道料金と下水道の一括請求に当たりましては、これは水道事業として、各世帯

に今まで水道事業、下水道事業おのおのやっていた請求を水道として、１枚の請求でやるん

で、そこは水道事業でやります。その事業負担についても下水道事業から負担金として２分

の１いただいて事業を実施するようにしております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  請求についても結果としては折半ということですね。水道のほうでやって下水道のほうか

らその分いただくと。 

  それから徴収事務の手数料はどのようになりますか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 徴収事務の手数料につきましても全て２分の１で実施してお

ります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。御協力いただき、ありがと

うございました。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

散会 午前１０時３０分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は、定例会13日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  それでは、議事に入ります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号の質疑 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、第20号議案 平成30年度吉田町一般会計予算についてを議

題とします。 

  これから第20号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入の１款から10款、20款についての質疑を行い、引き続き歳出は款別に

区切って質疑を行いたいと思いますが、説明員を入れかえながら進めるため、出席する説明

員により順番が前後する場合もありますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問とならないようお

願いいたします。また、簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らない

よう御協力をお願いします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  初めに、歳入の１款から10款、20款についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木 栄ですけれども、３ページのところで法人税についてで

すが、町民法人税について説明をこの間伺った中で、予定納税額や調査状況をもとに試算さ

れたといって、それでそういうふうに伺ったんですけれども、調査は法人税割の納税額上位

20社、82％くらいが占める状況で、業績見込みの聞き取りをされたということですが、その

結果はどのような状況なのかお伺いしたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  法人町民税につきましては、今おっしゃられたとおり、上位20社に聞き取り調査及び予定

申告、確定申告の状況により伸び率を判断させていただきました。おおむね20社でございま

すが、業績といたしましては、現状維持または上昇傾向にあるということで御回答をいただ
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いてございますので、町税の見込みとして、前年比で116.2％と見込んで計上させていただ

きました。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木ですけれども、均等割額で700万円ほど増額しております

が、やめたというか廃業した数と創業、新しく始めた数というのは、どのようにその辺も計

算したのかお伺いします。内容確認になっちゃうか、内容確認。 

○議長（藤田和寿君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  議員おっしゃるとおり、全国的にも後継者不足とか事業主の高齢化ということで、多くは

小さい企業の方が減っているという事実はございまして、当町におきましては、平成29年度

の課税状況のときには法人の均等割納税額社数が777社あったわけですが、28年度は792社ご

ざいました。減った要因といたしましては、1,000万円以下の比較的小さな会社が減ってい

るという状況でございます。 

  ただ、今回、均等割が伸びましたのは、均等割の算定に資本金と、あと従業員の数という

項目がございますので、それが増えたところが多かったことによりまして、均等割は増えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  結果的に、こうして法人税が増えるということは、町がやっている創業支援策というか、

そういうものが、結局、結果が出て、このようになったというような考え方でよろしいかど

うかお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  町が進めております防災まちづくり、あと、あわせて内陸のフロンティアを進める事業に

よりまして、防災まちづくりによりまして、企業の方が安心して生産活動を維持していただ

いているということは事実あると思っております。 

  それから、内陸のフロンティアの推進によりまして、工場立地とかも増えている状況でご

ざいますので、そのことも増えている状況ではございますが、それがそのまま30年度の予算

に反映されるかということは、まだ結果としては出てはございませんので、もう少し長い時

間が必要となるとは思っております。 

  以上でございます。 

○９番（八木 栄君） 了解です。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議長にお聞きしたいんですけれども、内容確認ですよね、この質問

は。質疑じゃないですよね。 

○議長（藤田和寿君） 今、３回目にした質問で…… 



- 163 - 

 

○町長（田村典彦君） 違う、違うんです。要は、内容確認の質問ですよね。質疑の時間です

よね。議長はいわゆる議事運営上、質疑に限っていただきたい。内容確認ばかりだと、こ

れ、本来は質疑の席ではなくて、全協であるとか、そういう席で聞く話ですよね。 

○議長（藤田和寿君） 今の最終的に３回目の質問は、町の創業支援策等が均等税割の増額に

なった、均等になっているかと、そういうような判断をしたらいいかということでございま

すので…… 

○町長（田村典彦君） いや、いや、１番、２番はとめるべきでしょう、質疑じゃないですか

ら。ぜひとも議事運営において、議長の格別なるですね、ひとつ御卓見でやっていただきた

いと思います。 

○議長（藤田和寿君） 議員の皆様にも、最後までの質問で判断するつもりでおったわけです

けれども、次の質問を引き出すためにやるということでありますので、その辺も含めて質疑

の仕方を御検討されてやっていただきたいということであります。よろしくお願いします。 

  でも、議員のそれぞれの身分として発言の自由はございますので、あくまでもこれは申し

合わせ事項でありますので、その辺のところを検討していただいてやっていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

  ほかはございますか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今のところでお伺いします。 

  今の答弁の中で、20社の上位、今言った1,000万円以下の会社がなくなっていくと、消え

ていくという発言、倒産というか、そうすると、確かに大きなところ、今、吉田町は非常に

状況が変わってきていますよね。その中で、やっぱり町としても小さな人たち、苦しい人た

ちを盛り上げていくのも町の役割じゃないですか。だから、僕は一番大事な問答を質疑する

ために、やっぱり当局側から言っていただかにゃならんこと、国会でもそうですけれども、

そういうものは必要だと思うんですよね。 

  その中で、ちょっと教えていただきたいのは、今言った大変な思いをしている人たち、苦

しい思いをしている人たち、その人たちに対してどういう調査をして、そして、町のほうで

はその人たちをどういうふうな形で盛り上げていこうかというのが必要なことだと思うんで

すよね。例えば、税を上げるには、そういう人たちがもし頑張っていただければ、それでま

た増えるわけですから、そういうものもやっぱり大事なことだと思うんですけれども、その

あたりの町の考え方というのをちょっとお聞かせいただけますか。 

○議長（藤田和寿君） 税務課のほうは調査するほうなものですから、もしそれなら産業課の

ほうで質問されたほうが、いわゆる今担当課がいませんので、できれば産業課のほうの創業

支援とか、そちらのほうで聞いていただいたほうが、あと商工とか、そういったところで聞

いていただいたほうが、町内の1,000万円以下の中小企業さんの支援策ということですよ

ね。でありますので、税務課はあくまでも税の算出でありますので、支援策のほうはちょっ

と答弁がどうですか、難しくないですか。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 中小の商店、それから事業主というところの支援で税収を上げていく

ための方策はというような、そういう観点での御質問かというふうに承りましたが、当町は
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今、津波防災まちづくり、それから内陸のフロンティアを拓く取組と、そうしたいろんな政

策を用いて、町内に産業を創出しながら防災もにぎわいづくりも行っていくというような、

そういう取り組みを行っているわけでございますが、その中でも、特に産業創出につきまし

ては、外から誘致をするという観点だけではなくて、それを進めるときには、全て地元での

推進協議会の組織体をつくって、その中には商工会の方にも入っていただくような組織づく

りをしておりますので、町内の商店とか事業主の方々に対しては、町の取り組みというの

は、そういう協議会などを通じて、いち早く情報が伝わるというようなそういうスタイルを

取りながら進めております。 

  一つの商店とか、一つの事業体だけに絞って支援をしていくというような、そういう取り

組みはなかなかしづらいものですから、情報をオープンにすることによって、そこで意欲を

持っていただける事業主がかかわりやすくしていくというような、そういう状況を生み出し

ながら町全体の創業とか事業継続とか、そういう意欲を高めていただきたいというような、

そういう取り組みは行っております。 

  また、中小企業向けの個別の施策というのは産業課が窓口になりますが、融資制度とか、

従来から行っているもの、それと内陸フロンティア地域については、それにさらに加算をし

た補助制度を設けているというような、いろんな取り組みを通じて産業振興というのを今図

ろうというふうにしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  ぜひ、そうしていただきたいと。ここで今質問したというのは、アメリカで起きたトイザ

らスの問題がありますよね。要するに、今からのこの世の中というのは、何が起きるかわか

らない。通販のグーグルにあれだけの大きなものが負けていくというのは、現実を見ていく

と、やっぱり幾ら小さくても、それからどんなものが起きてくるかわからないということを

考えていくと、そうするとすごく常に補助とは言えませんけれども、関心を持って、消えて

いくのをどうしてとめるかというのは、大事な役目だと思うんですね。 

  私は最近知ったんですけれども、メカックスの内容を見ていくと、やっぱりああいうこと

が起きるんだなという感じがしますので、その辺はまたいろんな皆さんが頑張っている中

で、それを応援していくような形をぜひとっていただきたいと、そういう思いでありますの

で、またもし何かあったらお願いをしたいんですけれども。なければいいです。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 世界的に見ていくと、産業のあり方そのものもどんどん変わってきて

おりまして、また従来型の、当町の場合はどちらかというと生産部門を多く持っているとい

うような、そういう産業構造でございますので、そうした生産するものの方向というのも、

今までと同じやり方をしていたのでは、なかなか消費者のニーズについていかないというと

ころもあるんでしょうし、企業の方々はそれを最も肌で感じていらっしゃると思いますの

で、そうした状況も町としても一緒に把握しながら町の産業のあり方ということは十分検討

し、行政としてフォローすべきところはしっかりと行っていきたいと。 
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  また、最近誘致している企業についても、新たな企業が入り込むことによって、そこに連

携をとれる企業、産業というのは出てきますので、そうしたところもちゃんと育っていくよ

うな、そういう下支えはさせていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前 ９時１８分 

 

再開 午前 ９時２０分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  次に、歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款総務費、１款総務管理費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  町長にお聞きをします。 

  10月の第４回の臨時会で、町長は給料の減額条例案を上程されました。この中で町長は、

町の職員の殺人未遂の事件、あるいは公金横領の事件ということで、その責任者ということ

で、責任をおとりになるということです。説明でありましたけれども、私はまだ再発防止の

対策、あるいは町民への謝罪とか説明が不十分だということで、その条例案には反対をいた

しました。 

  その後、町の内部でいろいろ対策を検討されて、実際にこの４月からも町税の関係、現金

取り扱いの関係で改善はされているということで報告は受けましたが、その後、町長の減額

の条例案については提出をされていませんが、町長のお考えとして、再発の防止対策という

ものがまだ不十分だというようなお考えで条例案が上程されないのか、その辺の経過と、そ

れから今の状況についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 町長の減給の条例案を出したことは確かでございますが、本議会には

平成30年度の当初予算案を上程させていただいております。本日は当初予算の予算案に対す

る質疑だというふうに思っておりますが、それと今の御質問とどんな関係があるのか、まず

教えていただきたいと。 
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○議長（藤田和寿君） 当局から反問でありますので、御答弁お願いします。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  反問と言われるのも、これ、いささか的を射ていないんじゃないかなと思います。総務費

の中の職員人件費というところでちゃんと予算が組んでありますので、これは今の町長の現

在の俸給に基づいた予算を組んであるはずですが、昨年10月には、これを１カ月減給すると

いうことで案を出されました。この予算案については、それがまだ可決されていない状態で

の上程でありますので、今のこの予算の中で、町長が減給についてどういうふうなお考えを

持っているのか、あるいはこの予算どおり、減給についてはもう提出をしないと、30年度は

というお考えなのか、その辺を伺っているので、全く的を射ていない質問ではないと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 反問になりますが、この条例案に対して、町長の給料12カ月分を見て

いるわけですが、それがまかりならんという、そういう観点での御質問であるのかどうなの

かを教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  余りこういう議論はしたくないんですが、町長は１カ月、３％の減給案を出されました。

50％でしたか。 

〔「50です」の声あり〕 

○５番（大石 巌君） 申しわけありません。訂正をします。50％の減給案です。それは、今

この予算の中には入っていないわけです。この事件の解明と、それから対策について経過を

これまでやってきた中で、町長として減給条例案を再び出されるのかどうか、もうその点は

出さないのか、あるいはまだ途中ですので、これはもう少し時期を見て出すということでお

考えなのか、それは職員人件費の中で問題ですので、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） あくまでも給与条例の改正案は町長のお考えで出すということであり

ますが、当初予算は１年間を賄う職員の人件費についての大枠の枠を決めるという予算案で

ございますので、その後、いろんな町長からの提案でそういうことはあり得るかもしれませ

んが、今、この場面でそれを審議する場ではないと思いますので、今の質問は少しこの場の

質疑には即していないといった、今の大石 巌議員からの質問、当局からの答弁等々を考え

たところ、一般会計の当初予算案の審議内容には少しそぐわないものですから、別の場面

で、そういったことのお考えがあるようでしたら、一般質問等で質問をしていただいたほう

がよろしいかと思いますので、あくまでもこれは当初予算で、職員の枠を、総額を決めると

いうことでありますので、よろしくお願いしたいと思いますが。 

○５番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（藤田和寿君） ほかございますか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 
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  説明書の53ページの地域おこし協力隊事業費の中の協力隊の報酬につきまして、２人分で

480万、年間で、月にすると20万ということでありますが、これは１人に対して、国のほう

から200万円、あとその他の経費として200万円ということで、上限200万ということで特別

交付税という形でおりてくるのは承知しております。町がこういう方を募集するに当たっ

て、当然、その方は現状どこかで働いている可能性があると思うんですよ。その方の現状の

給与、もらっているお金と、じゃ、こちらへ移ってきて、町のほうで手当てしてくれるのが

20万という月額、そのもし差があったとき、なかなか移ってきづらいというか、そういうの

があると思うんですが、その点について国からの交付税だけじゃなくて、町のお金も多少つ

けるといったらおかしいんですが、つけて、報酬をちょっと上げてあげて、よりよい人材を

募集するというようなお考えというのはなくて、あくまでも、もう国からの財源で賄います

よというお考えで、この金額が出てきたんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま、増田議員のほうから地域おこし隊の報酬額につきまして御心配をいただいてい

るということで、ありがとうございます。 

  まず、やはり原則といたしましては、交付税の範囲内の中で考えていくというのが原則に

なろうかと思います。そうした中で、今、増田議員からもおっしゃられたように、人件費が

200万円で、これは状況によっては250万円までは流用というか動きができるという中で、そ

うしますと、通常200万円でありますと16万6,000円、月額ですね。それから250万円であれ

ば20万8,000円ぐらいになるかと思います。そうした中で、私どもも交付税のまず範囲の中

で一番の額を探しながら、また当町と同じような自治体、そうしたところをいろいろ調べて

鑑みますと、20万円という金額がおおむね妥当であろうということ、それから金額的にも県

内の中では高いほうに部類するというのがまず１点ございます。 

  それと、もう一つは、今実際のお給料の中で生活をしていく中でということでございます

けれども、地域おこし隊の身分は、今回は非常勤特別職ということになります。逆に言え

ば、地方公務員法の適用を受けないということになりますので、兼業が可能ということにな

っております。 

  しかしながら、幾ら兼業が可能だということであっても、当町と契約行為があるような場

合は、やはりそこは除外をしていかなきゃいけないということで、届け出制をしていくよう

な形を当町と関係、いわゆる当町と直接契約を締結するような、よく個人で、例えば何か事

業を行っていて、そこと町と契約をして、それが生計をというような、そうしたものもござ

いますので、そうしたものを鑑みまして、届け出制をしながらいきたいというふうに考えて

おりまして、ちなみに、20万円につきましても、市場調査といいますか実態調査を行ってお

ります。これは、当町と同じような山間地ではないという言い方はおかしいですが、都市部

といいますか、そうしたところにも直接、市等の担当者、それから実際の地域おこし隊の隊

員の方にもヒアリング調査のほうを実施しておりまして、そうした中で、20万円ということ

であれば十分魅力があるし、大丈夫だということで、実際に活動されている方も20万円プラ

ス住居費等も支給されるという中でございますので、その点は大丈夫ではないかというふう

に踏んでおります。 

  以上でございます。 
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○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  金額が妥当かどうかというのはあれなんですけれども、地域おこし協力隊推進要綱という

のが総務省のほうから出ています。そこの第４というところに、事業推進に当たっての留意

事項ということで、最後のほうに、地域おこし協力隊に対する生活支援、就職支援等を同時

に進めることが望ましいというような文言があります。そういう中で、町からは報酬として

出す、あと、じゃ就職支援という形のものも同時にやっていってあわせて、最終的にはそれ

なりの給料をもらっている方に対しても合わせればそれぐらいになるよというようなことを

考えて、現状やっていくということでよろしいでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  地域おこし隊のほうも御心配いただきましてありがとうございます。地域おこし隊につき

ましては、当町のほうに来られる方というのは、都市部、首都圏であるとか、いわゆる当町

以外のところから来られるわけでございます。こうした中で、今回、最初３年間という中で

交付税を活用しながら活動をしていただいて、町のにぎわい創出であるとか移住定住である

とか、あと観光協会の関係の業務を担っていただくということでございまして、今後、事業

を３年間、その後定住をしていただきたいというふうに私どものほうも考えておりますの

で、当然、地域おこし隊の後に就職というか継続して、職種はどうなるかちょっとあれです

けれども、そうした場合には、また事業費の補助という制度もございますので、100万円程

度の補助制度がございますので、そうしたものも活用しながら地域おこし隊がぜひ活躍をし

ていただいて、また、その後も引き続き住んでいただいて、当町の進める事業にも携わって

いただきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今回は、１年からおおむね３年ということで国の制度でやるんだけれども、じゃ、３年後

以降、新たに募集して増やしていくというお考えも、そのころこの制度があるかどうか、国

の手当があるかどうかわからないんだけれども、手当がなくなっちゃったから、じゃ、やめ

ちゃいますよ、もう別にいいですよという考えなのか、今回、２人は３年で一応期限という

かあれで終わりますけれども、その後また募集をして、だんだん定住人口を増やすためにと

いうのもあるというようなお話なので、この事業というものは続けていく予定なんでしょう

か。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この方々が直接町内に住んで、それをもって人口を増やすという、そうした考え方はちょ

っとないですけれども、人材という中で、今回の方々を活用させていただいて、その後引き

続きというのは、今の段階では成功裏に導くのが今課せられたものだというふうに考えてお

りますので、まずはいい人材に来ていただいて、それで活躍をしていただくということに重

点を置きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（藤田和寿君） ほかにいかがでしょうか。 

  ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） 48ページの(4)の地域交流費でございますけれども、内容確認のと

きに、普通旅費と特別旅費の説明を受けました。そしてまた、28年度にはサッカーのスポー

ツ少年団が八女市のほうへ伺っているということで、また昨年ですか、八女市のほうからス

ポーツ少年団の方がいらっしゃってくださったということでございますけれども、このよう

な交流というのは、毎年続けていくのでしょうか。ちょっとそこを先にお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  こちらの事業でございますが、これまで、今、議員がおっしゃられたように、サッカーの

少年団が相互に行き来をしてきたという経過がございます。こちらにつきましては、平成29

年度では今現在実施はしていないところなんですけれども、平成30年度以降はスポーツ少年

団、サッカーだけに限らず、スポーツ、それから文化の分野で交流ができるような形で、今

回、団体の旅費を普通旅費として計上させていただきました。 

  今後につきましては、八女市との未来フォーラムというので、毎年、八女市との交流事業

を行っているわけでございますが、今、スポーツ交流を経常的に行えるような態勢ができな

いかということをこれまでも下協議等を行ってきております。平成30年度におきましては、

この点の補助制度を開始するような形でいけないかというような形の中で、このフォーラム

で何らかの形で成果を導き出したいなというふうに考えておりまして、そうすることによっ

て、交流が毎年といいますか可能となってくるような形で、お互いに八女市さんと進めてい

きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） それで、スポーツ少年団もやはりいろいろありますよね。ミニバス

ケットとかバレーボールとか野球、ありますけれども、そこの団体というか、どのようにし

て決めていったり、子供に絞ってやるのか、文化にしてもスポーツにしても、いろいろな分

野で選んで行かせていただいてということであるかと思いますけれども、本当に子供たちと

いうのは、よその県へ行って試合をしてきたり、いろんな文化のこととしても、いろいろ発

表してみたりということがすごくいい体験になると思いますので、たくさんの人たちに、子

供たちに交流をしていただきたいと思っておりますけれども、そこは人数とか、いろんなと

ころで制限があるとは思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま、いろんな少年団といいますか団体、バレー等を含めて、こうした補助制度を活

用して交流が行えないかということでございます。 

  こうした中で、当町としましても、いろんな方、たくさんの団体の方に交流のほうに参加

していただくということを願っているわけでございますが、やはり補助制度ということにな

りますので、若干の費用負担であるとか、相手方の八女市との関係もございます。こうした

中で、各団体等につきましても、今後、フォーラム等で進めていく中で、その前にでも協議
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をしながら、たくさんの方が交流に参加できるような補助制度も構築していきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） さっきの53ページの、増田議員が質問してくれたんですけれども、ち

ょっと一つだけ、そこのところに質問させてください。 

  月20万、我々の給料からすると結構大きな金額ですよね。そのときに、３年間といえども

補助が10分の10ということであっても、それは非常に期待をしてやっていただくわけですよ

ね。そうしたときに、ぜひ成果、そういうものが表に出ることによって、そしてそれが社会

というか吉田町に与える影響というのは、かなり出てくると思いますので、その成果という

ものに関して、どういう形での評価、それと公表をしていくのか、公表をするかどうかは別

として、その辺をちょっとお聞かせいただけますか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま、議員のほうからお話がありましたとおり、ただ単に採用して、そこに携わって

いただくというだけではなくて、当然、目的意識を持って行っていただくということは非常

に大事なことだと思っています。 

  地域おこし隊の方々につきましては、現在、二つの業務といいますか、観光協会に取り組

む活動、それから町の情報発信と移住定住の促進という、この二つを大きく掲げて、その職

務についていただきたいというふうに考えておりまして、当然、それぞれの活動におきまし

ては、成果指標といいますか目標値を設定させていただきまして、いきたいと思っておりま

す。 

  ただ、現在、当町では募集をしていく必要もございますので、そうした中では、具体的な

指標を今掲げさせていただいています。例えば、観光協会が取り組む活動であれば、当町の

３大イベントの来場者数が前年比５％以上増加、それとか、あと観光の入り込み客数が前年

比の５％増、いわゆる３年間であれば15パーというか、基準年から比べればそういう形にな

りますが、それからあとＳＮＳの登録者数を、これは31年３月時点ということで、１年間で

500人という目標値をそれぞれ設定しながら行っていきたいというふうに考えております。 

  評価につきましては、これはあくまでも今、私たちが成果指標として、こういう目標値を

掲げたいということでございますが、当然、採用に当たっては、その方とも面接をする中

で、その方のまた目標値も設定されるでしょうし、さらにこれ以上に設定する場合もあるで

しょうし、基準となるものとして、今現在示させていただいています。評価につきまして

は、当然、毎年評価をさせていただきまして、評価結果は、この数値の結果につきまして

は、先日もちょっとお話ししたかもしれませんが、議員の皆さんも行政報告会等々で活動報

告をしながら、また皆様方にも御協力いただいて、この活動が円滑になるような形で進めて

いきたいというふうに考えおります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 
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  期待をしているものですから、お聞きをいたしました。 

  47ページの契約管理費の欄でお願いをいたします。 

  これは、議会費のところでちょっと聞こうとは思ったんですけれども、我々議員が常任委

員会であるとか、いろんな委員会で視察に出かけます。そのときに、バスを借り上げていた

だくわけですけれども、当然、今まではいろんなところから入札でこうやってきましたよ

ね。その中で、先日聞いたときに、特に制約はないということだったものですから、吉田町

に吉田観光とスルガ観光、二つありますよね。我々の実体験で話をしますけれども、一度、

スルガ観光で昨年行かせてもらったときに、非常に気を使っていただいて、安全の面もそう

だし、車も本当にいい車を出してくれたりとか、そういう形で吉田町を応援してくれたわけ

ですね。我々議員としては、少なくとも議会で使うものくらいに関しては、やっぱり吉田町

に２社あって、非常によくしていただいたという記憶がありますし、当然、その中では信頼

関係も生まれるわけですから、ぜひその辺は、例えば二つで、要は吉田町の業者を使うとい

うような入札をしながら、吉田町の業者を使うというものはできないものでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 契約管理全般で地元業者を使うというような御質問ですか。 

○６番（山内 均君） それも含めてね。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  バスの借り上げの関係の業務委託になるかと思います。その中での、どのようにバスの業

者を決めていくかというところにやっぱりなるかなというところでお話をさせていただきま

すと、バスの借り上げの業務委託につきましては、金額によっては随意契約になるというと

ころで、バスの金額、物件の借り入れが40万以内であれば随意契約というところになりま

す。随意契約になれば、そこのところで３社の見積もりをとりながら、仕様に合った金額の

見積もりを出していただくような形になりますので、町内のバス業者というよりは、３社見

積もりの中で仕様に合った業者を選ぶということになりますので、契約というところの中で

の話になるのかちょっとわかりませんけれども、仕様の中で合った形での見積もり金額を出

していただいたところで随意契約になりますので、今、町内業者というところではありまし

たけれども、ちゃんとその中に３社見積もりを出していただいて、その金額に一番見合った

ところの低いところの業者が随意契約の相手方になるというところでは、契約の中ではそう

なっていますので、バスの質といいますか、旅行会社の質のところはやっぱり仕様書の中と

か、契約の中でうたっていただくようになるのかなというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） わかりました。できるだけ町の業者を応援したいという思いでさせて

いただきました。 

  それと、次にもう一つ、47ページ、その中での契約管理費の12番の設計委託料ということ

でお伺いをいたします。 

  実は、昨年も同じところでお聞きをしました。昨年は発注支援委託料という形で130万円

出ました。発注支援委託料、要するに品確法の法律を踏まえての金額が130万円で出たんで

すけれども、ことしは設計委託料だけで150万円と、そういう数字が出ていますので、この

中に、昨年は品確法、公共工事の品質確保の促進に関する法律、こういう中でやっていただ
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きましたので、ことしもそれが何でここに入っていないか、ぜひやって、そういう意味合い

でこの条項が出ていればよかったんですけれども、ということは、今回、放課後児童クラブ

の大きな建設がありますよね。それと吉田町の水洗化の大きなものもありますので、水洗化

の話をしたときに、ちょっとやっぱりイメージがなかなか伝わっていなかったですけれど

も、そういう意味で、同じ品確法とかそういう補助、いろんな人の頭脳で見ることによっ

て、間違いなくいいものができるはずなんですね、必要以上にいいものが求めるもの以上

に。それを考えると、ぜひ品確法というか、そういう形がこの中に含まれてはいませんけれ

ども、包含をしているということで考えていきたいと思うんですけれども、そういう意味で

も考えていってよろしいですか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  議員がおっしゃられた契約管理費の中の12節の設計手数料150万円は、今言われた発注支

援の業務とは別です。設計手数料につきましては、事業を行うに当たって見積もり聴取とか

設計の段階でちょっと業者にお手伝いしていただきたいというときに、手数料を払って、成

果品を出していただくようなもので、手数料を支払うというものですので、今言われた発注

支援のほうは、昨年度、13節で130万円予算化をさせていただいておりまして、全協のとき

にも御説明をさせていただいてはいるんですが、130万円つけたものにつきましては、今の

ところ支出がなかったというところで、来年度を見据えたときに、発注する工事の中で発注

支援が必要かどうかというところを考えたときに、発注支援しなくても、担当業務の中で担

当者が品質を確保するための工事について自分たちの力で、専門性が必要な部分もあります

けれども、そこのところをクリアしながらやっていくというところで予算化をしませんでし

たけれども、発注支援業務につきましては、議員がおっしゃられるように、品質の確保とい

うところは非常に大切なところで、今も円滑に実行することが必要だというところは重々承

知しております。 

  ただ、その中で、あくまでも建築工事、来年度は放課後児童クラブとトイレの改修工事と

いうことで、建築のほうの工事が控えているわけでございますけれども、職員の中で体制を

整えながら、そこのところの業務に当たっていくような形でやっていきたいと思っていま

す。その中で専門的な業務もございますけれども、ある程度、工事の設計や施工の管理等も

業務委託しながら、そのところはやっていきたいと思っておりまして、今のところは発注支

援というところの業務の予算はつけない状況で、自分たちの力の中でやっていきたいという

ふうに思っておりまして、あるいは今、理事もいらっしゃいますので、理事の専門的な力も

おかりしながらやっていくような形で考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、お伺いをしたのは、以前にも言ったことありますけれども、本当の理由は建物とか都

市計画、いろんなものがそうなんですけれども、本来は政令市だとか大きなところというの

は、自分のところで抱えていますよね。やっぱりそこにいてくれていて、そして、そうする

ことによって、できるだけ多くの人たちのアイデアであるとか技術であるとか、そういうも

のをそこに取り込めることができればいいと思うんですけれども、今言われたできるだけ担
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当課でという話を、ここですかね、確認のときにやったときに、とてもじゃないが担当課で

やって、私の意見としては、ドアのやつが出たじゃないですか、ドアは外がいい、内がいい

と。ああいうのというのは、もう我々でないと、経験をした者でないとわからないわけです

よね。 

  そういう意味で、本当は多分、理事に言えばすぐわかると思うんですけれども、そういう

のを理事が今いろいろ工程とか最終的に苦労している部分も、もしいれば、そういうものが

利用できていれば、非常にスムーズに、それと確実なものが、間違いないものができると、

それはもう我々の仕事の中で確信をして言える話ですね。そういう意味で、本当は建築の管

理ができる人とか、土木の管理ができる人が、ここに専門性のある人がいてくれると、役所

の中にいていただくと、非常に間違いのないものが、公益福祉に合致したものができると思

うんですね。 

  そういう意味で、また再び問いますけれども、状況が変わってきた中で、やっぱり町とし

ては管理ができる人とか、そういう人たちの役員とか職員の募集とか、そういう中でやって

いただければ、今言われたことが非常にスムーズにいいものができると思うんですけれど

も、そういうお考え、例えばそういう役員、専門性のある人を職員として取り入れるとか、

それが一番いいと思うんですけれども、お考えというのはありませんか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  今、議員がおっしゃられるように、専門性のある職員というところでは技術職とか、そう

いう職員の募集もかけている中で、非常に人気のある職種というか、募集をかけてもなかな

か来ないというところも現状でございます。 

  そんな中で、今、経験値を持った職員も出てきている中で職員を配置して、そこのところ

で業務に当たっていくというふうに考えておりますので、専門職の配置も必要だとは考えま

すけれども、今のところは経験を持った職員をそこに配置して、建築のほうをやっていこう

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 大体わかりますけれども、例えば臨時の職員さんでもいいものですか

ら、要するに、今もう定年退職した人たち、技術を本当に持っている人たちがいっぱいいま

すので、その辺で、ぜひそういう考え方も取り入れていただきたいと思うんですけれども、

その辺はどうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  今言われたように、職員の中でも経験を持った職員、ＯＢの中でもというふうなお話もご

ざいました。建設課のほうでは技術を持ったというか、経験を積んだ職員が再任用でも置か

れておりますので、そういう職員の力をおかりしながら、そういう相談にも乗ってもらいな

がら工事のほうをやっていくような形で考えたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  12番、増田剛士君。 
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○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  説明書の50ページ、生活交通確保対策費の中で、今回、大型バスをジャストラインのほう

へ貸与して、５年間ということであります。 

  そうした中で、路線は藤枝からのものが多いというか、吉田から行くのに、静岡、あと藤

枝という形になっているわけで、実際のところ、焼津市との関係なんですが、隣町なんだけ

れども、こういう意味でいうと、すごく遠い町になっている。高校も清流館高校があったり

して、清流館高校は、たしかバスはないですよね、学校で持っている。そういう中で、通学

にも使える。でも、バスがない。焼津市立病院あたりも自分も実際にかかっている、通院し

ているものであれなんですが、結構、吉田の方がいるんですよ。その中で、非常に不便を感

じているなというのがあるんですが、焼津に行く線というのは、あるときなくなったんだけ

れども、復活させるという、バスを貸与しながらというのもあるんだけれども、そういった

路線に関して、ジャストラインとどのような交渉をされてきて、現状なくなっているのかと

いうのをお聞きしたいんですが。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま、増田議員のほうから、今回のバス路線のバスの買い入れを起こした関係、当町

が購入して、それをジャストラインに貸与して、路線確保を図りながら住民の利便性を維持

するという中で、一つが焼津市という横の、いわゆる東西のことだと思っています。 

  当町が、今回、藤枝相良線のほう、この確保ということで言ったのは、一つは藤枝市の

駅、それから藤枝市民病院等もありますので、駅からの次の乗り継ぎが可能だと。それとも

う一つは、清流館高校の前をバスが通りますので、これがいわゆる通学者のバスの一つの一

助になっているものですから、その関係でこの路線は維持をしたいということで、今回、こ

の制度を活用して導入のほうをしているところでございます。 

  ただ、焼津市立病院ということでございますけれども、こちらにつきましては、議員がお

っしゃられるように、乗りかえ等の関係の路線も現在ない状況だと思っています。焼津につ

きましては、大島まで行かないと病院のほうに行く、また焼津駅のほうに行くというところ

がないものですから、そこが非常に難点ということになっています。 

  そうした中で、これまで藤枝路線、それから島田路線につきましては、現在、国のいわゆ

る赤字路線補助路線ということになっていまして、住民の皆さんの生活の足をまず確保しな

ければならないということがございまして、こうした中から、公共交通会議というのも実施

をしております。これはしずてつジャストラインも入りまして、町も入って、また県等々

も、また利用者代表の方々も入っていただいて、当町の公共交通がどうあるべきかというこ

とでのお話をさせていただいているところでございます。 

  そうした中で、いわゆる焼津方面、特に、病院の関係かとは思います。こちらのほうにつ

きましても、ちょっと話のほうは今後していきたいというふうに思っておりますし、一つ

は、例えば妊婦の関係であればタクシー助成に一部助成があるということ、それからもう一

つは、なかなか御自分で行けないような弱者の方につきましては、福祉の有償サービスのほ

うが福祉関係のほうでもございますので、そうした制度もいろいろ活用しながら、住民の皆

さんに不便がないように、総合的な形でいきたいと思っております。 
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  特に、今の路線に関しましては、今後、引き続き、いわゆる引き継ぎ、何というんです

か、経点を通りながら行けるような方策というのも、いろいろ話し合いのほうを当町からも

働きかけのほうをしていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  了解しました。ぜひ、焼津線というのは、今後必要になってくるかなと思っていますの

で、お願いしたいと思います。 

  そうした中で、バスを１台やって、要は回るのが増えるのかなとも思うんだけれども、根

本的にジャストラインさんで人手不足というのを非常に、何か言うと人手不足なのでという

ような、これまでも答弁をいただいているんですが、人手不足に関しては大丈夫というの

か、１台貸与して増えるわけですよ。そういう中でも、十分人手不足に関しては大丈夫です

よということでよろしいんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 今回の生活交通確保対策事業の中で行います大型バスの購入の関

係ですが、これは、一つは運転手というよりも、いわゆるバスの買いかえといいますか、そ

うした補助を行いながら低床バス、いわゆる高齢者の方にも優しいバスを入れていこうとい

うことで、今回進めさせていただくものです。 

  確かに、今、議員がおっしゃられたように、人手不足、いわゆる運転手の不足というのが

叫ばれておりまして、公共交通会議の中でも、これが再三議題となっております。そうした

中で、ジャストラインさんのほうでも人手不足を解消するように、何とか確保するような形

で、人手不足によって、いわゆるバスの路線が廃止されるというのではなくて、そうした形

で補助であるとか、そうした形をうまく活用していただいて、ジャストラインさんのほうも

今後人手不足に対応していくということでございますので、一応この路線の確保ということ

に関しましては、現在のところ大丈夫というふうに私たちは思っております。 

  以上でございます。 

○１２番（増田剛士君） 了解。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  ２款総務費全体でお聞きします。 

  全体協議でもお聞きしました…… 

○議長（藤田和寿君） １項だけです、今。どうぞ、どうぞ。 

○１番（山口一博君） いいですか。 

○議長（藤田和寿君） はい。 

○１番（山口一博君） 情報通信技術の業務映像契約、ＩＣＴ－ＢＣＰについてお聞きしまし

た。今年度は予算を立てないということで、各事務官のレベルでお話し合いをして策定して

いくというお話だったんですが、平成30年１月末時点で策定ができていない、県内では５市

町ということで、その中に吉田町が入っております。全然できていないわけではないんです

けれども、新聞報道によりますと、人手不足、情報システムに関する専門知識を持つ職員の
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不足、策定に当たる職員の事務負担が大きいということから、なかなか策定ができていない

というお話もありました。 

  今、課長のお隣とか後ろに座っていらっしゃる補佐、主幹レベルが多分こういう策定をさ

れるんじゃないかなと私は思っているんですけれども、例えば、情報システムに関する知識

がなければ、多分、外部の方を雇用して、そういうものを作成してもらったりする、そうい

うことをしないで予算を立てないということなんでしょうか。それとも、ある程度目安を立

てて、平成30年度はこれを策定できるということでお考えなんでしょうか。ちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  ＩＣＴ－ＢＣＰの策定の件でございますけれども、計画の内容は庁舎内の関係する課と協

議しながら策定していくような形で、外部委託というところもできないことはないと思いま

すけれども、庁舎内の関係機関と連携してつくっていくような内容でできるのではないかと

いうところの判断でやっていますので、その中の計画に盛り込む内容も、そこの辺の内容を

加味しながら庁舎内で策定していくというところで、予算を立てずに策定していく方向であ

ります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  人手不足ということで、多分、今現状の職員の方たちで策定をするしかもうないという

か、外部で雇用しなければそうなってしまうんですけれども、来年度、人が増えると新卒の

方が入って、人数がプラスにはなると思うんですけれども、その方たちが策定をしない限

り、もう今いらっしゃる職員の方たちで専門知識を要する策定をしなければいけないという

ことなんですけれども、今現状で、例えば言えるかどうかわからないですけれども、何パー

セントぐらいあと事務レベルで進めれば策定はできるということで、もしお話しできればい

いなと思うんですけれども、お願いします。 

○議長（藤田和寿君） 現状の進捗状況ですね。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  今、体制としましては何パーセントというところではなくて、クラウド化も進んできてい

る中で、情報とセキュリティーとか体制のほうはもう整ってきておりますので、この間、全

協のときにもお話しさせていただいたように、情報についてのクラウド化とか、あとデータ

の分散化、そしてバックアップのサーバーの配置とかというところでは、ハード的なところ

ではもうできておりますので、あとは計画に落とし込む内容として、どの程度のものをそこ

に落とし込んでいくか、バックアップ体制のところの手順とか職員の配置とか、ちょっとこ

まごました細かいところを計画に落とし込んでいくような形になりますので、全体としては

今ハードのところは体制ができておりますので、あとは計画の中の情報化推進委員会を使い

ながら、また関係課と協議しながらつくっていくような形でございますので、今言われたよ

うに、何パーセントというところでは、ほぼハードはもう体制はできているというふうに考

えております。 
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  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１０時１３分 

 

再開 午前１０時１９分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  ただいまの出席議員は13名です。 

  次に、２款総務費の２項徴税費から６項監査委員費までについての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、12款公債費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次に、14款予備費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１０時２３分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  105ページの生活保護費について伺いたいと思います。 

  生活困窮者に対する生活保護費については、これは生活保護法で定まっておりますけれど

も、所管は県のほうになりますので、町のほうで予算的には特に入っていませんが、生活保

護法が国のほうで生活扶助費という項目が最大５％削減されるということで、この前も全協

の中でもお話ししたんですが、それに関連しまして、町のほうで関係してくるところが住民

税とか保育料、あるいは介護保険料、それから就学援助費など、生活保護基準に照らして、

その基準あるいは1.5倍等に該当する家庭にはそうした援助が連動的に今されているわけで

すが、国のほうの基準が下がりますと、町のほうでの今の基準も連動して下がってくるとい

うことが予想されます。そうなれば、これまで補助を受けていた人が対象外になってしまう

というようなケースも出てくるわけですので、そうした点はやはり生活をちゃんとしっかり

保障するという意味合いでも、町での保護基準については国の基準が下がろうと、町のほう

としては、その基準については維持をしていただきたいというふうに思うわけですけれど

も、ことしの10月から国のほうはそういうふうな予定になっていますけれども、町のほうで

30年度の予算の中で基準を引き下げる予定なのか、あるいは現状維持でいくのかということ

についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  30年10月から、国のほうで基準を下げるといったところだと思います。基準と申しまして

も、生活保護の中には生活扶助費というものと、ほかにも医療費扶助とか介護扶助だとかと

いったいろんな扶助があります。その中の生活扶助の引き下げをするという予定というのが

今、新聞で出ているところです。 

  生活扶助に当たりましては、前回、議員からも申されたように、最大で4,000円減る家庭

もあるよといったところの記事を見ていただいたと思います。最大で4,000円という家庭が

あるんですが、都市部ではそのように減額されるところがあります。吉田町に関しまして

は、もともと扶助されている額が余り大きいところではないので、割合的にも下がる家庭ば

かりではなくて、上がる家庭もあるということを国のほうの記事のほうではうたわれており

ます。実際に幾らになるかといったところはまだ示されておりませんので、町のほうではは

っきりしていないところです。 

  今回の改正に当たりまして、下がるばかりではないといったところでちょっと説明をさせ

ていただきますと、今までは中学生まで児童の扶養加算というものをしておりました。そこ

が、今度は高校生まで扶養加算をされるようになります。３歳まで１万5,000円であったと

ころを１万円という形で、ゼロ歳から高校生まで１万円の加算がされていくというような、

子供家庭に関しましては、教育が平等に行われるようにという意味で、加算のほうもされる

ような制度に変わっていくということが言われております。 

  今回、なぜ改正があるかといいますと、５年に１度、生活扶助というのは見直しがされま

す。普通の一般家庭の中で、低所得であっても生活保護を受けていない方と、生活保護を受

けている方との生活費を比較しておりまして、国のほうで、そこの乖離があるために、そこ

を平らにできるようにという意味で、今回３年かけて段階的に法改正をしていくというよう
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な趣旨でいますので、町のほうで、先ほど、保護基準が下がったところへの手当はできない

かといったところの御質問がありましたけれども、保護基準が下がるわけではないものです

から、ちょっと町のほうでという対応は特に考えておりません。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  生活保護の基準について、細かい説明をしていただきありがとうございました。 

  私のほうでお聞きしたかったのは、それに関連してもう一度言いますが、住民税とか保育

料、それから介護保険料や就学援助など、生活保護基準あるいはその1.5倍とか、そうした

範囲の所得の人に対する免除規定等、町の基準であるわけですので、生活保護の基準が下が

りますと、そうした関連する町のほうの基準も下がってくるのではないかと。そうします

と、該当する人の中では援助が受けられなくなる人が出るんじゃないのかという心配をして

いますので、国の基準が下がっても町のほうとしては従来の基準でいけば、そうした枠の中

にいる人も救済できるのではないのかなという考えがありますので、30年度の予算の中でど

うした措置がとられるのか、その点を伺って思いますので、すみません。いろいろ幅が広く

なって申しわけないんですが、総括的な答弁をいただければと思いますが。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 生活保護世帯にかかわるいろんな制度というのは、町で持っている制

度につきましては、世帯それぞれを見るようなものではなくて、生活保護法の対象世帯につ

いてはどうだということで、法律の適用を受けている世帯に対して、いろんな措置をしてい

くというようなつくり方をしておりますので、今回は法律の基準が変わるというものではな

いというふうに思っておりますので、それに対して予算を措置するようなところは必要はな

いかというふうに思っておりますが、生活保護法の基準そのものが変わるようであれば、町

の制度もそれに連動して対象が変わっていくということになりますけれども、今回はそうし

たものではないというふうに捉えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  ありがとうございます。制度が変わるものでないということは承知していますが、先ほど

話がありましたように、今の生活実態の調査の中で、いろいろ保護の金額の増減が図られる

ということで、そうした変動が町の皆さんの暮らしの中に影響が出ないような形での町の対

応をぜひお願いしたいということですので、以上で質問を終わります。 

○議長（藤田和寿君） 答弁はよろしいですね。 

○５番（大石 巌君） はい。 

○議長（藤田和寿君） ほかございますか。 

  ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  89ページ、お願いいたします。 

  ここのところでファミリーサポートについて質問させていただいていたんですけれども、

マッチングが計画よりは少ないというふうなことで、ＫＰＩでは50人ということを予測して
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いたわけですけれども、今、10組でしたかね。少ないと思いますけれども、これは子供支援

のすき間を埋める大事なものだと思いますけれども、どんなふうにお考えでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） すき間を埋める大事な支援ということについては、おっし

ゃるとおりだと思います。ＫＰＩで示した50人というのは会員数でございまして、この目標

については既に上回っているものでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  それでは、マッチングがちょっと少ないんじゃないかと思いますけれども、これで足りて

いるのか、または、もう少しマッチングをうまくすればいいのか、その辺のところの見込み

等はどうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  申し込みのあった方については、お断りすることはほとんどなくマッチングはできており

ますので、マッチングが不成立のために利用者数に制限がかかっているというものではござ

いません。 

  ただ、申し込みが少ないということ自体は我々のＰＲ不足もあるかという反省はございま

すので、今後、その点についてはＰＲをしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 89ページの児童虐待防止事業費の件でお伺いします。 

  全協のときに、臨時職員２人の募集をかけたけれども、なかなか集まらないと。そして、

その中でちょっと特に気になったのが、毎年数が増えているという話がありましたよね、虐

待防止の情報が入ってくる数が。そのときに、町のほうの対応、要するに臨時職員の方がな

かなか入ってきてくれない。そこにはハードルがあって、おそらくそういう資格を持った人

たちがどこでも必要とされていると思うということで、取り合いというか引き合いとか、そ

ういうことが起きていると思うんですけれども、でもその中で、それであっても吉田町とし

ては件数が明らかに情報として増えてくるということになると、厳しい状況の中でも何らか

の対応はしていかにゃいかんと思うんですね。その対応というのは、どのような形で今言わ

れたものに関してやっていくのか、これからの方策も含めてちょっと教えていただけます

か。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  予算に上げてございます臨時職員の賃金は、議員おっしゃるように、２人目の採用を目指

して予算要求をしたものでございます。現状の配置は、正規職員が１名、臨時の家庭相談員

が１名、こども未来課としては２名の職員を配置しておりますが、配属先、デスクのある場

所ですが、学校教育課のほうに置いていただいて、学校教育課の学校の教員ＯＢの方とも組
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んで、４人のチームで今体制を組んで、虐待の対応に当たっております。これを充実したい

がために、もう１名分の予算の増員をお願いするというものでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 聞きたいことは、そういう状況が増えてきているし、実際にメディア

で報道されているように、非常に悲惨な結果を招く事例が何か幾つかありますので、その中

でもやっぱり、例えばそういうものが起きたときに、もちろん秘密で情報を入れなきゃなら

ん部分もありますので、情報があったときの対応、これはひょっとしたらそういう人たちが

いるかもしれないから聞くんですけれども、その対応というのはどういう形で秘密という

か、保護をしながらやらにゃいかんと思うんですけれども、その対応策というのは持ってい

るんですか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  情報の入り方、いろいろな形がございます。御本人からの悩みの相談もございます。そう

いった場合には、早目に保護者と面談をいたします。保護者の中に鬱積して、子供に当たっ

てしまう、その気持ちというのを吐き出させて、酌み取って、以後、何度か面談を重ねるよ

うにいたします。家庭訪問もいたします。そういうことで防ぐこともございます。第一報が

例えば保育園等の施設からの、子供に少し青いアザがあるよといったような場合の対応につ

いても、必ずお迎えのときに保護者と面談をするようにして、保護者側の困り感であるとか

気持ちであるとかというのを酌み取るようにして、子供への実害が低減できるような努力を

今しております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  確かに、今言われたとおりだと思います、方法としては。それが実際に起きたときには、

要するに情報に対する対応と同時に、一番悲惨な例なんか挙げると、どうしても切り離し

て、先月もありましたよね。あとはそこを、何かもし深刻な状態が起きたときに、預けるで

あるとか切り離すであるとか、吉田町の場合にはしっかりとしたルートは持っているんです

か。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  対応については、藤枝市にございます中央児童相談所と連携を密にしております。その中

で、議員がおっしゃるように、もう保護者と切り離したほうがいいということでありました

ら、送致という形で対応をしておりますので、その点は御心配いただかなくても結構と思い

ます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  74ページ、お願いします。 
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  民生・児童委員活動費ということで、民生委員活動費負担金ということで全協のときにお

伺いしたところ、ある意味報酬として考えていいよというようなお答えだったんですが、民

生委員の方にいろんなことを調査であるとか、そういったものをお願いすることがあると思

うんですが、そういったものの対価というか、活動に対する負担金というふうに考えていい

のか、それはそれでほかから何かしらの委託金がありますよというのか、そこのところがち

ょっとわからないんですが、もし報酬のようなものだというふうに考えると、50人いる中で

一人一人非常に差が出てくるのかな、お願いすることが一律じゃないと思うんですよ。ある

地区によっては非常にいろんなことがあって、お願いすることが多いとか、そういうのがあ

る中で、そうした不公平といったらおかしいんだけれども、そういったことも生じてくるの

かなとも思うんですが、負担金という項目が、でも報酬とはつけられないということでこう

いう形になっているのか、その点についてお願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 福祉課でございます。 

  議員の御質問がありましたように、地区によってはお年寄りの多いところ、子供さんの多

いところという形で、民生委員さんの活動の仕方というのもまた変わってはくるんですが、

負担金に関しましては、皆さん一律に活動費として、どの活動に関して幾らとかではなく、

全体の年間を通した全部の活動に対しての町からと県からの負担金というものになりますの

で、１人調査に行ったから何件とかといったものではございません。活動費と思っていただ

きたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 全協のときには、それを50人で割るといったらおかしいけれども、

年間、割ると大概の金額が出るんだけれども、そういう形で、じゃ、個人にはいかないとい

うことじゃないでしょう。１人幾らというふうに活動費としていっているわけでしょう。だ

からそれを、じゃ、報酬という形にはできないんですねということでお伺いしているんだけ

れども。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 民生委員そのものが、厚労省からの委嘱を受けたものになりま

す。報酬というような形ではなくて、個人に対しての活動をしていることに対する負担金と

いうような表現になります、個人に対してお１人ずつ。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 支払い方というか、内容はわかりました。 

  でも、非常に１年間、余り活動せずにといったら失礼なんだけれども、調査依頼とかかな

りあると思うんですよ、年間では。それが余り当たらなくて１年間たっちゃう方と、本当に

一生懸命やられている方とすごく話を聞いたらあるんですよね。民生委員個人の問題かもし

れないけれども、非常に一生懸命やっていただいていて、資料が来ると、それにわざわざ自

分の名前とか何とか全部張って渡しているとか、結局、民生委員という職はあるんだけれど

も、一般的に余り受け入れられていないというか、その職がどういうものかというのがわか

らなくて、やれ個人訪問どうのこうのという情報どうのこうのということで、非常に仕事が

やりづらいと、そういう方からもすごくこの間話を聞いたんだけれども、そういう中で、た
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だ負担金という形であるんだけれども、もっとほかにそういうのをバックアップしてあげる

ようなことということは、何かないんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 福祉課長、杉田香織君。 

○福祉課長（杉田香織君） 民生委員さんに関しましては、調査だけを行っているわけでもな

くて、月に１回の定例民協から始まりまして、いろんなボランティアの活動を自主的に行っ

ている方から、ボランティアという捉えだけではなくて、町の事業に関心を持っていただい

てという方もあります。本当にいろんな元職のある方がいらっしゃいますので、個性を発揮

しての活動をしていただいております。 

  先ほど、受け入れられていない民生委員さんとか活動がしにくい民生委員さんがいらっし

ゃるということも伺いましたので、町のほうでも民生委員さんがこういう活動をしてくださ

っていますというのは、新任の民生委員さんが決まったところで広報に載せたりだとかして

ＰＲはしているんですけれども、もっと活動しやすくするためにも、私たちが民生委員さん

というのはこういう活動をしますよというのを町民に対して何回かＰＲしなければならない

なと今感じたところです。 

  あと、民生委員さん自身がどんな活動をしたらいいかといったものもあると思いますの

で、個性を生かすだけではなくて、どの民生委員さんも平等に知識を得てもらいたい部分と

いうもありますので、県の研修会と町の研修会等を含めまして、研修会もしながら、みんな

でモチベーションも上げながら、知識も上げながらという形で活動していきたいと思いま

す。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 民生委員の皆様方の活動というのは、こういう世の中にあっても大事

な活動になっておりますので、非常にありがたくも思っておりますし、大変御苦労もおかけ

しているということは思っております。 

  金銭的にも、もっとでき得るものならばそういう活動をバックアップしたいわけですが、

民生委員の設置根拠というのは法律で決まっておりまして、「無償とする」なんですね。も

う法律の中でうたわれておりますので、無償という前提の中でどういうことができるかとい

うところで、県も町もそうした中ででき得ることということで、ここに予算計上をさせてい

ただいた負担金という、そういう形をとらせていただいて、負担金を使っていただいて活動

していただいているというのが実態でございますので、予算的にはバックアップをしなが

ら、今、担当課長から申し上げたような、活動を円滑に果たしていただくというような、そ

ういう取り組みの中で、また支援をさせていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  理解しました。 

  無償ということがうたわれているという中で、じゃ何か、調査とか何とかを、それを委託

という形もいけないというふうになっているんでしょうか。例えば、児童扶養手当をどうの

こうのというので、調査に行きますよね。そういったものを委託料としてお支払いするとい

うようなことも法律的にはいけないということでよろしいでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 
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○理事（塚本昭二君） いろんな調査のための調査ということであれば、委託という業務にな

ると思いますが、本来の民生委員としての活動を通じた一環として行われるという範囲であ

れば、無償の中だというふうに判断をしておりますので、そうしたところについてはどうい

う業務形態をとるものなのか、活動の一環なのかというところをしっかりと見定めた上で、

適正な措置をとってまいりたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかにありますか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  今、同僚議員が聞きました106ページ、生活保護費、繰り返しになりますけれども、ここ

で聞いていいのかわからないんですけれども、もともとはこれは28年度の決算資料を見る

と、バス代300円を２人に渡したというふうに書いてあるんですけれども、生活保護を受け

られる方のお子さんが引き続き生活保護を受けるという確率が多くなっているというふうに

聞いております。積極的な支援を町では予算を計画するときに考えなかったのかなと、一応

お聞きしたいと思います。 

  きょうの新聞によりますと、静岡市では貧困家庭を対象に18年度から、小・中学生を対象

にして就学支援を行っております。ちょうど勉強しようと思いまして、２年前にお伺いした

ら、静岡市では約2,000万の予算を立てまして、生活保護費をもらっているお子さんの支援

をするということで、４月に募集すると、すぐ満杯になっている状態だということをお聞き

しております。 

  町では、生活保護を受けられるお子さんの就学支援等で別に予算をとるというようなお考

えはなかったんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 10款教育のほうで……。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今、議員から御質問のあった106ページの行旅人扶助料というのは、

生活保護世帯にお渡しするものではございません。お金を持たずに町へ訪れて、移動するた

めの費用がないというようなことを訴えられた方に必要最小限のお金をお渡しいたしまし

て、それで旅行の足しにしてもらうという、そういうことを行うように義務づけられており

ますので、そのための予算を計上したものでございます。 

  それ以外の生活保護費というのはうちの予算の中にはないわけですが、これは、当町はま

だ町でございまして、福祉事務所も設置義務がないという町でございますので、生活保護に

ついては、当町の場合は静岡県が予算を持っているし、措置もしていくということになって

おります。静岡市などは政令市でございますので、自前で福祉事務所を持って、自前で生活

保護も運営していかなければいけないというところでございますので、静岡市と吉田町を比

べられると、全く違う内容だということになっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 104ページをちょっと見ていただけますか。 
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  放課後児童クラブ建設事業費、これは全協の中で平成30年がＴＣＰの絡みの特筆であると

いうことはお尋ねしました。それで、この中で何かちょっと解せないのが、15番に施設整備

１億3,396万3,000円と出ていますよね。全体が１億5,836万円、その中で設計委託料の中で

設計監理委託料150万、記載されていますね。それと土地利用申請が300万と、それで、例え

ば施設整備で細かい数字が出ているということは、現実的な数字が現実的なプランとして出

ていると思うんですけれども、150万というのがいかにも不自然で少な過ぎるんですけれど

も、これは何か意味があるんですか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  15の施設整備、これが1,000円単位ということで現実的な数字という御質問でございまし

たが、全協で御質問があった際にお答えしましたとおり、これはまだあくまで概算のもので

ございます。概算の数字でございまして、想定できるものを坪単価に割って書き直したよう

なものでございますので、まだ概算でございます。 

  設計監理委託料につきましては、建物を建てる際に、建築の途上の監理を設計士の方にし

ていただくという費用で、これは概算で見込んでございます。土地利用についても1,000平

米以上の土地に建てるような場合のことを鑑みまして、概算でこの費用を見積もったもので

ございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） そうすると、今、放課後児童クラブに関しては、全く予測という中で

やっているということという計算になるということですか。それが予算として上がってきて

いるということですか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 予測の数字、あくまで概算の数字ということでございま

す。ここに設計委託料を見込んでありますとおり、今後、設計委託をかけて、その中でいろ

んなことは建築費用にしても固まっていくものですので、まだ概算の費用でございます。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０１分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 
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○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  115ページの広域組合に対するごみ処理費の関係で伺います。 

  ３年前に、ごみ焼却場の中で108万余の使途不明金が発生したということで、これはもう

３年たっているわけで、警察のほうで捜査をしているわけですけれども、なぜその捜査が進

展しない、あるいは終了しないのか、その辺について非常に疑問に思っていますが、今の現

状について、管理者である町長のほうでおわかりの点があったら教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 基本的に県警のほうで捜査の指示が出ておりますので、その内容につ

いて私は存じません。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  捜査を継続中ということは承知をしていますが、３年も経過をして、何も途中経過も警察

のほうから報告をされていないのか、あるいは何が原因で捜査が延びているのか、その辺で

承知していることはお知らせいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 県警のほうからの指示で捜査が継続されているわけでございまして、

なぜ捜査が継続されているのか、別に県警のほうから説明がございませんので、私はわかり

ません。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  警察に捜査ということでお願いはしているということは、事件の性格上、そうだと思いま

すが、ただ実際、ごみ焼却場の中での現場での調査がどういうふうに進行しているのか、あ

るいは捜査が難航している原因、それから問題があれば、それは今の広域組合の中で警察に

協力をして、捜査が進展するようにすべきだと思いますけれども、そういう点で今、町長の

ほうから警察に任せているからわからないという回答では町民の皆さんも納得しないじゃな

いかと思いますが、組合の内部での努力がどうなのか、その辺についてお聞かせいただきた

いと思います。 

○議長（藤田和寿君） 今回、一般会計の審議であります。吉田町牧之原市広域施設組合につ

きましては、組合議会という形で議員の同僚である議員が吉田町代表として、そちらの組合

議会に出て、当初予算も審議を終わり、可決しているということでありますので、今この場

で、その内容については本来そぐわないと思いますので、もし御答弁があるのなら求めます

が、答弁がないようなら、このまま進めたいと思いますが。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 捜査に対してどうなのかという御質問がございましたので、捜査は当

局がやっているものじゃございませんので、警察当局が行っているものでございますので、

警察の捜査に対しては組合は全ての要求を受け入れて、しっかりした対応をしているという

報告を受けておりますので、組合側が捜査の支障になったり、障害になったりしているとい

うことはあり得ません。 
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  ただ、警察の捜査の進行状況が今のこの状況を招いているのであるだろうという推測がで

きるだけです。警察としては、捜査状況がこうなっていますなんていう報告を一々やってく

れませんので、必要なものは情報を出してくれるでしょうけれども、基本的には捜査中のも

のはオープンにしないというスタンスだというふうに思っておりますので、そうした点をお

含みいただいて、御了解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  警察の捜査の中身がわからないというのは、それは警察に聞かなければ、聞いてもわから

ない。 

  ただ、施設の管理者あるいは利用している町民の立場からいけば、こういう問題は一日も

早く解決をしていただきたい。そして、原因も究明をしていただきたいという気持ちは皆さ

んお持ちですので、各部署の皆さん、あるいは管理者としての立場の中で、最大限の努力を

引き続きお願いをしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 反問をいたしたいと思うんです。よろしいですか。 

○議長（藤田和寿君） はい。 

○町長（田村典彦君） 今、議員がおっしゃったことなんですけれども、最大限の努力という

のは何を言っているんですか。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  私、今申し上げましたように、町民の皆さんは使途不明金の問題、３年もかかっている

と、一日も早く解決をしてほしいということの気持ちは皆さんお持ちですので、その点につ

いて管理者の立場上、町長を初めとして皆さんがどういうふうな努力をされているのかとい

う疑問は皆さん思っていますので、ぜひその点は町民の疑問点を解くような形で、一日も早

く解決をしていただきたいと、これが町民の願いだと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 何度も塚本理事のほうからも話がございましたけれども、捜査にはう

ちのほうは全面的に協力するように言っておりますし、それはできる限り早く事件が解決さ

れることを望みます。 

  しかしながら、現実に県警の判断でやっているわけでございますので、私が県警について

あれやれこれやれなんて、そんなことを言えるわけがございませんでしょう。そんなことは

もういろはのいですよ。もし議員ができるんだったら、やってください。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  管理者の町長の立場から私にやれというのは、これはいささか問題があると思いますが、

警察が３年もかかって、なぜ解明できないのかという疑問点については、それは町長のほう

でもしっかり警察のほうに協力をしてもらって、一日も早く解決をしていただくということ



- 188 - 

 

での努力をお願いしたいということで意見を申し上げていますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 警察に３年もかかっているにもかかわらず、何もいわゆる事件の終結

の見通しがないけれども、どうなっているんだと、そんなこと私、警察に言えませんよ。議

員、その辺の常識については共有していただきたいと思うんですけれども、いろんなことに

ついて警察に、いわゆる首長がどうなっているんだと、そんなことを言えるわけがないでし

ょう。うちのほうは全面的にこの事案については協力するように、当然、広域施設組合の職

員にも言っておりますし、そういうように言って、いわゆる警察から苦情も何も来ておりま

せんし、今、捜査がどういう状況になっているのかと、それは聞ける筋合いのものじゃござ

いませんでしょう。わからないですか、議員、その辺は御了解してもらいたいんですけれど

も。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  この話を繰り返してもしようがありませんけれども、私はこうした町民の声を代弁して、

一日も早く解決をしていただきたいということでの話をしているわけでして、私も２回ほど

警察に行って、担当の人からも話を聞きました。その中でも、いろいろの問題があるなとい

うふうに感じはしましたが、それぞれ皆さんが最大限の努力をしていただいて、問題解決を

していただきたいという気持ちでの今の発言ですので、その点は御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  112ページの剪定枝等チップ堆肥化事業委託料ですが、シルバー人材センターに委託をし

ているというふうに伺ったんですけれども、この間ちょっと見に行ったら、人もいなくて、

刈った草が山になっていて、山になったシートがかぶさったのと、それはまたあって、自分

は詳しくないもので、どういう状況でどういうかわからないですけれども、囲いの中にも多

少枝とか枯草なんかあったような感じですけれども、そういうことで、まず、中に機械なん

かもあったんですけれども、よく入札なんかでいろいろな施設をやるとき、安全管理とかそ

ういうものをちゃんとやりますが、こういう場合は委託先に対して安全管理とか、そういう

指導とかというものは、どのような形で行っているかちょっとお伺いしますけれども。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  剪定等の堆肥化業務委託ということで、うちのほうが委託として出しているものにつきま

しては、今までの実績等も含めまして、あとはこの前、全員協議会のときもお話しさせてい

ただきましたが、シルバー人材センターのほうの人員の確保ということもありまして、そち

らと相談しながら委託のほうを出させていただいているという状況でございます。 

  機械のほうの安全管理、あと機械の使用ですよね、その辺につきましては、シルバー人材

センターのほうで管理をしておりますので、うちのほうで業務委託の中でその辺の安全管理

であるとか、そのものの対応であるとか、そういうものについては委託料の中には含んでお
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りませんので、人員の確保というところで委託のほうを出しておりますので、安全管理等に

つきましては、シルバー人材センターのほうでお願いしているというのが状況でございま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  先ほど話したとおり、多少なりとも山になって、まだ堆肥化されていないものがあったん

ですけれども。予算がこれだけつけてあって、それで前年度の実績かなんかの中で予算を決

めて、それでその年のものは、これ、予算だもので、30年度はこの金額で、一応その堆肥化

というのは、それがちゃんと終わるんだと思うんですけれども、今現在、ちょっと山になっ

たものがあるものですから、果たしてこれが、予算が妥当かどうかというのもちょっとある

んですけれども、これで確かに終わるかどうか、その辺をお伺いしたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  先ほどお話しさせていただきましたが、堆肥化につきましては、シルバー人材センターの

ほうの人員の確保というところもございますので、その辺と調整をとりまして、委託のほう

出させてもらっているのが現状でございます。 

  ただ、今までの、何年かの委託を出している結果からいいますと、今の人員であって、最

終的には堆肥まで、草刈りについては処分できているというような報告は、シルバー人材セ

ンターのほうから受けております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  こういった堆肥化ということは、循環型社会、そういうものをもとにしたものだと思いま

すけれども、実際、堆肥にしたものは、自分たちがオアシスまつりなんかに行くと、配られ

たりとか、抽せんで当たったりとか、そういうのであるのがそうだと思うんですけれども、

実際に堆肥化したものが、供給といいますか、必要とする方に対して十分あるのか、それと

も足らないのか。その辺のことで需要と供給のバランス、その辺が１年間を通してできたも

のかどうかということをお伺いしたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  今の議員の御質問の堆肥の利用というところでございますが、今ありましたとおり、オア

シスまつりのところでは、景品というよりは、町民の方々に、その堆肥を使って緑を増やし

ていただくという目的で無料配布をしております。あと、花いっぱい活動団体というのが町

内にもございます。その団体の方にも無料でその堆肥をお配りしまして、花いっぱい活動の

ほうに役立てているということで利用していただいています。量的には十分賄えている状況

でございます。 

  以上です。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 
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  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  118ページのウォーキングイベント委託料、ちょっと全協のときも伺ったんですけれど

も、健康づくりとしては大変結構なことだと、私はそのように思っております。それで、29

年度、30年度と、まちづくり公社にこのイベントが委託されたと。今年度もそのようになっ

ております。そういった中で、この健康づくり課からまちづくり公社へ委託した狙いと、そ

れからその効果です。どのような効果があるのか、見込まれるのか。その辺をちょっとお伺

いしたいです。 

  それともう一点、例えば、結構、健康づくりということでは、大変ウォーキングはいいこ

とだと、私はそのように思っておりますので、これを年１でなくて年２回ぐらい、そういう

ことは考えないのか。その点をちょっとお伺いいたしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  まず最初に、29年度は、まちづくり公社に委託をさせていただきました。それから、30年

度につきましては、まだ委託先というものは決定はしていないところでございます。 

  もう一点、まちづくり公社への委託をした効果というところについて、お答えをしたいと

思いますが、まずは参加人数が、27年度から開催してきましたこのイベントにつきまして、

参加人数が最大であったということ。それから、若い世代の方の参加が多かったというこ

と。そういったところで成果があったと考えております。 

  それから、年２回はどうかといったところの御意見でございますが、まず、ウォーキング

につきましては、一番の効果としましては、日常生活の中に、まず、ウォーキングといった

運動習慣を取り入れていただくこと、まず、定着を図っていただくことだと、日ごろから保

健事業を活動としてさせていただいております。 

  そういったところで、ウォーキングイベントの目的といたしましては、そのきっかけづく

りをするといったところで目的を置いております。ですので、日ごろのウォーキングだと

か、体力づくり、運動習慣の定着につきましては、日ごろの保健事業の中で皆様にお伝えを

しておりますので、ウォーキングイベントといったものにつきましては、年１回といったこ

とで計画をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。ありがとうございました。 

  それでは、まだこの30年度は、委託先が決まっていないということでよろしゅうございま

すね。 

  それでは、そういう公のところでなくても、例えば民間です。手を挙げれば、その条件が

合えば、この主催を、80万円ですか、この中で受けてやることは可能なんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  委託事業ということになりますので、議員がおっしゃるように、条件に合って、そういっ

た業者がいらっしゃれば、そこでお願いをするというような契約事務に基づきまして行って

いくということになります。 
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  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） 今、大変よい御返答いただきまして、ありがとうございます。 

  このウォーキングというのは、やり方によっては、結構簡単にできるんじゃないかなと。

費用もかからずに。そういう事例もございますので、本当に今の御答弁、ありがとうござい

ました。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はございますか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  111ページ、お願いします。 

  食品衛生協会補助金ということで、18万、毎年のように出しておるわけですが、これは町

の交付要綱にのって上限18万という形で出ているわけですが、これ、施行されてから、もう

10年たちます。この10年の間に、食品衛生協会に入っている方も多少減ってはいる。そうし

た中で、町内には大手スーパーが何軒か出店してきている。そのスーパーの中の食品を扱う

お惣菜部であるとかそういう方々も、本来ならこの協会に入るべきだと思うんですが、なか

なかそういうところが、会社でやってしまう。特に、検便とか、そういったものに関して

は、この協会に入っている方、非常に高いんですよね、費用が。今、民間で何かすごく安く

やるところができてきて、そういうところで、そういった大手スーパーとかがやっているみ

たいで、そういう中で、経営というか、協会のあれが非常に厳しいよという話を聞いている

んですが、この要綱の中でのこの上限18万というのが、どういう根拠というのか、あれで18

万というような、ある意味、半端な額だと思うんですが、その辺は、どういったところで18

万になってきているんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  まず、食品衛生協会につきましては、県の榛原支部というところの活動が主になっており

ます。中部保健所榛原分庁舎のほうで、検便等の事業は行っていただいております。会場に

つきましては、吉田町の会場ということで、保健センターを貸し出しという形で行っていま

すので、検便に係る費用等については、こちらは県のほうにお任せをしている、こちらの事

業ではないという状況でございますが、補助金につきましては、日ごろ、町民の皆様に対す

る食品衛生に関する普及でありますだとか、そういった活動に対して補助をさせていただい

ております。 

  18万円の根拠ということですけれども、例年、実績に基づいて上限18万円ということで交

付をさせていただいております。要綱に定められているということで、そちらで今、対応を

させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 補助金の18万円でございますが、中途半端な額だという御指摘もいた

だきましたが、こうした額になっておりますのは、平成16年に全ての事務事業について検証

を行って、補助金については、低減、もしくは廃止を目指していくという中で、廃止できな

いもの、低減できないものについては、一律10％カットをお願いさせていただきました。も
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ともと20万だったというふうに記憶をしておりますが、それがそのときの一律カットのお願

いを聞き入れていただきまして、18万という上限で協会の皆様方には御了解いただいたとい

うことで、以来、これを上限として予算化しているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 内容はわかりました。 

  そうした中で、町のほうがそうした補助金を出している関係で、町内に出店してくるそう

いった食品関係の業者さんにも、町が補助している協会なんで、そちらにも登録をお願いし

ますよというような働きかけというようなことは行っていけないのか、いかないのか、わか

らないんだけれども、その点についてはいかがでしょう。 

○議長（藤田和寿君） 健康づくり課長、増田稔生子君。 

○健康づくり課長（増田稔生子君） 健康づくり課でございます。 

  先ほどの食品衛生協会の業務が、食品衛生というものが保健所の業務であるということ

で、まずは、保健所のほうから指導をしていただくということが大前提だというふうに考え

ております。その中で、町ができるところという部分をお示しいただければ、その分につい

ては御協力という形ですることは考えますが、まずは県の事業であるというところで御理解

を願いたいと思います。 

  以上です。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木ですけれども、114ページですけれども、環境保全費の中

の公共用地草刈等業務委託料1,109万円ですけれども、これは先ほどのチップの堆肥化とい

うのとちょっと関連していると思いますけれども、これ、シルバーのほうへ委託していると

いうふうに伺っていたんですけれども、前に自分が一般質問で、町民の要望というような形

で要望をかなえるための草刈りとか、そういうの結構多いということで、賄えていないんじ

ゃないかなということで質問をした経緯があると思うんですけれども、そういう中で、実

際、この金額で、シルバーの人もなかなか人材が不足しているという話の中で、１年間通し

て、これで草刈りの業務が大体予定どおりに終われるかというのを、その辺をちょっと伺い

たいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  公共用地の草刈り業務の件でございますが、これにつきましても、先ほどお話ししました

とおり、シルバー人材センターのほうの人員確保というところがありまして、その辺につき

ましては、シルバー人材センターのほうと調整をさせていただくのと、あとは、前年度の実

績も踏まえまして調整をとらせていただいているところでございます。 

  ただ、成果ということでございますが、今ここでシルバー人材センターのほうに委託して

いるお金と、あとはうちのほうでやっています臨時の方もおります。その方も含めまして、

今、作業をしておるところでございますが、今の予算の範囲内で何とか、繁忙期について

は、行事が、いろんなイベントが重なったときは、やはり多少おくれも出ますし、あれなん
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ですけれども、年間を通して考えたときには、今、うちのほうに上げていただいている要望

については何とか作業のほうは終えているというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  先ほどチップの堆肥化というところでもちょっとお伺いしたんですけれども、安全面の管

理ということで、よくシルバーの人たちが仕事しているのを見ると、ヘルメットかぶってい

る人もいますし、かぶっていない人もいる。それから、結構、年の多い方が多いもので、大

概、地下足袋を履いているんです。自分ち建設業をやっていると、大概、安全靴を履くんで

すよ。なぜかというと、つま先がけがをするもので。草刈りなんか、ノコ刃で回っているも

ので、足元なんか、もしかしたらつま先だけじゃなくて、足全体が危ないと思うんですけれ

ども、そういうことを考えると、やっぱり先ほどもシルバー人材センターに全てお任せして

いるということでありますが、そういったものの確認を、服装から、ちゃんとした保護眼鏡

も必要だと思うし、そういう一通りのことをちゃんと教えるというか、説明して、やっぱり

ここに予算が載っているもので公共の仕事をやるわけなものですから、その辺をちゃんとし

ないと、事故があったかないかというのは、それはちょっと調べないとわかりませんが、そ

ういうことで自分が思うのは、けがをしてからでは遅いもので、そういうことの中で、やは

り担当課としてシルバー人材センターにお任せするじゃなくて、多少なりとも直接、抜き打

ち的に現場に行ってみて注意するとか、そういうのが必要だと思いますけれども、安全管理

の面で。その辺はどのようにお考えですか。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほどお話しさせていただきましたが、先ほどのチップの件もそうでございますが、うち

のほうからの委託につきましては、人員の確保というところで委託のほうは出させていただ

いております。 

  ただ、今、お話にありました安全管理の面につきましても、シルバー人材センターのほう

の安全性の管理、そういうものというのは、シルバー人材センターのほうで教育していただ

く以外にないものですから、その面につきましては、そういうお話があったということにつ

きましてはシルバー人材センターのほうにお伝えして、シルバー人材センターのほうでその

辺の安全管理は徹底してもらうようにということで、教育のほうをしていただくように報告

をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  今、説明されたことはわかります。だけど、やっぱりもとが担当課からいっているもので

あるものですから、やっぱりその辺はちゃんとして、現場なんか、あと安全管理とかそうい

うのをやったりして、ちゃんとやっているよという写真なんか提出して。そこまではないと

しても、やはりそういう安全管理に対してちゃんとやっているよということの確認というの

はどのように考えていますか。 

○議長（藤田和寿君） 都市環境課長、石間智三郎君。 
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○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  その辺の面につきましても、要はシルバー人材センターのほうで教育のほう徹底していた

だいてやる以外、うちのほうの委託の事業に関しては、人員の確保というところしかないも

のですから。ただ、やっぱり安全面のことを考えると、シルバー人材センターのほうで、そ

の辺の安全面の教育を徹底していただくということで報告をさせていただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

〔「議長、９番、八木」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑が平行線になっていますので、少し観点を変えてお願いします。 

〔「最後にします」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ここには公共用地草刈等業務委託料ということで、これが草刈り等業

務だもので、一応、人員の確保ということを伺っていますが、これに伴って草刈りの業務を

やるということになっているんです。そのための人員確保。 

  ですから、あくまでも私の考えでいくと、やはり今見ている限り、シルバーの人達は安全

管理ができていないというふうに率直に感じたもので、そういうことの中で、今けががなけ

れば、これからもけががないように、ぜひ担当課のほうでもう少しその辺に配慮して、何ら

かの仲立ちで、シルバー人材センターがそこの働いている方々に教育しているのはわかりま

すが、それ以上に安全管理、その面でもう少しちゃんとやるんだよということを押しつけ

て、教えてやる、そういう形でやっていただきたい。要望になってしまいますが、そういう

形でやっていただければ、今度、シルバーの人を見たときには、服装がちゃんとしていれば

自分も安心するものですから、そういうことで言っているんですけれども、もし答弁があり

ましたらお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 担当課から指導を行えということですよね。 

○９番（八木 栄君） そうです。 

○議長（藤田和寿君） どうでしょうか。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 委託業務で出しておりますので、担当課長が言ったとおり、請負先の

責務としてそうしたところは果たしていただくということが、一義的にはそうなりますけれ

ども、当町としても公共事業として発注をいたしますので、その使用の中、それから現場確

認等々の中で、そうしたところは注意をして徹底を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

  ちょっと余談も入りますが、チップのところについても、13節の予算に上げておりますの

は、それと今の114ページの委託料として上げている金額につきましては、担当課長が申し

上げましたとおり、人件費を主にした業務委託になっております。ただ、委託内容というの

は、ちゃんと成果まで上げていただくというところまで入っていますので、そうしたところ

でほかの委託業務とは何ら変わりありませんので、そうした指導をしてまいりたいというふ

うに思います。 

  また、チップ化については、シルバー人材センターにお願いをしているのは、シルバー人

材センターの国からの助成制度が変わったことが数年前にありまして、そのときに、こうい
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う業務に取りかかれば、その運営経費も補助がもらえるというような時期がございまして、

それでシルバー人材センターで機械を購入いたしまして、それに町も助成をしたと。そうい

うところから成り立ちになっておりますが、町としてはこれを活用することによって、それ

までは清掃センターに、刈った草とか、それから剪定だとか、そうしたものの処分先という

のを焼却処分というふうにしていたんですが、それの処分先を、シルバー人材センターを活

用することによって、チップ化をするところに処分先を定めるということで、ごみの焼却量

の減量化にもつなげているし、それから、樹木など管理委託料などについても処分先をあそ

こに定めるということで、経費的には安く上げることができていると。いろんな効果を生み

出しておりますので、そうした中でこうした業務に間違いが生じないように徹底して、継続

をしてまいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。理解しました。 

  それで、今、理事が言った中で、ほかの植木屋さんが町の樹木を切ったのをそこに持って

くると。そこでチップ化、堆肥化するように、そこへ持っていくようになっていますよとい

うことを伺ったんですけれども、そうすると何か余りにも、この間、見に行ったら、場所

が、ただ松林の間にあるところへただ置いてある、そんな雰囲気だったもので、ちゃんとし

たチップとか草を堆肥にする場所だよということが、ああそうだなということが感じないよ

うな、ただ積まれているような形の、掘っ立て小屋と言っちゃ申しわけないですけれども、

簡単に仮設的に組んだ小屋があってというような、そういう場所だもので、できればもう少

し、お金がかかっちゃうことは当然ですが、それも、じゃ、シルバーでやるならやれでいい

んですけれども、もう少しちゃんとした、ここがそういう場所だよとわかるような、そうい

う場所にしてほしいと思うんですけれども、その辺は、理事、いかがですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今行っている事業地というのも、シルバー人材センターと町とで協議

をして、どこが適地かというところで定めたところでございまして、それ用にシルバー人材

センターが開発したような土地でもございませんし、そういう暫定的なもので今、ここまで

来ておりまして、御指摘にあるような現場の状況が多分その影響だというふうに思っており

ますので、もう少し工夫できるものは工夫をして、しっかりした、恒常的な受け入れの場所

にしていくかどうかも含めて少し検討させていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 113ページの生活排水に関してお願いします。 

  ここに生活排水改善対策事業費が、去年が3,284万円、ことしも3,288万円と。これ、実際

に生活排水の、これからちょっと質疑するのに大事なことですので、ここ３年間の、多分、

住宅を建てるときの合併浄化槽の補助だと思うんですけれども、３年間の、次につなげます

からね。新築と入れかえ、入れかえというか、単独浄化槽から合併浄化槽への入れかえの数

字というのをちょっと出してもらえますか。 
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○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  ３年間というのは、平成27、28、29の３年間で説明して、平成29年については現時点の予

定ですけれども、平成27年度から設置がえと新設について順番に言いますと、平成27年度

は、設置がえが11基、新設が65基、平成28年度につきましては、設置がえが３基、新設が61

基、平成29年度ですけれども、現時点で設置がえが４基、新設が73基になっております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 山内議員、本会議で質疑をするときには、内容確認は全協で、今後、

そういった質問していただくようにお願いします。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ちょっと反論します。 

  全協というのは、限られた中でやっています。議場というのは、大事なことから聞くんで

すけれども、全体の皆さんがわかるように、議事録にのるように出します。その流れを聞き

たいんです。要するに、これからちょっと審議しますから、議論しますから。 

○議長（藤田和寿君） 全協の内容確認でしたことを御自身が発言して知らしめる方法もあり

ますので、今後、御検討ください。 

○６番（山内 均君） わかりました。その方法を考えます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 実は、これ調べてありますので、すみません、その辺はこの次からそ

うします。 

  大体、この生活排水、循環型社会形成、多分その中での、私が一般質問の中から町長が答

えてくれた大きな数字がありますよね。その中で、それは余り問題はないんですけれども、

今言った国が補助をするその目的というのは、基本的には現在の生活排水の状況を改善しよ

うということだと思うんです。当然のことですよ、こんなことは。要するに、新築に補助し

ますよということも大事なことですよね。当然、改善には。ただし、もっと大事なのは、合

併浄化槽から出てくる、合併浄化槽というのはもうはっきり言って、30年、40年、古いで

す。それから、時々、故障を起こして出てきますね、いろんな。 

  そういうものを含めて、生活排水を本当に改善するんであれば、本当は今言った、27年度

が76のうちの11基が入れかえ、28年度が64基のうち３基が入れかえ、29年度にしても75のう

ち４基が入れかえ。これはとてもじゃないが、生活排水改善対策事業としては、技術的に

は、多分、国が考えているものとは違うと思うんですけれども。要するに、毎年、同じ数字

が上がってきていて、本当に生活排水を改善しよう、大事にしようと。吉田町の理念にもあ

りますけれども、自然を大事にしたというやつがあるんですけれども。それをやるんだった

ら、毎年、毎年、わかっていながら同じ金額が出てくるんですけれども、これに関しては非

常に排水の目的を、理念なるものを達成していかないんじゃないか。いつまでたっても。そ

れが町長の言われた４年間ですかね。そのうち終わっちゃいますので、その辺の考え方で、

この排水に理念を集中していただきたいと。 

  そうしたときにこの金額というのが、また今回はこういう形でできましたけれども、それ

をこれから町としての考え方としては、私の考え方は今言ったように、合併浄化槽を入れか

えて、そして、家庭用雑排水も全部中に入れるような合併浄化槽にして、単独浄化槽から。
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そうしてやらないと生活排水の改善にならないと。昔は、我々は湯日川で泳いだり、水飲ん

だりしましたよね。そういうものをまた取り戻すためには、もっともっとここに重点を置い

ていただきたいと思うんですけれども、その辺は担当者に言うのもちょっとかわいそうなん

ですが、町の考え方というか、ちょっとそれを教えていただきたいと思うんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  今議員がおっしゃられていることは、生活排水を改善するために、この設置がえをどのよ

うにして増やすことができるかというところだと思って答えさせてもらいますけれども、当

然、この設置がえにつきましては、環境対策としてどういうことが必要かということについ

て、今使っている単独浄化槽の方を、合併浄化槽にどのようにしていけるかということだと

思うんですけれども、ここについては環境対策、環境教育が必要だと思っています。単独浄

化槽を今使われている方について、今までと同じやり方ではなくて、30年については、何か

しらちょっと検討した上で、例えば単独浄化槽を使っている方に、こういう補助金がありま

すよ、こういうことやれば環境対策となるとこら辺を、もうちょっと新しいというか、もう

ちょっとその辺を周知させて、効果が出るかわからないんですけれども、そこについてはち

ょっと力を入れていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ぜひそうしていただきたい。その理由は、吉田町も先日、国際交流の

大会をやりましたけれども、外国の方が多くなってきた。それと食生活が変わってきたこと

によって、油の部分がとにかく多くなったですよね。外へ出る部分が。この油の部分をほっ

ておくとパイプの中が、見たこと多分ないでしょうね。実は、豆腐みたいになって、すごい

ことが起きるんですよ。あの水が本当に汚れなくても、油そのものが出てくるような。あの

大きなパイプがほとんど埋まっちゃうんです、油がついて。そうしてやっていくと、どうし

てもこれをやらない限りは、本当に川がきれいになるとは思わないです。そして、そのやつ

をもしやっていただければ、我々が、吉田町の理念にあるように、自然を生かしたという

か、自然を大事にした世界に向かっていくことができると思うんですよ。 

  そういう意味で、この生活排水、これ去年もやったんですけれども、そういう意味で、そ

の生活の排水を、現実の中で、もう少し吉田町の考え方、それに向かって、この金額はこう

いう形でなくて、またしっかりとしたものを出していただきたいと、そういう願いで、そう

しないと守れませんよということを言いたいんです、自然を。ぜひその辺でお願いできます

か。 

○議長（藤田和寿君） もっと増額しろということですか。 

○６番（山内 均君） そうです。来年。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 一般質問もある中ですので、今、申し上げられるところで申し上げま

すが。 

  当町、公共下水道を中心にして、今、水質の改善を図ろうという事業を進めておりますの

で、まずはそこが鍵になるというところで、それが到達するまでの単独浄化槽をどうしてい

くかというところですが、できるだけ早く公共下水道につなげられるようにすれば、非常に
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一番いいわけでございますが、なかなかそうもいかないものですから、その間については、

合併浄化槽にかえるという、そういう意識を持たれている方に対しては、それを補助も含め

て、それが達成できるようにしていくと。 

  また、上下水道課長申し上げましたけれども、生活雑排水の質そのものもやっぱり変えて

いかなければいけないということで、ハードが行き渡るまでは、やはり皆さんの意識も変え

ていただきながら、全体でこの町の水質というのを守っていくという取り組みをしていただ

かなければいけないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。この先は一般質問でやらせていただきます。

よろしくお願いします。しっかりやりますから。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開を午後１時とさせていただきます。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 零時５５分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいまの出席議員は13名です。 

  次に、５款労働費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  次、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  135ページのところでお願いをいたします。 

  漁港環境整備事業、設計委託料が、上部実施設計ということだと確認をいたしておりま

す。それで、この設計料として1,800万が上がっているわけですけれども、これに対しては

もう具体的なものというのは出ているんでしょうか。要するに、今度、防潮堤の上部に、上

の部分へ行きますと、雷とか自然災害とか、そういうものに対しての防備を固めんといかん

と思うんですよ。ゴルフ場で雷が鳴ったときにも、サイレンと同時にみんなが一斉に安全な

ところに行くような形。これは、上部をずっとどういう形でだんだん延びていったときに、

そういう不測の状況に行き当たることが十分もう考えられますので、その辺でそういう形で
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の意味で、この設計というか、この形というか、広場の原型のようなものは出ているんでし

ょうか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この漁港環境整備事業の設計委託料につきましては、多目的広場の上部の絵を描くと、計

画図を描くと、実施設計をやるという行為でございまして、全協でも話をさせてもらいまし

たが、検討委員会のほうをつくって詳細な絵を描いていくということで、この1,800万、設

計委託料のほうを計上してございます。 

  そして、今、議員御質問の不測の事態ということでございますが、今現在、港に関しまし

ては、まず、ふだんでも風が強いという状況でもありますので、そういった風の対策、あ

と、議員おっしゃられた悪天候といいますか、そういったことも踏まえて、今後の設計、ど

ういったものに対策できるのかというのも含めて、こういった中で検討していきたいという

ことで考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。これからということでお伺いしました。 

  それと、検討委員会もいいですけれども、そういった方たちが全部やって、しっかりとし

た形のものをつくってくれるのは、それは期待をするわけですけれども、実は、この防潮堤

の部分に関しては非常に懸念する部分がありまして、関東大震災のときに、私の母が御殿

場、裾野市にいまして、そのときの経験をよく話をしてくれたことがあって、小学校のプー

ルの水がとにかく半分になったと言われて、恐らく起震車もそうですけれども、我々やって

いる仕事も含めて、耐震の中で震度６というと、もう人間立っていられなくて、逆に言う

と、あそこでもし振られてころころ転がったときに、一番下まで行くだろうという懸念を持

つわけです。それは、必ず起きる可能性としてはかなり高い確率なんです。 

  それと、あともう一つは、通路の、人為的な災害を避けるために、手すりとか、上の人を

保護する部分であるとか、今言った風とかそういうのはいいんです。雷です、雷。それとも

う一つは、防潮堤ができることによって気流が変わりますから、あそこにゲリラ豪雨みたい

な風が上に発生しますから。これは自分で勉強した中であるんですけれども。そういうもの

が起きたときの対策を検討委員会の中で十分やっていただきたいと。そしてそのときに、も

しできれば、概略でもできた段階で見せていただければと思うんですけれども、そういう、

これからの時系列的な計画というのはどのような形になっているんですか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  今の多目的の設計のスケジュールということでお答えさせていただきたいと思いますが、

多目的広場の検討委員会の上部といいますか、シーガーデンシティ構想の委員会も別に設け

ていくということでありますので、それと連携した形で進めていくようになるということで

考えております。 

  今、現時点では、多目的広場の整備の検討委員会につきましては、年間７回を予定してご

ざいます。現状や課題の把握から、委員の皆さんの意見収集、それに基づいて案の提示、実

際の設計図、案の段階ですが、そういったものを描いていくということで計画してございま
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して、年末にその計画図のほうを決定していきたいというふうに考えております。ただ、そ

ういった中で、シーガーデンシティの検討委員会のほうもございますので、それと歩調を合

わせたといいますか、同時にやっていくということになると思いますので、発表のタイミン

グにつきましては、今後、そちらのほうと検討しながら、発表できる段階でしていきたいと

いうことで思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今の回答ですけれども、基本的には決まった段階でそのとおり発表されて、あともうそう

いう懸念を、案があったとしても、それは組み込めないよということが一番怖いんですよ。

それは、大勢の人がとにかく考えて、安全というものはそういう形で考え出すものだと思っ

ています。だからそのプロセスを、全部とは言いませんけれども、概略的なプロセスという

のは提示するような機会というか、チャンスというか、我々がそれを見せていただくような

チャンスというのはあるんですか。あると思って考えていますか。ないと考えていますか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  ただいま議員御質問の件につきましては、今後、こういった検討委員会が始まりまして、

その節目、節目といいますか、そういったものが公表できるようなことがあれば、その都

度、またその発表の時期等検討して、今後、取り組んでいきたいと考えます。 

  以上です。 

〔「了解です」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありますか。 

  ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  132ページ、19節、漁業近代化資金利子補助金ということで100万円計上してありますが、

29年度は当初100万計上して、この３月議会のときに補正で100万落としております。減額し

ております。30年度にまた100万上がっておるわけですが、この辺の来年度の見込みの実績

というのはあって上げたんだから、その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この漁業近代化資金利子補助金につきましては、毎年度、漁業者、あと養鰻業をやってい

る方々への利子補給ということで、１年１％以内という形で町のほうで補助しておる状況で

ございます。 

  ただ、今年度につきましては、議員御存じのとおり、補正で100万円切りましたというこ

とは、ちょっと状況を調べてみましたところ、農林中央金庫という同じような利子補給をし

ているというところがございまして、そのほうが少し有利な条件があるということを把握し

ております。漁業信用組合連合会のほうでそういったものの説明等をしてくれている中で、

漁業者に有利な利子補給をということで、今年度、町のほうの利子補助金のほうは使用しな

かったという事実でございます。 
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  そういった中でも、農林中央金庫の利子補給につきましては、個人が対象ということでご

ざいます。まだうちのほうには組合もございますので、組合はそちらのほうは対象外になっ

ておりますので、そういったことで例年と同様にございますが、組合等を想定いたしまし

て、例年と同様100万円ということで、この補助金のほうを計上させていただきました。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  今の関係ですが、やはりＰＲは行政もしていかなければならないということで、その辺の

どういうＰＲをしていくのかと。組合へ任せるということではなくて、やはりせっかくの予

算計上ですので、その辺をちょっとお聞きしたいと思いますが、どのような方法でＰＲして

いくか、町として。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この利子補助金のＰＲということでございますが、常に南駿河漁協吉田支所とか、静岡う

なぎさんと、いつもコミュニケーションをとっております。そういった中で、漁師の方等へ

のＰＲも、漁協を通してということでは説明をさせていただいております。それと、あと漁

業信用組合連合会のほうでも、そういった情報を町のほうから提供してございますので、漁

業者に対してはＰＲのほう、きめ細かに町としてはやっているというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  シラス漁業、それからウナギの組合、あるいは加工業者と。これはやはり地場産業ですの

で、ぜひその辺を十分ＰＲして振興していくように、産業課としてもお願いしたいと、こう

いう要望を持っております。その辺で強力にＰＲして、何とか少しでも実績が上がるように

していただきたいなと要望させていただいて終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） たびたびすみません。先ほど午前中の歳入のところで町税の法人税に

ついてお聞きをしたところ、この部分に関しては、産業課の部分、商業の部分でということ

で、そっちのほうに回してくれということでお聞きをいたします。 

  先ほどの中では、法人税の納税額上位20社、82％が占める行政見込みで聞き取り調査をし

て予算を決めていると。そのときに、あのときの回答の中に、あと18％の中の1,000万を切

る小さな会社が、やっぱり大変だろうし、なくなっていくと、そういう話がちょっとあった

ものですから。これは法人税をいかに上げるかということは、景気のいい会社というのは、
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これはもう間違いなく、少なくとも今の景気が上向きを見るといくと思うんですけれども、

もっと一番大事なのは、18％の、当然、大変ですよね、そういう企業をいかに、そこからの

法人が上がってくれば非常に町の財政も潤うし。それともう一つは、どこでイノベーション

が起きるかわからないと、今の世の中で。そうしていくと、そのところ、どういう形で応援

をしていくかとか、そういう産業課としてのプランニングというか、そういうものがあれば

ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  今の御質問に対して答えになっているかどうかわかりませんが、町といたしましては、今

現在、町内の中小企業事業者の皆様の支援ということで、創業にかかわります支援、それか

ら、企業立地補助金による支援、それから、融資に係る利子助成等を行っている状況でござ

います。 

  創業支援に関しましては、創業セミナーの開催、新規に事業所を開設する場合に、事業者

の皆様の初期投資費用の負担を軽減するということで補助金を交付している状況でございま

す。それから、企業立地補助金につきましては、製造業が条件ということでありますけれど

も、新たに用地を取得したりした場合には、これも補助金をということで交付しておる状況

でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、本当に聞きたかったのは、企業立地をするような企業であれば、これはもう上向きの

企業であってということで、当然この82％の中には入っているもんですから、ただ、その

82％に満たない、どういう調査をしているかちょっとわからないですけれども、そういう零

細、小・零細の部分をどうやって元気にさせるか、それは町にとって非常に、財政にとって

も重要なことだと思うんですけれども、その部分をちょっと聞きたかったんです。利子はも

ちろんそうですけれども、何か政策的なものというのはあるかどうかというのを聞きたかっ

たんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  それこそ最近ですが、マスコミ報道等で固定資産税の特例措置というものもございます。

それを今、国のほうで中小企業の生産革命、実現するためにということで、今、上がってい

るものでございますが、近隣でも実施するということも報道されておったり、あと商工会議

所等が要望にということも、マスコミ等に、新聞に報道されていたということでございま

す。現在のところ、そういったところを少し、町としては検討していくということで考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、本当に、ちょうどまさに出てきた静岡市とか、湖西市、藤枝市、固定資産の関係で非

常にバックアップをしていくというものは、確かにこれから大事なことになると思うんで
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す。特に、今、吉田町は環境変わっていますから、その中で、応援をしていって、そして全

体が元気になるような形をぜひとってもらいたいんです。そういう意味では意気込みという

か、考え方、それがもしありましたらお願いをしたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  それこそ、今お話しさせてもらいました中小企業に対する支援ということで、今の企業立

地補助金とか、今の利子助成制度というものがございます。それに、今検討中でございます

固定資産税の特別措置の関係などございます。中小企業の皆さんにとって何がいいのかとい

うところを念頭に置きまして、今後の検討課題ということになりますが、前向きに取り組ん

でまいりたいと思っています。 

  以上です。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  14ページ、観光ＰＲ事業ということで照明器具設置云々というのがございます。これは小

山城の桜、夜桜というか、あれの照明器具なのかなとも思うんですが、ただ、ＰＲ事業とい

うことでなっているんだけれども、せっかく夜桜ということで照明ライトアップしてやるん

であったら、それなりのイベントを組んでやればというのが一番思います。それをやるの

は、多分、観光協会の仕事かなとも思うんですが、そうした中で、この設置であるとか撤去

の手数料、ここに上げている。本来なら観光協会にお任せして、全て、ほかのお祭りに関し

ては委託料という形で上がっているんだけれども、何でそういう形がとれないのかなと思う

んですが、あくまでもこれはＰＲというのは、小山城の桜をＰＲしたいということで、この

費用が上がっているということでよろしいですか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  こちらの観光ＰＲ事業費という事業名の中で、今議員おっしゃられました桜のライトアッ

プ事業ももちろん入ってございます。そのほか、いろんな観光パンフレットの印刷代等も入

っております。それから、小山城の入場券の印刷代とか、あと旅費でございますが、観光関

係のキャンペーンとか、そういったものも含まれておりますので、観光ＰＲ事業という中で

盛り込んでおるということでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 委託として考えないのかというような御質問があったんですが。委託

事業として観光協会に。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 事業云々はわかりますよ。印刷費はどうのこうのというのはわかり

ますけれども、この12番に関して、これは多分、夜桜のための費用だと思います。そうした

中で、こうした事業、ただＰＲとしての照明をしてやるだけではなくて、観光協会云々に委

託をしてちゃんとした観光事業として、振興策としてやったらどうだという話なんですよ。
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パンフレット云々、ＰＲ事業というよりも、ここに関してどうですかと質問なんですが、ど

うでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  この夜桜ライトアップにつきましては、それこそ年々、来場者数が増加しているというこ

とも実績としてございます。そういった中で今後につきましては、観光協会を、この夜桜ラ

イトアップがどういうふうに取り組みができるのかというところを少し前向きに検討してい

きたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） その観光協会自体が、今、町長が会長でいるわけですよ。そういう

中で、どれだけ独自のことをやっているのかなというのは非常に疑問があります。数年前に

観光協会への補助金ももうカットしちゃいましたよね。そうした中で、じゃ、独自に観光協

会、何をやっているのというのはすごく疑問にあります。そうした中で、今回、今言われた

ように、検討していきますというようなことなんだけれども、産業課で検討するんじゃなく

て、観光協会のほうにそういうことを検討させるというのか、そういうのをやってもらうと

いうような方向だと思うんだけれども、そこのところ、ちょっとよくわからないところがあ

ります。そうした中で、県内でも菊川市とうちくらいが、観光協会が行政の中に入っちゃっ

ているというか、事務をやっているというのもあるんだけれども、これから、予算とちょっ

と離れちゃうかもしれないんだけれども、観光協会自体をもっと別個にして、ちゃんと観光

事業はそちらでやっていくというような考えというのはあるんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま議員のほうから御質問いただきまして、観光協会ということでございますが、も

う少し観光の充実といいますか、施策として展開をしていくということの、今、御提言もあ

わせての御質問だと思っております。そうした中で、私どものほうでも今回計上させていた

だいております地域おこし隊の関係がここにかかわってくるわけでございます。現在、観光

協会につきましては、今議員がおっしゃられたように、事務局職員が役場の職員を兼務して

いるという状況でございます。そうした中で、これまで当町が三大イベントを中心に観光協

会で、また皆様方と観光協会の会員の皆様と連携して行ってきたわけですが、今後、それを

さらにもう一歩踏み出しまして、その観光を吉田町のにぎわいの一つとして展開をしていこ

うという中で、地域おこし隊をまず配置をさせていただいて、そこで、今後さらに協会とい

う動きを、地域おこしを中心に広げていきたいというふうに考えておりまして、先ほどの御

提案もありました小山城のライトアップ、こうしたことは、今現在は小山城は町の公の施設

となっております。それで実際に使っているそのライト等につきましても町の施設というこ

とで、町の交流人口ということの中で町の施策として現在行っているわけですが、そこに新

たな、例えば夜、何かお店を出すとか、そうした展開も今後考えられてきますことから、こ

の地域おこし隊も含めた、今後さらなる発展といいますか、交流人口の拡大につなげていけ

ればというふうに思っております。 

  以上でございます。 
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○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  ちょっと離れちゃって申しわけないんだけれども、だから、その地域おこし協力隊も観光

協会のほうに配置されるということで十分聞いております。その観光協会自体が独立してい

ないというようなイメージが非常に強いと思うんですよ。そこを何とかならないのかなとい

うのが一番あります。何にしてももう行政の中にあるみたいに見えちゃうんで、そうすると

なかなか民間的な考えで動かないと思うんですよ。だから、そこのところを何とかしないと

いけないんじゃないのというのが非常に思っておりますので、そこの点で答弁お願いしたい

と思うんです。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 観光協会のあり方ということについては、私どもも長年の課題として

おります。以前は観光協会も外にありまして、それでいろんな事情の中で、現在、吉田町の

産業課の職員が兼務するような、そういう事務局体制と、こういうことになっておりまし

て、行政が直接観光協会を抱えるというような運営ですので、非常に活動も制約をされると

いう中で、余り民間が行うような、そういう活動ができていないというのも自覚をしており

まして、そういう中で観光協会をどう独立させていくかという、そういう課題を持って、

今、企画課長が申し上げたような、そういう取り組みがその一貫の中にありまして、すぐに

観光協会を独立させて、よりベストな状態に持っていくというような、そういうところまで

はまだまだいけないわけですが、そこへ向かっていろんな取り組みをしていくというところ

で、いずれ近いうちに観光協会も役場と別の立場で動いていただけるような、そういう組織

の充実を図っていきたいという取り組みは念頭に置きながら、今、計画を進めているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  自分、もう何年も前からこの話はしていて、いまだに余り動きが見えないので、またあえ

て言わせてもらっております。そうした中でシーガーデンシティ構想というものもありま

す。それだってもう観光云々の話の中で来ていると思いますので、この観光協会というの

は、何度も言うように独立したほうがいいと思いますので、ぜひ話を進めていっていただき

たいと思います。答弁はいいです。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３７分 
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○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  145ページの橋梁維持費ということで、補修費という中で橋梁補修業務委託料ということ

でありますが、これはいろんなものがある中で、念仏橋の撤去ということを聞いてございま

す。この念仏橋の撤去は決まってはいるんだけれども、周辺の住民の方、あの橋がなくなる

と不便だよという話を非常に聞いていますが、それにかわるものというようなことは一切、

今のところないとは思うんだけれども、あの周辺の住民の意見というのは聞いているのか、

それにどのような対応をされているのかというところでお聞きしたいと思うんです。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  145ページの橋梁維持補修費の中の念仏橋ということの撤去に係るということでお答えを

いたします。 

  この予算の中では、念仏橋の撤去にかかわる設計を計上しております。タイムスケジュー

ルとしますと、30年度にその設計をしまして、31年度に落橋を予定しております。議員おっ

しゃるように、それじゃ、代替はあるのか、代替えはあるのかというところでございます

が、現時点では、一つ上流側の昔の県道の山崎橋、図書館へ行く竹橋が比較的近くにござい

ますので、念仏橋は撤去の方向で計画をしております。 

  そんな中で地元の対策は、説明は十分なのかという御質問だと思います。ことしは、正

直、あんまり重立って自治会ともお話をさせてはいただいてはなかったんですが、28年度か

ら、昨年度から動き出していまして、地元の方をこの自治会を通させていただきまして、通

行どめの関係もあったものですから、そういうような機会を捉えまして、いろいろ御説明を

させていただいたいきさつはございます。30年度にこの設計をする間で、もっともっと片岡

自治会も通しまして、地元への説明に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） もう計画、もちろんありきなんだけれども、そうした中で、特に、

名前出してどうかわからないんだけれども、あそこにセレモニーホールがある。あそこの道

というのは、抜け道的に使うのに非常に便利な道だったんです。東名川尻ができて、逆にあ

っちに行くのに入りづらくなっちゃって、図書館のほう抜けてこう行くというような使い方

を結構されていると思うんです、住民の方が。ですから余計、あそこの橋がないというのが

非常に不便になるというのが、自分もよく使っていたんで思うんですが、それを、じゃ、竹

橋であるとか、こっちの山崎橋といっても、なかなか使いづらいことが十分考えられるんで

すが、そういったことも考えての今の御回答でよろしいですか。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） ちょっと説明があれで、自治会で、地元の人たちに偏っているよ

うな説明をさせていただきましたが、大変申しわけありません。そのときに一緒に、実はコ
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スモスさんともお話をしています。コスモスさんも理解をしてくれまして、自助努力で、自

分たちで道を、昔の県道のほうへつなげようかとか、いろいろなことは考えてくれて、当時

はいました。今、現実的にどうなっているかということはちょっと別としまして、そういう

協議というか、連携はとっておりますので、引き続き続けてまいりたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  本当、使う人、地元住民の利便性考えて、また計画を立てていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  次に、11款災害復旧費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  次に、９款消防費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今からする話に関しては全協で一度聞かせていただいて、非常に大事な話だと思いますの

で、もう一回、ちょっと改めてこの場で聞かせていただきたいと思うんですけれども、実は

２月21日に榛原病院を使っての高層ビルの火災の訓練を、僕は見させていただきました。そ

のときに同僚の八木議員も40メートルのはしご車に乗って見させていただきました。やって

いただいたんです。 

  実は、広域になるときにちょっと心配をしたのは、通常じゃなくて、同時に広域で災害が

発生した、大地震なんかのときです。そのときに果たしてどこが優先されるのか、吉田町、

取り残されるんじゃないかという不安をずっと抱いていまして、それで、さすがに消防庁だ

と思ったのが、東日本大震災のときに、あれだけ瓦れきの全てやられた中で、現地で会議を

する場所がないということで、車の聞かせていただきました。何十畳くらいですか結構広い

スペースがあって、さすがにと思ったんですけれども、その中で、はしご車とか、いろんな

重機、これは安心できるなと思ったことが、この消防費の中での消防救急広域事業費という

ことで感じたんですけれども、そのときに、当然、はしご車というのは、吉田町は少ないも
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のですから、静岡とか、浜松とか、そういうところに集中しているところに応援で、救援で

行くんじゃないかと、そういう心配をしているんですけれども、そういう状況についての広

域での消防の関係、広域の救急の関係というのはどのような形になっているのか、もう一度

お願いをしたいと思うんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいまの御質問は、予算書の156ページの広域への負担金の消防費

で、それから157ページの３事業の消防救急広域事業費の予算ということでお答えをさせて

いただきたいと思います。 

  消防救急広域化になりましてから２年を経過しようとしているわけでございますが、その

中でこの消防救急広域化については、運営計画をつくりまして、その中で基本的なルールを

定めて、静岡市、それから島田市、牧之原市、川根本町、吉田町という枠組みの中でスター

トしたわけでございます。その中で消防力として目指しましたところは、スケールメリット

を活用して、できるだけ効率よく安価に、持てる消防力を発揮していこうというような、そ

ういうコンセプトの中でスタートしておりますけれども、まさにここに２年経過をする中

で、実際にそういう消防力の効率化というのは図られていることは実感をしております。 

  特に、吉田町においては、救急のところで救急業務が比較的多い町でございますので、そ

うしたとき吉田町の救急車が出払っている、もしくは特に北区の大幡地区とか、北区の島田

境とか、そういうところについては、初倉の救急隊が駆けつけていただくというようなこと

で、数字を用いてお話ししますと、ことしの４月から９月までの上半期だけで申し上げまし

ても、そういう事例が16件ございました。その中で救急隊の到着時間というのは、最大で３

分31秒、現着時間が早まっているというような、そういう事象が出ております。 

  そうしたところで、非常に救急についても、また消防についても、当町の場合はほかから

応援をいただくというような、そういう事例は余り発生していなかったものですから、現着

時間も大体、吉田消防署から出て、それで消火できているというような状況でございますの

で、おかげさまで、今のところ消防としては、広域的にそれほどメリットが数字上であらわ

れたというものはないわけでございます。 

  ただ、一つ、昨年の７月に住吉地区で、全協でも申し上げましたけれども、エアコンが原

因となってぼや騒ぎがありました。それでエアコンの部分から煙が出まして、そのお宅の方

がすぐ気がついて、水をかけて事なきを得たという事例なんですが、これに対して、今まで

の吉田消防署であれば火災を防げたというところで、現場検証も行うんですが、その現場検

証の質の違いというのは出てきておりまして、静岡市の消防の出火原因の原因調査の能力と

いうのは非常に高くて、それで、聞くところによると、東京消防庁に次いでいるぐらいの、

そういう実力を持っていらっしゃるということで、その家電製品についても徹底的に調べて

いただきまして、そうしたところ、家電製品の設計のミスというところが、外から湿気を含

んで、エアコンの一部に水がたまって、それと配電の接合部分との接点で熱を生じて発火さ

せたというようなところまで原因を究明していただいて、そのお宅の責任ということではな

くて、家電製品の提供者側の責任というところまで原因を突き詰めて、家電製品のリコール

まで発展していただけたというような、そういう事例もございます。 
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  そういういろんな点で、今までとは異なるような結果も出していただいておりますので、

そういう点では、大きな静岡市の消防力に支えられているという点では非常にメリットを感

じているところです。 

  また、先ほど多重災害の話もございましたけれども、静岡市の消防というのは、一例を申

し上げますと、国際消防救助隊にも入っております。国際消防救助隊、略してＩＲＴという

ふうに言うようですが、国際的に要請を受けて派遣をして活躍をされるような、そういう消

防救助隊の組織の中に入っているというようなこともございまして、先日は、榛原病院で、

静岡市の消防局としての消防訓練をごらんいただく機会がございましたけれども、この国際

消防救助隊については、毎年、政令市などを舞台にして訓練が行われておりまして、平成30

年度は、ここの静岡市の消防局で、ほかの政令市の消防局なども全て集まって訓練を行うと

いうような計画もございますので、今のところ、牧之原市内において訓練を行うことで調整

が進められているようですが、そうしたいろんな方面からいろんな消防の活動が、国際的な

活動までもが、この吉田町でも享受できるような環境にあるというところで、当初予想した

以上に大きな効果が出ているというふうに実感をしております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今聞いたメリットに関しては、確かに見せていただいた限りはすごい

ものが。なかなか見られないものですから。だが、デメリットは、確かに東京消防庁が、法

律が基準になって今までいたんですけれども、それに近づいたことによって、我々の信用が

非常にややこしくなってきたというのも事実なんです。 

  それと同時に、今言われた政令都市での訓練と同時に、吉田町を巻き込んだ広域での防

災・減災に対する訓練であるとか、それとか計画というのは、これは常に計画を持って行っ

ているよということでよろしいんですか。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ただいまの山内議員からの御質問でございますけれども、広域化になりましてから、静岡

市の消防局含めまして、加盟をしている各市町の訓練、それぞれ毎月といっていいほど訓練

を実施しているというところで、吉田消防署もここの地元で訓練をしたり、あるいはほかの

地域に出かけて連携した訓練を行ったりとかということも実施をしているところでございま

す。 

  以上です。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木ですけれども。 

  160ページの水防費で、細かいものが、土のうとかバリケード等、機械の借り上げとかそ

の辺で入っているよということで伺ったんですけれども、予算も小さいですけれども。今、

お話しあったように、消防のほうはかなり近代化というか、そういうことをされて、広域に

なったので余計そうですけれども。結局、そうすると消防団の役割ということで、津波防災

もありますけれども、ゲリラ豪雨とか集中豪雨とかそういうものに対して、河川の氾濫とか
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冠水とかそういうものがあると思うんですけれども、そういうものに、今、水防費がこれし

かないということで、例えば、それじゃ、消防団員が実際、研修とか講習を受けたり、訓練

をやったりするとか、そういうものが必要になってくると思うんですよ、実際。そういうこ

とをやっていないと、いざその場面になったとき、何をしていいかわからないというか、そ

ういうこともあると思うんです。その辺の予算がないんですけれども、それに対しては、町

としてはどのようにお考えかお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ただいま八木議員の御質問のほうの水防費というところでございますが、この水防費につ

きましては、町の、例えば土のうであるとか、町が使う資機材について購入をさせていただ

いているというものでございます。この水防費以外で、例えば消防団の施設整備費、159ペ

ージの消防施設整備事業費、こういった中で消防団に対する資機材等々を配備しているとい

うところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 訓練とか、そういったことはどうしているというような御質問があっ

たかと思いますが。水防の消防団の訓練ということで。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  訓練につきましては、消防団の運営費の中で、例えば手当も含めまして、この中に含んで

おりまして、訓練に使うような資機材に関しましては、先ほど言ったような予算の中で購入

をしていますけれども、例えば消防団員が訓練に出動したというような出動手当というの

は、ここの消防団の運営費のほうで賄っているというようなところです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  私の聞きたいのは、消火とかそういうものに関しては、広域になったもので割かし安心し

ていられるということで、結局、ゲリラ豪雨とかそういうものに対して、今、産業経済常任

委員会のほうでも河川の氾濫とかそういうような形のものを調査したんですけれども、そう

いう中で、仮に、それじゃ、神戸のとこら辺で湯日川の土手がちょっと崩れたりしたことが

過去にあって、自分たちが竹流しというのをやって、水の勢いを土手が削られないようにし

たとか、そういうための、もしかしたら、今の段階だと消火のほうは広域になったのでいい

ですけれども、それ以外のそういった災害に対する訓練というか、研修とか、そういったも

のが、やっているかどうかちょっとわからないですけれども、そういうものに対する、やっ

たほうがいいと自分は思うものですから、町の考えはきっと実際そういうのをやって、土の

う袋も大きい、トンパックだか、ああいうのを積んだりしたっけものですから、いざという

ときのためにそういうのが必要かなと思うもので、それに対して町の考えをということで伺

いましたけれども。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 
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  水防に係るそうした技術的な面も含めまして、研修であるとかそういったものも、例えば

県の統一した水防訓練なんかも実施しておりますので、そういったところに消防団として参

加をさせたりとか、そういったところも含めまして、町としても、そうした技術的なところ

も向上していただきたいというところもありますので、町としてもそういったところに参加

をしていただいたり、町としてもそういったものを行っていきたいというふうに思っていま

す。 

  それから、例えば毎年、入団式が終わった後に吉田消防署の職員に来ていただいて、いろ

んな話もしていただいたりしておりまして、技術の向上も図っているというところでござい

まして、今後も引き続き消防団に対する、そうした技術的な向上の面も含めて、意識向上も

含めて行っていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

〔「了解です」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  162ページ、式典運営委託料ということで、全協のとき、詳細なことを聞こうと思ってい

たら、町長のほうからいきなり大きな話になっちゃったものだから、町長の思いというか、

そういう話になっちゃったんで、詳細なことを聞けなかったんですけれども、イメージする

式典、こういった着工の式典というと、くわ入れみたいな、そんなのがイメージとしてある

んだけれども、そういった詳細な情報をいただけなかったので、まずそこから始めていただ

きたいんだけれども、これはもう本当できなかったのでお願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） この200万円については、防潮堤の関係でございまして、恐らく議員

の皆様は、国というものが見えない、また見づらいものですから、恐らく理解がなかなか難

しいと。そういうことで私のほうから、もう少し懇切丁寧に、今回、川尻工区で始まる、現

在の防潮堤の後ろの盛り土工事の意味を皆さんにお話しして、御理解賜りたいと思っており

ます。 

  これは、国が、中央防災会議が29年４月に防災基本計画として、これは毎年出るものでご

ざいますけれども、これが一番大事なところでございまして、107ページ、第２節津波に強

い国づくり、まちづくりという項がございます。その１が総合的な津波災害対策のための基

本的な考え方。ちょっと読ませてもらいます。 

  津波災害対策の検討に当たっては、以下のレベルの津波を想定することを基本とする。一

つ、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波。最

大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす津

波。最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ること最優先として、住民等の避難を

軸に、そのための住民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を

有する交通インフラ等の活用、土地のかさ上げ、避難場所（津波避難ビル等も含む）や避難

路、避難階段等の整備、確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利用、

建築制限等、ハード、ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する、多重防御による地域

づくりを推進すると。 
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  基本的にこういうふうに書いてあります。 

  それで、これは南海トラフ巨大地震対策について最新報告です。中央防災会議が25年５月

に出したものです。ここにはこんなふうに書いてあります。 

  津波対策については、海岸保全施設等はレベル１の津波を対象として整備するが、構造的

には、津波が越流することも想定した粘り強いものとすることも重要である。レベル２の津

波に対しては命を守ることを目標として、住民避難を軸に、情報伝達、避難施設、避難路、

土地利用等のハード対策とソフト対策を総動員して、それらを組み合わせた総合的な対策を

推進する必要があると。 

  こう書いてあります。 

  ここで、国が何を言っているかというと、国は基本的に粘り強い構造にしますよと。粘り

強い構造というのは、吉田町でいいますと川尻工区で終わっているんです。要は、粘り強い

構造というものは、天端工を50センチかさ上げします。それから、今の防潮堤の後ろの裏の

り、それから裏尻、今度は下のほうにぐっと長いコンクリートを入れるんですけれども、そ

ういうふうな現在の防潮堤を粘り強いものにしますと。それが三面張りというんです。 

  三面張りで終わりますよというのは、ここでもう終わりたいです、国は。なぜかという

と、国の海岸事業費というものは600億しかありません。600億円ぐらいしかないものを、じ

ゃ、例えばレベル２の津波に防潮堤してもらいたいといっても、とっても金がないんです

よ。シーリングの問題がありますね。だからそれには使いませんと。はっきり国の姿勢をい

いますと、もうそんなことには手を出したくないと。レベル２の津波に対する防潮堤につい

てはやりませんとはっきり言っているんです。 

  そこを踏まえていただけるとよくわかるんですけれども、それで要はうちの町は、単純な

ことなんですけれども、平成25年８月に太田大臣がお見えになりました。町の事業で国の大

臣はおいでになりません。これは当たり前のことです。なぜ、お越しいただいたかという

と、私が太田大臣の、私、プロセスをしゃべるのは非常に嫌なものですから、本当はしゃべ

りたくないんですけれども、皆さんに理解してもらうためにちょっとしゃべりますけれど

も、太田大臣にお越しいただいて、太田大臣の口から防潮堤について言及してもらおうと。

それは私のほうから、ある人を通じて太田大臣に話が行っています。太田大臣もそれを了承

しておいでになりました。 

  普通、大臣が式典等に来る場合は、基本的に官僚がつくったものを読みます。皆さん御承

知かもしれませんけれども、あるとき太田大臣は、官僚がつくった式辞は横に置いて、御自

分の言葉でしゃべりました。その中で津波の防潮堤について言及しているんですよ、吉田町

について。それは私のほうでお願いしたことです。 

  それで、その後、次の年の３月に古屋防災担当大臣が来ました。これも古屋さんにもお願

いして来ていただきました。なぜかというと、大臣がこういうところに来るということは、

はっきり言うと担保をもらうということです。国がそこまで吉田町に対して目を向けており

ますよ。それをいわばいただくために、私がいろんな形で大臣にこの町においでいただきま

した。 

  そこで、これもあんまり言いたくないですけれども、次の年の平成26年１月15日、この日

に、私と、前に国交省からおいでになられた梅村さんと２人で、当時の国土交通省の事務次

官にお会いしました。その事務次官の口から、吉田町の防潮堤についてはわかりましたと。
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何か話がありましたら、私のほうに持ってきてくださいと、そういうふうなことを公式にい

ただきました。そこにいくまでには、もう私は夜討ち朝駆けのように東京に行きました。も

う何十回行ったかわかりません、はっきり言って。恐らく100回以上超えていると思いま

す。もう本当にのべつ幕なし、いろんなそういうことを決定できるところに行って話をし

た。最終的に事務次官からそういう言葉をいただいたわけです。 

  吉田町の直轄海岸における粘り強い防潮堤の継続と、緑の防潮堤の着手について、必要な

事業である。これが国土交通省の公式な見解です。吉田町にいただいた。 

  それを、いわばアレンジして、例えば吉田町は直轄海岸です。防潮堤がございます。しか

しながら、現在の防潮堤の後ろに、Ｌ２の、今回でいうと盛り土工事です。ああいう形での

防潮堤のかさ上げをするということは基本的にしません。ということは、駿河海岸整備検討

会であるとか、そういうふうな、いわば場をまずつくって、そこでもってオーソライズして

いくんです。だから、駿河海岸整備検討会があって、駿河海岸保全検討委員会があって、単

純な話、焼津の場合は、天端工、裏のり、裏尻、三面張りです。吉田町だけ違います。吉田

町は、天端工をやって、あと後ろに一体的に11.5メートルの盛土をすると。これが決まった

わけです。 

  国がやりたくないことをやってもらうというのは、このくらい時間かかるんですよ。はっ

きり申し上げて。皆さんは簡単に思っているかもしれないけれども、物すごいことなんです

よ。やりたくないことをさせるということは。そういうふうな公式の、いわば国土交通省の

公式の場をつくって、そこでオーソライズしてやっていくと。それがようやく来たわけで

す。皆さんは恐らく小さいときに、馬に水を飲ませる。そこに誰かついて、水のところまで

行って飲ませる。これを馬が国で、いわば手綱を引く人間が私で、それから水が防潮堤と考

えば、馬は飲みたくないんですよ。金がかかってたまらんからです。それをいかにしてさせ

るかというふうなプロセスを経て、ようやくここまで来たわけですよ。 

  なぜ、式典に200万かけるか。皆さんにしてみたら非常に不安だそうですけれども、要は

こういうことです。大臣以下をここにお呼びして、いわばこの水、防潮堤を飲む。この水を

飲む馬を後ろに下がらせない。前に来させる。そのための担保をあそこでつくるんですよ。

これ、非常に政治的な問題なんですけれども、そういう担保をあそこにつくると。要は、国

がはっきり、吉田町にはレベル２の盛り土工事をしますというのを、まずそこで内外に公式

に盛大にしゃべることなんです。そうすると、それは当然のことながらマスコミが伝えま

す。いいですか。テレビであるとか新聞等が来ます。それを伝えると何が起きるかという

と、企業はこの町に来ます。今でも、詳しいことは塚本理事に聞けばわかりますけれども、

企業がこの町に来たい、来たいと来ているんですよ。 

  例えば、皆さんは御存じだと思いますけれども、静岡県は、地下水の採取は全県下同じな

んですよ。しかし、本当に水を使いたい企業は、この町に来たいんですよ。これについても

県のほうで、吉田町とはそういうことは外してもらいたいと、こう言っています。副知事に

も言ってあります。副知事も動いてくれています。いつか成功すると思いますけれども、そ

ういうふうな形で、この町に企業が来たいというのは、次から次へ来ているんですよ。 

  それはなぜかというと、この町が、いわば単純な話、日本でたった一つのことを今やって

いるからですよ。だから、企業、来ているわけです。ヤマザキさんもそうです。コメリさん

もいずれ３月ぐらいから、恐らく工事が始まると思います。ほかにも幾つか来ています。そ
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ういうのは、基本的に、今申し上げたように、吉田町がレベル２の背面盛り土を国がやると

言ったことで来ているわけです。四、五年、かかっていますよ、私が実際に始めてから。よ

うやくここまできたわけですよ。企業が来る。それと同時に、町民の皆さんにもいよいよこ

こで始まるんだということを、はっきりと見える化の形でお見せしたいと、こういうことな

んです。 

  皆さんは、簡単に大臣がおいでになると思うかもしれませんけれども、こんな小さな町の

庭の工事に大臣なんか来るとは普通はあり得ないですよ。今回は国がやるんですよ。国がや

る以上は、当然のことながら大臣にはおいでいただくように私のほうからお願いします。そ

れは大臣の御都合ありますから、最終的にはどうなるか知りませんけれども、それはお願い

します。そういうふうなことのために大きく式典をやると。いわば単純な話、レベル２の津

波に、背面盛り土について国が絶対もう引き下がらない、そういう担保をあの式典でとるん

ですよ。そのための式典なんです。だから大々的に、より多くの人々に集まってもらってや

ると。そういうことですので、ぜひとも御理解願いたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。わかりました。 

  自分もいろいろなところから話を聞いている中で、じゃ、逆に200万なんだけれども、200

万で足りるのという話もちょっと聞いたことがあるんだけれども、その辺のところで詳細の

ときに、こういうもので200万ぐらいかかりますよというのを聞きたかったんだけれども、

そこを高い、安いじゃなくて、逆にもっとかかるかもしれないじゃないのというのもあるん

ですが、その点については課長のほうで、どういった感じでこの200万の委託料という形

に。もっとかかるんじゃないのというのも逆にあるんだけれども、その辺の詳細なところを

お願いしたいと思っているんですが。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） あの席でも課長がお話ししたと思うんですけれども、太田大臣のと

き、それとか古屋大臣がおいでになると、大体130万ぐらいだったでしょうか。 

  今回の場合はちょっと違って、海岸でやります。海岸でやるときは大きなテントで、じ

ゃ、大臣がおいでになられたとき、どこに入ってもらうかと。そういうことを考えると、こ

れまでとは違った規模になることは事実なんです。大体200万ぐらいあれば、大体できるだ

ろうというふうなことで、一応、おおよそ200万というような形で出させてもらいました。 

  これを300万とか500万とか出しても仕方のないことですから、要は、はっきり申し上げ

て、重ねて申し上げますけれども、レベル２の背面盛り土というものに対して、国が公式に

そこに来て話をしてもらう。それと当時に、それが公式の担保にするということでございま

すので、それをまた詳しいことはさておき、住吉のほうへの、いわば定位がよりよい形でい

くように、私のほうでもう工作は始めていますので、ぜひとも御理解賜りたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、町長の話を聞いて、内容としてはよくわかります。それと同時

に、担保という話が出たものですから、我々が工事をやるときには、まず、神、地鎮祭、そ

ういうものをやるんですけれども、そういうものも中では、式典としては古式的にやるんで

すか。ぜひ、その辺の、もちろんそれは、担保となると、それをやることによって最後まで
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やり遂げますよという、もちろんそういうの含めて地鎮祭というものはやるわけですけれど

もね。そういう儀式的なことも行うんですかと聞きたいんです。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 地鎮祭ということで掲げてはいなくて、あくまでも着工式ということ

で予算化はしておりまして、この着工式の持つ意味というのは、町長が申し上げたとおりで

すので、それをできるだけ効果が上がるように、その現場において、盛り土が実際に始まる

とか、そういうロケーションを皆さんにごらんいただくのが一番効果的ではないかというよ

うなところで今のところは考えていますが、この式の運営についての細部については、まだ

まだ国へ検討の調整も必要になってきますので、そういう中で固めてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

  休憩中に説明員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、10款教育費について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 最初は、170ページのちいさな理科館の件でお伺いいたします。 

  29年度の予算が722万6,000円、30年度が927万7,000円と、計上される金額が上がりました

ので内容をお尋ねしました。そしたら、臨時の職員というか、それがもう一人ということで

す。そのときには理由を聞かなかったですけれども、その目的、それをちょっと知りたいと

思うんですけれども、教えていただけますでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  まず、臨時職員賃金の増えました理由でございますが、現在、臨時職員が、事務の職員が

２人、それから館長が１人ということでおりますが、専門の理科に対してお答えできる職員

がいないということで、理科の補助員ということで週20時間、午後４時間を５日分というこ

とで人件費を確保して、放課後の居場所、子供たちに対応するように増やしております。そ

こで、子供たちが来ましたら、勉強を見てやるとか、質問に答えてやる、そのようなために

４時間の臨時職員を１名増やしております。 

  以上です。 
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○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 特に、最近言われている子供たちの理科離れのことに関して、当然、

重要な施策だと思います。私は理科系、数学が好きだったものですから、そういうのを一生

懸命やったんですけれども、そういう意味で、もちろんやっていただけるのは一向に構わん

ですけれども、一生懸命やってくれている中に、どういう方向に、子供たちに何をさせたい

のか。一番大事なことは興味を持つことですよね。もう興味を持てば、大体８割はその次に

進むでしょう。 

  その辺を、今までのずっと経過を見ていて、うんと増えているというわけでもないし、割

合、入って何年かずっと理科館に関してはやらせてもらいましたけれども、大きく増加して

いるわけじゃないですね。その辺で、多分足りないものがあるんだろうと感じていたんです

けれども、そういう意味で今回の理科の部分の、理科離れの子供たちにいかに興味を持たせ

るかということで、やるという認識でいいんですか。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  議員がおっしゃったように、特に子供たちに理科に興味を持っていただきたいというこ

と、それから29年度の今、実績をまとめているところなんですが、小学校１年生から６年生

ということで来館されているわけですが、最近の傾向といたしまして１年生が大勢来ており

ますが、３年生以上が余り来ていないと。小学校で理科が始まるのが３年生なんですが、一

番大事なところの子供たちが来ていない。そういうことで、平成23年当時は、１年生の場合

は全体の19％来館されていたのが、29年度は43％、全体の。それから３年生を比較いたしま

すと、平成23年度が21％だったのが、29年度は６％、物すごく減っております。それから、

そうして見ていきますと、４年、５年、６年につきましては、23年度が13％、５年生が

13％、６年生が７％あったものが、29年度につきましては、12％、８％、４％と、高学年に

つきましては大分減ってきております。 

  そういうことで、先ほど臨時職員の賃金のことを御説明いたしましたが、今年度は講師謝

礼金ということで、また別に新しい事業を始めたいということで、先日も説明させていただ

きましたが、低学年をまず対象にして、自然観察会というのを年４回やりたいということ

で、昆虫採集とか植物採集、そのようなことを今計画しています。大体これには１講座15

人、年間通して４回、同じ人たちに来てもらうということを考えております。 

  また、二つ目は理科クラブということで、今度は小学校の中高学年を対象として、身近な

自然や現象を実験や観察から学ぶということで、それぞれテーマを持って年間４回やりたい

と。 

  それからもう一つは、科学セミナーということで、今度は大人を対象にした日常生活にお

ける科学知識を講義や実験で習得していただくと。このような講座を新しく、新年度には取

り組んでみたいということで計画しております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、聞いている中で、非常に盛りだくさんな、過剰なくらいあります

よね。たくさん過ぎるくらい。それで、今、臨時の方が週20時間、何かもったいない気がす

るんです。それだけたくさんやって、子供たちを本当に理科に近づけるためには、これはも
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っとしっかりした時間を。逆に言うと、常時いる、誰が来ても答えられるような、そういう

人がそこに本当はいるほうが効率的じゃないかという気がするんですけれども、その辺はど

うなんですか。いつでも子供らに対応できる人が常にそこにいるという状況を、臨時ではな

くて、つくっていけることのほうが、子供らにとってはメリットがあるし、そこに引き寄せ

るものが大きく出てくるんだと思うんですよ。その辺はどうなんですかね。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  そのように、一応名目は臨時職員ということですが、理科の専門の方を、４時間ですが、

常駐させるということで今、考えております。 

○議長（藤田和寿君） その時間を延ばすことはできないかというような御質問なんですけれ

ども。 

  生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 今までずっとほとんど変わらない状況が続いてきて、今後は

子供たちの放課後の時間も延びるということで、まず、ここからスタートしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 手法のことについてですけれども、ここからスタートするんではなく

て、それも一つの方法でしょうけれども、本当は大きな目標を掲げておいて、そこにできる

だけ大きな効果を得るようなシステムじゃないと、だんだん上げてくるというのは、なかな

か効果が出ないというか、いろいろばらつきの中で消える可能性があるものですから、そう

いう意味でちょっと聞かせてもらったんです。できるだけ常駐の中で子供たちをいかに引き

つけるか。 

  それで、その中でもう一つ常に感じていることが、理科館への入り口ありますよね。図書

館通っていく、向こうをぐるっと回っていく。本当は、あそこのジオパークと言ってもいい

のかちょっとわからないですけれども、わけのわからんものありますよね。池が。あそこに

大きなヒューム管やって通路をつくるとか、もっと理科館への入りやすいアプローチをつけ

たとしたら、もっとこういう子供たち増えるんじゃないかと常々思っているものですから、

ぜひ、そういうものがどこかに反映されるとありがたいと思ったんですけれども、これから

の理科館への入り方というのは、図書館を通っていって入る方法と、ぐるっと回ってくる入

る方法、やっぱり一つの、子供たちのためには独立したそういうものが必要だと思うんです

けれども、その辺の計画というか、考え方というか、そういうのというのは、いつも余り考

えないですか。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  そういうアプローチの方法も考えたことがあるというか、計画としては、全体計画で一番

当初ありましたが、今まだそういうところまで手が回らないというところが現状です。 

  また、入りやすさということですが、今、理科館につきましては、靴を脱いで入っていた

だくということをずっとやってきたんですが、そのまま靴を履いたまま入れるというような

ことも、今、あそこのぞいて帰ってしまうというようなことがたびたび見られますので、そ
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のまま入ってきていろんなものを見ていただくというようなことも、今後考えていきたいな

というふうに考えています。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、計画があったよということを聞いたものですから、アプローチと

いうのは、子供たちが、大人もそうですけれども、そこに到達するのに非常に重要なプロセ

スを持ちますので、ぜひ、その辺をまたしっかりとした計画というか、何が一番いいかとい

う計画をその都度やっていただいて、そうしてやっていただきたいと思いますので、またよ

ろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  172ページの就園奨励費補助金ですけれども、これ、一般質問でやらせてもらったことが

あるんですけれども、なかなか上がらなかったんですよ。それで、今年、今回こうやって上

がってきたんですけれども、今まで上がらなかったものが急に上がったもので、どういう理

由があって急にぽっと上がったかなというのを一つお伺いしたいと思いますけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  今回、就園奨励費補助金につきましては、増額で要求をさせていただいておりますけれど

も、これに関しましては、子育て支援の一環ということで、私立の幼稚園に子供を通わせて

いる保護者の家計の負担を軽減するというようなところが大きな目的であります。その中

で、現在の制度を見直したときに、国全体としても幼児教育が、報道でもあるとおり、無償

化の方向に進んでいるというようなことでありますとか、また、毎年、幼稚園の就園奨励費

というのは国が目安を示しているわけですけれども、来年度に向けて示された目安につきま

しても、国のほうの負担の割合が変わっているというようなところもありまして、この機会

をということで全体の見直しをさせていただいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木ですけれども。 

  一般質問で聞いたとき、なかなか上げない理由として、吉田町の町立の保育園、保育園の

ほうと絡みがあるという答弁があったですよ。それで、私立の幼稚園ばかりよくしちゃう

と、保育園のほうがというような答弁があったんですけれども。 

  今回、こういう形になって、保育園とのバランス、その辺に対してはどうですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  今回、私立幼稚園の就園奨励費の補助につきましては、全員協議会の中でも申し上げたか

と思いますが、所得の階層によってさまざま補助の割合が決まっておりまして、その中で

も、階層でいうと２の階層となるんですけれども、住民税所得割非課税世帯の第１子と、第

３の階層になりますが、住民税所得割７万7,100円以下の世帯の第１子、第２子、また、そ

れ以外の区分ということで、５の階層となるんですけれども、５の階層の第２子、第３子と

いうようなところが補助額を引き上げたところの階層となりますので、逆に申し上げると、
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それ以外のところは基本的には変わっておりません。なので大きく保育園とのバランスが崩

れるというようなことは、今回の改正によってないのではないかというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  ないのではないかということで、確かじゃないということですよね。その辺を当局の答弁

で、そういうことがあるから、あえて上げないんですよと伺ったもので、今回、２の階層と

５の階層、そういう形でバランス的に問題はないと思いますということなものですから、も

しかしたらあるかもわからないということだというふうに受け取るもので、その辺でいかが

かなと思ったんですけれども、どうですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  幼稚園と保育園、制度設計自体が違うわけですけれども、その中で保育料といったとき

に、その保育料にどういった内容が含まれるのか。例えば、その中に給食費が含まれる、含

まれないということであるとか、実際のさまざま活動をしていく中で必要になってくるいろ

いろなものというんでしょうか、そういったものがありますので、大きく比べるとないので

はないかというふうにしか申し上げようがないんですけれども、つまり個別、もう全て、ど

こまで、また個人によっても違うかもしれませんし、年齢の学年によっても違う、そういっ

た必要になってくるものとか違うかもしれませんので、１円単位まで比較のしようがないと

いう意味合いを含めて、ないのではないかと考えていますということを申し上げたところで

す。 

  以上です。 

〔「了解です」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  168ページ、教育振興事業費という中で、公設学習塾運営委託料とあと講師謝礼金という

ような形で出ております。これは公設学習塾の拡充ということで上げられているのかなと思

いますが、そうした中でこの公設学習塾、今まで中学校１カ所でやっていたのを、今度、各

小学校でやりますよという話になってきております。そこの見込みといったらおかしいんだ

けれども、今まで１カ所でやっていたのが、ちょっときついよというのは、キャパ的にもき

ついよ、だから各学校でやるんだよというような意味合いで各学校でやるようになるのか、

通うのに各学区でやったほうが通いやすいからという意味でやるのかというのがまず１点。

まず、そこからお願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  キャパの問題ではございません。今年度、公設学習塾、以前から実施していたわけですけ

れども、その中で保護者のほうから、小学校は今、安全上の問題から保護者の送り迎えを義

務づけているわけですけれども、そうしたところで保護者の負担があるというような意見も
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ございましたので、そういったところから各校開催ということを考えたわけでありまして、

キャパが狭いからというわけではございません。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  そうしますと、各学校で、３カ所でやるようになるわけですが、そうすると、今までより

も受講者は増えるというふうに踏んでおるんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  平日行うということでありますとか、放課後行うというようなことも含めて考えますと、

受講者自体は増えるのではないかというふうに予想をしております。 

  現在、今年度で申し上げますと、１回当たり150名程度の児童・生徒が公設学習塾に来て

おります。これは土曜開催です。これを単純に４校で割りますと、１校当たり40名ぐらいの

児童・生徒が公設学習塾に来ているわけですが、これが平日開催となりますと、およそ倍以

上来るのではないかということで見込んではおりますので、大体80名から90名程度、１回当

たり公設学習塾に参加する児童・生徒になるんではないかという見込みではありますけれど

も、現在、考えているところです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  そうしますと、今度は場所です。教室を使うというようなことになってくるかと思うんで

すが、トリビンスプランの中で平日の４時間授業を増やすという中で、今度は、午後、放課

後、そういった部屋を教室として使うという形になってくると思うんですが、そこで学校の

管理であるとか、教員がそこにまた気を使うようなことになると、せっかく４時間で終わっ

て、ほかの仕事、教員はしてもらうというような考えがあると思うんだけれども、そこにつ

いて、じゃ、学校の教室を使うとなると、そういった面で、じゃ、教員は一切関係ないよと

言えちゃうのか。逆に児童のほうが、その辺に担任の先生とかいたら、コミュニケーション

とっちゃったりとかすると思うんですよ。その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  来年度から平日開催となった場合に、基本的には学校の教員がかかわらないような方向で

公設学習塾の仕立てというんでしょうか、そういった運営を考えております。そういった中

で、もちろんかかわらない方向でとは申し上げましたけれども、積極的に来たいという人を

拒むものではありませんけれども、あえて我々のほうから、必ず校長先生見守っていてくだ

さいねであるとか、もちろん教室をお借りすることにはなろうかと思いますが、そこの担任

の先生、必ずついていてくださいねということはいたしませんので、そこの管理上の責任

は、教育委員会であったり、あとは、ケース・バイ・ケースになってこようかと思いますけ

れども、場合によっては学校がということはあるかもしれませんけれども、学校であった

り、教育委員会であったりというところで、ケースに応じて対応していくのかなというふう
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に思っております。基本的には教員はかかわらないというような形で運営していきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。お金のほうに戻したいと思います。 

  委託料であるとか、謝礼金ということで、出のほうは出ています。じゃ、これ、どこから

充当しているのというと、前回の全員協議会の資料の中を見ますと、ふるさとよしだ寄附金

から充当していますよというのが、結構な量、載っています。これは教育委員会、学校教育

課だけの問題じゃないんだけれども、ふるさとよしだ寄附金の指定で来ているやつの使い道

というのがこういう形で出てはいるんです、総額で。でも個別にどれくらい使っていますよ

というのが、そういった一覧みたいなのがあれば、非常に、仮にここでいいますと、じゃ、

公設学習塾、こうしてできるのは、ふるさと寄附金でいただいたものでできているんだよと

いうようなことで、また、感謝の気持ちというか、そういったものも生まれてくると思う。

そういったことも考えたときに、そういった一覧みたいなものが欲しいかなと思うんです

が、そういったような考え方というのはないでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま議員のほうから、ふるさと納税、いわゆる指定寄附をどういった形でということ

で、細かいところまでというようなお話かと思いますが、私どもとしましては、まずこのふ

るさと寄附金というのを、いわゆるメニューをつくりまして、教育であるとか、子育てであ

るとか、シーガーデンということで、総合計画の施策に沿って行っているものですから、逆

に、一応事業に出させていただいているのは、概要の中で、こうした事業に充当させていた

だきましたということでの、一応明確な、この事業には使ったということでさせていただい

ているわけでございます。 

  ただ、具体的に金額を、そこまでの、これに幾ら、これに幾らというような形ではなく

て、逆にそれにいきますとわかりづらくなってしまうというふうにもちょっと考えるところ

がございますので、事業名として、こうした形でここに充当させていただいているというよ

うな形で出させていただくという形がよろしいのかなというふうに思っています。 

  といいますのは、この予算は弾力的運用の関係もございます。そうした中で、款項という

ところがまず予算ございますので、この目以下につきましては、ここの特に細節について

は、弾力的運用のほうをさせていただきたいということがありますので。ただ、何に充当し

たかというのは明確にすべきだというふうに思っておりますので、ということで御理解いた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  予算に関しては。もちろん、今、予算をやっているんで予算なんだけれども、柔軟的に、

細かいところでは変わるというのはわかるんですが、じゃ、１年たって決算時にはそうした

細かいものは公表していくんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 
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○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  当然、決算のときには決算額というものが出てくるかと思いますので、事業的な、くくり

をどこにするかというのはありますけれども、そうした形でこうしたところでさせていただ

きましたということで。これは当然、納税者の御寄附をいただいた方にも、こうした形で充

当させていただきましたという報告もしていかなければなりませんので、この辺は工夫をし

た形で、皆さんのほうにもお示ししたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、説明をちょっと違和感を感じて聞いておりました。ここに公設という意味はどこに公

設があるんですか。今、学校の先生はかかわらない、授業は学校を使うと。そして、特に、

募集をして手を挙げる子供たちが来るわけでしょう。そうすると、そこに行きたくても、家

庭の事情で行かれない子供たちも出てきますよね。私は、公設という意味が、私立であれば

一向に構わないと思うんだけれども、公設と言った以上、それはやっぱり教育の平等そのも

のがそこに理念として入ってこなきゃいかんと思うんですけれども、その辺はどうなんです

か。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  公設学習塾ですけれども、その名称のとおり公が設置するということで、教育委員会が主

催で行うという意味で公設という冠を付させていただいております。また、平等というとこ

ろですが、基本的には希望制で、特に希望された方から受講料だとか、そういったものは一

切徴収いたしませんので、全て無料で運営するということになっておりますので、平等は確

保できているというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、公設という意味が、希望者が来るという話、先ほどから聞いてい

るものですから、違和感を持ったというのはそこなんですけれども、公設といいながらやる

以上、今も家庭の事情で来られない子供たちいるじゃないですか。出たくても行けない人た

ちがいますよね。児童クラブにしたっていろんな制約があって、家庭の事情とかそういうの

があって来られないとか、そういう部分で私は教育の平等が欠けるんじゃないかと思うんで

すけれども、その辺は、そういう考えというのは持ちませんか。公設という以上は公設、

公、日本国民の持っている権利の中に入ってくると思うんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  議員のおっしゃる家庭の事情でというところが、すみません、捉え違いをしているかもし

れませんけれども、例えば経済的にという理由であれば、先ほど申し上げましたように、そ

ういった事情は一切関係ございません。つまりお金は徴収いたしませんので、全くの無料で

すので、それは平等、ある意味、議員のおっしゃる公設であるというふうに思いますが、例



- 223 - 

 

えば、さまざまなクラブチームであるとか、放課後に違う何か活動をされているといった意

味で来られないということであれば、それは個人の選択の中での話かと思いますので、そこ

は選択を任された個人がどう選択をするかという話でございますので、そこでも平等という

ことは保たれているのではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） これは結論出ないと思うんですけれども、私が一番最初に言った、そ

れが私立であれば、私立の理念で物事が進んでいきますから、それはいいんですよ。そっち

のほうが似つかわしいんじゃないかという感じを持ったものですから。そういう意味で、公

設と私立の、公と私の区別が自分の中ではちょっとつきにくかったものですから、それを聞

いたわけです。今、課長のおっしゃったことに関しては、私立であれば一向に構わないで

す、私の中では。そういう意味では、その公設というのはなかなか自分にとっては、公がつ

いたときにというものに、ずっとそれ思っていましたので、そういう意味での質問をさせて

もらったんですけれども、その辺はやっぱり私と公というのはどういう形で分けていくんで

すか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  一般的に申し上げれば、私立と公立の違いというのは、一つは営利目的かどうかというよ

うなことであろうかなというふうに思いますが、つまり我々、基本的にはお金は徴収いたし

ませんので、無料で、希望されればどなたでも受け入れますというような形でこの公設学習

塾を運営していきます。逆に私立の場合ですと、もちろんボランティアという場合もあるか

もしれませんけれども、基本的には私立の塾というのはお金を徴収して実施をしていくとい

うことで、営利目的で行われるものかと、こういうふうに考えていますので、そこで公と私

の違いというのは大きくあるのではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  今の話の中での公設学習塾が無料だということで、そうするとほかにいろいろ町としてや

っている事業があって、そういうのでチャレンジ教室とか、ちいさな理科館の中に参加する

とかいうものはお金を取ってやったりしている。こればかりお金を取らないと、逆にそうい

うものに対して差別…… 

○議長（藤田和寿君） 整合性みたいなのですか。 

○９番（八木 栄君） はい。こっちばかり優遇されちゃっているということで、平等性に欠

けるというふうに思うですよ。だもんで、その辺をどういうふうに考えているか、ちょっと

お伺いしたいですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  基本的には、予算全体の話がありますので、そういった中で考えられているのかなという

ふうに思いますし、また、これも答えになっているかどうかわかりませんけれども、いろい
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ろな事業がある中で個人が何を選択するかという話なので、もちろん全て無料でできればい

いのかもしれませんけれども、そういったところの、例えば材料費であるとか、そういった

ところだけ徴収をして、基本的には講師の謝礼だとかというのは、多分、無料という形で町

が運営するものについては、町が負担していて、保護者や児童からもらうお金が講師の謝礼

に渡っているということは基本的にはないというようなところで、ある程度の平等は図られ

ているんではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  169ページ、21の事業、高等学校等奨学金、お聞きします。 

  全協でも、補正のときでも聞いた、同じことを聞くんですが、これは主に、多分私立高校

に入学された方が、中学３年生の１月に申し込みすると貸し付けができるという制度だった

と思うんですが、それが平成20年の１月から始まった事業なんですが、来年度、平成30年度

から、高校在学中でも借りられるというふうに規則が変わるということで御説明がありまし

た。 

  ３年間で90万お借りしまして、返済が卒業した年から10年以内に回収すれば大丈夫ですよ

という制度だと思うんですが、この制度で90万円お借りした生徒が、今年度、大学へ１人入

学するということで、４年間ちょっと待ってくれというような話でという話も聞いておりま

す。国立大学に今進む生徒が、初年度53万5,800円の費用がかかっております。私立の大学

でも、今、81万7,800円の費用がかかっております。 

  お聞きしたいのは、成績優秀な生徒が借りられる制度になっているとはお聞きしているん

ですけれども、何とか減免制度で、成績優秀な生徒は返済が多少免れる制度ができるんじゃ

ないかと、もし規則をこれから決められるようでしたら、そういうのを、要望なんですけれ

ども、お考えあるのかなと思いまして、お聞きします。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  吉田町高等学校等奨学金につきましては、教育委員会規則であります吉田町教育振興事業

に関する規則というものの中でその詳細が決められております。このたび全員協議会でも申

し上げましたとおり、高校在学中であっても借りられるような制度というふうに考えて規則

を考えてまいりたいというふうに申し上げましたけれども、その中で減免措置というような

ものについては、現状においては、特段考えているわけではないわけですけれども、また、

さまざまな奨学金の制度、他市町、また県、国とありますので、そういった他市町等々、国

等々の、そういった奨学金の規程も参考にしながら、今後、全体の中で検討してまいりたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 
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  例えば、吉田町のこの役場に新卒で入った場合、高卒が14万6,100円、大卒ですと17万

8,200円ということで、多分手取りですと12万円から15万円ぐらいの間で、それからこの90

万円のお借りしたお金を毎月返していくことは、なかなか正直きついんじゃないかなと思い

ますから、今、減免制度をお話ししたんですけれども、例えば静岡ですとか、清水の企業で

すと、こういった奨学金を借りた方には、優遇して会社が借りたお金を丸々返していくとい

うふうな制度も聞いております。例えば一つの考え方として、ふるさと納税の中のメニュー

の一つにこういった制度を取り入れてもらったり、あとは、もし吉田町の中で就職された方

は、もしこういうものがあれば、企業に積極的に呼びかけて、何らかの方法で減免できるよ

うなものがあれば、要望かもしれませんけれども、できたらお願いしたいなと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  繰り返しになって恐縮ですけれども、その規則の改正に当たっては、さまざま他市町、国

等々の規程なども参考にしながら、当然のことながら、その中で町独自の方向というものも

ありますので、そういったところで、全体の中で検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  182ページ、186ページですが、小学校、中学校の援助費の関係で就学援助費について伺い

たいと思いますが、以前、この就学援助費については、４月の入学が済んでから支給される

というふうなことを伺ったんですけれども、現在、支給の時期がいつなのか伺いたいと思い

ますが。 

○議長（藤田和寿君） 議員、内容確認にならないようにお願いします。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  この要保護、準要保護就学援助に関しましては、事務処理要綱というのがありまして、そ

の中で支払い方法について記載をされているわけですけれども、４月から６月分までの支給

分は７月に、７月から11月までの支給分は12月に、12月から３月までの支給分は３月に、そ

れぞれ決定をしてお支払いをしているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  入学前の援助金の関係なんですが、昨年、文科省が全国調査をしたと思います。その中

で、就学前にこの入学援助金を支給する自治体が、小学校では４割、それから中学校では５

割ということで、約半分の自治体が入学前に支給をされているという実態があって、それが

増えているという状況があるということが報告されました。学用品や制服代、いろいろと必

要なお金ですので、必要なときに支給されるということはやっぱり大事だと思いますので、

吉田町の今、そういう状況をお聞きしましたが、入学前にほかの地域では広がっているとい

うことで、吉田町のほうはそういう対応ができないのか伺いたいと思います。 
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○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  現在につきましては、先ほども申し上げたとおりの規程となっておりますので、この規程

に従って粛々と業務を進めてまいりたいというふうに考えております。もう３月ですので、

来年度につきましては対応することが困難なわけですけれども、今後、入学前に支払うこと

によって、メリットがあるのはよく理解をするところですが、例えばデメリットはないのか

であるとか、そういったところも考えながら、保護者にとって、子供たちにとってどういっ

た制度がいいのかということは考えていかなければならない課題であるというふうに思いま

す。 

  以上です。 

〔「はい、了解です」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  先ほど聞いた公設学習塾運営委託料というのがあるわけですが、これはベネッセさんにと

いうことで聞いてございます。これは、ベネッセさんは、要は教材であるとか、そういった

ものに関しての委託というふうに考えているんですが、じゃ、運営というところを考える

と、講師も頼むわけね。その講師の教え方とか、そういったものもこのベネッセさんが指導

してやっていくというものなんでしょうか。 

  以前、聞いたことがあるんですが、公設学習塾といっても、要はドリルを一生懸命やるだ

けだと。いかに速くドリルをこなすかというような方向にいっているよということも聞いて

いるんですが、そういったただこなせばいいというようなことによって、学習というか、確

かな学力が上がっていくとかというふうなこととは違うと思うんだけれども、ベネッセさん

の方針に沿って、この塾というものは運営されていくんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  まず、来年度の契約先につきましては、まだ予算の段階ですので、ベネッセと確定したわ

けではございませんけれども、今年度で申し上げますとベネッセにお願いしているというこ

とでございます。 

  その中で、ベネッセにお願いをしている内容としては、一つは、議員がおっしゃられたよ

うに教材の提供でございます。教材につきましては、全国学力・学習状況調査でありますと

か、吉田町学力・学習状況調査を踏まえて、うちの町の子供たちが苦手だというふうに分析

できる分野の問題を提供していただいているということで、その分析を踏まえた問題の提供

というところがまず一つあります。また、指導する講師につきましてですけれども、講師に

対してこの教材を用いてこういった指導をしてほしいというような、講師の指導を年２回ほ

ど、ベネッセの方に来ていただいて行っていただいております。 

  また、今年度で申し上げると、公設学習塾自体が11回あったわけですけれども、その各回

に応じてベネッセの方に来ていただいて、それぞれの問題の提供場面で主体的にこうやって

いただいたりだとかということで、全体を当日コーディネイトするというようなことも、あ

わせてベネッセのほうにお願いをしているところであります。 
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  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  最後にもう一点だけお願いしたいんですが、放課後補修学習というのを、それも今年度、

今までもやっているんだけれども、充実させるよということが上げられております。この公

設学習塾と放課後補充学習、どう区別をしていくのかなというのが非常に。内容的には、ち

ょっと追いついていかない子を補充学習ということでやっていくんだよというのはわかるん

だけれども、どう違うのか。じゃ、だったら放課後補充学習に値する子供も、その公設学習

塾のほうで面倒見てやっていけばいいんじゃないのと思うんだけれども、この違いというの

は、回数も違うというのはあるかもしれないけれども、そうした考え方がどう区別して、じ

ゃ、放課後補充学習へ行っている子は学習塾のほうには行けないのか。そういった点につい

てちょっと答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  公設学習塾と放課後補充学習の違いということですけれども、公設学習塾につきまして

は、先ほど申し上げましたとおり、希望する子供たちに、ベネッセかどうか来年のあれです

けれども、今年度で申し上げますとベネッセが準備をする、町として恐らくここが苦手だろ

うと分析された問題を提供して学習をしてもらうというようなところが公設学習塾でありま

して、来年度はさらにタブレットを用いてということで行っていくということです。プリン

トもそうですけれども、解ければ解いたほど、自分でどんどん進んでいけるというようなこ

と。タブレットも同様に、解けば解くほど、自分でどんどん先の勉強に進んでいけるという

ことで、ある意味、どの子に応じてもそれぞれ学習が成り立つというところで、個に応じた

指導ができるんではないかと。それは学力層が、言い方がいいかわかりませんけれども、学

力定着に課題を抱える層であったとしても、もしくはトップ層であっても、それぞれ子に応

じた指導ができるというところは公設学習塾になろうかなというふうに思います。 

  放課後補充学習のところですけれども、議員がおっしゃるとおり、補充ということがつい

ておりますので、我々として考えておりますのは、基本的には、その中でも学力定着に課題

を抱える層ということで、言い方がいいかわかりませんけれども、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤとＡから

Ｄ層と分けたときに、基本的にはＣ層、Ｄ層といったあたりを中心にして、その対象者も、

先生方に少しお声がけをしていただくような形で、放課後残って少しやってみないというよ

うなことで誘いながらやっていくというようなことで、ターゲットが違ったり、方法が違っ

たりというところで、それぞれの違いを考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  そうしますと、補充学習のほうは教員がやるということで理解してよろしいですね。 

○議長（藤田和寿君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 公設学習塾と放課後補充学習の違いかと思いますが、内容面につい

ては、今課長から説明があったとおりです。放課後補充学習のほうは、本年度もやっており

ますように、各学校で工夫をして、その時期も他の活動と重ならないような時期に行ってま
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いりましたので、そういったものを継続していくということです。公設学習塾のほうは、先

ほど来話に出ています吉田町学力調査等をもとにつまづきをやっていきますので、放課後補

充学習のほうでは、そういった授業の中でのつまづきも、先生方がわかっているので、そう

いった視点でもやっていただくということで進めてまいりたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 教員が対応するということですね。 

○教育長（浅井啓言君） 教員がやります。 

〔「了解」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） さっきから課長の答弁に対してちょっと違和感を持ったんですけれど

も、ベネッセに決まっていないと言いましたよね。でもベネッセの本に載っているのは何で

すか。ベネッセの本に教育委員長が載っているじゃないですか。それは、そんなことは言わ

ないでいいですよ。やっぱりそれはもう、そんなことやったら、相手にだって物すごい失礼

なことになりますからね。私はそう感じますね。それはいいです。 

  聞きたいのはそこじゃなくて、確かな学力定着事業費ということで171ページをお願いし

ます。 

  この項目に関しては、説明の中でずっと教員の多忙化の解消ということで、まずスタート

ラインがそこから入ったような気がします。それは間違いないですよね。そのときに、多忙

化の一つのもっと大きな要因というのが、私は自彊小学校の裏にいるものですからよくわか

るんですけれども、毎朝、朝６時過ぎに学校をあけに来るんですよ。聞いたら、多分、教頭

先生が来ると。そういうことだったです。そして６時に来て、そして子供たちが大体あそこ

に立っていると７時15分くらいから来ます。もうそこに１時間15分の時間があるわけですか

らね。 

  そのときに、実は今年の正月に私の孫が調布から来て、一つ言ったことがあるんです。じ

いじ、うちの学校は８時15分にならないとあかないよと。８時15分ですよ。そして調べてい

ったら、神奈川県の湘南のところに引っ越してきた方がいるものですから、聞いたらやっぱ

りそこも８時以降、開くのが。それと、課長に聞いたら、課長のいたところもやっぱり８時

以降だったという話を聞いたんですけれども。 

  ６時に教頭先生が学校に行って１時間15分あるんですけれども、その間というのは、非常

に、教頭先生ももううちで子供たちと顔を合わせる時間が、もう５時ごろから出ていくでし

ょうから、なくなっていくんです。この６時に来るというのは意味があるんですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  ベネッセにつきましては、まず、教育長が掲載されたのは過去の話でございまして、当時

はベネッセと契約をして、今年度もベネッセと契約をして行っておりますので、その間の取

り組みであったため、そこに掲載されること自体は当然のことかなというふうに思っており

ます。 

  また、来年度以降、ベネッセと決まっていないと申し上げましたのは、まだ予算が通る前

ですので、予算の通る前から契約先はここだという話は、逆に議会軽視かなと思いまして、

失礼に当たると思いまして、そのように申し上げました。 
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  教頭先生が朝６時にというような話ですけれども、教頭先生、校長を補佐する者として、

学校の管理職として、基本的なさまざまな事務のトップといいますか、というような形でい

ろいろ学校の管理運営に日々当たっていただいておりますけれども、子供たち、７時に今、

登校してくる、７時過ぎに登校してくるという話でありましたが、だとすると、家は恐らく

もっと早く出ているんだと思います。そういったときに、学校の通学時点での事故でありま

すとか、さまざまな問題が生じたときに、おそらく第一報は学校に入ってくるだろうという

ようなところで、学校として誰か危機管理的な問題から、そういった体制をとっているので

はないかというふうに考えております。 

  ただ、基本的には、その時間に必ず出勤しなさいというような職務命令のような形で行っ

ているものはございませんので、学校が自主的にそうやって危機管理上の問題から対応され

ているんではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、課長の口からまさに出ましたので、言っておきます。 

  吉田中学校に通う範囲で一番遠いところはどこか知っていますか。 

○議長（藤田和寿君） それが何かあれですか。 

○６番（山内 均君） やります。もっと危険なことちょっと話しますのでやってください。 

○議長（藤田和寿君） 少し質問を変えてください。 

○６番（山内 均君） わかりました。 

  東名の北側です。ありますよね。飛び出しているところ、吉田町。目の前に初倉中学が見

えるところ。あそこの子供が７時半に学校に入るのに、もう暗いうちから歩いてくるという

ことなんです。それは、さっき言った、時間の問題がどこでどうふうな決め方をするのかわ

からなくて質問をするわけですけれども、そのときに、今、課長が言った、決めてはいない

よと。強制的には決めてはいませんよ。ところが働き方の改革の中で、会社もそうですけれ

ども、一般的には上司が先に行ったときに、下から入った人が後から行けないんですよ。上

司がずっともうそこにいたら、なかなか帰れないんですよ。そういうものなんです。それは

もう民間にいたから、散々やってきました。 

  そういう中で、ほかのところと比べると、もうちょっとゆとりを持って、子供たちに学校

は楽しくさせるようなことができないかなという意味で、ひょっとしたらそのときに、そう

いうことをやることによって、臨時職員の数だって減らすことができるじゃないですか。そ

う思ったからちょっと聞かせてもらっているんですけれども、その辺はどうなんですか。遠

くから来る子供たちに対する、町での懸念であるとか、そういうものはもうわかっていると

思いますけれども、そういうものに対してはどういう認識でいるんですか。時間を遅らせる

ことによって、もっとゆとりが見える、学校の生活ができると思うんですけれども。その辺

をちょっとお聞きしたいと思っていたんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 山内議員、臨時職員の人が早く出て、教頭先生は遅く来るという対応

をしろということですか。ちょっと質問の趣旨が、もう少し、もう一度、丁寧な質問でお願

いします。 

○６番（山内 均君） 議長、すみません。 
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  今言ったゆとりを持たせることによって、臨時職員の方が減らせるかもできないじゃない

ですかということなんです。そういう意味での発言なんです。だから、もうちょっとゆとり

を持つこともできるじゃないですか。他市町、他県に比べると、多分、静岡県は全部そうだ

と思いますけれども、早いなということで、多忙化の解消ということからここに来たわけで

すからね。その辺はどうですか。 

○議長（藤田和寿君） 質問の趣旨、わかりますか。よろしいですか。 

  理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  お答えになるかどうかわかりませんけれども、学校の教頭先生の出勤が早いというような

話であって、それをもっと解消することによって、教頭先生にゆとりが生まれて、もっとい

い循環ができるんではないかというような御質問と受け取って、お答えをさせていただきた

いと思います。 

  まず、今申し上げているとおり、教頭先生、通常の勤務時間よりも早く来ているという現

状はあろうかと思います。これは先ほども申し上げましたとおり、特段何か職務命令のよう

な形でというよりは、教員のある意味、文化の中で行われてきたと、慣例的に行われてきた

というところもあるのではないかというふうに私としては捉えております。なので、予算が

云々というよりは、そういった文化をどう変えていくか。当然、その文化の中には、必要な

もの、もしくは時代からは逆行して不必要なもの、というようなものがあろうかと思います

ので、そういったところを少しずつ整理をしていきながら行っていくことで、よりよい学校

教育と言うんでしょうか、また、先生方の多忙化ということも図られていくと思いますの

で、住吉小学校なんかでは意識改革というところから取り組みを行って、多忙化解消を行っ

ておりますけれども、そういった全体としての意識改革も必要なのかなというふうに考えま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 質問の仕方がわからなくてすみません。 

  そういうことなんです。それによってゆとりができることによって、今言った臨時職員の

方がひょっとしたらもっと有効な形でできるかもしれない。予算にこじつければ。そういう

形が一つ見えたものですから。 

  それと、もう一つはゆとりを持たせる。朝６時、真っ暗ですよね。冬は真っ暗ですよ。か

わいそうですよ、見ていて。本当です。かわいそうなんです。本当寒い中に、朝６時ちょっ

と過ぎに来るというのは、やっぱりこれはどこかで多忙化の解消には、多忙化のその後の意

味というのがそこにあるんじゃないかと。解消の意味がそこにはあるんじゃないかと思った

ものですから質問をさせていただきましたけれども、そういう意味ではどうですか。そうい

うものというのは、やっぱりわかった上で、了解をした上でやっているということですか。 

○議長（藤田和寿君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 教頭の職務についての部分と多忙化解消という部分の質問かなとい

うふうに思います。先ほど課長のほうからも答弁がありましたように、教頭は管理職ですの

で、責任がありますので、やはり現状で言いますと、戸締り、朝の開錠とか、そういったも
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のを責任もってやることに、どこの学校でも文化としてという言葉を使えばなっておりま

す。 

  ただ、それを臨時職員にやらせていいのかというと、責任という問題もかかわってきま

す。あと議員がおっしゃっているように、教頭の職務の多忙化ということは全国的な課題に

なっています。したがって、うちの町のように、今度、校務アシスタントとか、そういうよ

うなものをつけていただいて、教頭がやるべき仕事、教頭でなくてもできる仕事、そういっ

た校務の整理をしながら、少しずつ改善に向かっているということで、御理解をいただけれ

ばと思います。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今言ったやつ、そういう意味ではなくて、通じないからしようがないかもしれないけれど

も、時間を、朝、暗いうちに来なくても、よその県では７時、８時過ぎにやっている。そう

いう中でゆとりを持ちながらやったときには臨時の方に、臨時の方にあけなさいなんて言っ

ていませんよ。そういうんじゃなくて、そういう人たちの、その先生のゆとりができるんじ

ゃないですかということなんです。そういう意味でちょっとつじつまが合わないかな。合い

そうもないですからいいです。 

  それと、もう一つ。それはそれで。いいですか、次、聞かせていただいて。 

  先日、全協の中で総合体育館の5,900万のあれが出ましたよね。5,909万でしたか。その中

でシャワールーム、シャワーをなぜつけないんですか。これは今回203ページの中に、トレ

ーニング室運営業務委託料、これが810万4,000円入っていますね。これを見ただけでも、こ

れはトレーニングをすることによって当然、汗かきますよね。その汗をかいたときに、我々

の、建築の設計理念の中には、そういうのって入ってくるわけですよ。精神的な安定、物理

的な、風邪を引いたりしたらもう大変ですからね。それと同時に、今度、Ｂリーグ、シャン

ソンが、あそこに幕あけというか、イベントとして来ていただきますよね。そうすると、そ

の人たちのあれは、汗をかいて、ちょっとそれはどういうふうな形で、今までもそうなんで

すけれども処理をしていたんですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 少し整理させていただきたいですが、5,900万という数字は補正予算

の中に出てきたと思うんですが、補正予算をテーマにするんであれば、一事不再議の原則に

反するようなことになりますし、当初予算の中にそのシャワー室を設置する予算を計上して

いるかどうかというような、そういうことを議論されているんでしょうか。何を議論されて

いるのかよくわからないので、教えていただきたいと。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 明確にします。 

  補正予算のときに、差額が出たことに関しては、使い方はもちろん影響はないよという話

で終わりました。それはそれで了解しました。その後に、前々から言っているシャワー室、

シャワーが必ず欲しくなりますよね。絶対これは当然必要なものになるじゃないですか。そ

のときに、12月の質問というのはそれを含んだ質問だったわけです。私は、工事の途中であ

れば、配管をするだけですぐに安く、恐らく何百万という数字でできたでしょう。でもそれ
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が新しくやるとなると、建築基準法をとりながら、開発行為とりながらやっていくと、うん

千万ってかかりますよね。 

  そういう意味で、やっぱり私は質問しているときにそれも含んでいたものですから、その

中で現実的な、こっちからいきますね。そういう必要の中で、どうしても設計をするときに

は、そういう汗をかいたやつをどういうふうにするかとか、生理的現象をどういうふうな形

で解消するかとか、いろんなことを全部考えますので、そのときに本来ならこのシャワー設

備というやつを本当はここにのっけていただきたかった。そういう意味での質問なんです。

そういう意味で聞いていただければと思いますけれども。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  シャワー室につきましては、12月のときもお答えいたしましたが、経過といたしまして

は、当初はついておったんですが、国体のときに撤去したと。その理由は、ほとんど利用さ

れずに、あそこが倉庫がわりになっていたと。それから、それ以後も、トレーニングルーム

もあったんですが、要望等もございませんでしたので、今回は耐震補強工事が主だったの

で、シャワーにつきましては見送らせていただいたという経過でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 最後にします。 

  そのときに、プロのリーグが来てくれたときに、バスケットリーグが来てくれたときに、

吉田町ってさっきの話じゃないですけど、こうですよと逆の形が出ちゃったら困るでしょ

う。だって汗かいて、今までどうしていたか知らないけれども、どこかで処理をしなければ

いけないじゃないですか。清潔にしなきゃいけないですよね。それが全然ない体育館、体育

施設の中に、またトレーニング室を、器具を入れていくわけだから、そうすると、そのやつ

をどこかでやっていただけませんかという話なんです。もう金がかかることはしようがない

ですよね。そういう意味でのをちょっと質問させてもらったんですが、そういう計画という

のは持ちませんかという話です。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  計画といたしましては、生涯学習課のほうでも持っていますが、今回はあくまでも、何回

も言いましたように耐震補強の工事が優先ということで、シャワーのほうまで回らなかった

ということで。 

○議長（藤田和寿君） 当初でも必要がないということですか。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） そういうことで。 

○議長（藤田和寿君） 補正はもう終わりましたので。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 最後にします。 

  言っていること、多分通じていないかもしれないですね。せっかく工事をやったときに、

本当に必要なものが附随としてあったんなら、そこはやっぱりそのときにやらないと、とて

つもない大きなお金がかかりますよということなんですよ。今、その辺も含めて、気持ち感

じ取っていただきたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 教育長、浅井啓言君。 
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○教育長（浅井啓言君） 経過とか、今回の工事の目的とかについては、課長のほうから説明

をさせていただいたとおりです。シャンソンの方たちにもそういったことはわかっていただ

いていますし、今回のシャンソンの方がやるイベントの中では別に不自由がないということ

で理解をいただいていますので、御承知おきください。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  200ページでなぎなた講師謝礼金ということで、全員協議会でちょっと話をしたんですけ

れども、平昌の冬期オリンピックで、小さな町がカーリングによって、夢を持てない町が本

当に夢がかなえられた町になったというふうな言葉があったわけで。吉田町の場合は、なぎ

なたが結構、特別視されているんじゃないかなと私はそう思って、この間もお話をしたんで

すけれども。 

  そういう中で吉田町として、なぎなたはなぎなたで結構ですけれども、そういうものを、

世界というまではいかないまでも国内に広められて、それに携わる子供たちが、子供という

か大人もですけれども、ある程度、夢を。夢といったっていろいろあるもので、なぎなたば

かりが夢じゃないと思いますけれども、そういったものを、何か考えがあるようならちょっ

と教えていただきたいですけれども。そういうふうに吉田町を広めるための特別なものを持

ってやるものが、何かそういう考えがあるかなというのをちょっと伺いたいんですけれど

も。 

○議長（藤田和寿君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  なぎなたについてですか。なぎなたは御承知のとおり、平成15年の国体からずっと取り組

んできております。そういう中で、毎年２回の合同研修会というのをやらせていただいて、

中学校のほうにも講師ということで講師の方が行っております。そういうことで、現在、中

学校につきましては、部活が大分多くて49人の方が今、中学校のなぎなた部に所属している

ということで、最近、26年からいいますと、26年36で、それから27年が51、28年が53、今年

度が49人ということで、部の中では一番人気があるようなことを言っております。 

  そういうことで、町といたしましても、講師等を充実いたしまして、もっともっと皆さん

になぎなたを理解していただきたいと。今回、リニューアルオープンのときにもなぎなたを

披露していただきたいということで、今計画をしております。 

  それから、成績も、なぎなたにつきましては、県大会の３位以上というのが、過去調べて

きました。そうしたところ、平成15年から29年まで、なぎなたにつきましては432人の方が

表彰を受けています。３位以上という成績を残しております。それはほかの競技に比べまし

て断トツに多くなっていまして、その次が陸上部の289人ということで。ただ、陸上につき

ましても、10年前からソフトラーニングというのを始めまして、こちらにつきましても、大

分、最近は成績がよくなってきておりまして、最近ではなぎなたよりも少し表彰される回数

が増えてきています。 

  そういうことで、また今後につきましては、なぎなたも力を入れていきたいと思っており

ますが、他の競技につきましても何か考えていきたいなというふうに考えております。 
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○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  吉田高校がなくなっちゃったもので、高校の総体とか、そういうので見れば結構宣伝にな

るかなというふうに思ったんですけれども、実際もうないもので、ないものはしようがない

ですけれども。中学校も今成績がかなりいいよということで伺ったんですけれども。 

  逆に、よそへ出ていくんじゃなくて、せっかく今度、リニューアルして立派な体育館、こ

こら辺にない、町としたじゃ、持っていないような体育館なもので、何か大きな大会のなぎ

なたの競技を、前は国体、ここでやったんですけれども、もう一回、静岡県に来れば、また

どうですかいうことがあるかもしれないけれども、それ以外の、インターハイとかわかりま

せんが、何かの県大会とか全国大会があれば、ぜひここを会場に使っていただきたいという

ようなことで申請というんですか、使ってもらうような、そういうことをやって広めていく

ということは一つの手だと思いますけれども、そういうお考えはどうですか。 

○議長（藤田和寿君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） なぎなた振興ということで大変ありがたいなというふうに思ってい

ます。吉田高校はなくなりましたけれども、清流館高校さんのほうでなぎなた部をつくって

いただいて、そこでも２年連続インターハイへ出場する吉田の生徒が出て、活躍をしている

ところです。 

  一方、なぎなたのない榛原高校等でも、やりたいと言う生徒に面倒を見ていただいて、同

好会をつくって大会に出るように先生方で工夫をしていただいております。 

  ２点目の、大会を体育館でやったらどうだと。多分、以前、決算か何かで増田議員からも

そういった御質問があったかと思いますが、平成26年度に静岡スポーツフェスティバルとい

うののなぎなたの大会を行っております。27年度が静岡県なぎなた選手権大会というので、

そんなこともやっておりますので、また今後も継続をして、そういう大会を招いていく機会

があれば、私どものほうでも生涯学習課を中心に対応していきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  自分も体育協会のほう入っているもので、表彰式なんか行って、なぎなたをやっている方

が表彰されて、十分理解はしております。要望になってしまいますが、今言ったような大会

の誘致といいますか、そういうことに十分力を入れていただいて、吉田町になぎなたありと

いうような形でＰＲを進めていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがですか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  前に戻ります171ページ、７、確かな学力定着事業費ということで、１、部活動指導員報

酬ということで、全協のほうで詳しく同僚議員が聞いたことのわからなかったことをちょっ

と教えてもらいたいと思います。 

  理事のほうの説明の中で引率という言葉がありましたので、以前はこの引率が、学校の先

生以外が認められないというふうに思っていまして、調べたところ、平成29年４月１日の施

行で部活動指導員の制度化というのが始まりまして、平成30年度の文科省の予算では、部活
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動指導員配置促進事業ということで15億円、配置人数が7,100名の新規の事業ということで

進んでいるようです。 

  お聞きしたいのは、今、七つの吉田中学校の部活、それもスポーツに限られているような

んですが、このうちの８名が部活動指導員報酬ということで、予算づけが268万8,000円、こ

れがついているんですが、調べますと、部活動の指導員というと、町によっては学校職員と

いうふうなくくりもあるらしくて、学校設置者による研修が、学校による研修よりも３倍ぐ

らい多くなっていますが、もう既に予算を立てているということは、フローというんです

か、一応計画立てて考えてはいらっしゃると思うんですけれども、今の中３生が６月、７月

に中体連あると思うんですが、それには間に合うふうにやっていらっしゃるんですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  部活動指導員ですけれども、これはその身分でありますとか、任用、またその職務であり

ますとか、そういったところは町の規定等を作成して、その中でしっかりと身分保証をして

いかなければならないというようなことがあわせて決まっているところでございます。 

  他市町、また全国の先進地の事例を見ますと、各先進地では、いろいろなやり方があるわ

けですけれども、条例上、特別職の非常勤職員というような位置づけをして運用をしようと

しているところが多いようでございます。我々、さらに研究をしていかなければいけないと

いうふうには思っておりますけれども、ついては、この部活動指導員ということを我々も活

用していこうということになりますと、条例に位置づけなければならないというような可能

性も現在大きくございます。 

  ということで、今後の流れを考えていきますと、予算がついても、条例上そういった位置

づけがなければ任用ができないということでございますので、今後、可能であれば来年度以

降、早い段階で条例の改正の手続をさせていただいて、またそこは議会にお諮りをさせてい

ただくことになろうかと思いますけれども、それが早くてもやはり６月ぐらいになろうかな

ということですので、来年度の中学校３年生に当たる子供たちの６月、７月の中体連という

ことには間に合わないのではないかというふうに考えています。 

  ですので６月以降ということで、もしそこでお認めいただければという前提の上ですけれ

ども、８月以降、もしくは９月あたりの部活の代がわりのあたりから、この部活動指導員と

いうのが活躍できるような土壌をつくっていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  ２年ほど前から部活の支援をということで言っておりまして、やっと腰が上がったという

感じなんですが、先ほどちょっとお話しした中に、学校設置者による研修ということで、十

何問かの研修内容が書いてあります。これというのは、現在の今の中学２年生、４月から中

学３年生の方には、申しわけないですけれども間に合わないという御返答だったんですけれ

ども、この学校設置者による研修ということは、教育長初め、教育委員会の皆さんでフロー

つくって、これから研修の内容も考えて自分たちでやっていくということでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 
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  議員御指摘のとおり、部活動指導員の任用に当たりましては、学校設置者及び所属するこ

ととなる学校において、任用前に研修を実施するということが求められております。 

  その内容としては、具体的には、その制度の概要でありますとか、学習指導要領上、部活

動がどう位置づけられているといったような制度面のこと、また、生徒指導だとか、事故が

発生した場合の対応といった教育内容にもかかわるような話、そういったところを全体とし

て指導に当たっていただく前に御理解をいただくということで、研修が求められておるとこ

ろでございます。設置者となりますと、一義的には教育委員会ということになろうかと思い

ますので、教育委員会のほうで、そういった方々の研修をしていくということになろうかと

思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  ちょっとお聞きしたいんですけれども、新聞見ますと、教職員インフル予防接種助成、こ

れ、どこへ入るんでしょうか。20万というのがちょっと私わからないんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  吉田町一般会計及び特別会計予算に関する説明書167ページにございます。３目教育諸費

の中の２の事業、小・中学校健康診断費とありますが、12節、この二つ目に予防接種料とご

ざいます。ここが22万円と計上させていただいておりますが、養護教諭６名分の金額と教職

員約200名分の金額ということで、ここに計上をさせていただいておるところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  本当にこの新聞見ますと、助成制度がないとの声が町内の教職員が書かれ、他市町の詳細

を把握していないが珍しい取り組みではないかと。大変結構なことだと私は思っておりま

す。 

  そういった中で、やはり先生方も自分の体調しっかり守る、これは必要であり、またこう

いった助成というものも必要であると思います。しかしながら、これ見ますと小・中学校で

すね。小・中学校の先生ですね。そうすると、例えば幼稚園とか保育園、弱い子供を預かる

教職員、そういう方たちにはこういうことは考えないんでしょうか。私はそこが一番大事じ

ゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） ちょっと教育から外れる。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま保育園等々ということで予防接種のお話がありましたが、もう既に保育園につき

ましては、臨時職員につきまして助成のほうを行っているところでございます。また、正規

職員につきましては、当町の職員の場合は共済組合というところで1,000円の助成がござい

まして、それを活用していくということで、町の予算を使用せずに自分とその保険の中でや
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るということで、既に保育士の臨時職員の方には、一応そうした助成制度同様の制度のほう

実施しているというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  そういうことをちょっと知らなくて申しわけないんですけれども、幼稚園はどうでしょう

か。 

○議長（藤田和寿君） 私立のほうですか。 

○７番（三輪正邦君） そうです。 

○議長（藤田和寿君） ちょっと教育と外れちゃうんですが。 

  御答弁できますか。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この助成制度ということで予算的なことという中で、お話をさせていただきますが、一

応、当町の場合、公立の保育園、学校も公立ということの中でこの事業のほうを展開してい

るというわけでございますので、私立という中で、一応、今回は当町の公立のところという

ことで線引きをしているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） その事情、わかりますけれども、子供たちは吉田町の子供なんです。

公立へ行こうが、私立へ行こうが。私はその点をちょっと考えていただきたいなと、そのよ

うに思います。いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 今回の予防接種22万円と絡めてということですね。 

○７番（三輪正邦君） そういうことです。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 議員のおっしゃる趣旨はわかりますが、あくまでも当町が今、制度と

して、町側からできるものというのは、町の管理している部分に限るというふうに思ってお

ります。私立については、私立の幼稚園がそういう助成制度をつくるとか、まず、私立の運

営の中でどうなされるのかというところが先にあるべきのことだと思います。その上で、も

し行政と連携を図りたいとか、そういうことが出てくれば、町のほうとしては考えることに

なると思いますが、あくまでも幼稚園の経営の中でどう処遇改善を図っていくかという、企

業としての一つの考え方が先に示されるべきだというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） 確かに企業ですけれども、やはり私は、情緒的になるかもしれません

けれども、大切な子供たちをインフルエンザから守るということは、私も官も民もないと。

そういう体制ができれば、町としてもぜひ応援をお願いしたいと。そういうことです。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 議員のお話のほうはよくわかりますが、まず、今回、一番大事な

子供さんにつきましては、このインフルエンザの助成制度というものを、町内に住む子供た
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ちには対象となる助成制度を創設しておりますので、そうしたことで御理解をいただきたい

というふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

○７番（三輪正邦君） はい。了解しました。 

○議長（藤田和寿君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  これをもって、第20号議案についての質疑を終結します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。御協力いただきありがとう

ございました。 

  本日はこれにて散会します。 

 

散会 午後 ３時５６分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会第14日目でございます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、一般質問を行います。 

  会議規則第57条第１項及び第２項の規定により、期日までに通告を受け、質問を許可して

おります。 

  また、同条第３項の規定により、質問の順番は通告順といたします。 

  １人の質問及び答弁に要する時間は60分以内です。関連質問はございません。 

  それでは、順番に発言を許します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 遠 藤 孝 子 君 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

〔３番 遠藤孝子君登壇〕 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  私は、平成30年第１回吉田町議会一般質問において、事前に通告してあるとおりです。 

  第５次吉田町総合計画前期基本計画において、「次代を担う心豊かな人を育むまちづく

り」を基本理念に掲げています。幼児教育の充実として、切れ目のない効果的なつながりの

ある教育を、学校教育の充実として、生きる力を育む施策等を挙げています。 

  そこで、我が町の理念の具現化を図り、学校教育については学習指導要領に定める確かな

学力の向上のため、学校の授業改善を基本としたラーニングプランの実践があり、今年度で

完結します。また、平成28年度から平成31年度までを取り組みの期間とする教育大綱があり

ます。さらに、吉田町教育元気物語（ＴＣＰ トリビンス プラン）が始まりました。 

  そこで、次のことについてお伺いいたします。 

  １、ラーニングプラン事業の成果を今後どのように生かしていきますか。 



- 240 - 

 

  ２、平成30年度、教育の充実としてＴＣＰプランの推進が示されています。公設学習塾の

拡充、ＡＬＴの具体的な成果、小・中一貫教育の推進、部活動の外部指導員の配置、放

課後子ども教室開設等についてその方向性をお伺いします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤田和寿君） それでは、答弁をお願いいたします。 

  教育長、浅井啓言君。 

〔教育長 浅井啓言君登壇〕 

○教育長（浅井啓言君） 最初に、１点目の御質問であるラーニングプラン事業の成果を今後

どのように生かしますかについてお答えします。 

  そもそも吉田町ラーニングプランとは、平成25年４月に実施された全国学力・学習状況調

査の小・中学校の結果が全国平均を大きく下回る結果であったことを真摯に受けとめ、児

童・生徒の学力向上のために関係する主体が取り組むべき各種施策を取りまとめたプランで

す。 

  作成に当たっては、教育委員会において、幼稚園、小学校、中学校の教員や保護者などか

らなる吉田町児童生徒学力向上委員会を立ち上げ、その中で学力向上に向けた対応策の検討

を重ねてまいりました。本委員会における検討の結果、でき上がったプランでは学校での授

業改善を基盤としつつ、児童・生徒を取り巻く家庭や幼稚園、保育園、地域での取り組みを

活性化していかなければならないとの認識のもと、それぞれの主体が取り組むべき事業を掲

げ、教育委員会はその全ての取り組みに対し支援していくものとすると定めました。 

  教育委員会では、本プランに基づき平成26年度から各施策に取り組んでおり、本年度末を

もって吉田町ラーニングプランが終了することとなります。 

  その中で、まずは、ラーニングプラン事業の成果についてお答えさせていただきます。 

  本プランはその達成指標として、全国学力・学習状況調査における全国の平均正答率を上

回ることを設定させていただいておりましたので、この観点から述べさせていただきます。 

  文部科学省が実施しております全国学力・学習状況調査において、小学校では、プラン実

施前の平成25年度は全ての科目で全国の平均を下回っておりましたが、プラン１年目である

平成26年度は４科目中３科目で、平成27年度は５科目中３科目で、平成28年度は４科目中２

科目で全国平均を上回り、また、全国平均を下回った科目においてもその差が縮まるなどの

成果が見られております。そして、最終年度である本年度は全ての科目において全国の平均

正答率を上回ることができ、プランの効果が学力調査の平均正答率という形で見られたと言

えます。 

  一方、中学校では、プラン実施前の平成25年度は全ての科目で全国の平均と同等または下

回っており、平成28年度に１科目で全国平均を上回ることはありましたが、それ以外は全国

平均を上回ることができず、本年度も全ての科目において全国の平均正答率を上回ることが

できませんでした。したがって、プランの効果が学力調査の平均正答率という形では見られ

なかったと言えます。 

  しかし、各学校における全国学力・学習状況調査の得点分布という観点から見れば、平成

26年度から平成29年度の間で、中学校では特に国語において上位層が増えるとともに、全体

として下位層が減りました。具体的には、全国学力・学習状況調査の問題について全ての問

題を同じ配点と考え、それを100点満点に換算し直し、100点から75点をＡ層、75点から50点
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をＢ層、50点から25点をＣ層、25点から０点をＤ層としたとき、平成26年度調査と平成29年

度調査を比較すると、中学校では、国語のＢ問題でＡ層が平成26年度は18.1％であったのが

平成29年度は57.0％となっております。その他の科目のＡ層については平成27年度に大きく

減少しましたが、その後順調に増えてきている状況にあります。また、Ｄ層について、平成

27年度に国語Ａが2.5％であったのが平成29年度は1.1％に、数学Ａでは10.1％から8.9％

に、数学Ｂでは33.3％から15.7％に減少しているなど学力の底上げが図られたことがわかり

ます。 

  以上が吉田町ラーニングプラン事業を実施した全体としての成果ですが、次に、吉田町ラ

ーニングプラン事業の具体の施策に目を向けて御説明させていただきます。 

  まずは、調査結果に基づいた授業づくりについてです。 

  本取り組みは吉田町学力・学習状況調査を実施してその結果を分析し、日々の授業改善に

生かすことで、児童・生徒の苦手分野の克服と教員の指導力の向上を図るための取り組みで

す。本取り組みを通じて教員は調査結果を分析し、受け持つ児童・生徒の正答率が低かった

問題や無回答率が高かった問題を中心としてその対応策を検討し、例えばその分野や単元の

指導を繰り返し行ったり、弱点に特化した宿題を課すなどその出し方を工夫したりしまし

た。 

  その成果の具体例として、例えば平成27年度の小学校４年時の吉田町学力・学習状況調査

の問題紙の「自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝えることができる」という項目に対

する肯定的な回答は64.3％でしたが、この結果を踏まえ、学校において課題に対する自分の

考えを持つこと、その考えをわかりやすく相手に伝えるためのまとめ方、表現方法の指導を

授業中に積極的に取り入れることを行いました。この取り組みの結果として、平成29年度の

小学校６年時の同調査における同じ質問項目の肯定的な回答は72.1％に上昇しました。 

  また、中学校においては、平成27年度の中学校１年時の「調べたことをパソコンを使って

まとめたり、発表したりすることができる」という質問項目に対する肯定的な回答は45.9％

でした。この結果を踏まえ、情報機器を使用して表現の仕方を重点的に指導したことによ

り、平成29年度の中学校３年時の同調査における同じ質問項目の肯定的な回答は62.2％に上

昇しました。 

  今、御説明させていただいたものは一例ですが、教育委員会としては、これまで調査結果

に基づいた授業づくりということについて複数年実施してきたことで、先生たちが調査結果

を日々の授業に生かすという意識が高まっているものと捉えております。 

  続いて、放課後学習支援についてです。 

  本取り組みは、主に学力の定着に課題を抱える児童・生徒に対し放課後に学習支援を行う

ことで、学力の底上げを図るための取り組みです。 

  その成果としては、学力定着に課題を抱える層の人数の変化です。先ほど申し上げた学力

調査の得点を100点満点に換算し、得点に応じてＡ層からＤ層に分けた際、中学校について

は先ほど述べたとおりですが、小学校においては、本年度は全国学力・学習状況調査におい

てＤ層の割合が国語、算数のＡ問題で１％以下となり、Ｂ問題においても平成26年度は国語

で13.4％、算数で18.9％であったのが平成29年度は国語で11.6％、算数で17.3％と減少傾向

にあります。主に、学力定着に課題を抱える層に向けた指導としての放課後補充学習の効果

が、Ｄ層の減少という形であらわれた結果であると捉えています。 
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  次に、公設学習塾の実施についてです。 

  本取り組みは、吉田町学力・学習状況調査の結果分析を踏まえた適切な教材を活用し、希

望者に対して学習塾を開催することにより基礎学力の定着を図ったり、主体的な学習の仕方

を身につけることで学習意欲を引き出したりすることを目的としています。 

  その成果としては、まず、公設学習塾に来ていた中学生は吉田町学力・学習状況調査の数

学において、平均正答率が全体でプラス3.72ポイント上昇したということが挙げられます。

また、児童・生徒対象の公設学習塾アンケートを実施したところ、「わからないことがわか

るようになりましたか」の項目で、小学生で93％の児童が、中学生で90％の生徒が「とても

わかるようになった」もしくは「わかるようになった」と回答しております。さらに、「公

設学習塾に参加してもっと勉強したいと思ったり、勉強が面白いと思ったりしましたか」の

項目で、小学生で80％の児童が、中学生で70％の生徒が「とてもそう思う」もしくは「そう

思う」と回答しております。 

  それに加えて、公設学習塾に参加している児童・生徒の保護者を対象としたアンケートに

おいては、「公設学習塾はお子さんの学力や学習意欲につながっていると思いますか」の項

目で、「とてもつながっている」もしくは「つながっている」と回答した保護者が小学校の

保護者で85％、中学校の保護者で70％おりました。また、その理由について質問したとこ

ろ、「学習時間が増えた」と回答した保護者が一番多く、小学校で38％、中学校で58％おり

ました。このように参加した児童・生徒の学力及び学習意欲の高まりは、公設学習塾実施の

成果であると捉えております。 

  以上が吉田町ラーニングプラン事業の主な成果ですが、こうした吉田町ラーニングプラン

事業実施の成果については、見えてきた課題を踏まえ、改善すべきところは改善しながらＴ

ＣＰ トリビンス プランの各施策にしっかりとつなげていくこととしております。 

  次に、２点目の御質問にある平成30年度教育環境の充実としてＴＣＰ トリビンス プラン

の推進が示されています。そこで公設学習塾の拡充、ＡＬＴの具体的な成果、小・中一貫教

育の推進、部活動の外部指導員の配置、放課後子ども教室の開設等について具体的な方向性

をお伺いしますについてお答えします。 

  まず、公設学習塾の拡充についてお答えさせていただきます。 

  平成26年度に土曜学習としてスタートし、平成28年度から今のような公設学習塾という形

になった事業でありますが、その中で先ほど申し上げましたとおり、児童・生徒の学力及び

学習意欲の高まった成果が見られ、教育委員会としては今後も継続していくべき事業である

と考えております。 

  しかし、現在、公設学習塾は土曜開催のため、小学生は安全上の問題から保護者の送り迎

えを義務づけており、そのため保護者からその負担の声が挙がっております。また、公設学

習塾はＴＣＰ トリビンス プランにおいて、放課後の居場所づくりの施策の一つとして挙げ

られています。こうしたことを踏まえ、来年度からは公設学習塾の土曜開催をやめ、平日開

催としたいと考えているところでございます。 

  また、各学校にはタブレット端末が40台ずつありますが、この有効活用ということも踏ま

え、公設学習塾の希望者の中から上限40名としてタブレットを用いた学習を推進してまいり

たいと考えております。そして、このタブレット端末に学習ソフトを導入して、タブレット

上で問題を解いていくことで、個々の進路にあわせた学習を進めることができるものと考え



- 243 - 

 

ています。また、これまでどおりプリントを活用した少人数指導もあわせて行うことで、今

後、現在よりもさまざまなニーズに応えることのできる公設学習塾の実施が可能となると考

えております。 

  次に、ＡＬＴの具体的な成果についてお答えさせていただきます。 

  ＡＬＴとは、外国語指導助手という外国語に関する外部指導者のことであり、来年度から

先行実施される小学校３、４年生の外国語活動や授業時数が増加する小学校５、６年生の外

国語活動に対応するため、また、平成32年度から小学校５、６年で教科化される外国語を見

据え、本年度から町内の各小・中学校に１名ずつ、計４名を配置しております。 

  外国語活動等の授業の充実はもちろんのこと、休み時間や給食の時間など日々の学校生活

において、日常的にＡＬＴと触れ合うことができる環境を整えることで外国語を身近に感じ

ることができるとともに、外国の文化についても興味・関心を持つきっかけになるものと考

えております。具体的には、４名のＡＬＴは９月以降２月末時点までで月平均約60時間の授

業を担当しておりますが、その中で各学校からはネイティブならではのコミュニケーション

のとり方に子供たちも笑顔がこぼれ、外国語を楽しみながら学習できているやエネルギッシ

ュに生徒と接し、発音も聞き取りやすく、生徒の聞く力、話す力を高めている、児童・生徒

がＡＬＴと話す機会を楽しみにしているといった様子が見られるとの報告を受けています。 

  今、大人の世代にとって、英語とは他者との会話の道具ではなく、さまざまな海外の書物

や新聞などから情報を受け取る道具としての役割が主となっていたように考えます。したが

って、どちらかといえば読むということが重視され、授業においてもそうした力の育成に力

が注がれてきたと感じています。しかし、グローバル化が叫ばれる昨今、英語を文字として

読み、情報を受け取るだけでなく、実際に外国の人との触れ合いの中で聞く、話すといった

英語でコミュニケーションをとったり、英語でみずから発信したりするために必要な技能の

習得も重要になってきています。教育委員会といたしましては、次代を生きる子供たちにそ

うした技能の基礎をしっかりと身につけ、グローバル化する社会の中で主体的に生きていっ

てもらいたいと思います。 

  次に、小・中一貫教育の推進についてお答えさせていただきます。 

  吉田町教育大綱において、子供たちが主体的に学び、社会を生き抜いていける幅広い知識

と教養の習得を推進するため、切れ目のない効果的なつながりのある教育を推進することと

しています。この一環として、平成28年度から保育園、幼稚園、こども発達支援所における

幼児教育と小学校教育との円滑な接続のための取り組みを行っており、現在もその推進を図

っているところでございます。 

  また、全国学力・学習状況調査や吉田町学力・学習状況調査において、当町の小学生と中

学生では学習の理解度に差が出ているという結果が出ており、いわゆる中１ギャップとも捉

えられる状況が起こっていると考えています。 

  こうした状況を踏まえ、今後、小・中一貫教育を推進していくこととしていますが、本年

度は推進の第一歩として、先進地である備前市、京都市、草加市を視察してまいりました。

それぞれの地域では、小学校と中学校のつながりを意識して、例えば小学校、中学校を貫い

た目指す子供像を設定し、共有し、小・中合同で教科部会を開催したり、総合的な学習の時

間を核として小・中のつながりを生み出す取り組みなどを拝見しました。 
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  今後はこうした取り組みを参考としながら、当町にとってよりよい小・中一貫はどのよう

なものなのかということを検討会議を設け、検討を進めてまいりたいと考えています。 

  次に、部活動の外部指導員の配置についてお答えさせていただきます。 

  現在、中学校の教員にとって、超過勤務時間のうち部活動の占める割合が高い状況にあり

ます。また、特に運動部活動については、顧問のうち保有する教員免許が保健体育ではなく

かつ担当している部活動の競技経験がないという教員も多く、顧問に対する精神的な負担も

大きくのしかかっている状況です。さらに、専門外の教員が顧問となることは、生徒にとっ

ても、所属部活の活動に関する専門的な指導を受けることができないなどの技術面からもマ

イナスの影響を及ぼすものです。 

  こうした状況を改善するために、国では平成29年４月１日に学校教育法施行規則を改正

し、新たに同規則上、部活動指導員を規定しました。このことにより、これまで教員以外の

外部人材は部活動の顧問や副顧問ではなく、あくまでも外部指導者としてしか活動できなか

ったものが、設置者がその身分等を規定上しっかり位置づけることで顧問や副顧問に就任

し、単独で指導や単独での大会の引率ができるようになりました。 

  今後、当町においても条例上、部活動指導員を位置づけるとともに、中学校とそのニーズ

についてしっかりと相談した上で、可能でありかつ要望のある部活に対し、部活動指導員を

配置できる体制を整えていきたいと考えています。 

  最後に、放課後子ども教室についてお答えさせていただきます。 

  放課後子ども教室は地域の方々の参画を得て、子供たちの安全で安心な居場所づくりを学

習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流等に取り組み、子供たちが地域社会の中で心豊

かで健やかに成長していく環境を提供するものであります。 

  当町においては、現在、自彊小学校区に北区地域教育推進協議会のボランティアの方々が

月２回実施しておりますが、今後、平日４時間授業の日が増えることが予想されることか

ら、放課後における安全で安心な子供の居場所の確保が一層必要とされます。来年度は中央

小学校区をモデル校区に設定し、平日の４時間授業に対応した新たな放課後子ども教室推進

事業を実施してまいります。また、平成31年度以降は町内全小学校区において、平日の４時

間授業に対応した放課後子ども教室を開設していく予定でございます。 

  以上が各施策における推進の具体的な方向性となります。教育委員会といたしましては、

ただいま申し上げた事業を中心としながらＴＣＰ トリビンス プランを着実に実施すること

により、町民の皆様に対して最高の教育サービスを提供して、結果、子供、教員、保護者そ

れぞれがウィン・ウィン・ウィンとなる真のトリビンスを目指してまいります。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ３番、遠藤です。 

  回答をありがとうございました。 

  特にラーニングプランでの成果として意欲の高まりが見られたというふうなことと、それ

から改善点はＴＣＰに続けるというふうなお話がありました。 

  そこで、ちょっとラーニングプランのところで気になることをお聞きしたいと思うんです

けれども、中学校で全国平均を達しなかったというふうなことがあるわけですけれども、そ
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のことで中学校の取り組みとして確かな学力をつけるといいます。そこのところでやる気だ

とか学ぶ意欲を高めるというふうにラーニングプランのところでは向上があったわけですけ

れども、そこのところが不足していたんじゃないかというふうな気がいたします。 

  そこで、中学校でより学力向上の策として教科の指導は当然ですけれども、側面という

か、やる気のところを育てるためにキャリア教育の推進であるとか、それから習熟度学習で

あるとか、それから生徒のＳＮＳ、これが随分多いんだそうですけれども、その使い方の指

導とかそういうふうなところから取りかかり、自分の生きる道というふうなものを持ってい

くというようなことは考えられるでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  ただいま議員から質問のあった大きく３点ですけれども、中学校のほうでもそういった観

点からしっかりと取り組んでいきたいというふうに聞いておりますので、今後、教育委員会

も協力をしながらと思っております。 

  １点目としては、キャリア教育の推進ということですけれども、その学ぶ意欲、なぜ学ぶ

のかといったところは自分の今後の生き方であるとかあり方、そういったことに結びつけな

がら学習をしていけば、よりそういった意欲が高まるんではないかというようなところか

ら、職業観であるとか人生観であるとかそういったところを総合的な学習の時間または特別

活動などと絡めて、しっかりと指導をしていきたいというふうに中学校の方針として聞いて

おりますので、それをしっかりと教育委員会としても支えていきたいというふうに考えてい

ます。 

  また、ＳＮＳのことですけれども、これは全国学力・学習状況調査の質問紙調査の中でも

全国平均に比べて当町の児童・生徒のＳＮＳにかける時間というのが長いというような結果

が出ておりますので、これはＰＴＡなどでも話題になっているというふうに伺っていますの

で、また学校もそういった町のＰＴＡと連携をしながらＳＮＳの使い方、そういったところ

をしっかり指導していきたいというふうに聞いていますので、それもしっかりと教育委員会

として支援できるところを支援していきたいというふうに考えています。 

  また、３つ目の習熟度ということですけれども、実は中学校において、この後期から一部

ではありますけれども、数学におきまして試験的に習熟度別の授業というものを実践してお

ります。また、その習熟度を行って、実際の学校の負担感であるとか、またそれがどういっ

た成果につながっているのかというようなことを見きわめながら、来年度以降どのようにし

ていくかということを考えてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。 

  実際に中学校で運営するのは学校の中で運営して、もう計画もいろいろと決まっていると

思うんですけれども、ここで教育委員会のほうで支援をしたいというふうに今そういう気持

ちがわかりましたけれども、具体的に今までもやはり現場の先生方となかなか話ができなか

ったというふうなことがあるものですから、そういうところで運営は学校でやるんですけれ

ども、教育委員会としてどのように、具体的というとちょっと行き過ぎちゃうかもしれませ

んけれども、支援を考えているでしょうか。 
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○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  基本的にはさまざまな取り組みを学校が進めていく中で、我々、先生方がどうやったら

日々の教育活動を円滑にというか、やりやすくやっていただけるのかというスタンスでいろ

いろ先生方の意見を聞きながら進めていこうと思いますが、具体的にということであります

と、まだ学校の具体的な計画が上がってきていないものですから明確にお答えすることがで

きませんが、例えばキャリア教育ということでどなたか外部講師に講演をお願いをしたいと

いうことであれば、その人選なんかでも御協力をできるところがあるかなと思いますし、ま

た、ＳＮＳのことでも学校単独ということではなくて、小・中学校合わせてということであ

れば、その間に教育委員会が入ってつなぐことでうまく回ることもあるのではないかなとい

うふうに今考えているところです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） そういうふうにして側面から応援していただけるということで、あり

がたいと思います。 

  30年度からそんな形で中学校の運営の一部の中に入れるわけですけれども、ちょっと切り

口を変えて、中学校で今ラーニングプランからの課題があったところを考えるんです。一つ

は、中学校を二つに分ける、物理的に大変難しくてそんな話どこでどういうふうにやるんだ

ねということになるかもしれませんけれども、それともう一つは、小・中一貫校とそのよう

な考え方はないかお聞きしたいわけですけれども、吉田町の統計調査を見ますと、出生数を

見ると平成24年が294人で、13年後のことを考えると中学校では７クラスか８クラスぐらい

と。それから、25年で言うと255人、26年251人、27年253とだんだん少なくなって、それで

も28年見ても大体６クラス前後というふうになる。そこまでのところではやはり人数が多く

て、多くの人数での弊害はなかなか解消されないんじゃないかというふうに思うんです。 

  よって、二つにするというのはちょっと極端かもしれませんけれども、小・中一貫の教育

を進めようとしているところなんですけれども、学校を一緒にしちゃうというような考えは

ありますでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  小・中一貫の学校を一つにしてしまうということについての御質問ですけれども、県内で

もそういったところがありますし、また全国でもそういった形で取り組みを行って成果を上

げているところもあるということは、学校教育課としても承知をしているところでございま

す。 

  また、そういったところの成果であるとか課題であるとか、そういったところをいろいろ

踏まえながら今後、検討していくということになるかとは思いますけれども、基本的には

小・中一貫の導入ありきで検討するのではなくて、つながりのある教育を進める上ではどう

いったポイントを抑えていけばいいのかというような議論を進めていく中で、そのつながり

のある教育を進める一つの方法として小・中一貫というものがあるのだというふうに理解し

ていますので、何かそれありきで進めるというわけではありませんけれども、しっかりとつ

ながりのある教育の実現に向けて、検討を進めてまいりたいということを考えております。 
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  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） それ前に小・中一貫のつながりを持つというふうなことでわかりまし

た。 

  そこのところ、今、私もちょっと極端なことを話をさせてもらったんですけれども、つな

がりのある教育というふうなことを今お話しされて、小・中一貫ということでＴＣＰにも強

くうたわれているわけですけれども、そこで今進めている30年度から本格始動になります幼

児教育カリキュラムの実践があります。その実践から小・中一貫につなげ、そしていずれは

もしかすると学校につながるかもしれないというようなことだと思うんですけれども、そこ

で、何回か私も幼児教育カリキュラムの策定、それから実践を拝見させていただいたんです

けれども、来年度から本格始動するというふうなことで、２月に国立教育研究所教育課程研

究指定校事業教育研究協議会というので報告したと思うんですけれども、そこのところで報

告した内容と、それからまた日本中の人たちが聞きに来てくださったんですけれども、その

反応といいますか、感想、その辺のところを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  昨年度から取り組んでおります当町の幼児教育カリキュラムですけれども、今、議員から

ありましたように当町の取り組みが国にも認められまして、今年度と来年度ということで国

の国立教育政策研究所教育課程研究センターというところから指定を受けて、取り組みをさ

せていただいているところでございます。 

  今年度、中間報告というような形で、２年間の指定ですので、今年度が中間報告となるわ

けですけれども、２月６日、国立教育政策研究所のほうにお伺いをさせていただきまして、

そこで協議会がありましたので、当町の取り組みを全国に対して発信をしてまいりました。

当町からは担当する首席指導主事とあと代表の小学校校長、また今回、さくら保育園とちど

り幼稚園とそれぞれの担当の先生に行っていただきました。 

  概要としては、当町全体として取り組んでいること、幼・小、またこども発達支援事業所

の連携の中でさまざまな幼児教育に取り組んでいますというような全体の話と、また、今年

度、さくら保育園とちどり幼稚園でそれぞれ公開の実践をしていただきましたので、そのさ

くら保育園とちどり幼稚園の公開授業の様子などをそれぞれの園の先生から報告をしていた

だきました。 

  その中でということですけれども、参加者からさまざまな感想、また御意見などをいただ

いておりますので、少し紹介をさせていただきますが、町を挙げて全体で取り組んだといっ

た機会に恵まれていることがとてもうらやましいというようなことですとか、町独自でカリ

キュラムをつくっているところがとてもすごいというようなお褒めの言葉を多くいただいて

おります。また、全小学校に同じカリキュラムを受けた子供が就学すると、１年生のスター

トがスムーズになるのではないかというような御意見でありますとか、学年の区分にこだわ

らない３ステップに分けた幼児教育カリキュラムの編成に魅力を感じましたというような感

想でありますとか、御意見をいただいたところでございます。また、その中で、今後のとい

うようなところで研究指定に当たっては国の教科調査官という方が指導に入っていただくわ

けですが、その調査官の中からは今後、低学年においてはゼロからのスタートではないの
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で、生活科を中心にしながら小学校にもしっかりとつなげていく必要があるというような御

指摘をいただいたところでございます。 

  今後、まさに我々としては、幼児教育カリキュラムを28年度に作成をして、今年度実践を

してきて、来年度が本格的に実践をという中で、小学校においても円滑につながるようにと

いうことで小学校低学年におけるスタートカリキュラムというものを現在作成途中でありま

すが、来年度、本格的に実践と作成というものにつなげていきたいと思っておりますので、

指摘を受けたような生活科を中心として、小学校低学年でしっかりと幼児期に育てた10の姿

を引き受けて指導をしていくといったものに耐え得るようなものを我々の町としてもできる

のではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。 

  今、全国の人たちに成果を聞いてもらったといううれしい報告があったわけですけれど

も、私が申し上げたいのは、今ここのところでなぜこういうふうにして幼・保・小のところ

までうまくいったのかと、一つは私としては、町にある二つの幼稚園が一緒になってカリキ

ュラムの作成に取りかかったと、それが日に日に保育園の先生方と一体化したという様子が

見られましたけれども、そこのよかったところを今度は小・中と、中が問題なわけですけれ

ども、そのつながりをもうこのノウハウがあるわけですから、つなげられるんではなかろう

かという大きな期待をするんですけれども、その辺のところ、先ほどこれからスタートした

いというふうな話がありましたけれども、もうかなり具体的にはなっているんじゃないかと

思いますが、その辺のところの中学校へのつなぎ方、それをちょっとお伺いしたいと思いま

すけれども。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  議員がおっしゃるとおり幼児教育カリキュラム、いろいろな方からお褒めの言葉をいただ

くわけですけれども、その中ではやはり私立の幼稚園、公立の保育園といった公私の分け隔

てなく、幼児教育という大きなくくりの中で進めさせていただいておりまして、それが定期

的に会議の開催であるとか情報交換を行うことによって、うまく進んでいるのかなというふ

うに思っています。 

  今後、それを小・中とつなげていきたいということでありますが、やはりさまざま小学校

の思い、中学校の思いがあると思いますので、そこの先生方の思いであるとかギャップであ

るとか、そういったところをまず埋めていくというところから始めていく必要があるのかな

というふうに考えますと、小学校の先生、中学校の先生、また小・中という話は保護者やま

た地域の方々にもかかわってくるような話かなというふうに思いますので、そういった保護

者の方、自治会の方々、地域の方々などにも御協力をいただきながら、そういった話し合う

場を設けて、そういった話し合いの中から町として、また小学校、中学校それぞれとしてど

ういったつながりがいいのかというような進め方で行っていくことで、幼児教育がある程度

円滑に進んだように、小・中のつながりというのを考える上でもうまく進んでいくのかなと

いうふうに考えています。 

  以上です。 
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○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） 今、そんなようなお話を伺いましたけれども、もう一つ、幼・保・小

のところで目指す子供像というのはかなりクローズアップされて、先生方が取り組んでいる

と思うんですけれども、義務教育の中で小学校と中学校と少し違うわけですけれども、義務

教育という枠組みの中で中学校の目指す子供像というふうなところで、まだ要領ができてい

ないものですからわかりにくいかもしれませんけれども、そこのところはどうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  目指す子供像ということで、幼稚園、保育園、幼児教育の場合は、国のほうで大きく幼児

期の終わりまでに育ててほしい姿というような形で10の項目が、ある意味目指す子供像とし

て掲げられております。これは国のほうで掲げられているものがありますが、小学校、中学

校においては、特段国のほうで幼児教育のような目指す子供像というような形では掲げられ

ておりません。 

  なので、基本的には、現在のところは吉田町教育大綱が一つのよりどころになるのかなと

思いますけれども、そういった子供に育てるための教育であるというようなことかなと思い

ますが、今後、先ほど教育長の答弁でも申し上げましたとおり、先進地視察の中で小・中一

貫を図っていく中では、小学校と中学校がそれぞれ同じ方向を向く一つの手段として目指す

子供像というのをもっと具体的に明らかにして、それを小学校、中学校の先生方で共有する

ことによって、みんなが同じ方向を向けるんではないかというような取り組みを行っている

地域もありましたので、つながりのある教育を考える上では、具体的にどういう子供を育て

るんだというようなことを具体に落とし込んで、それは我々というよりは、会議の中でいろ

いろ御議論をいただいた上で明確にしていくものかなと思いますが、それを共有してもらう

ことによって進めていくというようなことを現在考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） そうすると、教育大綱がいよいよ具体的になるというふうに捉えたい

と思います。 

  次に、公設学習塾についてお聞きしたいと思いますけれども、タブレットを40台というふ

うなことで、きのうの質問の中でも大体各学校80人から90人になるではなかろうかというふ

うなことなんですけれども、教員は指導には基本的には入らないというようなことなもので

すから、タブレットを使用しての公設学習塾においての指導する人の研修などはどんなふう

に考えていますでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  来年度の公設学習塾におきましては、タブレットと、あとはこれまで従来どおりのプリン

ト学習を用いた指導ということで二つのパターンを考えておりますが、タブレットに関しま

しては、基本的にはそのタブレットで自分で独自にどんどん学習を進めていくということな

ので、当然その機器の使い方であるとか、あとは何か画面がフリーズしてしまってうまく動

かないであるとかそういった導入時期の指導という意味では、そういったＩＣＴ機器をしっ

かり使いこなせる支援員というような形で当たっていただく人が必要かなというふうに考え
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ています。そういった方については、基本的には委託の中で外部から、委託先から派遣をし

てもらうというようなことで対応しようというふうに現在考えているところです。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） それともう一つですが、公設学習塾でお聞きしたいのは、だぶるかも

しれませんけれども、この公設学習塾が目指すものは何でしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  端的に言ってしまえば学力向上というところになろうかと思いますけれども、学力向上と

いうともちろん点数的な意味合いもありますけれども、学習意欲という意味でも広く捉えて

いただければと思いますが、そういった学力向上を目指す一つの施策であるというふうに捉

えています。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） 部活動についてお聞きしたいと思います。 

  部活動についても日々ニュースでも新しい情報が入ってくるわけですけれども、特に教育

活動の中では、特別活動の中で学習指導要領の中に位置づけられていると思うものですか

ら、生徒との信頼関係を構築したり、それから生徒指導的なところも部活動を、今ちょっと

体育系に特化しますけれども、ということがあると思うんですけれども、外部指導の方に指

導していただく場合に、文科のほうでは９項目ぐらい指導者への研修内容を挙げてあるわけ

ですけれども、生徒指導的なところが大きいかなと、それから人間関係をつくる、その辺の

ところの学校の先生方と外部講師とのつながりはどんなふうに考えていますか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  まず、学習指導要領上の位置づけということでお答えをさせていただきたいと思います

が、現在、部活動については中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領それぞれ特別活動

の中ではなくて、総則の中に書かれています。その中には教育課程外の活動として自主的な

活動として行われる部活動についてはというような形で書かれておりまして、部活動は教育

課程外の活動であるということ。ただ、これまで部活動が果たしてきた役割というのは大き

いものがありますので、教育活動と教育課程内の活動としっかりと関係を持たせながらやっ

ていくことが望ましいというようなことは書かれております。 

  そういった中で議員おっしゃられるように、これまで部活動においては生徒指導の機能と

いうものを大きく果たしてきたというふうに言われておりますが、本来で言えば特別活動で

あるとか、あとは日々の教育活動の中で行われるべきものであるというふうに考えていると

ころでございます。ただ、部活動指導は当然、生徒にかかわることですので、そこで起きた

問題が学校生活と大きく関係をしてくるということもあろうかと思いますので、そういった

ことは文部科学省が研修の中でこういった研修もしてくださいねということで書かれている

ところでもありますけれども、そういった何か問題が起こったときに、担任の先生であると

か学年の先生であるとか、そういったところとのコミュニケーションをしっかり図れるよう

な体制を整備しておくことというようなことになっておりますので、我々もそういった部活

動指導員をお願いするというようなことになれば、そういった先生方との情報交換であると
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か、コミュニケーションというものをしっかりとった上で行ってくださいねということをお

願いすることになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） その辺が大変重要かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  きょう、スポーツ庁で部活についてのことがニュースに出ておりまして、きのうもほかの

県の小学校の例ですけれども、出ておりました。そうすると、行く行くはほかの外国のとこ

ろでもやっているように部活動と学校の授業とを分ける、つまり社会教育のほうに移行する

というなこと、そうすると学校では授業をきちんと教えて、そして部活動は社会教育のほ

う、それからキャリア教育はキャリア教育とそれぞれ分けて教育活動が運営されるのがいい

んじゃないかなと思いますけれども、先の先の話かもしれませんけれども、行く行くはそん

なふうなというふうなことをお考えでしょうか。社会教育のほうに移行するという部活動

が。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  国であるとかが示している部活動のガイドラインの方針を拝見しますと、国全体としては

大きくどちらかといえば、そういった今議員がおっしゃられたような方向に進んでいるんで

はないかというふうに感じることはございます。 

  ただ、現状においてすぐできることとできないことというのがありますので、そういった

方針も踏まえながら、当町にとってよりよい部活動のあり方というのはどういったものなの

かということを考えてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ３番、遠藤孝子君。 

○３番（遠藤孝子君） 最後にすみません、急いで申しわけないんですけれども、先日３月８

日のときに教育委員会のほうから新しい教育計画が公表されましたけれども、このことにつ

いてお聞きしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  ３月８日ですけれども、来年度の教育課程ということでさまざま御意見をいただいたとい

うこともありまして、例年であればしないわけですけれども、授業日数であるとか、あとは

夏休みであるとか春休みであるとかそういった長期休業日の関係のことを公表という形でお

知らせをさせていただきました。ただ、それに当たっては事前に保護者の方々には学校を通

じて御連絡をしておったわけですけれども、そのようなことをさせていただきました。 

  また、その際、大きくということですけれども、来年度以降、トリビンス プランを進め

る上では、学校の先生方と意識の共有を図りながら進めていくということが総合教育会議で

も合意をいただいた事項でございますので、我々として先生方と意識の共有を図りながら進

めていくためにはどういった方法がいいんだろうかということを、校長先生からも３月８日

に意見の聴取をしたところでございます。来年度以降、そういった意見を踏まえながら直接

対話という場面を複数回設けて、先生方と意識の共有を図りながらこのプランを進めていき

たいということを確認したところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 時間となりました。 

○３番（遠藤孝子君） ありがとうございました。終わります。 

○議長（藤田和寿君） 以上で３番、遠藤孝子君の一般質問が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 増 田 剛 士 君 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、12番、増田剛士君。 

〔１２番 増田剛士君登壇〕 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今回は、交流人口拡大、観光施策による地域活性化について質問をいたしたいと思いま

す。 

  定住人口が減少傾向にある地方で、観光客や都市と地方に居住地を持つ二地域居住者とい

った交流人口を拡大させることで人口減少の影響を緩和し、地域の活力を取り戻そうとする

動きが広がっております。 

  当町でも、しずおか中部連携中枢都市圏事業への取り組み参加やシーガーデンシティ構想

による観光交流客数の増加を見込む施策や、にぎわいの創出として地域おこし協力隊の活用

による地域力の維持と強化を図る方針が示されております。また、静岡県中部志太榛原地域

連携ＤＭＯとして、するが企画観光局による観光資源のブランド化、観光ＰＲの推進が図ら

れていることが町長の施政方針にありました。 

  そこで、新たな施策を含めた交流人口拡大、観光施策による地域経済活性化について質問

をいたします。 

  １、平成30年度しずおか中部連携中枢都市圏新規事業、静岡中部地域サイクルツーリズム

推進事業に海の道コースとして当町も取り組む方針が示されたが、通過地点とならない

ことが重要であると考えますが、町の方針は。 

  ２、エコツーリズム、産業観光（工場見学等）がキーワードとなる体験して学ぶ学習型観

光がトレンドとなっております。当町の企業、漁業、農業等の関係者への働きかけによ

り観光資源となり、交流人口拡大につながるデスティネーションブランド戦略の具体策

は。 

  ３、近年、民泊という宿泊形態が全国的に注目されております。宿泊施設が少ない当町で

民泊を推進し、滞在型の観光客誘致を行うことが地域経済活性化の一助になると考えま

すが、町の見解は。 

  ４つ目、地域おこし協力隊に求める活動方針とまちづくり公社との関連は。 

 ということで、以上、質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 交流人口拡大、観光施策による地域活性化についての御質問のうち、

１点目の平成30年度しずおか中部連携中枢都市圏新規事業、静岡中部地域サイクルツーリズ



- 253 - 

 

ム推進事業に海の道コースとして当町も取り組む方針が示されましたが、通過地点とならな

いことが重要であると考えるが、町の施策はについてお答えします。 

  議員も御承知のとおり、しずおか中部連携中枢都市圏ビジョンとは、静岡県中部地域に位

置する連携中枢都市の静岡市と島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、川根本町及び吉田町の

５市２町がその地域資源を最大限に活用し、経済成長や都市機能の集積と強化、生活関連サ

ービスの向上に資する取り組みについて連携、協力をし、将来にわたってこの圏域の一体的

な発展を目指すための具体的な取り組みを示したものでございまして、平成29年度から平成

33年度までの間に、さまざまな連携事業を実施していくこととしているものでございます。 

  今回の御質問にございます静岡中部地域サイクルツーリズム推進事業は平成30年度の新規

事業の一つでございまして、2020年東京オリンピック・パラリンピック自転車競技の静岡県

開催を契機といたしまして、中部地域の各市町がサイクルスポーツの活性化とサイクリスト

の集客などにより交流人口の増加を図り、地域の活性化に資することを目的としてサイクル

ツーリズムのコースの設定、サイクルツーリズムのコースの整備及び休憩場所等の環境整

備、誘客のためのＰＲマップ等の作成・サイクルイベントの開催に取り組むこととしており

ます。 

  サイクルツーリズムとは、サイクリングと観光を組み合わせたレクリエーションのことで

ございまして、近年多くの自治体が自転車を活用した観光まちづくりに取り組み、その地域

ならではの自転車体験を提供したり、自転車で観光名所などを回遊できるように環境整備を

進めるなど旅行者の誘致を行っており、エコ志向や健康志向の高まり、旅行需要の多様化に

マッチした取り組みとして外国人観光客からも支持をされ、全国各地の地域振興に寄与して

いるものでございます。 

  一般的にサイクルツーリズムは特定の日に参加者が集まり、特定のコースを周回する参加

型、プロの自転車レーサーの競技を観戦する観戦型、恒常的にサイクリングコースを設定し

て集客を図るコース設定型、自転車ツアーをパックで楽しむ企画型の四つの形態があり、静

岡県中部地域におきましてはこの中で最も一般的な形態であるコース設定型のサイクルツー

リズム事業を展開していこうとするものでございます。 

  本事業につきましては、平成30年度から本格的に取り組んでいくものでございますが、サ

イクルツーリズム基本概念図といたしまして、川根本町から大井川河口までの大井川流域を

コースとする山ルートと、静岡市から牧之原市までの海岸沿いをコースとする海ルートが示

されており、当町はこの二つのルートの結節点に位置をしております。このサイクルツーリ

ズムの取り組みと町内の公共施設や民間施設とが効果的に連携することができれば、当町の

立地の優位性を十分に発揮することができ、交流人口の増加やにぎわいの創出、地域活性化

などの効果が大いに期待されるところでございます。 

  この二つのルートはまだ各市町の意見が十分に反映された詳細なものではございませんの

で、今後のコース設定に向けた検討の場におきまして、県営吉田公園、吉田漁港、展望台小

山城や北オアシスパーク等の公共施設を休憩施設とし、町内のサイクルショップやガソリン

スタンド等を修理施設と想定したコースを提案してまいりたいと考えております。将来的に

は、多目的広場や海浜回廊でありますシーガーデンを有効に活用したコース設定を提案し、

サイクルツーリズムの取り組みがシーガーデンシティ構想に掲げております新たなにぎわい

の創出の一翼を担うことを期待をしております。 
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  また、このサイクルツーリズムの取り組みにより、さらなる地域活性化の効果を当町にも

たらすためには、地域の商店等との連携が不可欠であると考えております。サイクルコース

や休憩施設等の設定とあわせまして、町内の店舗や宿泊施設などとサイクリストを結びつけ

る取り組みをあわせて行うことにより当町が単なる通過地点とならず、本事業の目的にもご

ざいます交流人口の増加はもとより、地域の商店等の活性化、さらには町の特産品等のＰＲ

によるシティプロモーションにもつながる効果が考えられますので、取り組みの早い段階か

ら商工会や産業団体と密接に連携をし、それぞれにとって利益となる仕組みの構築を提案し

てまいりたいと考えております。 

  冒頭でも申し上げましたとおり、本事業は当町の単独の事業ではなく、静岡県中部５市２

町の連携事業でございまして、来年度から本格的な協議に入りますことから、ただいま申し

上げました当町の考え方が全て反映された取り組みになるとは限りませんが、町の交流人口

の増加や地域活性化の促進のため、実現に向けた調整等を図ってまいります。 

  続きまして、２点目のエコツーリズム、産業観光（工場見学等）がキーワードとなる体験

して学ぶ学習型観光がトレンドとなっている。当町の企業、漁業、農業等の関係者への働き

かけにより観光資源となり、交流人口拡大につながるデスティネーションブランド戦略の具

体策についてお答えをします。 

  まず、議員からの御質問のデスティネーションブランド戦略でございますが、中部５市２

町で展開する広域連携観光事業の推進を図るため、観光庁からＤＭＯの候補法人として認定

されております公益財団法人するが企画観光局がかじ取り役となってしずおか中部連携中枢

都市圏域の観光戦略として策定され、昨年12月26日に合意されたものでございます。 

  この戦略を策定するに当たりまして、するが企画観光局では、まず、当圏域に関しまして

首都圏での認知度向上や観光資源のブランド化を進めることを方針として掲げ、その上で当

圏域の観光ニーズを把握するために国内全域を対象とした大規模な市場調査を実施いたしま

した。 

  この調査結果によりますと、当圏域は観光目的地としての認知・理解に欠けている現状が

浮き彫りとなり、個人等が観光する際には検討候補地にも入っていないことが最大の課題で

あるとの分析結果が得られております。これは個人等が観光目的地を決定する際は、90％強

の方は「頭の中にある候補地の中から選択する」と回答しております。そして、この観光目

的地の候補地として当圏域が含まれるかどうかの問いにつきましては、「当圏域の資源、地

名を連想し観光に行ってみたい」と回答した方々は全体の0.05％とごくわずかでございまし

た。このように調査結果によりますと、当圏域は観光に関しまして、他の地方都市との比較

競争のスタートラインにすら立てていない状況であり、このことが当圏域の最大の課題に挙

げられたものでございます。 

  また一方で、圏域全体としまして、全国の地方自治体同様、人口減少、少子高齢化、既存

産業の縮小・衰退リスク等の課題を抱えており、これらの課題解決に向けた方策の一つとし

て交流人口増加の観点がござます。個々の自治体では他の有力な観光地の資源に勝つことが

できませんが、広域連携によって互いの弱点を補うとともに、他にはない独自の価値を生み

出すことによって魅力を高めていくことが重要であると捉えております。 

  そこで、するが企画観光局では、当圏域が目指すべき姿として観光客と地域住民、観光客

同士、また、国内観光客とインバウンド旅行者など多様な主体が活発に対話・交流し、学び
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という特有な観光が展開される場所・目的地となるよう取り組むことを戦略の一つとして掲

げたわけでございます。この圏域が有する多様な観光資源を最大限に活用し、思考力、判断

力、表現力など、今後の社会において重要となる変化に対応する能力や資質を、観光という

非日常体験の中で効果的に養う、観光と教育を融合させた新たな観光目的地の形成を図って

いこうとするものでございます。 

  当町におきましても、議員の御質問にあります自然や歴史、文化等を活用したエコツーリ

ズムや工場見学等を主体とした産業観光など、体験して学ぶ学習型観光は魅力的であると考

えておりますので、町内で事業を担っていただく事業者の皆様の御協力を得ながら連携を深

め進めていくことで、新たな観光商品としての活用や地域活性化への大きな可能性を持って

いるものと認識をしております。産業団体を初め町内の皆様とともにこの学習型観光事業を

展開することによりまして、地域の皆様方が吉田町に誇りを持ち、郷土愛を醸成することに

つながるものと期待するものでございます。 

  当町としましては、今後も引き続きするが企画観光局を中心に、圏域市町と連携を図りな

がら体験型旅行商品の開発に取り組み、産業として販路を用意したプログラムを開発するこ

とによりまして交流人口の拡大へとつなげるとともに、地域経済に好影響を与えることがで

きるように取り組んでまいりたいと考えております。 

  続きまして、３点目の近年、民泊という宿泊形態が全国的に注目されている。宿泊施設が

少ない当町では民泊を推進し、滞在型の観光客誘致を行うことが地域経済活性化の一助にな

ると考えるが町の見解はについてお答えします。 

  初めに、民泊及び民泊を取り巻く情勢につきまして御説明いたします。 

  民泊とは、もともと世界各国で行われている一般住宅を活用して宿泊サービスを提供する

もので、ここ数年、日本国内においても急速に普及している状況がございます。また、近

年、急増する訪日外国人観光客のニーズや東京などの大都市部での宿泊需給の逼迫状況が課

題となっている上で、2020東京オリンピック・パラリンピックの開催によりさらに宿泊施設

の不足が懸念されていることから、民泊の活用を図ることが課題解決になるほか、空き家対

策としても期待をされております。 

  一方で、公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル防止に留意したルールづくりと旅館業法

へ抵触するにもかかわらず、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務でございまし

た。そこで国は、平成29年６月16日に、民泊を営もうとするものに対する一定のルールを定

めた住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法を制定し、平成30年６月15日から施行される運びとな

ったところでございます。この法律は民泊を営む者に係る届け出制度並びに住宅宿泊管理業

を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける措置等を講ずることにより、

これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対

する需要に的確に対応して、これらの来訪及び滞在を促進、もって国民生活の安定向上及び

国民経済の発展に寄与することを目的としているものでございます。 

  この法律におきましては、民泊を営もうとする者は都道府県へ届け出ることを義務づける

とともに、宿泊させることができる日数を年間180日以内と上限を定めております。これは

民泊を営みやすくする一方で、現行の旅館業法との適用範囲を明確に線引きするためのもの

でございます。このため、仮に一般住宅等を活用した民泊事業として届け出をしていた場合
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であっても、年間180日を超えて有料で宿泊をさせるような場合は、旅館業法が適用される

ことになるものでございます。 

  また、民泊法第18条の規定では、都道府県は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他

の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、条例により、区域を定めて

住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされておりますことから、静岡県で

は、県内全域において、学校等周辺及び都市計画法第８条に規定する住居専用地域につきま

しては、平日の住宅宿泊事業を規制する条例の制定を進めているところでございまして、現

在、静岡県議会で審議されている状況でございます。 

  さて、当町の宿泊施設は、議員のおっしゃるとおり民間のビジネスホテルが２軒であり、

年間の宿泊客数は平成28年度の実績で２万1,581人となっております。宿泊施設が少ない当

町にとりまして、この民泊は滞在型の観光客を増加させ、地域経済活性化の一助となり得る

可能性を秘めているものと認識しておりますが、近隣市町には安価な民宿が所在しているこ

とや観光資源が少ない当町にとりましては宿泊施設として単なる民泊を推進しても、現状で

は滞在型観光客の増加を見込むことは非常に難しいものと考えております。 

  しかしながら、当町は現在、シーガーデンシティ構想のさらなる推進を掲げ、防潮堤のか

さ上げによる新たな安全を確保した海浜回廊の整備をしながら、沿岸部における新たなにぎ

わい創出へと取り組んでいるところでございます。このため、中部連携中枢都市圏事業にお

ける静岡県中部サイクルツーリズム推進事業や県の富士山静岡空港を核としたティーガーデ

ンシティ構想と当町のシーガーデンシティ構想とを融合した形での民泊は、当町にとりまし

ても交流人口拡大に向けた新たな展開が考えられるものでございます。 

  民泊につきましては、先ほども申し上げましたとおり、事業を営む者の業務の不適正な運

営や町民の生活環境悪化、地域住民とのトラブル等の問題が懸念をされております。また、

闇民泊による犯罪の温床となる可能性や都市部以外の地域においては、既存の民間宿泊施設

の経営圧迫も懸念材料として挙がっております。このため当町としましては、多様化する宿

泊ニーズを踏まえつつ、民泊によって懸念される事項にしっかりと対応しながら、当町で進

めているシーガーデンシティ構想の推進、中部５市２町などの近隣市町との連携が図られた

民泊が展開できるよう検討してまいります。 

  続きまして、４点目の地域おこし協力隊に求める活動方針とまちづくり公社との関連はに

ついてお答えをします。 

  地域おこし協力隊とは、地方自治体が都市住民を地域おこし協力隊として委嘱し、一定期

間以上にわたり地場産品の開発、農林水産業への従事や地域における交流人口の増加に向け

た観光振興などのさまざまな地域協力活動に従事してもらいながら、地域への定住を図る取

り組みでございます。 

  総務省では、地方自治体がこの地域おこし協力隊に意欲的かつ積極的に取り組むことがで

きるよう必要な支援を行っておりまして、平成21年度の初年度は全国で隊員数89人、取り組

み団体数31団体でありましたが、平成28年度には隊員数3,978人、取り組み団体数は886団体

と隊員数、取り組み団体数ともに大幅に増加している状況でございます。 

  総務省の支援の内容でございますが、地方自治体が地域おこし協力隊に取り組む際、地域

おこし協力隊員の募集等に要する経費といたしまして上限200万円、地域おこし協力隊の活

動に要する経費といたしまして人件費を含めて上限400万円、地域おこし協力隊の起業に要
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する経費といたしまして上限100万円を対象とし、特別交付税措置が講じられるものでござ

います。 

  当町が平成30年度から取り組む吉田町地域おこし協力隊でございますが、地域資源の有効

活用による新たなにぎわいづくりと地域の活性化に向けて、新たな地域の担い手といたしま

して都市圏から地域おこしに意欲のある人材を積極的に招致し、その定住を図り、地域力の

維持及び強化を図ることを目的としております。 

  隊員の業務内容でございますが、２人の隊員を委嘱する予定でございまして、１人は吉田

町観光協会の業務に従事していただく予定でございます。具体的には、吉田町三大イベント

の企画や運営に従事し、外部からの新たな視点で既存イベントをよりよいものになるよう見

直しを行っていき、イベント来場者数の増加にも取り組んでいただきます。また、吉田町三

大イベント以外にも町内で多種多様なイベントが開催されておりますことから、こういった

イベントと町観光協会とがさまざまな面において連携を強化し、観光交流人口の増加を図る

取り組みにも携わっていただきます。 

  もう一人の隊員につきましては、情報発信及び移住・定住の促進に係る業務に従事してい

ただく予定でございます。具体的には、町の広報担当者の取材に同行し、ＳＮＳを活用して

タイムリーに町の魅力等の情報を発信していくとともに、町内の企業や団体等と密に連携を

図り、双方の情報発信ツールを活用することにより、行政と企業等との効果的な情報の連携

に取り組んでいただきます。また、当町への移住者としての観点からも町の魅力の発信に取

り組んでいただくなど、町内への移住者の増加に向けた取り組みも期待をしております。 

  隊員の条件といたしましては、三大都市圏の都市地域または三大都市圏外の指定都市に現

住所があり、その住所地から住民票を町内へ移動し、居住していただく必要がございます。

委嘱期間は１年以内といたしまして、最長で３年まで延長することができますが、それぞれ

の隊員の業務に設定しております指標の達成状況や地域協力活動の内容について評価を実施

いたしまして、より効果の高い取り組みとしてまいります。 

  御質問にございます一般社団法人吉田町まちづくり公社との関連でございますが、吉田町

まちづくり公社はその定款に基づき、防災に関する情報発信や企業間の連携強化、にぎわい

の創出などに取り組んでいるところでございます。地域おこし協力隊の隊員が採用されまし

た際には、観光協会と企画課にそれぞれ配置されることとなりますが、隊員が携わるにぎわ

いづくりの取り組みに関しましては、町内の団体や企業等が参画をし、にぎわいづくりや地

域の活性化を促進させるための取り組みを町と一体となって進めていただいている吉田町ま

ちづくり公社との連携は欠かすことのできないものであると認識をしており、今後、隊員の

業務、公社が実施する事業との関連が出てくることも十分想定されますことから、あらゆる

ケースにおきまして公社と適切に連携を図り、それぞれの取り組みの効果を高め、地域活性

化を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。御答弁ありがとうございました。非常に前向きな

答弁ということでありがたく思っております。 

  そうした中で幾つか再質問させていただきます。 
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  まず最初に、サイクルツーリズム、これは先ほど答弁にあったとおりなんですが、そうし

た中で環境整備という面についてお伺いしたいと思います。 

  答弁の中で、休憩所としてオアシスパークであるとか吉田公園ということが示されており

ます。この休憩所というイメージなんですが、ただ単なる休憩所ということではなくて、当

然このイベントとしては通過というか、走り抜けていってしまうというイメージは強いと思

うんですが、こういうことをやることによって、そういったイベントに参加するだけじゃな

い本当のツーリスト、サイクリストの方がこの沿岸を走ってくるといったときに、野営とい

うのかキャンプ施設というのか、特別な宿泊所に泊まらないでよく公園などでキャンプ的に

一晩過ごすということがあるんです、ツーリストには。そういったものに対する対応という

ものはお考えでしょうか。ただ単にこの企画に乗ってやるというだけじゃなくて、吉田町こ

の沿岸を当然広めていかなきゃいけないということでやると思うので、そうしたときにそう

いった対応もこれから必要になってくるかと思うんですが、その点についてどうお考えでし

ょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいまサイクルツーリズム、これから今後５市２町を中心に広い範囲の中で検討といい

ますか、行っていくわけでございますが、私も議員が御心配されている一つの通過点となら

ないということは非常に思っております。 

  また、この吉田町というのは地の利としまして、地形的にも今回のルートというのは結節

点に当たるということで、非常にいいチャンスというふうに私たちは捉えております。 

  そうした中で、今、議員のほうから滞在というか、一つの方策としていわゆるキャンプで

あるとかバーベキューとかそうしたそこに少しでも滞在して、こういうことができるという

強みを出したらどうかという御意見だと思います。 

  そうした中で、当町、今回予算のほうにも計上させていただいておりますが、シーガーデ

ンシティ構想の推進委員会というのを来年度から立ち上げる予定でおります。全体的なサイ

クルツーリズムの構想というのは５市２町で戦略として今後固まってくるとは思いますが、

当然その戦略に向けて町としても戦略をしなければならないというふうに思っています。そ

うした中でこのシーガーデンシティ構想の中で、特に今回まずシーガーデン、いわゆる沿岸

部ににぎわいを創出したいという中で多目的広場、それから吉田公園等々踏まえてこの委員

の中にも吉田公園のしずかちゃんであるとか、また、商工会の方々、各種団体の方々含めた

中でこうした検討をしていきたいというふうに思っておりますので、今の御意見も踏まえて

休憩所としてもどうしたものが必要なのかというところも具体的に検討していきたいという

ふうに思いますので、その点も踏まえながら町としての戦略も今後していきたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 今の御質問では、野営についてどう考えるかという御質問もあったと

思うんですが。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 
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  今私が申し上げさせていただいたのは戦略としてどう考えるかということがありますの

で、個別具体の施策というのは幾つかあると思います、野営だけに限らずです。野営も今現

在、商工会のほうでも青年部のほうでやっていただいているということもございますので、

そうしたそれぞれのイベントなり、そうした考えをどう結合させるかというところが私は大

事だと、いわゆる戦略が大事だということを思っているものですから、町としての戦略とい

う中で今後、シーガーデンシティ構想推進委員会の中でそうしたことを検討してまいりたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） そうしますと、野宿に関しましては、都市公園とかでやる場合、法

的に町の条例も含めて絡んでくるかなとも思うんですが、その点についても考え方によって

は条例の改正であるとか、そういったところで対応していくということでよろしいでしょう

か。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  まず、確かに議員がおっしゃるように、一つは、都市公園という中のいわゆる許可条件の

ところをどうしていくかということもあると思います。また、逆に町有地の現有地のそこの

活用方法ということも出てきますので、そうした相対的に当然必要があれば改正をしていく

ということになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） この企画が33年ぐらいまでという話の中で、急いでやっていかない

といけないなと。特にオリンピックを控えていろんなことが起きてくると思います。その前

の段階で広報等をしていかなかったら、終わっちゃいますよね。そういう中でやっぱりどん

どん始めて、スピード感を持ってやっていっていただければなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  先ほどの答弁の中で、これはあくまでも圏域の中でのものだよというようなことがありま

した。ただ、それだけではなくて、これは一つのきっかけということで考えていただきまし

て、ぜひそうしたものに当てはまらなくても、圏域の企画に当てはまらない、そういったツ

ーリストの方が訪れやすい環境づくりというものをお願いしたいと思います。 

  当然サイクリストの方が来ますと、道路状況であるとかそういった面でもいろんな問題が

起きてくると思います。当町は道路整備ということで広い通りが整備されてきております。

以前にも私言ったんですが、東名川尻の通り、せっかく片側２車線使えるのを今１車線しか

使っていない、榛南幹線にしてもそういう状況があります。十分な道幅がある中で車道は１

車線という使い方をしている、もう一車線残っているところをそういったものに使っていけ

ば、非常に交通事故も減るというのが走るツーリストにも非常にいいのかなとも思うんです

が、そういった道路環境に関する整備というのも同時に考えておいででしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 
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  当然サイクルツーリズムにつきましては道路、いわゆるコース、休憩所だけではなくてそ

のそれぞれの点、その施設となる点と点を結ぶところがいわゆる道路ということになるかと

思います。当然その道路のコース設定であるとかそうしたことを考えていかなければなりま

せんし、その道路状況とかを検討しながらいわゆるモデル的なコース設定を選定していくの

か、そうしたことを考えていかなければならないと思います。当然そうした整備も必要があ

れば、そうした対応もしていかなきゃならないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、デスティネーションという観点から観光なんですが、本当にこの地域が認知

されているのが0.05％と非常に低いという結果が出ているということを答弁で伺いました。 

  実際のところ、じゃ、吉田町といったときにぱっと浮かぶのが何かというと、ウナギであ

るとかシラスであるとかというのは言われますけれども、じゃ、吉田町へ来てどこにあるん

ですかというのはよく聞かれます。例えばウナギ、ウナギの食堂はあります、あるんです

が、ウナギ自体を買うところはどこですかといったときになかなか紹介し切れないようなと

ころがある。ウナギ、シラスの町と言っている割には、じゃ、どこなんだろうというのが非

常にあります。そういうところをやっぱり改善していかないといけないのかなと。 

  商売的に考えますと、吉田町のそういったウナギであるとかシラスというのは、ほとんど

町内への出荷で成り立っているのかなと思うんです。それを観光にどう生かしていくのかと

いったときにはやっぱり加工屋さんの一緒に体験できる、協力はもちろん必要なんですが、

そういったやり方であるとか、シラス船へ乗れるのかどうかといういろいろあると思うんで

すが、そういった取り組み、そういうことをしていかないとなかなか広まっていかないと思

います。 

  漁港に関して、シラスに関して言いますと、直接漁師さんから買えるかというと買えない

です。形態がそういう形態になっていない。非常にいろんな面で吉田町の特産品を出してい

くというのはすごい難しいところがあると思うんですが、そういった点について町としてど

ういった方向性を持っているのかなというのが非常に思っているんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今の御指摘のあったところについては、当町の大きな課題だというふ

うに思っております。シーガーデンシティ構想を展開する中でもその課題についてはかなり

大きな重たい課題だというふうに受けとめておりまして、水面下においては、地場産のもの

をどう活用してアピールしていくかというようなことについて、うなぎの組合とかシラス関

係の方々とかいうのはお話を進めておりまして、直営店をつくろうかとかいろんな話をさせ

ていただきながら、どう今後に向けてそういうものを活用できるかというそういう具体の話

を昨年、一昨年ごろから始めているところでございます。 

  ウナギ関係でいきますと、生産量とそれから組合が大きくなったというそれがございまし

て、なかなか独自で吉田のウナギを売り出していくというのが難しい状況にありますが、そ

うした中でも本場の吉田というところをもう少し重視していただいて、独自の展開を行政も
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一緒になってやらせていただけないかというような、そういう働きかけはさせていただいて

おります。 

  また、シラスについては御質問にありましたとおり、直接ほかの漁協でやっていらっしゃ

るようなことが権利の関係もあってできないというところがございますので、いろんな今御

質問にまちづくり公社なども出てまいりましたけれども、そうした中にも漁業協同組合、そ

れから煮干協同組合、それぞれ入っていただきまして、その中で今後どう取り組んでいける

かという土壌だけは今つくってあるというふうに思っておりますので、そうしたところも含

めて今後の展開というのは柔軟に発想して、これまでと違うような局面をつくれればという

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  今、理事が言われたように本当そうなんです。ウナギも組合は大きくなっちゃって、漁協

も大きくなっちゃって、農協さんもそれこそ吉田町のレタス、昔は吉田のレタスでパッケー

ジがありました。それが榛南のレタスになって、今、静岡レタスになっています。どんどん

大きくなっちゃってきている。ここの本当の地場、産地という意味での広め方というのがで

きづらくなってきているのかなと思います。先ほどのこの圏域という意味もあるんだけれど

も、どんどん大きくなっちゃっていて、本当のピンポイントでここという生き残りですよ

ね、ある意味、そういったことの施策というのはやっぱり本当これから必要かなと。 

  来てもらったらやっぱり吉田町へ入った瞬間、焼津じゃないけれども、におってくる。吉

田町来た瞬間、あっちこっち看板が出ているとか、吉田町というのはこういう町なんだと。

よくこんなこと言ったら失礼なんですが、それこそサイクリストが言う言葉なんですが、顔

のないまちという言葉があるようなんです。境を越えてぽっと入った瞬間、顔のあるまちと

いうのは、どこを見てもいろんなところにそのまちを売っている言葉であるとか、写真であ

るとかそういった看板がばっと目につくそうです。でも、何も顔のないまちというのは、こ

のまち何だろうとそこはもう本当に通過しちゃう。下調べは一応して、こういうのあるんだ

なと思って来ても期待外れで終わってしまうというか。だから、そうなってしまったらもう

本当に二度と来ない、本当に通過のまちになってしまいます。そこは本当にこれから考えて

いかないといけないのかなと思いますので、その点は今後よろしくお願いしたいと思います

が、そういった考えというのはいかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいまの議員のほうからも町も顔のないということでいわゆる特徴、それもいいイメー

ジということだと思いますので、そうしたことも踏まえながら今後、今の組織体も含めた中

でもそれも戦略のうちの私は一つだと思っていますので、そうしたことも一番いい方向とい

うような形で皆さんと話し合いをしていきながら、進めていきたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） ぜひお願いしたいと思います。 
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  続きまして、民泊についてですが、何も民泊は今いろんなこれからの、このごろもちょっ

と事件というかあったみたいですが、民泊自体がいろんなやり方がありますよね。当町でも

し取り入れられるとしたら、ちゃんとした住人がいるところでの民泊です。そういったもの

でしたら、そういった事件というのは余り起きないのかなと。民泊のいいところというのは

要は素泊まり、一切食事とか提供しなくても、ただ寝るところを提供するだけというような

方式の民泊というやり方もあるということであります。 

  ６月からが法律的にいろいろ規制が入ってくる、県のほうでも今言われたように学校から

何キロとかというあれも入ってくるという規制がどこまでされるかわからないんですが、や

っぱり町内では本当少ないですよね、宿泊施設が。どうしてもそうなると通過の町というよ

うな形になってきてしまいます。民泊で１日、２日いていただけると、本当に単なる観光コ

ースではなくて、地元に入ってきてくれるかなと。そういう中でまた新たなものを発見して

いただいて、ツーリストの方に逆にＳＮＳとかで情報発信してもらって、吉田町はこんなも

のもありますよ、認知が広まってくるということもできると思うんです。そういった意味で

民泊は非常に有効的かなと思っております。その点について、課題は多い中でもう少し町の

考え方というのを教えていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  民泊に対します町の今の考え方といいますか、今現時点の方針というのは先ほど町長のほ

うからの答弁が基本的な考え方になります。 

  議員もおわかりかと思いますが、現在、県議会のほうで規制をどうしていくのかというこ

との中で進められております。 

  また、届け出制ということで自由にやれるというわけではなくて、当然、都道府県に届け

出るという法律のこともございますので、そうした中で当町としても特に民泊の場合は先ほ

どのサイクルツーリズム、いわゆる個人の旅行者が対象となってくるというふうに思ってお

ります。そうした中でこの民泊もあわせて、本当広がってしまうところもあるんですけれど

も、サイクルツーリズムを考える中ではこの民泊というのは当然切り離せないものだと思っ

ておりますので、そうした中で吉田町のはどういった形がいいのかということは現時点では

ちょっとこの方向がいいというところまでは正直ないものですから、今後の戦略の中で吉田

町としてのいわゆる戦略をどうしていくかというところを考えていきたいというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、地域おこし隊についてなんですが、縷々答弁の中であったように企画課であ

るとかに配属というかそういう形でやっていくというのは聞いております。 

  三大イベントの見直しであるとか情報発信であるとかという中で聞いてはございますが、

地域おこし隊というそもそもがその地域に入って、地域住民と一緒に盛り上げていきましょ

うよ、地域を活性化していきましょうよというのが一番のもとだと思うんです。そうした中

で勤務としてはそういったものがあるんですが、ふだんの生活、地域に根差した地域と交わ

るようなことというのはどういった点で考えておられますか。 
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  それと、あとは当然その地域に入っていかなきゃというか、当然趣旨がそうなので、そう

したときにどういった町としてフォローをしていくんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  地域おこし隊につきましては、今回平成30年度に導入をしたいという中で当町としまして

も非常に期待をしているところでございます。 

  その中で当然地域おこし協力隊につきましてはその名のとおりなわけなんですが、当然、

当町に実際に住んでいただいて活動していただくということございます。今の議員のほうか

ら地域とのかかわりということですが、そこがちょっと今イメージといいますか、具体的な

ところが何を言われているのかわからないところがありますけれども、やはりここに住ん

で、勤務としてではなくて、例えばいろんな集まりであるとかそうしたところに参加をして

いただく、またそういったところを私たちも紹介をしながら、私たち職員も例えば若い職員

であれば勤務としては仕事あるわけですが、それを外せば例えば地元に行っていろんな活動

されております、皆様方もそうだと思います。そうした中に入っていただいて、吉田町をま

ず肌で知っていただくということが大事だと思いますので、そうしたところを御紹介なり誘

うなりもしながらいろんな意味でのバックアップといいますか、活動しやすい体制を整えて

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 平成29年５月に、総務省地域力創造グループ地域自立応援課という

ところが冊子をつくっております。それをぱっと見ますと、受け入れ地域は地域おこし協力

隊の趣旨目的を十分理解していますかというような項目があります。そうした中で受け入れ

地域というのは吉田町で言えば吉田町、その協力隊の方がどこに居住するかまだわからない

んですが、居住した地域、そこが受け入れ地というような考え方なのかなとも思うんです

が、そういったところの受け入れ態勢といったらおかしいんですが、そういったものに関す

る町のフォローというのはどうですかということで、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま議員のほうからの御質問は、恐らく住むいわゆるコミュニティーのことだという

ふうに私は今理解をしています。当然、一人で住むというのはなかなか地域と一緒になって

共生社会ということがありますので、私は地域は二つあると大きく分けて、一つは吉田町と

いう広い地域、議員も御承知だったと思いますが、地域のコミュニティー活動にも参加をし

ていただくということ、それからあと吉田町をまず全体を知っていただくということも必要

かと思いますので、そうしたコミュニティー活動への積極的参加を呼びかけを行っていきな

がら、それを地域おこし協力隊の活動の中に取り入れていただいて、移住・定住もそうです

し、観光とかにもつなげていっていただければというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 
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  地域おこし協力隊という形をとって国の施策なのでいいんですけれども、この町自体が現

在、企業がたくさんある中で、他地域からもう既に10年、20年と新しいといったら失礼なん

ですが、住みついている方がもう多数おられますよね。そうした方々との今回、地域おこし

協力隊という形で導入されるわけなんですが、そういった居住年数がまだ短い吉田町に居住

の方々との連携というのか、そういったことをしていけば非常にもっとまた広がっていくの

かなというふうに自分は今考えているんですが、そういった企画というのか考え方、施策と

いうのかそういったものに対してはいかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今議員のほうからの御質問がございましたが、居住年数が短くて吉田町のいいところ、悪

いところもいろいろあるかと思います。そうしたのも一つの観点だというふうに私も思って

いますし、よりよいものに行くには皆さんからの御意見、またこれまで住んでいる方の御意

見も伺いながらいろんな視点、多角的な視点のもとに活動していただくということも…… 

○議長（藤田和寿君） あと１分です。 

○企画課長（谷澤智秀君） 重要だと思いますので、そうした考え方も踏まえながらもやって

いただければというふうに思っておりますので、町としても吉田町のためにという目的を達

成するために、協力のほうをしていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 12番、増田剛士君。 

○１２番（増田剛士君） 12番、増田です。 

  本当に非常に新しい企画に乗って、吉田町どんどん観光面でも交流人口拡大という面でも

上げていけたらなと。自分も議員になるに当たって、通過の町にしたくないというのが非常

に強かったので、ぜひ施策のほうを進めていっていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（藤田和寿君） 以上で12番、増田剛士君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開を11時10分とします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 石   巌 君 

○議長（藤田和寿君） 引き続き一般質問を行います。 

  ５番、大石 巌君。 
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〔５番 大石 巌君登壇〕 

○５番（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  私は、さきに通告をいたしました吉田町職員の定数と臨時職員の処遇改善について、質問

をいたします。 

  昨年の第１回議会定例会におきまして、職員定数が改正をされました。町長、事務部局が

10人増の196人、それから教育委員会関係が３人増の30人になりまして、定員総数が235人か

ら248人というふうになりましたが、私の見かけるところでは夜の９時以降も庁舎には明か

りがついている状況などを見ますと、職員の皆さんが行っている仕事の業務量が行政需要に

追いつかないというような状況が続いているのではないかなというふうに感じています。29

年度の監査委員の報告の中でも月平均18.89時間の超過勤務というような報告もありました

し、多い課では月で40時間ほどという数字も出ていますので、大変な業務量じゃないかなと

思います。これまでも定員削減や業務量の増大に対応して臨時職員を採用をしてきた、業務

の補完をしてきたという実態があります。 

  昨年の通常国会の中で地方公務員法の改正が成立をいたしました。この改正の主な内容の

一つに、臨時的任用職員の任用要件を厳格化するということが挙げられております。また、

今開会中の通常国会の中では、働き方改革が重要な課題として議論をされています。 

  今の吉田町の職員定数が業務量の実情に合っているのか、また、臨時職員の処遇面での改

善が必要ではないのかという観点から以下の４点について町長に質問をいたします。 

  １、職員定数の改正により規定上13人の増員となりましたが、現状、増員された所属課と

人員、職種及び今後の充足予定を伺います。 

  ２、臨時職員の採用状況（部署・人員）及び任用期間、再任用に当たっての空白期間は何

日かを伺います。 

  ３、無期転換ルール、これは2013年４月の労働契約法の改正により施行されたわけです

が、有期雇用で働く人の契約期間が通算５年を超えると、希望すれば無期契約に転換で

きるというふうになっていますので、そういうふうな状況があるのかどうか伺いたいと

思います。 

  ４として、同一労働同一賃金の観点からも臨時職員の処遇改善は必要と考えますが、検討

されている改善策について伺いたいと思います。 

  以上、御質問いたします。 

○議長（藤田和寿君） それでは、答弁をお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 吉田町職員定数と臨時職員の処遇改善についての御質問のうち、１点

目の職員定数の改正により規定上13人の増員となったが、現状増員された所属課と人員、職

種及び今後の充足予定を伺うについてお答えをします。 

  吉田町職員の定数につきましては、平成29年３月議会定例会におきまして、吉田町職員定

数条例の一部を改正する条例をお認めいただきまして、それまでの235人から248人へと変更

したところでございます。この条例改正につきましては、町が推進する子育て支援事業の一

環である保育の充実に伴い、平成18年から平成28年までに保育士を10人増員した結果、それ

までの定数のままであると町長の事務局部局の職員の増員ができず、津波防災まちづくりや
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子ども子育て支援など、新たに発生する行政需要に今後対応していくことが難しい状況とな

っておりましたことから実施をしたものでございます。 

  なお、この定数の改正につきましては、総務省自治行政局が発行する類似団体別職員数の

状況を用いた分析である定員管理診断表により、平成27年４月１日現在における当町の職員

数は類似団体と比較して28人少ないという結果を根拠とするものでございますが、本年度実

施した平成28年４月１日現在における職員数の定員管理診断におきましても25人少ないとい

う結果が出ております。 

  この吉田町職員定数条例の改正によりまして、本年度４月から職員の定数は13人増員とな

ったところではございますが、定数が増えたことにより即座に職員は増やせるものではござ

いません。この改正後の条例に基づき、最初に増員が図られるのは平成29年度に実施した採

用試験による平成30年度の採用ということになりますので、現状は増員をされておりませ

ん。 

  次に、２点目の臨時職員の採用状況（部署・人員）及び任用期間、再任用に当たっての空

白期間は何日かについてお答えをします。 

  臨時職員の任用、給与等、勤務時間、休暇その他の身分取り扱いにつきましては、吉田町

臨時職員等の身分取扱要綱に必要な事項を定めており、この要綱に基づいた任用を実施をし

ております。３月１日現在の臨時職員の任用状況は11課で182人となっており、多くの課に

おいて任用している状況でございます。 

  任用期間につきましては、要綱の第６条で、地方公務員法第22条第５項の規定に基づき臨

時職員の任用期間は６カ月を超えない期間とし、６カ月を超えない期間で更新することがで

きると規定しておりますことから、６カ月の任用が最も多くなっております。 

  御質問にありました空白期間についてでございますが、一部公共団体におきましては、社

会保険の適用や年次有給休暇の継続から逃れるためなどの理由により、空白期間を設けてい

る場合もあるということは存じておりますが、当町におきましては、継続して任用された場

合も空白期間は一切設けておりません。 

  次に、３点目の無期転換ルールは2013年４月の労働契約法の改正により施行されました

が、有期雇用で働く人の契約期間が通算５年を超えると、希望すれば無期契約に転換できる

ことになる。当町で働く臨時職員の無期転換ルールの適用について伺うについてお答えをし

ます。 

  労働契約法第18条では、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について規定

をされており、「有期労働契約の契約期間を通算した期間が５年を超える労働者が、当該使

用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了

する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたとき

は、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなす。」としております。 

  しかしながら、同法第22条第１項におきまして、「この法律は、国家公務員及び地方公務

員については、適用しない。」と適用除外を規定しており、地方公務員法が適用される当町

の臨時職員につきましては、適用がないものでございます。 

  次に、４点目の同一労働同一賃金の観点からも臨時職員の処遇改善は必要と考えるが、改

善策を伺うについてお答えをします。 
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  当町の臨時職員の賃金につきましては、さきに述べました要綱に職種ごとの金額を定めて

おりますが、この金額につきましては最低賃金、社会情勢、近隣市町の状況及び他の職種と

の均衡などを考慮しながら随時改正を行っております。一例ではありますが、近年、話題と

なっております保育士の賃金につきましては、平成25年４月から経験年数を考慮した賃金体

系とするとともに、時給の引き上げを行い、平成28年10月にも再度賃金の引き上げを実施を

しております。また、賃金ではありませんが、平成28年度からは忌引など有給の特別休暇を

新たに設けるなど処遇の改善に努めてきております。 

  現在、国が進めようとしている働き方改革につきましては、厚生労働省から平成28年12月

に同一労働同一賃金ガイドライン案が提示され、関係者の意見や改正法案についての国会審

議を踏まえて施行することを予定をしております。町におきましても、このような国の動向

を見守りながら、法令化された際には法に基づき適切に対応してまいります。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石でございます。 

  ただいま簡潔な形での答弁をいただきました。 

  私が最初に質問をしました定数の関係ですが、29年度の中では採用がなかったというよう

な答弁をいただきましたが、その質問の中に今後の充足予定を伺うということも入っていま

すが、その点についての回答がなかったというふうに思いますので、改めて回答をいただき

たいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  吉田町の職員の定数の条例改正をさせていただきながら、13人増という形で定数のほうを

改正させていただきました。その中で今後の充足予定ということでございますけれども、13

人定数のほうを増やしたから、そのためで一気に増やすということができるわけでもござい

ませんので、今後、退職する方の人数、そしてそれに見合うような形で職員を増やしていく

ような形で、年数をかけながら定員に近づくような形で職員を増やしていくような方法をと

っていきたいと考えておりますので、一気に増やすような形になりますとまた採用の仕方が

でこぼこのような形になってしまいますので、順次、平準化したような形で採用のほうを増

やしていくような形にしていきたいと考えております。 

○議長（藤田和寿君） 30年度の採用状況を聞いていると私は理解したんですが。 

  総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  30年度の採用状況ということでございますけれども、30年度の４月１日現在の職員の状況

ということだと思いますので、お答えさせていただきますけれども、今年度29年度に職員の

ほうの採用試験をさせていただいた中で、採用予定者が今８人おります。その中で今年度29

年度に退職を予定している人数が10人おりますので、その中では今のところでは退職者に対

しまして職員採用充足はできていない状況ではございますけれども、採用人数としては８人

採用をさせていただくような予定でおります。 

  以上でございます。 
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○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今、採用試験で８人というふうな数字もいただきましたが、退職者が10人と大変多い数字

で、昨年の定数条例の改正の中でもいろいろ議論がありました。やはり今の現状の業務量に

定員が追いついていないという状況については定員を増やして、そういう状況を打開をしよ

うということが趣旨なはずですので、30年度についても改正された増員に近づくような定員

管理というものがなされるべきではないのかと思いますが、今の答弁を聞いていますと、８

人予定をして10人退職予定だということでありますと、実際には増員をした条例の改正の趣

旨が生かされていないというふうに感じますが、その点はどうなんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  計画的に職員のほうの採用はしていく予定ではおりますけれども、定年退職予定者は大体

想像がつくわけでございますけれども、ここ数年、普通退職が増えてきておりまして、今年

度も普通退職者が出てきておりますので、そういった中で30年度の採用職員に対して退職者

が多かったという状況でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  昨年の28年度決算の中でも、時間外勤務手当というものが合わせますと１億円を超すとい

うような数字が出ておりました。今の現状を見ますとどうしても残業をせざるを得ないよう

な緊急あるいは臨時的な業務、そういうものが実際には不要不急と言われるような日常業務

の延長線上でそうした超過勤務が増えているんじゃないのかなというふうな感じがするわけ

ですけれども、実態として今のそうした超過勤務の内容はどういうふうなものが多いのか、

その点の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  時間外勤務につきましては不要不急の時間外があるのではないかというふうなお話ではご

ざいますけれども、時間外勤務につきましては、勤務を命令する所属長の勤務の命令を受け

て時間外をするというところになっておりますので、所属長がしっかりと管理するというと

ころで、時間外勤務命令簿を使って勤務を命令している状況でございます。 

  日常的に業務の延長になっていないかということでございますけれども、今、置かれてい

る町の状況が本当に近隣市町と比較しても職員が少ない中で、新たな業務も生まれながら一

生懸命職員やっている中で、時間外勤務もやっぱり必要になってきている状況でございま

す。時間外勤務命令簿もその課の課長がしっかりと管理する中で、そこの勤務命令簿に業務

内容と予定時間を記載しながら所属長が命令するような形になっておりまして、そこの確認

をしながら勤務を命令するということになっておりますので、そして勤務が終わった後も所

属長が時間外の勤務を確認しながらやっておりますので、今、職員が不要不急の時間外をし

ているというところではなくて、必要な時間外をやっているというふうな認識でございま

す。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 
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  確かに今の状況から見ますと、業務を翌日あるいは翌週にということでおくらせていいも

のという業務は多分ないと思います。そうした状況の中では、どうしても時間外に仕事をし

てでもやっぱり仕事をこなしていかなきゃならないという実情あると思います。そうした実

情の中で昨年、定員の増ということで条例を改正したわけですので、そうした点ではぜひ今

の現状をやっぱり打開するためにも、人員をそうした定員に近づけるような努力をぜひして

いただきたいというふうに思います。昨年の条例の改正案の中でも、当局の条例の改正の提

案説明の中では、こうした時間外勤務による対応も限界に達してきているというような文章

も一文あるわけですので、その点ではぜひ努力をお願いをしたいと思います。 

  こうした定員の管理あるいは定数が何人が妥当なのかということでは先ほども回答があり

ましたが、総務省の定員管理診断の中で類似団体と比較をするということが一つのケースと

して挙がっていますし、昨年の条例の中でもそうした比較をしますと28人少ないという数字

が出されたというようなこともあります。私の考えなんですが、本来の全体の業務量の時間

数に対して職員一人当たりの標準的な業務量、時間数、これで割り返すというような作業の

中で定員を、あるいは今の業務量に定員が何人足りないのか、人員が何人足りないのかとい

うそうした総業務量対一人の標準的な業務量というような計算上で定員が何名必要になるか

というようなこうした調査を行う、あるいは行ったというようなことはあるんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  役場の中の業務の量の調査ということではありますけれども、業務量につきましては毎年

同じような業務量ではないとは理解しております。その中で毎年どのような業務が行われな

ければならないというところでは、毎年、総務課のほうでは各課の執務体制のヒアリングは

やらせていただいています。来年度どのような業務が新たに発生するかとか、どのぐらいの

業務量があるかというようなヒアリングをさせていただいている中でそこに何人必要である

かとか、この業務量はもう今年で終わったから来年はどうだというふうなヒアリングをした

中で、適正なそこの職員の配置というところも考えながら配置をさせていただいていますの

で、適時、毎年そういうようなヒアリングをさせていただいた中で定数に近づくような形で

はしなければいけませんけれども、必要数を配置しているような形で行っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  昨年もそうした各課の業務量の実情についてのヒアリングをしながら、人員の配置という

ことで課ごとにいろいろ増減をしたということもあるわけですので、そうした点でのやりく

りは今の現状の中でもできるはずなんですが、実際問題、今、総定員となるとそういうわけ

にいかないわけですので、全体のそうした業務量についても十分把握をしながら、定員の今

後の計画についても明確にしていっていただきたいと思いますが、先ほどの答弁を聞いてい

ますとなかなか今後の来年、再来年、５年先とかそういう点で実際の定員がどういうふう

に、今の定員の条例でいけば増やしていくという方向になると思うんですが、そうした定員

の管理、定員を増やすための段階的な計画というそういうものは今お持ち何でしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 定員を増やすですか。 
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○５番（大石 巌君） 申しわけありません。今の条例にある定員に近づけるということでの

計画です。訂正します。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  定員を増やしていくための計画といいますか、大体何年ぐらいまでにこの数字というとこ

ろは数字を持っているわけでございますけれども、計画としてのものにはなっておりません

けれども、大体、定年退職者数に比べて１人か２人というところで、10年間かけまして10人

以上増やしていきたいというふうな形で予定数は見ております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） 10年間で定員に近づけるということ、なかなか長い期間ですので、そ

の間にもまた業務量がいろんな新しい業務が加わってくるんじゃないかなと気がしますの

で、そうした点では、なかなか現状を打開するというのは非常に難しい問題があるのかなと

いう気がいたします。 

  次に、先ほど臨時職員の採用の条件については取扱要綱で決まっているということでした

が、一般の職員とそれから臨時の職員との業務分担なんですが、私の資料で、これは一昨年

の４月に総務省が全国の自治体を対象にした調査をしたわけですが、この資料の中で、これ

は非常勤職員と臨時的任用職員というふうな区分けがありますが、ここでは臨時職員につい

て中心に見たいと思うんですが、裏の図２、字が小さくて申しわけないんですが、臨時職員

を活用する理由という項目があります。この中で一番多いのが人件費削減、それから次に常

勤職員の採用が困難、そして常勤職員と異なる人事管理が必要というふうになっています

が、この吉田町の中では臨時職員として採用する場合の要綱の中では、一般職とそれから臨

時の職員との業務分担という区分では何か定めがあるわけでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  臨時職員の業務の分担といいますか、一般職と臨時職員との区別というところでございま

すけれども、臨時職員につきましては正規の職員とやっぱり区別して業務を行わせているよ

うな形でございます。正規の職員でなくても行うことのできる業務を担っていただいている

というところではございます。そのために今そこの差はどんなところであるかというところ

では具体的に申し上げますと、決算についての押印を押すとか起案文書をするとかそういう

ことは行っておりませんし、当然、責任にかかわるものは正規職員がやっているような形で

ありますので、そんなところでは業務分担は明確に分けさせていただいているところでござ

います。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  いわゆる事務の補助としての職員だということで理解をしてよろしいですね。 

  続いて、この中で先ほど言いましたように、人件費削減ということがやっぱり一番活用す

る理由の中では大きいわけなんですが、これまでもこれは国のほうの方針として定員削減、

あるいはそうした人件費も含めた予算の抑制ということでいろいろ方針が出てきたわけです



- 271 - 

 

けれども、今現在こうした定員管理について、あるいは予算的な抑制が国のほうからされて

いるということの実情はどうなんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  議員がおっしゃられているのは国から平成26年に出されております国家公務員の総人件費

に関する基本方針のことかなというふうに思っております。この方針は５年ごとに基準年度

を設定して、全体で対基準年度末定員比で毎年２％以上を合理化することを基本としている

という内容であるかと思います。 

  地方公務員につきましては、平成17年に総務省の地方公共団体における行政改革の推進の

ための新たな指針というものにおいて、５年間で4.6％以上を純減するということをされて

以来、定員の抑制に関しての具体的には求められているものはないんですけれども、当町に

おきましても、この当時、国の要請に従いまして平成17年４月が224人だったものを平成22

年４月までに213人まで削減をしてきておりまして、そこでは定員管理のほうも策定しなが

ら定員数の削減を実施してきておりまして、平成22年のときにもそこまで落としているよう

な状況であります。 

  しかしながら、国の4.6％以上減らすという要請に対しまして、市町村合併などもその間

にあった中で、うちの町も市町村合併していない中で定員のほうを減らすというふうなこと

も行ってきておりまして、非常に厳しいものだったというふうに感じております。 

  それで、その中で非常に国から、県からいろんな権限移譲とか事業が増えてきている中

で、とても業務のほうが追いついていかないというところで定員のほうも増やしていくよう

な形で努力してきているところでございますので、昨年度の定数のほうの改正もさせていた

だきながら定員を増やしていくような形でしてきておりますので、定数のところはそんな状

況でございますけれども、人件費につきましてでも、うちの町は給料表は国と同じような給

料表を使わせていただいていますので、国がもし給料表が削減されれば、うちのほうも人件

費が削減されるような状況になってくるということで理解しております。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  これまでの人員削減の経過等もお話しいただきまして、大変厳しい状況についてよく理解

することができました。 

  ただ、先ほどもお話しありましたように、臨時職員として採用されている方が非常に今大

勢いるわけですよね。その人たちのやっぱり処遇改善、あるいは福利厚生の関係の手当につ

いてはしっかりやっていただきたいというふうな感じがするわけですけれども、先ほどの答

弁の中にも社会保険等の手当については十分していますというふうな答弁いただきましたけ

れども、改めて健康診断の関係、それから研修の関係、あるいは有給休暇、それから手当、

昇給などこの点については、一般職員の補佐をしている臨時職員という基準で見ますとどう

いう状況になっているのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  臨時職員の福利厚生というところでお話があったと思います。その中で臨時職員の健康診

断は正規職員と同じような内容でやっております。あと、職員の研修についても業務は補助
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的な業務ではございますけれども、本人の希望があれば受講のほうも拒んでいるわけではご

ざいませんので、研修のほうもさせていくような判断もしております。そして、あと有給休

暇につきましても同じように付与させていただいておりますので、あと、手当につきまして

は正規職員とは業務がやっぱり格段違いますので、手当というところでは期末手当とかそう

いうことだと思いますけれども、そういうものは付与しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  今のお話の中で、例えば研修については本人の希望というようなお答えがありましたが、

やはり新しく臨時職員になられた方と、それから何年か経験された方とは接遇の関係とか、

あるいは公務員法の中で仕事をやっているわけですので、そうした公務員法に対する認識の

そうした研修、これは新規採用の一般職の職員と同じような状況での研修が必要じゃないか

なというふうに思いますし、窓口あるいは町民の皆さんと接する場での仕事も多いと思いま

すので、そうした点での研修はしっかりやっていただきたいなと思うんですが、その点はい

かがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  基本的に臨時職員の業務については職員の補助的な業務を行っていただいていますので、

その中で業務の研修というところでは職員同士でこういうことはこういうふうなやり方をし

ていただきたいとか、そういうところで現職員が研修をするような形ではやっているかと思

います。 

  そして、最初にその方を採用するときも面談をさせていただいて、公務員であるというと

ころでは守秘義務もあるし、そういうところでの公務員たる守らなければならないところま

でしっかりとお伝えしていただいている中で、職員のＯＪＴを利用しながらそのところで研

修を行っているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  同じフロア、同じような業務の中でお互いに協力し合うということは当然のことだと思い

ますし、そのことによってお互いに合理的な協力的な業務が遂行できるということで、それ

は非常にいいことだと思うんですが、やはり研修でしっかりとした基礎知識を身につけると

いうことも非常に大事ですので、ぜひその点は努力をお願いしたいと思います。 

  それから、先ほどの答弁の中で、臨時職員が採用期間が６カ月ということで、そして再任

用する場合、空白の日にちは吉田町の場合、ないよというような答弁をいただきました。そ

のことによって社会保険の適用とかそうしたものが可能になるわけですので、これまでの経

過を見てみますと、１日の空白期間を設けてそうしたものを適用除外にするようなケースも

結構あったわけですので、そういった点では吉田町の場合にはそれがないということで認識

をしました。そういう点では一歩進んだ状況だというふうに考えています。 

  ただ、実際問題、これまで臨時職員の人数がだんだん増えるということの傾向にあったわ

けですけれども、同時に一般職との格差が拡大をしているんじゃないかなというようなこと
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も感じます。先ほども資料の中にありましたけれども、やはり正規の職員が担うべき仕事を

より低い賃金、あるいは待遇の中で臨時職員に担わせるということがこれまであったんじゃ

ないかなと、現在もそうした格差があるんじゃないかなという気がします。今後のそうした

臨時職員に対する待遇の改善について、今検討されていることがあれば伺いたいと思いま

す。 

○議長（藤田和寿君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  臨時職員の業務としましては先ほども申し上げましたけれども、正規職員と同じ仕事をし

ているわけではなくて、補助的な仕事をしていただいていますので、そのところでは賃金の

ところの妥当性というのは、やっぱり補助的業務というところで考えながら賃金のほうは決

めさせていただいています。 

  その中でも先ほど答弁の中にもありましたけれども、保育園の臨時職員につきましては処

遇の改善を行いながら、今の処遇に合ったような形でも改善させていただいておりますの

で、そういうところではある程度のところでは改善をさせていただきながら、保育の質の向

上を目指しながらやっていただきたいというところで処遇を改善させていただいておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  資料の表のところの調査結果というところの(3)に、代表的な職種別ということで事務補

助職員、それから教員・講師、それから保育所保育士というようなことで大変たくさんの人

員がおられるわけですけれども、こども未来課のほうでお伺いをしたいわけですけれども、

先ほども答弁の中に保育士さんの例がありましたが、今、大変保育士さんの採用が困難とい

いますか、どこも欲しいところがたくさんあっていろいろ引っ張りだこという状況になって

いると思いますが、やはり一つに条件としては先ほどもお話しありましたが、処遇改善とい

うことで吉田町の保育所に安心して働くことができるという条件をもっと整備をする、条件

をよくするということも必要だと思いますけれども、その点について今検討されているこ

と、これからこういうことを改善したいというようなことがあればお聞きをしたいと思いま

すが、どうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  町長からの答弁にもございましたように、直近では今から１年半前の平成28年10月に既に

処遇改善をしておりますので、現時点では新たな改善というものは考えておりません。 

  その28年10月当時の処遇改善でございますが、まさにその保育士の確保急務なという中で

お認めいただいたものでございまして、このときは月当たりの支給額に換算しまして１万

6,300円増額となる改善をしております。近隣市との比較になりますが、それまで相対的に

低かったものを近隣市の中でも最も高い処遇に改めております。 

  また、それまで時給制でございましたけれども、大型連休ですとか年末年始といった休日

の多い月になりますと総支給額が少なくなってしまうという傾向があったわけですが、この

ときの改正では、保育士として１年以上の経験を有する者でかつフルタイム勤務をしてくだ
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さるという方に対しましては月額の固定給に変えておりまして、休日の多い月であっても、

吉田町の保育園であれば、安定した収入を得られるようにという改善も既にしておりますの

で、現時点では新たな改善というものは考えてございません。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  これまでも定員の中で保育所関係は充足ということや必要な人員ということで保育所関係

を優先してきたという経過があると思いますが、今現在そういう状況なんですが、これから

も保育士さんの採用については非常にやっぱり厳しいものがあるじゃないかなと思います

が、今、町が進めている子育ての施策、これをもっと中身を充実させるためにも保育士さん

の確保、保育所の拡充というものが必要になってくると思うんですが、その点は今の条件の

中では、これからも保育士さんを採用する条件としては見込みが立つということでお考えな

んでしょうか。もっと改善をしないと、これからの確保難しいという認識なんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 保育園の質を向上させるためには、吉田町が目指す保育の

質を提供し続けるためには保育士の安定的な確保というのは必要であると思います。ただ、

今どこも新制度になって以降、民間も含めて、近隣市町も含めて保育の需要というのは非常

に高まっている中で保育士になれる資格を持つ者、この総数自体も大変不足をしておりま

す。そういった中では、吉田町が提示しておりますこの臨時職員の処遇条件というのはいま

だに近隣市の中では非常に高いものとなってございますので、実際に募集をかけて少ない中

でも応じてくださっている方はいらっしゃいますので、この条件のもと、また保育士の確保

を努めてまいりたいと思っております。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  先ほどの資料の中でも、学校関係の臨時教員の関係の方も非常に臨時の方が多いというふ

うな数字が出ておりますが、ここでは町の採用の関係ですので、学校の司書さんとかそうし

た資格をお持ちの方の採用状況、あるいはその処遇の改善、こうしたことについて現在検討

されているような事項があればぜひお聞きをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  まず、学校司書ということでございましたので、学校司書の採用状況ということですけれ

ども、各学校１名ということで臨時職員で雇用をしております。基本的にはこの学校司書と

いうのは学校教育課の臨時職員ということになりますので、その身分に当たりましては、先

ほど来出ております吉田町臨時職員等の身分取扱要綱という要綱に基づきましてそれぞれの

賃金でありますとか、有給休暇の状況、そういったことは決められておりますので、それに

のっとって実際に雇用しているということでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 
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  保育所、保育園の関係も同じような質問なんですが、そういう資格をお持ちの方の採用と

なると非常にやっぱり難しい点があるんじゃないかなと思います。これは図書館の関係も同

じようなことでないかと思いますけれども、今後のそうした専門性を持っている方の採用に

ついてこうした改善点、もう少し処遇をよくしたいというようなことでの検討をされている

ことがあれば伺いたいんですが、どうでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事兼学校教育課長、栗林芳樹君。 

○理事兼学校教育課長（栗林芳樹君） 学校教育課でございます。 

  先ほども申し上げましたとおり、基本的には町の統一のルールといいますか、吉田町臨時

職員等の身分取扱要綱にのっとって学校司書を雇用しておりますので、基本的にはそのとお

りなんだろうというふうに考えています。 

  また、資格をということでしたけれども、その中では司書の賃金としてはそれぞれの時間

給という意味合いで申し上げますと、全て臨時職員一律というわけではございませんので、

学校司書に関しては通常の一般事務よりも多少高い時給というようなことで設定をされてお

りますので、そういった中で今後も運用してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ５番、大石 巌君。 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  ぜひそうした点ではそれぞれの現場でやはり相手にする対象といいますか、町民あるいは

学校でいえば子供たちということで欠かせない大事な仕事を担っていただいているというこ

とがありますので、ぜひ処遇改善についても十分検討していただいて、欠員といいますか、

必要な人員を確保できるような状態をお願いをしたいと思います。 

  そうしたことが結局は住民サービスということの向上にもつながるというふうに思います

し、正規の職員の定数に見合うような増員、それと臨時職員の待遇改善、これについてはや

っぱり車の両輪ということで、職場の中でそうした労働条件をよくしていくということは非

常に重要だというふうに考えていますので、今後ともそうした住民サービスの向上を図ると

いう観点からもぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。よりよい安心して暮ら

せる吉田町ということで、ぜひそういう点で要望をして質問を終わります。 

○議長（藤田和寿君） 以上で５番、大石 巌君の一般質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開を午後１時とします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◇ 大 塚 邦 子 君 

○議長（藤田和寿君） 引き続き一般質問を行います。 

  10番、大塚邦子君。 

〔１０番 大塚邦子君登壇〕 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚邦子です。 

  私は、平成30年第１回吉田町議会定例会の一般質問に当たり、事前に通告してありますと

おり平成30年度施政方針に基づく行政運営について町長にお伺いいたします。 

  一昨日の前日の３月11日は東日本大震災が発災した日でありました。７年前の平成23年３

月11日午後２時46分に三陸沖で発生した東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9.0、最大

震度７の強い揺れと国内観測史上最大の津波を伴い、死者１万5,848人、行方不明者3,305

人、全半壊の建物37万戸を超えるなどの甚大な被害があり、同じ沿岸部を持つ我が町の住民

にとっては津波がまちを襲う映像は衝撃的であり、恐怖よりほかにはありませんでした。今

なお行方不明者は2,539人、避難されている方は７万人を超え、大津波の恐ろしさに身が震

えます。 

  さて、我が町では東日本大震災後から津波防災まちづくりに取り組んでおり、平成25年度

には15基の津波避難タワーの建設を初め、富士見幹線や東名川尻幹線などの避難道路の整

備、すみれ保育園の改築、防災公園の整備などが完成しております。平成28年度には漁港東

側にて多目的広場の整備が始まり、町長が掲げる津波防災まちづくりが目の前に姿をあらわ

し、一体全体なぜこのようなことができるのか正直驚きを隠せません。 

  平成30年第１回吉田町議会定例会第１日目に行われた町長の施政方針演説では、「人が集

い 未来にはばたく魅力あふれるまち 吉田町」の実現に向け、「躍動」をキーワードに全

身全霊をかけて町づくりに取り組んでいくとの町長から決意表明がありました。また、具体

的に示された四つの躍動、教育環境の充実、新たな安全とにぎわいの創出、子育て支援の拡

充、健康づくりの推進を実行するための予算として、歳入歳出それぞれ106億3,700万円とな

る平成30年度一般会計当初予算案が議会に上程されました。 

  私は、本予算に対しては、我が町が策定した吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲

げる人口減少の克服かつ地方創生に向けた積極大胆攻めの予算との印象を持つとともに、四

つのプロジェクト推進には財源と人材が必要不可欠だと考えております。 

  そこで、以下のことについて町長の所信をお伺いします。 

  １、全身全霊をかけて町づくりに取り組む真意とは何でしょうか。 

  ２、平成30年度事業計画推進のための組織体制はどのようなものでしょうか。 

  ３、事業推進のための財源の確保と将来負担について、特に防潮堤のかさ上げ事業を最も

重要な基盤と位置づけ、シーガーデンシティ構想を加速、深化させるに当たって町財政への

影響はどうでしょうか。 

  以上が質問の要旨でございます。明快なる御答弁をお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） それでは、答弁をお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成30年度施政方針に基づく行政運営についての御質問のうち、１点

目の全身全霊をかけて町づくりに取り組む真意とは何かについてお答えをします。 
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  議員も御承知のとおり、平成23年３月11日の東日本大震災を境に、当町は危急存亡の危機

に直面をしております。この危機を乗り越えなければこの町の将来はないとこれまでも事あ

るごとに議員各位を初め、町民の皆様方にお伝えしながら津波防災まちづくりの必要性を訴

え、全力で取り組んでまいりました。 

  そして、平成28年度を始期とした第５次吉田町総合計画では、この津波防災まちづくりと

一体的に進めるシーガーデンシティ構想を明確に位置づけ、確固たる安全・安心な町土を構

築しつつ、これまで培ってきた歴史や文化の継承を図り、さらには次代を担う人づくりに努

めるとともに、輝く未来につながる町の魅力を創出しながら人と人が相和して心豊かに暮ら

すことができる、豊かで勢いがあり心を魅了する町を目指してさまざまな施策を展開してま

いりましたが、平成30年度からはいよいよ津波防災まちづくりの一丁目一番地でございます

防潮堤のかさ上げ工事が国の全面的な御支援のもと、川尻工区におきまして開始される運び

となったわけでございます。 

  このことは当町にとって悲願であり、川尻工区におけるかさ上げされた防潮堤が既に盛り

土工事が完成している多目的広場と接合し、さらには大井川の堤防のかさ上げ、住吉海岸に

おける防潮堤のかさ上げ、坂口谷川河口への水門設置が順次進んでいくことによりまして、

当町の津波防災まちづくりの一丁目一番地の狙いである大津波を海岸線で食いとめることが

できる大津波阻止網が完成し、当町の安全・安心は揺るぎないものとなります。 

  そして、この機を逃さず、津波防災まちづくりによる安全・安心とにぎわいづくりを一体

的に進めるシーガーデンシティ構想をさらに加速し、深化させることによりまして、沿岸域

における新たなにぎわいを創出し、活性化を図る契機とするとともに、現在、重点的に進め

ております吉田町教育元気物語、ＴＣＰ トリビンス プランを中心とした教育や子育て支

援、健康づくりの推進など各施策を一体的に展開することで、当町の将来都市像である「人

が集い 未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」が体現されることになるわけでござい

ますことから、平成30年度は「躍動」をキーワードに積極的な予算編成を行ったものでござ

います。 

  平成30年度は、津波防災まちづくりの最重要課題でありました防潮堤のかさ上げ工事がい

よいよ川尻工区から始まり、平成23年３月の東日本大震災によってこの町に突きつけられた

危急存亡の危機から反転攻勢へと転じるスタートの年となるわけでございます。 

  東日本大震災以降、「ピンチをチャンスに」を合い言葉におのれ自身を叱咤激励し、強力

に津波防災まちづくりを推し進め、ようやくここまでたどり着いた感があるわけでございま

すが、津波防災まちづくりの一丁目一番地であります防潮堤のかさ上げ工事を初めとする海

岸線における大津波阻止網の構築は、これからの数年間、まさに胸突き八丁の状態が続き、

真に正念場を迎えることになります。 

  一昨日に発行いたしました「広報よしだ」３月号の町長からのメッセージの中でも一部述

べておりますが、当町の海岸線における大津波阻止網の構築に伴う最大の課題は、住吉工区

における防潮堤のかさ上げ工事でございます。住吉工区の防潮堤のかさ上げ工事につきまし

ては、川尻工区のように防潮堤の背後地が国有地ではなく、民有地であり、その民有地には

多くの民家やシラス加工業者などが軒を連ねております。一般的には、公共工事に際し、移

転が必要となれば所有者等に対しましてそれ相応の補償を行い、その財源を手当てしなけれ
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ばなりません。また、当町の海岸は国の直轄海岸でありますので、国と協議をしながら背後

地の課題を踏まえた最善のかさ上げ方法を検討していかなければなりません。 

  仮に住吉工区のかさ上げ工事を町が単独で行う場合には、技術的なことはさることなが

ら、財政的にも大きなリスクを抱えることになるものでございます。この課題解決に向けま

して、国にお願いするしかすべはなく、当町にとって最善の方向へと導くためにも、これま

で以上に国・県への働きかけを行わなければなりません。何としても国・県に御支援をいた

だき、町民のため、そして町の将来のためにも最善の方策を講じることが首長として課せら

れた私の使命でございます。そのためには、長年、私が培ってきた経験はもとより、ありと

あらゆる手段を駆使し、全身全霊をかけて国への働きかけを行い、必ずや成功裏に導くとい

う信念を平成30年度の施政方針で申し上げたわけでございます。 

  議員におかれましては、平成30年度という年が当町にとってどのような年なのか、また、

当町が置かれている状況を初め、町づくりをどのように進めていこうとしているか、ぜひと

も御理解賜りたいと思っております。 

  続きまして、２点目の平成30年度事業計画推進のための組織体制はについてお答えをしま

す。 

  現在の町の組織機構につきましては、新たな行政課題に柔軟に対応しつつ、第５次吉田町

総合計画を着実に推進できる体制を目指して、平成28年４月から運用を開始したものでござ

います。 

  平成30年度における重点施策は、シーガーデンシティ構想の推進を目指した新たな安全と

にぎわいの創出のほか、教育環境の充実、子育て支援の拡充、健康づくりの推進を掲げてお

りますが、これらの施策は平成29年度から引き続いて展開させるものでございますので、平

成30年度においても現行の組織機構を基本としながら推進していくことが可能な状況でござ

います。ただし、平成30年度は防潮堤の整備が本格的に開始されることになりますことか

ら、国との調整窓口を強化し、着実に事業を進めてまいりたいと考えておりますので、こう

した観点における組織運営の工夫を凝らしてまいります。 

  続きまして、３点目の事業推進のための財源の確保と将来負担について、特に防潮堤のか

さ上げ事業を最も重要な基盤と位置づけ、シーガーデンシティ構想を加速、深化させるに当

たって町財政への影響はどうかについてお答えをします。 

  当町では、これまで津波防災まちづくりを強力に進めながらも単年度の健全性は維持しつ

つ、中長期的にも総合計画に掲げた将来都市像である「人が集い 未来へはばたく魅力あふ

れるまち 吉田町」の実現を目指して財政運営を行ってきております。当町が今後さらにシ

ーガーデンシティ構想の本格的な事業展開を図ろうとしておりますことから、議員は将来的

な財政運営、特に起債残高が増加している御心配から御質問をされているものと認識をして

おります。 

  結論から申し上げますと、現状の事業運営に関しましては、中長期的に財政の健全性が維

持され、安定した財政運営を行うことが可能であると考えております。このように考えてい

る理由といたしましては、まず、町債の発行高を逓減させるために、普通会計の町債の管理

原則を忠実に実行しているということが挙げられます。これは平成16年度において、当該年

度の借入額は当該年度の償還元金を上回らないことを方針に掲げ、実践してまいりました

が、平成23年３月11日の東日本大震災が発生してからは、それまでの町債の管理原則に都市
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防災総合推進事業関連の事業に係る町債発行残高を除くという例外規定を追加し、津波防災

まちづくりを迅速かつ強力に進めた結果、起債残高は増加いたしましたが、交付税措置のあ

る大変有利な地方債を借り入れるようにいたしましたことから、実質公債費比率や将来負担

比率は健全性を示す基準数値内におさまっており、客観的な指標において財政の健全性が維

持されていることが証明をされております。こうした財政運営の手法は今後とも継続し、健

全な財政運営に努めてまいります。 

  次に、もう一つの理由でございますが、津波防災まちづくりを強力に推進する中で、新た

な企業の進出による民間資本が当町にもたらされたことやこれまで控えられていた既存企業

の設備投資が回復基調になりつつあることから、歳入の確保に向けた増収が見込まれる状況

となったことが挙げられます。このことは景気回復に向けた社会経済情勢の変化によるもの

でありますが、沿岸部に位置する当町にとりましては、大津波に対するリスク回避から設備

投資が見送られてきた中で当町の目に見える津波対策などにより期待感が生まれ、沿岸域に

企業が進出するなど津波防災まちづくりの成果の一つのあらわれであると考えております。 

  当町では、平成20年９月の米国における大手証券会社の経営破綻、いわゆるリーマンショ

ックを契機に町税が落ち込み、平成19年度の64億7,566万8,000円をピークに年々減収傾向が

続き、さらに、平成23年３月の東日本大震災によって拍車がかかり、平成28年度の町税は52

億4,821万円と平成19年度のピーク時に比べ約12億円の減収となりました。こうした状況の

中であっても当町は健全な財政運営を維持しつつ、津波防災まちづくりを初めとした防災対

策、教育の充実、子育て支援、健康づくりの推進など各種施策を強力にかつ着実に進めてき

ております。 

  また、私が就任した平成15年度には５億円程度しかなかった財政調整基金は、先ほど申し

上げましたような町税が減収傾向にある中で、津波防災まちづくり事業を中心に積極的な事

業展開によって起債残高が増える状況下ではございましたが、平成28年度末には20億1,300

万円の残高にすることができました。 

  当然のことながら、財政運営においては、常に考えられる最悪の事態を想定しながら効果

的な方法を見出すわけでございますが、その方策の一つとして、当町では新たな予算編成を

行う都度、町債残高と償還に関する財政シミュレーションを行い、将来予測を行ってきてお

ります。この予測に当たりましては最悪のケースを念頭に、町の起債ルールである当該年度

の借入額は当該年度の償還元金を上回らないことを守りつつ、最大限の額を借入額として仮

定した形で財政シミュレーションを行っております。その結果、将来的にも実質公債費比率

を初め、将来負担比率は健全性を示す基準数値内におさまり、財政の健全性が維持されてい

る状態が推計されております。 

  このように、当町では財政の健全な運営を行ってきているわけでございますが、今後も津

波防災まちづくりやこれと一体となって進めるシーガーデンシティ構想の事業を初め、教

育、子育て支援、健康づくりなど多様化する町民ニーズに対応した各種事業を着実に展開し

ていく必要があり、それらの事業を展開するためには多くの財源が必要となります。これま

で私は津波防災まちづくりのような多額の経費がかかる事業につきましては、最少の経費で

最大の効果を生むため、国や県に働きかけを行いながら、あらゆる国や県の補助メニューの

中から当町にとりまして財政負担が少なくなる事業の選択を行いつつ、事業採択に向けて知

恵を絞って事業化に向けて奔走してまいりました。現下の情勢は町税収入が微増となり、若
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干の景況感が出てまいりましたが、反面、固定資産税の税収は落ち込み、特に沿岸部を中心

に土地の下落がいまだに続いている状況でございます。 

  今後、新たな財政需要に対しましても基金を活用しながら国や県の支援が得られるように

努めつつ事業の進捗を図り、津波防災まちづくりによる確固たる安全のもと、諸施策を推進

し、多くの人々が住みたくなる「豊かで勢いがあり、心を魅了するまち」の姿が形となり、

その先に町の将来都市像である「人が集い 未来へはばたく魅力あふれるまち 吉田町」が

あるものと確信しておりますので、今後も引き続き全力で取り組んでまいる所存でございま

す。 

  我が町吉田町の未来に向けて、躍動しなければならないこの時期だからこそ、財政的なリ

スクをなくし、最少の経費で最大の効果をもたらすよう全身全霊をかけて事業を展開し、こ

の難局に立ち向かい、何としても乗り越えてまいりたいと思っております。 

  議員におかれましても、この平成30年度からの数年間をまさに胸突き八丁の正念場が続く

状況であることを御理解いただき、町民のため、未来の吉田町のために明るい道筋をつける

ことができるよう、大所高所からの御支援をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 御答弁ありがとうございました。 

  何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

  町長がこれまで取り組まれてきたことに対しまして、財源の裏づけの御説明があったわけ

ですけれども、東日本大震災発生以降、こうした国と県の支援を受けてこられたという中身

をちょっと調べてみたんですが、採択された補助金とそれから実施した事業を挙げてみま

す。平成25年度は平成24年度の補正予算ということで補正予算債を使われたというふうに思

いますけれども、国土交通省の防災安全交付金、元気臨時交付金を使われて15基の避難タワ

ーの建設と４カ所の消防団詰所の改築、あと舞台民附線、住吉幹線、富士見幹線、東名川尻

幹線を初めとする合計13本の避難道路の整備、防災公園の整備、中央公民館の耐震改修、す

みれ保育園の改築、これらを実績としてこれは決算で認めたものでございます。 

  また、平成26年度は環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金、これで町内の防犯灯

を1,942基のＬＥＤ化をしております。平成27年度には、環境省の二酸化炭素排出抑制対策

事業費補助金を使って、役場庁舎の空調設備の更新及び照明設備のＬＥＤ化をしておりま

す。 

  また、平成28年度には農林水産省の農山漁村地域整備交付金、これで漁港の前浜の多目的

広場の整備に着手しております。また、平成27年の補正予算債を使って、文部科学省の学校

施設環境改善交付金で小・中学校全ての教室に空調設備を導入しております。 

  また、平成29年度昨年度ですけれども、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金を

使って、ナイター設備を含めた小・中学校の全教室の照明設備のＬＥＤ化、さくら保育園と

わかば保育園、町立図書館の空調設備の更新と照明設備のＬＥＤ化をしております。また、

本年ですけれども、29年度の補正予算債を使って、平成30年度には文部科学省の学校施設環

境改善交付金を使って中央小学校除く小・中学校のトイレの洋式化、こうしたことを町長は

やられているわけでございます。 
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  平成27年４月22日付の静岡新聞の記事に、政府とのパイプを生かして次々の事業予算を獲

得した。その剛腕ぶりを対立候補は強引で町民の意見を聞かないと批判したがと書かれてお

りまして、町長の剛腕ぶりというのがクローズアップされていることを記事で読んでおりま

す。その後の予算獲得については、今、私が調べたものを述べましたけれども、剛腕そのも

のだなというふうに思うわけですけれども、なぜこのような予算の獲得ができるのかと私は

本当にこれはお聞きしておきたいと、一体全体どうなんだろうということを思いますので、

この点についてはお答えをいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） きのうも議員の皆様にお話ししたことでございますけれども、私は基

本的にプロセスについては話したくないわけでございます。首長は結果だけでございまし

て、結果を示せるかどうかが首長のいわば仕事をしたかどうかということでございます。 

  あれをしたいこれをしたいと言っても何もできない、ある意味で言うと、政治的な詐欺も

しくはペテン師と言われることは首長にとりましては最大の恥辱でございます。基本的に私

は今期においてやりたいと申し上げたことは、さきの選挙でつくりましたパンフレットに全

て載っております。そして、先ほどちょっと目を通したんですが、ほとんど全部やっており

ます。さらに、トイレの洋式化は載っておりませんけれども、これもやっております。なぜ

私がそのようなことができるかということは、簡単には申し上げることは私は非常に嫌でご

ざいますけれども、基本的にはお願いをして、その全てがかなうというだけでございます。 

  議員も宝くじを買うことございますか。私も二十幾つかのころから50年近く宝くじを買う

のでございますけれども、一度も１万円以上のものが当たったことはございませんけれど

も、この事業の採択に関しては、ある意味においては百発百中と言っても私はおかしくない

と思っております。恐らく私自身が幸運のいわば何かそういうものを持っているんじゃない

かと私も思っておりますが、ただ言えることは至誠一貫おのずの信ずるところをまさに訴え

て、その指示を仰ぎ、事業採択をしていただくということが恐らく中央の皆様に通じている

その結果ではないかとこんなふうに思っております。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  全身全霊をかけて町づくりに取り組む真意というものが述べられていたわけですけれど

も、その中でも私どもも心配するんですけれども、やはり町単独でやるということを考えた

らとてもこれら事業はできないわけでございまして、そのことが将来負担につながっていく

のではないかというふうに心配をして、このような質問をさせてもらったんですけれども、

先ほどの御答弁の中で最善の方策をとっていかれるということで、今の私の再質問には余り

具体的にはお答えしていただけなかったわけですけれども、今後どういうふうにして、町長

がよく言う一丁目一番地の防潮堤のかさ上げを最重要課題としてやっていくよということを

言われましたけれども、そのあたりをもう少し納得まではいきませんけれども、安心をして

お言葉をいただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 私も答弁の中で当然のことながら海岸線における大津波阻止網、これ

にはとりわけ問題というものは住吉工区の問題があるということは述べております。住吉と

いうものは川尻と違いまして底地が民有地であり、その上には普通の民家であるとかシラス
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の加工業者であるとか、ほかにも工場等が建っております。したがって、底地が民有地でご

ざいますので、仮に川尻工区と同じような形での底辺が36メートルもあるようなものをつく

った場合は当然のことながらそこにひっかかる民家の方であるとか、それからシラスとか加

工業者の皆様には一定のお願いをすることになります。その場合には当然のことながら移転

の補償であるとか、営業の補償などをしなければなりません。これちょっと考えたけれど

も、かなりの額になります。それが当町が単独でやる場合にはそのようなことが起きるとい

うわけでございますけれども、私が答弁の中で申し上げたように、基本的には当町に負担の

かからないような形、でき得ることであるならば国の全面的なお金でやっていただきたいと

こんなことを考えております。 

  やり方は二つございます。一つは、複数官庁にまたがる形でもって事業採択に向けての財

源をお願いすること、もう一点は、財政法のらち外にあるやり方、この二つでございます。 

  まず、複数官庁にまたがる事業採択、これは非常に難しいものでございますけれども、か

つて私がやったことがあります。それは平成25年のときやった形でございまして、これは前

の選挙のときに、私の対立候補である方がたしか平成24年の12月の議会だったと思いますけ

れども、このままやったらお金がなくなると、どうするんだと言ったとき、国から持ってま

いりますとそのとおり持ってまいりました。それと同じようなことを複数官庁にまたがる事

業採択の形でお金を何とかしてもらおうと、これも非常に難しいんですけれども、端的に考

えますと、財務省それから国土交通省両省のいわば間に調整をして、お願いをして、そのま

たがる財源の手当てをすると。これトップの了解を得られませんとできませんから、これも

非常に難しいと。 

  もう一点は、財務省から国土交通省、農水省、内閣府、これ一部には官邸かかりますけれ

ども、このいわゆる四つないし五つのトップに話をつけるとこういうふうなことでございま

す。 

  しかしながら、これをやれない限りは最初に申し上げた複数官庁にまたがる問題、もう一

つは財政法のらち外にある今申し上げたのは財務、農水、国交省、内閣府、一部には官邸

と、要は非常に難しい誰もやったことはありませんけれども、これをやるということでやり

ませんと恐らくこの町は財政的な大きなリスクを抱えます。何としてもこれをやるというの

が私が平成30年度の施政方針をえてして申し上げたことでございますので、これは私の命に

かえてもやらなきゃならないと思っております。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 30年度の予算の中で、事業計画の中で防潮堤のかさ上げ事業が始ま

るということを承知したわけですけれども、今、町長から御答弁があったように今回は川尻

工区ということになります。住吉工区については今、御答弁があったように大変難しい財政

リスクも含んだ大きな課題があるということで今、御答弁がありましたけれども、繰り返し

になってしまうかもしれませんが、今回、川尻工区と住吉工区と切り離された理由というの

は何でしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） これは非常に技術的な問題がありますので、本来は舩橋理事からお答

えしたほうがよろしいかもしれませんけれども、まず、私のほうから簡単に申し上げます

と、なぜ住吉工区と川尻工区を切り離したかと申し上げますと、現在、うちの町の海岸に整



- 283 - 

 

備されている海岸堤防がございます。うちの町は現在の海岸堤防の天端工を50センチ、いわ

ば上に上げてコンクリートで固めて、その後ろに一体的に11.5メートルの盛り土工事をする

わけでございますけれども、この盛り土工事そのものが海岸保全施設としてまだ認められて

おりません。海岸保全施設としてまず認めてもらう、これを川尻工区でやらなきゃならない

と思っていますし、そのような方向で話は進んでおります。 

  そして、その海岸保全施設という位置づけが終わった段階において次の住吉工区にかかる

というわけで、川尻工区と住吉工区を切り離した問題は今申し上げたように、現在ある堤防

の後ろに一体的に整備される盛り土工事でなされたものが海岸保全施設としていわば位置づ

けるというふうなことを川尻工区で考えております。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

  引き続き答弁のほうを私のほうからさせていただきます。 

  まず、川尻工区につきましては背後地が国有地であり、海岸保全区域に指定されてござい

ます。このたびの防潮堤、高さ11.5メートル、幅８メートル、裏表２割勾配を断面を現地に

入れたところ、全て保全区域内に入るということが大きな理由でございます。 

  一方、先ほど来から御説明さしあげているとおり、住吉については背後地が民地であり、

海岸保全区域でもないという話になりますので、現状の環境からすると、全ての計画をつく

ってから着工というのが一般的ではございますが、将来的にある程度の時間もかかるという

こともございましたので、まずは川尻から着工するという話になりまして、一旦は切り離し

て着工をしていくというようなスキームをとらせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  ３月号「広報よしだ」を私はきのういただきまして、ちょっと読ませていただきました。

これも先ほど町長から少し答弁があったと思うんですけれども、町長からのメッセージの中

で、今言われた住吉区の工区については今回切り離されたわけですけれども、その財政リス

クをとても心配するわけでございます。町長もこの町長からのメッセージの中でリスクにつ

いて触れられておられます。私は川尻工区のかさ上げの工事と同じ形で行った場合の財政リ

スクについて、ちょっと御見解をいただいておきたいなと思うんですけれども、あわせて町

長言われたように完成はまだ見ていないわけですから、川尻工区をやり、そして今度は住吉

工区に入るということの中で財源の手当てをどうするかということについて、本当に確固た

る財政リスクの回避というのをどういうふうに考えておられるのか、また、川尻工区と同じ

形で行った場合のリスクというのはどんなふうになっているんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 住吉工区の場合、その背後地のいわば新しい防潮堤になるわけでござ

いますけれども、それをどういうふうな形でやるかというのは技術的には幾つか考えられま

す。 

  一つは特殊工と言いましてパイルをぶち込んでつくるやり方がありますけれども、基本的

にこれはまずお金がかかります。技術的なことは別に難しいことはありませんから、お金さ

えあればそんなことは簡単にできるわけでございますけれども、パイルを打ってコンクリー
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トで固めても、コンクリートの一番いいコンクリートを使っても100年で終わります。とい

うことは、単純な話、100年後にまた同じことをしなければならないということになります

し、そんなことをやってもどうにもならないわけですから、一番確実なものは土です。土で

山ができれば、それはびくりともしません。東日本大震災で実際に津波が国道にぶつかる、

それでとまったことはございまして、そういう意味においては土が一番安全かつ確実と思っ

ておりますので、恐らく川尻工区と同じような形に落ち着くのではないだろうかなと私は思

っております。 

  その場合に、先ほども申し上げたような財政的な問題が出るわけでございまして、その財

政的なリスクを極めて、はっきり申し上げますと当町ができる限り負担しない形、すなわち

その財源の手当てを国にお願いするという形でやらなければ住吉工区の場合は恐らくおぼつ

かないと思っておりますし、それができるか否かがまさに首長のいわば実力であるとこんな

ふうに思っております。 

  これができなければ、私もいずれ亡くなりますので、あの世行ってこの町をつくってきた

先人に対して、何のかんばせあって、相まみえんやとそういうふうな気持ちです。 

  平成20年だったでしょうか、町制施行60周年というそのときの記念誌として「吉田町町勢

要覧」ができております。その末尾に、「この町の輝き、この町の勢い」ですか、そんな題

で私が寄稿しておりますけれども、常に私が申し上げているのはこの町をつくってきた先人

に感謝し、いまだ見ぬ年を生きる、次代を生きる後人に夢を贈らなければならないとこれが

今、我々がやっているシーガーデンシティ構想であり、これが私は我々が後人に贈る夢であ

ると思っております。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 私のほうから、少し技術的な部分も含めましてお話をさせていただき

たいと思います。 

  先ほども述べましたように川尻工区については保全区域であり、用地買収の必要性がない

とそういった中で今回の予算の中で上程はさせていただいていますが、保全区域内に若干町

の権利を有する町道ですとか、看板ですとかそういったものについては占用を受けておりま

すので、占用廃止届を出していただいた後に着工という形になります。 

  財源の話につきましては、やはり山土を買って盛り土をするというお話が一般的ではござ

いますが、そうしますとある程度のお金がかかるということで、さきの全協の中でもお話を

させていただいたとおりでございますが、建設発生土が国においても県においても発生する

と。それは河川だけではなく、道路からも発生するということで、多目的広場でも一部山土

を購入させてはいただきましたが、大部分は建設発生土でコスト縮減に努めてきたところで

す。そのような考え方に基づいて、今回、川尻工区については、全て建設発生土を使って事

業を実施するということで当町の直接的な負担はないという形でございます。 

  一方、住吉については背後地が狭くて防潮堤、要は川尻と同じサイズ、天端工８メーター

でつくりますと相当な面積が新たに必要になるということになります。そういった場合、移

転の補償の話の前に地元の合意というお話になります。そういった中でやはり地元の協力な

しには公共事業進められませんので、町長のほうから特殊堤のお話が出ましたが、地元の合

意ができないとするならば、現有の換地の中でつくるという話になりますとコンクリートと

か鋼材を使った形でという話になります。そういったものになりますと、町長のほうから特
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に優秀なコンクリートを使っても一般的に100年ぐらいの保証期間を見ておりますので、100

年後を考えたときに新たな投資が要ると。そういった中ではやはり土につきましては河川堤

防も同様でございますが、土は劣化がしないという特に特徴がございまして、100年以降も

きちんとした管理をすれば永遠にもつような構造物でございますので、特殊堤なり一般的な

構造物、それから地元の理解、いろいろな面を考えてトータルで事業を考えていくと。 

  そういった場合についても、やはり振れようによっては大きな財政負担を伴う話になりま

すので、町長が先ほど来から言っておりますように町単独ではなくて、国・県の応援をして

いただいて、将来的には川尻と同様に海岸保全施設として事業実施できるように渾身の力を

奮っていただいて着工していくようにこれから30年以降、これまで以上に国・県への交渉に

臨むという御答弁だったと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 一つ言い忘れたことがありますので、追加させてもらいたいんですけ

れども、先ほど住吉工区と川尻工区をなぜ切り離しましたかと言ったとき、私が川尻工区に

おいては、現在の堤防の後ろに盛り土工事をして新しい防潮堤がそこにできるわけでござい

ますけれども、それを海岸保全施設と位置づけることが狙いだと申し上げましたけれども、

なぜ海岸保全施設として位置づけなければならないかというのは二つ理由があります。 

  一つは住吉工区の問題です。もう一点は、川尻工区が仮に住吉工区もそうでございますけ

れども、海岸保全施設として指定されなかったという場合には何が起きるかというと、例え

ばこれが津波等で崩壊したとします。また、崩壊しないまでもかなりの損傷を受けたとしま

す。それを原状回復するに、海岸保全施設であればこれ全額国がやってくれます。海岸保全

施設でなければ全額地元がやらなきゃならないとこういうふうなことになりますので、これ

は本当に海岸保全施設として位置づける、そしてそれをもとにして国に基本的には財源の手

当てをしてもらうというふうな形になりますので、これは二重にも三重にも難しい作業にな

ります。 

  本当に先ほど申し上げたことでございますけれども、これができるかできないかというの

がある意味においては首長の力量になるわけでございまして、そこにこの町の全てがかかっ

ていると私は思っています。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  その防潮堤の御質問を今しているんですけれども、やはりそれはそれが町の最も重要な基

盤であって、その後のシーガーデンシティ構想につながっていくという町長の所信表明の中

にあったわけで、やはりシーガーデンシティ構想を構想から現実にしていくということが始

まるということでございますので、やはり防潮堤のかさ上げについては壮大なプランであり

ますので、その具体的な進め方と財政の裏づけというのをどうしても確認をしておきたいと

いうことでの質問でございます。 

  町長の今の強い御意思のもとで国・県の働きかけを強め、町の財政負担がないようにして

いくというような心強い御発言があったんですけれども、先ほど御答弁の中に30年度の事業

計画推進のための組織体制については、継続事業ということもあって特別な機構改革、組織

は変わらないという中でやはり国との窓口をしっかりとしてやっていく、そこにおられる舩
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橋理事初め、こちらには教育課長もいらっしゃいますけれども、こうした窓口の強化という

ことについては、そこは万全の体制でやっていかれるということでよろしかったですか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 国との調整窓口というのは二つの意味があります。一つは、これから

具体的に防潮堤のかさ上げ工事が始まりますので、例えば静岡県にございます国の地方整備

局の出張所である河川事務所、それから中部地方整備局が恐らく主になりますけれども、そ

ことの技術的な調整がまず一つ。 

  もう一つは、今申し上げたような財政的な問題を含めた大きな形での国の窓口と二つござ

いますので、国との窓口は私がいたしますけれども、中部地方整備局であるとか、それから

静岡河川事務所との調整等についてはもう一つの窓口にやってもらおうかと思っておりま

す。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  大きな事業をやるには財源の確保が必要であり、また、最少の経費で最大の効果を挙げる

という先ほど来の御答弁なんですけれども、将来負担についてとても心配をしていたんです

が、その心配には及ばないという御答弁を大変心強く思ったんですけれども、予算規模が

100億超えてきたと、平成25年には先ほど私が述べましたように、15基の避難タワーの建設

等々がございまして一時的に起債残高が増えているにもかかわらず、起債残高は減ってきて

おり、公債費の支払いも特例で起債が公債費を上回った年度もありましたけれども、今は落

ち着いていると、公債費比率も下がってきているというこのあたりで本当にここはどういう

ふうにそこの比率を調整していくのかなという疑問もあるわけですけれども、将来において

はこの起債残高、将来負担については健全な財政となっていくためにはどうしていくかとい

うことについて、再度ちょっと確認をしておきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 答弁の中でも申し上げたことでございますけれども、基本的に私が最

初に平成24年度の大型補正予算でもらった防災安全交付金と元気臨時交付金がございますけ

れども、これは起債充当率100％、それから交付税措置70％、これ以上のものはありません

ので、これでやると。あともずっと文科省とそれから環境省もございますけれども、基本的

に環境省の場合は国が大体やってくれて、バルクリース等で返していきますので、非常にこ

れも有利なものでございます。 

  あと、文科省からもらった学校施設環境改善交付金も基本的には補正予算債がつきますの

で、起債充当100、それから交付税措置50というわけで、そういうふうなものをもらってく

る限りにおいては、基本的には確かに見かけの起債残高は増えますけれども、実質的な起債

残高が増えませんので、それほど心配することはないとそういうような形でやっていくのが

やはり一番大事なことではないかと思っておりますし、当然のことながら防災に関係するも

のを国のお金でやっていただければ、うちの町の借金にはならないわけでございますので、

できるかどうかはそれは別でございまして、しなければならない、やらなければならないと

いう形で申し上げていますので、結果は時間がたたなきゃわからないということになりま

す。ただ、そういうふうな方策についてもある程度は頭の中で描いておりまして、そのため
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の準備作業ももうかかっておりますので、そういう方向で行くように本当に自分の命をかけ

ながらもやっぱりやらなきゃならないとこんなふうに思っております。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 10番、大塚です。 

  外堀の件については安心しました。 

  今度、中ですけれども、シーガーデンシティ構想を進めていくということになりますけれ

ども、町長は深化させていくよという御答弁いただきました。これは先ほどの答弁の中でも

ありましたように、これから町税の収入も増えていくというふうに見込まれておって、企業

立地が進み、固定資産税も上がっていくという中で、シーガーデンシティ構想が今まだ構想

なんですが、これが現実化していく中で町の財政負担というのは一体あるんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） シーガーデンシティ構想を進めるに当たっての財政負担というところ

でございますが、基盤整備については町長、舩橋理事から御答弁ありましたとおり、最大限

国の御支援、県の御支援を得るということで乗り切ってまいりたいというふうに思っており

ますが、にぎわいづくりの点については、これは町独自の施策ということになってまいりま

すので、こうしたところについては別の国・県の補助メニューを探しながら、もしくは民間

の力もおかりしながら事業を進めていくということで、できる限り財政負担を抑えていきた

いというふうには思っておりますが、負担は出てまいります。 

  あと、予算規模の大きさに少し過敏な反応をされていらっしゃるようなものですからお話

ししますが、去年、今年とちょっと予算の規模が膨らんでいると、実際の事業と比べて膨ら

んでいるという実態がございます。これが何かというと、ふるさと納税を７億円ほど予算か

ら積み込んでいるというそういうところがございまして、この予算規模から７億円をマイナ

スしていただくとちょうど以前と比べられるというようなそういう数字になります。 

  国の補正予算などを活用しながら当町の場合これまで事業を進めておりますので、歳出ベ

ースの決算額でいくと25年度決算などは170億になっておりますので、それでもそれほど今

財政がどうにかなるようなそういう状況にはなっておりませんし、規模というのは決算で判

断していただいて…… 

○議長（藤田和寿君） あと１分です。 

○理事（塚本昭二君） その中でどれぐらいの起債残高があるかというところで、議員各位も

これから監視していただければよろしいかと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 10番、大塚邦子君。 

○１０番（大塚邦子君） 私は若い世代が結婚、出産、子育てに夢がかなえる町ということ

で、今やっている事業はギフトとして贈っていきたいというふうに思っております。 

  町長におかれましては張り切って国に行って、お金をとってきてもらいたいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（藤田和寿君） 以上で10番、大塚邦子君の一般質問が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 ２時０１分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めて、おはようございます。 

  本日は定例会第15日目でございます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、一般質問を行います。 

  会議規則第57条第１項及び第２項の規定により、期日までに通告を受け、質問を許可して

おります。 

  また同条第３項の規定により、質問の順序は通告順といたします。 

  １人の質問及び答弁に要する時間は60分以内です。関連質問はございません。 

  それでは、順番に発言を許します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 内   均 君 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

〔６番 山内 均君登壇〕 

○６番（山内 均君） おはようございます。 

  通告に従い、質問をさせていただきます。 

  私は、公共下水道事業に対して、一般質問は毎年３月に行ってきました。 

  今回で４回目になります。回を重ねるごとに、受益と負担に関する不公正の問題とか、膨

大な金がかかり過ぎることに対する危機感であるとか、いろいろなもの、それと今回は質問

攻めであって、担当の方には非常に協力いただき、迷惑をかけたかもしれませんけれども、

ありがとうございました。 

  今回は、これから出てきます２と５の問いについての重点的にいきます。 

  過去３年間に公共下水道事業に関する一般質問を行い、平成27年３月は事業計画につい

て、平成28年３月は公共下水道事業の見直し及び合併処理浄化槽の普及の検討について、平

成29年３月は、生活排水、汚水処理対策と下水道・浄化槽についての回答を得ました。 
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  公共下水道事業は、平成元年に計画目標を平成８年度、計画区域面積を95ヘクタールとし

て始まりました。その後、平成８年度、11年度、15年度、22年度と変更を行い、現行の事業

計画は、平成22年度に策定を行っております。計画目標年次を平成29年度計画区域面積を

340ヘクタールとしました。 

  この事業計画の試算は、管渠建設費が156億900万円、処理浄化槽建設費が58億5,400万

円、合計214億5,400万円がかかっています。 

  浄化槽センター維持管理費は、平成７年度から平成29年度にかけた試算の合計は、24億

9,100万円でありました。 

  平成28年３月の回答では、公共下水道事業、全体計画のうち、未整備区域の整備に要する

期間の検討も行っていて、残りの下水道区域の整備に要する期間は55年であること、未整備

区域の検討整備に要する費用は、155億8,400万円と算出をしていた。 

  平成27年度の質問には、全体計画の見直しを30年度から36年度までの設定に向け、28年度

は見直しを進めているところであるとの回答もあった。 

  平成28年３月の回答では、全体計画、期間見直しは、平成27年度から20年先の平成47年度

までとしている。公共下水道全体計画のうち、無整備区域の整備に要する期間の検討を行っ

ていて、残りの下水道区域の整備に要する期間は55年であること、未整備区域の整備に要す

る費用は、155億8,400万円と試算をしていた。 

  平成28年度の計画区域については、現計画と同じ、920ヘクタールと変更はなかった。  

しかし、排水管が使用できる耐用年数が平成29年度の回答のとおり、50年であるとすれば、

残りの整備に要する期間55年の前に、最初の排水管は使用できなくなり、優先的に再生の対

応をしなければならなくなる。 

  28年を経過した現在では、あと22年で、サイクルが原点に戻り、計画の達成は困難とな

る。結果、計画区域内の未整備区域や計画区域外は負担のみが要求されることになると。 

  そこで質問します。 

  １、計画区域の整備達成は困難が考えられるが、対応は考えているか。 

  ２、北区の事業計画区域を事業開始する前に、最初の配管の再生に取りかからなければな

らない。北区の事業実施は可能と考えているか。 

  ３、下水道事業は生産性が極めて低いため、町税に頼ることとなり、計画区域内の未整備

区域内や計画区域外は、負担のみが要求される。解決策は考えているか。 

  ４、循環型社会形成推進交付金事業での合併処理浄化槽への転換が毎年数件では、美しい

自然環境は守れない、対策は考えているか。 

  ５、負担だけでは税の公平性を欠く、環境省の浄化槽市町村整備推進事業、平成６年度か

らの活用を考えてはどうかについて、質問をさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田和寿君） それでは答弁をお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 下水道事業の継続可能性と将来像及び負担についての御質問のうち、

１点目の計画区域の整備達成は困難が考えられるが、対応は考えているかについてお答えし

ます。 
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  下水道事業は、耐用年数及び建設期間が長期にわたることから、長期的な見通しの上で、

計画する必要があるため、おおむね20年後を目標として計画の策定をするものとされてお

り、計画目標年次を平成47年度とした吉田町公共下水道全体計画を平成28年度に策定をし、

計画汚水量や処理施設の規模といったものを定めております。 

  実際に事業を進めるに当たりましては、財政及び執行能力等の観点から、全体計画区域の

うち、優先度の高い区域において整備可能な区域を選定し、吉田町公共下水道事業計画を策

定した上で、実施しているところでございます。 

  現在の事業計画は、計画区域面積340ヘクタールに対し、本年度末時点の整備面積は271.9

ヘクタール、整備率80％となっており、平成29年度が終期となっておりますことから、さら

に事業進捗を図るために、次期事業計画策定に向け、県と事業計画区域の拡大及び事業計画

期間の延伸について協議を終え、手続を進めているところでございます。 

  このような中で、事業の一層の効率化と健全化を目指して、平成32年度から下水道事業会

計を地方公営企業法の適用を受ける公営企業会計に移行する準備を進めております。 

  さらに、平成32年度には、中長期的な経営の基本計画となる経営戦略の策定も行いますの

で、公営企業に基づく効率的な経営を念頭に置き、将来にわたり安定したサービスを提供し

続けることができるための方策を十分に検討しながら、全体計画の達成を目指してまいりた

いと考えております。 

  続きまして、２点目の北区の事業計画区域を事業開始する前に、最初の配管の再生に取り

かからなければならない、北区の事業実施は可能と考えているかについて、お答えをしま

す。 

  当町の下水道事業は、平成２年度から工事に着手しており、本年度で27年を経過すること

となります。 

  議員御指摘のとおり、一部の既存施設の長寿命化対策も始まっており、さらに、管路施設

の標準耐用年数は50年となっておりますので、いずれ管路施設の老朽化に対しましても、対

策が迫られることとなります。 

  こうしたことを踏まえ、国の補助も見込める長寿命化対策を講じるようにするため、平成

30年度には、下水道ストックマネジメント支援制度を活用して、計画を策定してまいりたい

と考えております。 

  下水道事業におけるストックマネジメントは、管渠を含む下水道施設全てに対しまして、

点検、調査、修繕、改築を一体的に捉えるものであり、施設の状態を点検、調査し、その結

果を踏まえて、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設全体を計画的かつ効率的に

管理するものでございます。 

  今後はこうした手法も取り入れ、具体的な改築シナリオを設定し、事業費を平準化するこ

とにより、既存施設の維持管理は、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう計画的に実施

してまいります。 

  また、管路整備につきましては、未整備区域への早期拡張に努め、多くの町民の皆様方に

公共下水道事業を御利用いただけるよう事業を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の下水道事業は生産性が極めて低いため町税に頼ることとなり、計画区域内

の未整備区域内や計画区域外は負担のみが要求される。解決策は考えているかについてお答

えをします。 
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  公共下水道事業につきましては、都市計画事業の一つとして、位置づけられているところ

でございます。この都市計画事業の目的といたしましては、都市の健全な発展と秩序ある整

備を図り、公共の福祉の増進に寄与することでございます。 

  現在、町ではこの目的に沿いまして、水環境の保全を図り、良好な生活環境を創出するこ

とを目指して、社会資本の基盤の一つである公共下水道を整備しているところでございま

す。 

  このため、下水道全体計画区域内の未整備区域につきましては、引き続き国庫補助制度を

活用し、公共下水道の整備促進を図ってまいる所存でございます。 

  一方、全体計画区域以外の地域の汚水処理につきましては、各家庭で合併処理浄化槽を設

置して、汚水を処理していただく個別処理方式を採用しておりますが、町では合併処理浄化

槽個別設置者の負担軽減を図るため、吉田町浄化槽設置費補助金交付要綱に基づき補助金を

交付し、下水道事業計画区域内との差別化を図っております。 

  この合併処理浄化槽設置のための補助事業につきましては、吉田町・牧之原市循環型社会

形成推進地域計画を策定し、浄化槽設置整備事業としての位置づけを行いまして、国及び静

岡県の補助金を活用して進めているところでございます。 

  目下、このような手法によりまして、当町の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を

図ろうと努力しておりますが、今後の整備手法につきましては、最善の方法を研究しなが

ら、よりよく検討してまいりたいと考えております。 

  次に、４点目の循環型社会形成推進交付金事業での合併処理浄化槽への転換が、毎年数件

では美しい自然環境は守れない、対策は考えているかについてお答えをします。 

  先ほど申し上げましたとおり、町では生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するた

め、吉田町浄化槽設置費補助金交付要綱に基づき、公共下水道事業計画区域以外の地域で合

併処理浄化槽を設置する方や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置がえを行う方に

対しまして、浄化槽設置費用の一部を補助し、合併処理浄化槽の設置を促進しているところ

でございます。 

  合併処理浄化槽は、公共下水道と並んで、生活排水対策の柱となるものであり、循環型社

会を形成する環境保全上、健全な水環境の構築に大きく寄与するものと考えておりますが、

進捗度は低い状況でございます。 

  これは当町だけの問題ではなく、全国的に見ても同様の傾向にありますが、その理由とし

ては、既に水洗化の利便性を享受している単独処理浄化槽が数多く存在していること、地域

住民が浄化槽を用いて、環境を守っていこうとする意識が高まらないということ。さらに

は、高齢化等による経済負担の影響があるのではないかと考えております。 

  中でも地域の水環境を保全していこうという環境に対する地域住民の意識の高まりの必要

性は喫緊の課題であると捉えておりますので、環境意識の向上を図る取り組みを推進してま

いりたいと考えております。 

  次に、５点目の負担だけでは税の公平性を欠く、環境省の浄化槽市町村整備推進事業（平

成６年から）の活用を考えてはどうかについてお答えをします。 

  環境省では、市町村が循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施

するために、循環型社会形成推進地域計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるための

交付金を交付をしております。 
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  この循環型社会形成推進交付金の交付対象事業のうち、浄化槽市町村整備推進事業といた

しまして、市町村が設置主体となって浄化槽を整備し、し尿と雑排水をあわせて処理するこ

とにより、生活環境保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする事業がございます。 

  この事業は、市町村が公営企業として、合併処理浄化槽の設置を実施し、この浄化槽の保

守点検、清掃及び法定検査につきましても市町村で行うものであり、市町村の収入は、御利

用者からの使用料と浄化槽設置費用の一部に対する負担金を見込むのでございます。 

  静岡県内の状況といたしましては、現在、浄化槽市町村整備推進事業を実施している市、

町は御殿場市の１市のみであり、平成25年度から特定地域に限定して事業を実施をしており

ます。 

  また、掛川市につきましては、事業実施期間を平成17年度から平成28年度までとし、ここ

12年間で1,702基の合併処理浄化槽を設置をしております。 

  事業開始から12年が経過しておりますが、その間維持管理費が年々増加する状況がうかが

え、事業の効果につきましては、詳細な検証が必要であろうと考えております。 

  浄化槽市町村整備推進事業につきましては、平成６年度に創設されたにもかかわらず、全

国的に事業者数がそれほど伸びていない事情もありますことから、他市町の事例などをよく

研究し、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、町長から詳しく説明をしていただきました。その中で、まず質問

をこれからするに当たって、確認をしておきたいことが幾つかございます。 

  平成27年、28年、29年で質問させてもらった中から、平成29年度までの事業計画の試算が

質問のとおり管渠建設費が建設費と処理場建設費の合計が214億5,000万円、浄化センター維

持費は24億9,100万円がトータル239億4,500万円がかかっており、残りの未整備区域の整備

に要する費用は、155億8,400万円と試算している。合計金額は、395億2,900万円。何と400

億であることを確認しておきたいと思いますけれども、この数字は間違いはないですね。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  現在、自分のほうで金額として持っているものになりますけれども、平成28年度までの建

設費及び維持管理費、トータル合わせてですけれども、その金額につきましては、324億

9,517万4,549円という数字は確かでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） それともう一つ、先ほど町長の答弁にありました配管の耐用年数50

年、これは我々が仕事をしていて、どんなパイプを使うのか、ちょっとわかりませんけれど

も、50年というのは、べらぼうに長い数字なんですけれども、これはどこでそういう数字が

出てくる、根拠というのはあるんですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 
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  この管渠の50年というものですけれども、平成15年度に国交省で出している下水道施設の

改築についてという通知の中で、管渠は50年といっているものを示しているものでありま

す。また、地方公営企業法の基本標準耐用年数の中でも、下水道管渠につきましては、50年

ということで定めてあります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 国交省のほうでということで、起用しました。 

  多分、これ我々が使っているＶＰ、多分わかると思いますけれども、ビニールパイプを大

型車が乗っても潰れないようなＶＰ管を多分使って、ＶＰ管よりももっと何か耐力があるも

の、継続性のあるものを使っていると思うんですけれども、その何か名称というのかそうい

うのは、あると思うんですけれども、どうなんですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  正式名称がちょっと伝えられないんですけれども、リブ付の硬質塩ビ管を使っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 名称としてはいいです。要するにそういうものを国交省が、国が、開

発をして国が承認をして使っているということでありますので、その施設上、それは問題な

いと思います。 

  それから、私は実際、下水の工事を、工事というか質問をしていくうちに、だんだんとい

ろいろなものが見えてくるんです。いろいろな人にも助けられました。その中で、下水道事

業というのは、これは生活活動がかかっていますので、例えば何年先までかかるかというの

は出ないと思うんです。実際に先ほどの質問の中で言った細部の中に入っていますから。 

  そうすると、何が一番合理的かということになりますと、全体の計画をやったときに、一

つ聞きますけれども、全体計画が340、950と340ありますよね。その中で、今の浄化センタ

ーの排水の処理能力、今の現在の１基目の排水の処理能力はどのくらいと計算をしているん

ですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  平成22年度に事業計画した計画等、現有、実際整備して、完了ある施設、ちょっとまだ計

画の段階で一致はしていないんですけれども、今ある現状の施設能力だけでいいますと、処

理能力としては、3,200立米の処理能力を有しております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、3,200立米、要するに１日ですよね、１日の処理能力ですね。 

  そうすると、事業計画が340ヘクタール、きょう地図、図面に示してありませんけれど

も、その許容範囲というのは340は、１棟の中に入っているんですか。それとも、計算して

いくと、それが340やるには、もう一つ欲しくなるということはないですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 
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○上下水道課長（山脇一浩君） 平成22年度に策定した計画の中では、処理能力としては、

7,300立米の計画を立てていまして、処理人口としては、１万2,500人ということで計画を立

てています。 

  340ヘクタールやるには、それだけの処理能力が必要ということで、現有施設、建築物も

含めて、構造物も含めて建てたのと、実質今、２池しかないんですけれども、３池つくる必

要な計画になっております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） そうすると、今やっている340ヘクタール、間に合わないとなると、

現状、現有ですよ、そうすると、今の下水道処理センターなるもの、要するに処理能力があ

るものをもう一つつくらないと実際にはそこまでキャパシティーとしてはないということで

すよね。 

  すると、何が起きるかというと、今言った、まず約400億かかる金額が、少なくても機械

全部入れて、80億、100億の金額かかるわけです。そうしていくと、この下水道の工事はど

こまで、ひょっとしたらもう最後までいってしまうんじゃないかという気がするんですけれ

ども、そういう意味でちょっとお聞きしますけれども、今、処理能力が7,300立米の１万

2,500人で、27年度か28年度に聞いたときには、対象が２万8,000人、計画区域が。950の中

が２万8,000人になったんです。そうすると、今の能力のその２万8,000人をやるためには、

今と同じものが340ですから、もう1.5基くらい欲しくないですか。その辺の計算というのは

しているんですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  全体計画の中では、そこも含めて、今の下水処理場も用地も含めて、計画は持っているん

ですけれども、実際詳細については、そこまで今、ちょっと数値を持っていないので、説明

できないんですけれども、実際の数値としては、詳細は出ていないと思います。 

  すみません。先ほどの計画の中で言いました１万2,500ですけれども、現状の数値と、ま

た計画の数値で、現時点でも大分量が少ない状況にはなっておりまして、本当に１万2,500

人を処理するために、7,200立米必要かどうかというところについては、再検証が必要だと

思います。 

  今の状況であると、まだ余裕がある状況になっております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

今の中で、たとえその数字が多少の数字があろうとしても、２万8,000人をやるために、

全体の計画950が設定されているとなると、１万2,500人を割っていくと、大体2.3か４です

よね。その辺の数字が出るものですから、これはなぜかといいますと、一番今回聞きたいの

は、本当にどこまでの範囲がやれるのか。 

  もっとこれから怖いこと言いますけれども、実際に北区で本当にやれるのか、そこまでに

どのくらいかかるのか、それは試算できないと思うんです。 
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  それで特に、これ本当に怖いのは、悪循環というか、この循環に入っているということ

は、今、最初、平成２年から始まった工事は、少なくても平成52年には使えなくなるんで

す。要するにその使えなくなるというのは、皆さん経験があるかどうかわからないですけれ

ども、家庭から出てきた排水が、詰まった経験はありませんか。 

  あれは油が付着をして、人間でいう動脈硬化なんです。動脈硬化を起こすんです。それの

原因が油なんです。一般質問でも聞きましたけれども、やはり生活のあれが変わってきて、

非常に油が多くなってくると、その危険性がすごくあるんです。 

  かなり増えましたよね、特に外国の方が来たときには、食生活違いますから。それを考え

ていくと、現在でも本当はもう清掃していなければいかんと思うんですけれども、その辺は

今はやっているんですか。 

  一応事業の中では、管の清掃自体もやっていますか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  今の現状でいきますと、長寿命化対策の中では、国庫補助事業でやっていまして、長寿命

化対策では、基本法定対応年数を過ぎていないと補助事業として調査、修繕することはでき

ない状態ではありますけれども、単費でマンホールのところの調査、そういうものは実施し

ております。ただ、この30年度に事業としてやる予定でおりますストックマネジメント事業

につきましては、法定耐用年数ではなくて、管路も浄化施設も全てにおいて維持管理、修

繕、調査した上で、必要があるものについては、修繕して、法定耐用年数は50年だとして

も、延命処置をした上で、長寿命化を図る対策をやっていく予定でおります。 

  実際のところにつきましては、50年で終わらせないように、実使用年数をどれだけ長く使

えるようにするかというところについては、調査、点検しながら、進めていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の法定年数というのは、何年ですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） すみません。法定耐用年数というのが、管渠であれば50年と

か、下水の設備であればとかいろいろ細かく分かれていまして、その物によりけりなところ

がありますので、一概に、細かいところはちょっと持っていないので、申しわけありませ

ん。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、流れの中で聞いただけであって、それは余り大きな問題ではある

とは思っていませんので、ただし、実際には、もう28年経過していますから、きのう、要す

るに下水、排水関係の人にちょっと聞いたのが、家庭用の排水に関しては、トイレの排水

は、ある程度、水が流れてもいいらしいんです。我々も100分の１とか50分の１とかの勾配

で、水と物が流れるような勾配で計算されたものでやっていますから。ところが下水の場合

には、もっと緩やかに流れていくらしいんです。そうすると、今言われた油のそういう検査

しなきゃならないところが、法定以前に来る可能性が、要するに生活環境変わりましたか
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ら、油を使うことが多くなりましたから、可能性がありますので、それは間違いのないよう

にやっていただきたいと思います。 

  目的はそこの辺ではなくて、今言われた平成２年に開始をした排水管が、今、平成30年で

すから、52年には完全に耐用年数超すわけです。少なくとも、そのキャパシティー、許容量

からいくと、恐らく85％くらいはもう長寿命化に入っていかなければいかんと思うんです。 

  そこで聞きますけれども、今、長寿命化というのをいろいろな部分でやっていますけれど

も、要するに耐用年数のどのくらい、８割とか、キャパシティーの80か90とか、どの辺でや

っているんですか。 

○議長（藤田和寿君） 上下水道課長、山脇一浩君。 

○上下水道課長（山脇一浩君） 上下水道課でございます。 

  この耐用年数につきましては、基本の年数でありまして、先ほども言いましたストックマ

ネジメント事業の中で、点検しながらやっていきますので、点検した上で50年以上使えれ

ば、50年以上、実使用年数として使っていきたいと思います。 

  また、修繕が必要なところにつきましては、延命措置をした上で、そこは定期点検、調査

した上で、なるべく長く使えるような対策をとっていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） できるだけそのやつは早い時期にやらないと手おくれになる可能性も

ありますので、しっかりとした対応をしないと、この金額は優しい金額じゃないですから。

ぜひお願いします。 

  あと、それと、２番の問いに対して、北区でできますかという問いがあったんですけれど

も、町長の答えの中では、いくかいかないかという返事がなかったんですけれども、どうな

んですか、これを担当者にちょっと聞くというわけにいきませんので、理事のほうから、多

分私としては今、サイクルの中で、いかないじゃないかという気がするんですよね、いかな

いというか、お金が今やっているものの1.5倍から２倍かけないと同時進行的にはいかない

んじゃないかと思っているんですけれども、そのあたりの考え方というか、意識というか、

その辺はどのような感じで持っているか、これ我々にとっては非常に大事な問題ですので。

お願いしたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今、お話がありましたとおり、町長の答弁でも具体的にどうというこ

とは答弁の中にないということは認識をしておりましたけれども、現在の事業量の配分でい

けば、北区へ到達させるというのは、かなり先のことであるというふうに思っております。 

  ただ、現計画が、ほぼ全域公共下水道整備していくという計画を掲げて、またその中で動

いておりますので、それに向かって、できるだけのことは達成を目指していくという姿勢で

の町長のお言葉だったというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 大変苦しいところだと思うんですけれども、要は、今の回答でいく

と、未知数ですよということですよね。現実そうだと思います。実際のところ。例えばメン

テナンス、ストックマネジメントでもいいんですけれども、最初のころというのは、配管を
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恐らくマンションなんかの場合は、高圧で石を飛ばすんです、細かい石を。削ってしまうん

です。恐らくこういう生活がかかっていますので、とめるわけにはいかない中で、どうして

やるかというと、多分もう一つ励行にしないとできないじゃないかと、当然技術的なものは

進歩してくると思うんですけれども、現在ではそういう方法としか私の中では、浮かばない

わけで、そうしてくると、未知数のそのものが本当に未知数なのか、完結される未知数であ

るという形が多いんですけれども、その辺はやはりそうですよね、その辺どういうふうに感

じますか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） これまでも出ております耐用年数が到達が近づいているということ

も、これは当町だけの問題だけではなくて、全国的な公共下水道の整備時期からいくと、う

ちの町の場合は、どちらかというと後発ですので、先にスタートしている事例のほうが多い

というふうに認識しておりまして、そういう先行事例が、この耐用年数に対してどう今後、

事業継続を図っていくかというので、会計的にも、そういう問題を抱えてここに来て、法的

化を目指すとそういう背景の中にはそうした部分もあるというふうに思っておりますし、あ

とこれ技術的にも、今後長寿命化に向けていろいろな手法が開発されるのであろうという期

待感は十分ございまして、それで一挙に施設更新を図っていくというような、そういう事業

運営であれば、かなり難しい問題がございます。 

  ただ、水道の例などを見ても、かなり以前とは、全てそっくり施設を変えてしまわなけれ

ばいけないような、そういう思想というのはだんだんなくなってきておりますので、そうい

う点では持続可能な道も今後探ることはできるだろうと。 

それと、公営企業、企業会計に変えていくというもう一つの側面から見ると、今まで全て

を公費で新たにお金を入れて、それで使い終わったらそれで終わりと、そういうような感覚

での経理が、今後、企業経理ということになると、４条で投資したものを減価償却をしなが

ら、次の投資につながるように留保資金として残すというようなそういう感覚を持ちながら

更新に備えていくというそういう経理を今後心がけていかなければいけないですね。そうい

うこともございますので、今、町長の答弁の中には、32年度には、新たに戦略をつくってい

くような答弁もございましたけれども、この戦略的なものについては、そうした公共下水道

を取り巻くものというのは、大きく変わってこようとしておりますので、そうしたものも踏

まえて、一つの分岐点になるのではないかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 舩橋理事にちょっとお聞きしたいんですけれども。土木の関係もそう

だと思うんですけれども、我々今、水道の話しが出たんですから、水道の管の場合には、生

活をしながら、部分的に瞬間的に転がして取り換えることができるんです。下水の場合に

は、毎日の生活がかかっているんですから、その辺は、例えば私ではちょっとわからないで

すけれども、技術的な部分というのは、かなりやはり国のほうでは進んでいるものがあるん

ですか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 
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お答えに直接関連するかどうかわからないところがありますが、先ほどの答弁の中にもあ

りましたように、従来はつくってから、ある程度時間がたった後に、改築をするという話が

一つのスタイルでございました。国家財政からして考えると、そのやり方については非常に

大きな問題を抱えているだろうという反省もございまして、適切な維持管理をして、まず延

命化を図りたいという話、それと、徐々に補修しながらでも最終的には劣化するという問題

がありますので、長期的に監視をしまして、すぐさま対応できるような形をとるように今、

研究が進んでおります。 

  抜本的な対策のやり方については、ある意味では従来と同じような形をとる場合もありま

しょうし、場合によっては、既存のものを生かしつつ、内部の対応で考えるという話もあろ

うかと思っています。 

  今は、長寿命化に向けて、民間企業も含めて相当な技術開発をさまざまな視点からチャレ

ンジをしている状況でございまして、抜本的にはこういう案が一つありますよという話では

なくて、いろいろな技術、いろいろな可能性を信じて、いろいろな取り組みがなされている

のが現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 私としては、今、経験上は生活排水、毎日流れていますので、もうそ

れは迂回をするしかないということですよね。多分、イノベーションがどこで起きるか、そ

れはもう方法論としては、恐らくそういう方法、今言った、最終的には劣化しますからね。

その辺で、多分、北区に向かって、未知数がだんだんと狭くなってと感じがしますけれど

も。 

  それで、先ほどの質問の中に、５番のところに入れました。要するに、現実的に、340ヘ

クタール以外は、今、現実にやってくれている人たちは、実際の受益を受けているわけです

けれども、我々は北区とかそれ以外に関しては、それが実際にはないんです。 

  それで、ちょっと担当者の方に無理を言って教えていただいたんですけれども、歳出から

いきますと、26年度が76件、下水をやってくれたと。27年度が東名間新幹線がかかった関係

上、12件、28年度が16件、29年度が69件、決算ベースでいくと、26年度が８億9,505万、要

するにそれを単純に76件で割ると、1,177万円なんです。27年度が12億1,230万1,000円で、

12件、単純に割っていくと、１件ですよ、１億102万5,000円。28年が、決算ベースでいくと

11億1,211万、16件ですから、１件当たり、これは前回も言いましたけれども、6,950万。29

年度もこれは69件で、道路とかそういうところが済んできて、実際に住宅などの団地の中で

始まりましたので、29年度が69件、これはかなり増えたと思います。それでも１件当たり、

1,655万ですよ。今、繰入金やっていますけれども、例えば繰入金が26年度は５億8,600万、

それで単純に76件で割ると、771万4,000円、27年度が繰入金が６億4,782万、12件で割りま

すと、１件が5,398万、28年度が繰入金ですよ、一般会計からの繰入金だけを考えていく

と、合計が28年度が５億9,834万ですから、16件で割っていくと3,739万。29年度が実際のと

ころ、実際の団地の中では、混んでいるところに入ってきましたので、繰入金が６億1,850

万の中で、単純に割っていっても、69件で割っても、896万円かかるわけです。それともう

一つは、やはり受益者負担の見ていただきましたけれども、26年度が797万、27年度が1,044

万、28年度が236万、29年度が816万ということで、実際には、なかなか生産性が確かに言っ
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たとおり、極めて低いわけです。それによって、耐えることになりますので、これを見てみ

てもやはり下水がいかに高いか、お金がかかるかということはわかるかと思います。 

  その中で、今、町長の答弁があった循環型社会形成地域計画の合併処理が、一般質問であ

りましたよね、年間に大体、４件、11件、３件、４件と非常に少ない中で、これ本当は浄化

槽の目的というのは、快適な自然環境をするためのそういう目的、そうすると、その計画で

は、これではとても足りなくて、そうして、今回、資料を皆さんに見ていただけました。提

出させてもらったとおり、これが環境省の大臣官房と書いてあります。環境省から出てき

て、これが平成６年からやっていると。黙々とやっていって、初めて知ったんですけれど

も、その中で、合併処理浄化槽のここ、つければよかったですけれども、１番この必要な中

に、地震に強く、被災しても早期の回復が可能と。要するに耐震性が非常に、耐震性という

か、復興にはすごい強い力を持っていると。それとですね、設置費がとにかく下水に比べて

は安いです。資料見ていただいたとおり、１件当たり、この資料というのは、浄化槽に係る

国庫補助の概要ということで、これは、右側に書いてあります。右のとおりに書いてありま

す。浄化槽が下水にかわって、我々受益者、受益をしていないところ、それも含めて、町と

いうか行政団体がこうやってくれていると。市町村が個人の自宅に設置し、市町村が維持管

理を行うということで、答弁の中であった、掛川でびっくりしたのは、1,702基、これ驚き

ました。その裏側に書いてあるのが、嬉野市、佐賀県です。ここでもやはり中にあります、

浄化槽が480基、でも掛川、すごいですね、こういうことが起きるものですから、これは受

益を受けていない我々にとって、ぜひこういう形のやつが、少なくても……。 

○議長（藤田和寿君） 山内議員、質問ははっきりと言っていただきたいと思います。 

○６番（山内 均君） これしないと説明できないものですから。この金額がありますので、

要するに、120万かかって、12億やると、1,000件できてしまうんです。そういう意味で、こ

れに対してまたこういうものがありますので、この考えに対して、どのような計画、計画と

いうかこれから考えられることがあるかをちょっと教えていただけますか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 議員からいろいろ分析をしていただきまして、数字も提示していただ

きまして、ありがたいと思いますが、ただ議員の分析の中で、少し異論を挟むとすれば、４

条での建設費というのは、企業会計で考えた場合には、後々には回収すると、そういう費用

ですので、４条予算になっております。３条予算というのは、経費として失われるものです

ので、損益計算にダイレクトになるという、そういうものですが、今、建設費として１件当

たりで、受益件数で割り戻すようなそういうやり方でしたので、４条の場合は、トータルベ

ースで全て考えてかなければいけないものですから、ちょっとここの数字は余りひとり歩き

すると、１件に対して１億超えているじゃないかみたいな試算になってしまいますので、そ

こはもう少し、全体を見ながらの把握を私どももしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  それと、確かに公共下水道そのものの建設費とか維持管理費から申し上げますと、非常に

多額の費用を要するということは自覚をしておりまして、ただ一面、今度、公営企業、企業

会計を採用する中で、この４条部分をどうやって回収していくのかという、これまでは特別

会計の一般会計と同じような会計の中で行っていますので、そうした感覚が我々にも多分不

足をしている部分だと思っております。そうしたものをいかに回収をして事業継続を図って
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いくかというところを意識を全く変えて、そういう観点で、全体の経営を見ていかなければ

いけないというふうに思っています。 

  そうした中で、今回御提示いただきましたこの環境省が行っている事業がより効果的な、

効率的なものだということになれば、こうした採用も検討しなければいけないというふうに

は思いますが、公共下水道、まだ経営から全ての分析を行っていっているような状況ではご

ざいませんので、こうしたところを踏まえて、どういう方策が一番当町にとって好ましいの

かいうところは、十分に検討させていただきたいということで、町長の答弁にもありました

けれども、そういう状況でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） さっきの掛川の量を聞いたときには、実際に嬉野市よりももっとすご

かったですね。そういうものが近くにあるというふうになると、可能性として我々は特に計

画から外れてしまうと、それは何らかの違う方法でしか受益は受けることができないもので

すから、すると、環境の美しい町をつくるためには、それをやっていただきたいと。ぜひそ

ういう意味で、これからの方向性を最後にお聞きをしたいと思うのですけれども、どうでし

ょう。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 掛川市の事例も実際にどういうものかの確認もありまして、この

1,702基、設置されている現状を承知しながら、またこの維持管理経費がどうなっているか

という、そういうところまで把握を進めておりますので、そうした中では、掛川市として

も、課題も抱えながら、この事業を行っているという実態は承知しております。 

  こうした幸運にも先進事例として、検討するものがございますので、そうしたところを踏

まえて、当町として町長の答弁にもありましたが、現在、当町が目指しているのは、都市計

画事業としての基盤整備でございます。 

  それを環境の改善だけを目指した事業に切りかえていくかどうかという、そういう目的の

変更もございますので、そうしたところも十分念頭に置いて、当町の今後の進むべき道とい

うのは検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今回、質問の中の５、負担だけでは税の公平性を欠くと、そういう感

覚を持っている人、たくさんいますので、それと同時に現実的ですよね。 

  もし今言った、そういう少しでも皆さんに利益を受けたという感じを与えるような政策、

何かいいものがあって、政策をぜひやっていただきたいと、それに向かってまたよろしくお

願いいたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（藤田和寿君） 以上で６番、山内 均君の一般質問が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 八 木   栄 君 

○議長（藤田和寿君） 続きまして、９番、八木 栄君。 
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〔９番 八木 栄君登壇〕 

○９番（八木 栄君） ９番、八木 栄です。 

  私は平成30年第１回吉田町議会定例会一般質問において、さきに通告してありますよう

に、防潮堤整備について質問をいたします。 

  平成30年度には、いよいよこの津波防災町づくりの最重要施策であります防潮堤のかさ上

げ工事が開始される運びとなりましたと、町長の施政方針で伺いました。 

  3.11東日本大震災のあの映像は、衝撃過ぎて忘れることはありません。我が家も海岸から

約300メートルくらいのところにあり、津波に対する意識は強いものがあります、テレビで

地震情報が流れるたびに、画面に近づき、情報を読み取ります。 

  1,000年に１度の大津波を海岸で食いとめることができるとしたら、どんなに安心できる

ことでしょう。川尻地区に住む皆さんにとって、期待のよるところだと思います。また、こ

うして防潮堤の整備が現実のものとなってくると、私の住む住吉地区においても、現状の防

潮堤から大津波を食いとめる防潮堤への整備に関心が向いていきます。海岸線に住む人たち

からすれば、大いに関心のある事業であることは間違いありません。 

  このようなことから、質問いたします。 

  １、盛り土工事が施工されるに当たり、大まかな工事の内容と、それぞれの工程につい

て、お聞きします。 

  ２、防潮堤整備の予算については、平成30年度の防潮堤整備に関する予算には防潮堤着工

式典の経費と、防潮堤整備関連工事の予算が計上されています。 

    既設防潮堤裏側に、海抜11.5メートルの高さとなる背後盛り土を施工するわけです

が、その予算が計上されていないようですが、盛り土施工の財源はどのようになってい

るのか、お聞きします。 

  ３、川尻海岸に続いて、住吉海岸の防潮堤整備に入るわけですが、どのような形で、いつ

ごろから工事に入られるのか、住吉の海岸沿いに住む人たちからたびたび聞かれます。

どのような形で、いつごろから工事に入るのかお聞きします。 

  ４、住吉の人たちへの住民説明会など、どのように計画しているのかお聞きします。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） それでは答弁をお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 防潮堤整備について御質問のうち、１点目の盛り土工事が施工される

に当たり、大まかな工事の内容と、それぞれの工程についてお聞きしますについて、お答え

をします。 

  施政方針で申し上げましたように、平成30年度からは、駿河海岸、川尻工区におきまし

て、既存の海岸堤防の裏側に海抜11.5メートルの高さとなる背後盛り土の整備が開始をされ

ますが、背後盛り土の整備に至る経緯から御説明いたします。 

  東日本大震災後の平成23年11月に作成した吉田町津波ハザードマップにおいて、吉田町沿

岸における1,000年に一度の大津波の最大津波高は、8.6メートルと想定いたしました。 
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  またその後、平成25年６月には、静岡県第４次地震被害想定において、吉田町沿岸におけ

る南海トラフ巨大地震などによる最大クラスの津波の最大津波高は、当町の想定とほぼ同等

の高さを切り上げて９メートルと公表をされました。 

  現在の海岸堤防高は、高潮の高さにより決定されており、当町の既存海岸堤防の高さは、

海抜6.2メートルでございます。 

  これは比較的発生頻度の高いＬ１規模の津波に対しましては必要な高さを満たしておりま

すが、発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラス、いわゆるＬ２

規模の津波に対しましては、必要な高さを満たしていない状況でございます。 

  国の中央防災会議で策定されている防災基本計画では、比較的発生頻度の高いＬ１規模の

津波に対しましては、海岸の保全施設等の整備を進めるものとし、Ｌ２規模の津波に対しま

しては、住民等の生命を守ることを最優先として、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わ

せた多重防御による地域づくりを推進すると定められております。 

  当町におきましては、町民の皆様の命を守る対策として、最優先で津波避難タワーの設置

を完了させており、さらには、シーガーデンシティ構想の位置づけの中の津波防災町づくり

において、町民の皆様の財産、企業の皆様の生産活動を守る対策として防潮堤のかさ上げ、

海浜回廊及び多目的広場の整備を掲げております。 

  こうした構想を掲げ、当町の強い働きかけを国に行った結果、国の直轄施工区間である駿

河海岸における最大クラスの地震・津波に対する被害の軽減を図るための海岸保全のあり方

について検討することとなり、国土交通省、静岡県、吉田町で構成する駿河海岸整備検討会

が平成27年３月に設置をされました。 

  平成27年８月までの合計３回の開催により、海岸防護の基本的な考え方、施設整備に当た

っての役割分担、維持管理の基本的な考え方などを検討し、川尻工区における海外防護とし

ては、天端保護工、裏法被覆工、裏法尻部保護工及びＬ２規模の津波高以上の背後盛り土を

基本構造としております。 

  その後、粘り強い海岸堤防整備を含めた駿河海岸の保全に関しまして、学識経験者等によ

る専門的な立場からの指導や助言をいただく場として、駿河海岸保全検討委員会が平成28年

３月に設置をされました。 

  この委員会におきましては、これまでに駿河海岸における条件を対象として実施した模型

実験及び洗掘シミュレーションの検証など、粘り強い海岸堤防整備に関する技術的な検討を

行っております。 

  川尻工区の基本構造であるＬ２規模の津波が越流しない盛り土につきましては、引き波を

想定した堤防及び盛り土機能を確認した模型実験により、堤防の損壊及び盛り土機能への影

響が生じる可能性が低いことが確認をされました。このため、川尻工区における海岸防護の

粘り強い構造は、津波が乗り上げる天端保護工のみで足り得ると判断され、天端保護工及び

Ｌ２規模の津波高以上の背後盛り土と結論づけております。 

  このような経緯から、川尻工区におきましては、平成29年１月から、国土交通省の海岸事

業として、既存海岸堤防の天端保護工が施工され、今月末までにおおむね完了することとな

っております。 

  さて、議員からの御質問であります大まかな工事の内容とそれぞれの工程についてでござ

いますが、主たる工事は、既存の海岸堤防の背後盛り土となります。 
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  背後盛り土の構造ですが、天端の高さはＬ２規模の津波高に地震時における変状を考慮い

たしまして、海抜11.5メートルとし、天端の幅員は遊歩道など将来的な活用を考慮しまし

て、８メートルを確保するものとしております。 

  背後盛り土の表面のり面は、２割の勾配で既存海岸堤防天端にすりつけ、裏側のり面も２

割の勾配で現況地盤にすりつける構造としております。 

  川尻工区として、これらの背後盛り土を計画している区間の延長は、1,486メートルでご

ざいまして、この区間における盛り土量は、でき上がりの数量で約26万立方メートルと見込

んでおります。 

  盛り土材料は、国や県などが実施する事業で発生した土砂を有効に活用する計画でござい

ます。これは主に国や県が実施する河川工事や道路工事などで生じる建設発生土を川尻工区

で受け入れ、段階的に背後盛り土を構築していくものでございます。 

  工程につきましては、国の事業である大井川下流部河道掘削工事の建設発生土も活用する

ことから、この工事の着手時期に合わせ、平成30年５月に川尻工区の背後盛り土に着手する

予定でございます。 

  着手後におきましては、国や県と連携して計画的に施工を行うとともに、他市町の事業、

及び民間事業で発生する土砂も募りながら、事業進捗を図ってまいります。 

  このように他事業で発生する土砂を活用しながらの盛り土工事という工事の性質上、発生

する土量により進捗具合は左右されますが、今後３年間での完成を目指し、その調整を図り

ます。 

  また、将来的には背後盛り土のり面部への植栽や、天端部への遊歩道の設置なども考えて

おりますので、詳細につきましては、今後計画を策定してまいります。 

  続きまして、２点目の防潮堤整備の予算については、平成30年度の防潮堤整備に関する予

算には、防潮堤着工式典の経費と防潮堤整備関連工事の予算が計上されています。 

  既設防潮堤裏側に海抜11.5メートルの高さとなる背後盛り土を施工するわけですが、その

予算が計上されていないようですが、盛り土施工の財源はどのようになっているのかお聞き

しますについてお答えします。 

  平成30年度当初予算は、防潮堤の背後盛り土施工に支障が生じないよう、海岸保全区域内

の町道古川川尻線など、占用物件の撤去や移転を速やかに実施する必要があることから、占

用物件の処理に要する費用を計上させていただいているものでございます。 

  背後盛り土につきましては、他事業の建設発生土を活用し、段階的に構築していくわけで

すが、その具体的な手法につきましては、今年２月に国土交通省、静岡県、吉田町の三者に

おいて組織された吉田町川尻工区事業調整会議の中で協議、調整を行ってまいります。 

  続きまして、３点目の川尻海岸に続いて住吉海岸の防潮堤整備に入るわけですが、どのよ

うな形で、いつごろから工事に入れるのか、住吉の海岸沿いに住む人たちから度々聞かれま

す。どのような形でいつごろから工事に入るのかお聞きしますと、４点目の住吉の人たちへ

の住民説明会など、どのように計画しているのかお聞きしますについて、あわせてお答えし

ます。 

  ３点目と４点目の御質問についてでありますが、漁港から西側の住吉海岸の防潮堤整備に

つきましては、川尻工区の整備を進めながら、できる限り早期に着手していただけるよう、

国に働きかけを行ってまいります。 
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  また、地元の皆様方には計画ができ次第、説明をさせていただきます。 

○議長（藤田和寿君） 答弁が終わりました。 

  再質問はありますか。 

  ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  再質問させていただきます。 

  着工式典があるということで伺っているわけですけれども、日程が決まっているようでし

たら、ちょっとお尋ねしたいんですけれども。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） ただ国のほうの予定もございますので、一応５月くらいにということ

でございまして、正確には決まっておりません。今後調整してやってまいりたいと思いま

す。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  川尻のところに、ぼうくりさんというお地蔵さんがあって、一般会計のときにちょっとお

話を伺ったですけれども、よそへ移転するよというんですけれども、そういう費用というの

はどういうところから出すのか、それとあと、その場合お祓いとかそういうものも一緒にや

るのかどうか、その辺をお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  お地蔵さんの移転につきましては、町というよりも、川尻の自治会と地元の方々にお願い

をするというようなことで考えてございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  川尻自治会のほうに任せてあるということで、場所の用地とか、そのものをちゃんとして

移転して、そうやらにゃいかんと思うんですけれども、そういう費用も一切合切、川尻の自

治会にお任せということでよろしいでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  一部全協、予算のときの質問とかぶる部分があるとは思いますけれども、８款の土木費の

中で計上している補償費の中に入ってございまして、川尻自治会のほうで、管理を今、お願

いをする形で、一生懸命自治会長ほか、動いていただいている中では、候補地として民地を

探しているというようなところまでは情報を得ております。 

  現在、調整中でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） あと、この間、一般会計のときにもちょっと話出たと思いますけれど

も、着工式典、記念式典の予算はあるんですけれども、工事の安全を願う安全祈願祭です

か、そういうものは、本来よく町が入札とかで工事をやる場合は、請け負った会社がやるん
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ですけれども、今回の場合は県と国に土を置いていってもらうようにお願いするというのが

あったもので、そういうことは、特別やらないということでよろしいか。 

○議長（藤田和寿君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  神事のほうにつきましては、政教分離というところもございますので、町としましては、

そうした鍬入れ等の神事は行わないというふうなことで考えております。ただ、まだ国、県

とも連携しながら、式典のほうも準備を進めていきたいというふうに思っておりますけれど

も、例えば盛り土材を直接現場に入れて、皆さんに締め固めをしていただくとか、締め固め

といいますか、重機を使って盛り土を入れるとか、そういったところは中に入れながらやっ

ていくというようなことも含めて、今、ちょっと調整を進めていきたいというふうに思って

ございます。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  建設工事の発生土の流用ということで伺っていますが、県と国の公共工事の。土なら何で

もいいよというわけじゃないと思います。ある程度良質の土でないと、多目的広場の盛り土

なんか、あのときは、ちゃんとその土をしっかり検査だか調査だかして、それに十分見合っ

た土をその場所から持ってきてもらったり、ある程度足らない部分はちゃんとしたいい土を

山から買って盛ったよということで、実際そういうことをしていただいているわけですけれ

ども、ここで、国と県の建設工事の発生土の流用ということで、どういう形でやるかわかり

ませんが、勝手にダンプカー上げてやるかどうか、ちょっとその辺わかりませんが、そうい

うときのチェックというんですか、その土が締め固まるとコンクリートのほうが強いと、き

のうの一般質問の答弁にもあったものですから、そういう中で、それでもいい土じゃない

と、やはり漏れると思うので、その辺の管理というかチェックというか、その辺はどのよう

な形で行いますか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

  今回の盛り土工事につきましては、最終的には海岸保全施設として県に管理していただく

ということが前提になっておりますので、議員の御指摘のとおりに、いい材料のものを現地

に運んでいただくという形で、国・県、それから当町から発生する土砂においても、ある程

度の技術基準を持った形で施工する予定をしております。 

  具体的には、先ほど議員がおっしゃられましたとおり、多目的の広場でも建設発生土を使

っておりまして、そのときにも、盛り土材として適切なものという条件を付加しております

ので、今回の背後盛り土についても、同様なものだというふうに御理解していただければ幸

いかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番です。 

  同様なものだということは理解しますけれども、その目視というのか、触ってみるとかわ

かりませんが、確かにそうだねという確認はしないですか。お任せでいいんですか。 
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○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 先ほども申し上げましたように、最終的に県のほうに引き渡すと管理

していただくというプロセスがございますので、今回の盛り土事業については、国のほうで

技術基準を作成し、その技術基準に基づいて材料の吟味、それから施工について、国・県、

町が共通認識のもとに事業をするという枠組みになってございますので、ただ見ただけでは

なくて、適切な材料の吟味についての基準を設けた施工だというふうに御理解していただけ

ればよろしいかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 繰り返して聞くようですが、その国・県、町という中でやるのはわか

るんです。では町の誰かが直接それを確認するんですかということを聞いているもので、そ

れについて、するかしないかお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） すみません。説明不足だったかもしれません。 

  まず、国が建設発生土を現地に持ってくる場合については、当然国が試験証明をしまし

て、当町が確認するということになります。同様に、県も試験証明を出していただいて、当

町が確認すると。 

  当町の場合については、当町の基準で確認したものを総合的に整理しまして、最終的に国

に、工事完了後についてはこういう形で施工をちゃんとしました、それを持って、県のほう

に引き渡すという予定で、相互に確認するような枠組みをつくっております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） その点につきましては、きのうの大塚議員の一般質問の中の組織をど

うするんだというような御質問ございましたけれども、その中で、基本的には今の組織を継

続をしていくと。ただ、防潮堤の整備が始まるので、その部分については、国・県との連携

を図れるように調整窓口を強化していきたいという、そういう答弁があったかと思います

が、そのところはまさにこれも含んでおります。 

  町も、そうした盛り土工事に対して、しっかりした管理体制を組めるような、そういう対

応をしていきたいというふうに思っておりますので、現場の確認は全て国も町も、県のかか

わりについても多分同じだと思いますが、まずは施工していく国、それから町については、

そうした確認はしっかりしていくということに予定しております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

  その盛り土をやる中で、土を、先ほどちゃんと一定期間でやるとかじゃなくて、出た際に

運んでもらうというような回答だと思っていますので、そういう中で、大体ダンプカー運ん

でくるんですけれども、勝手にあいているところにあけていったとして、ある程度運ぶと、

置くところなくなった場合、今度どんどん積み上げていかなければならんという、そういう

土を平べったく並べてしまっても、今度、高さがあるもので、積み上げていかなければなら

んということになりますよね。そういった場合、積み上げていくというには、実際重機が必
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要で、こうどんどん積み上げていって、なおかつダンプカーが上に上がりたければ、スロー

プをつくって上がれるような道をつくってあげたり、そういうときの重機なんかはどこの母

体になるんですか。借り上げとかそういうの。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

多目的広場のときには、仮置き場に一時仮り置きしていただく形で土砂の提供を受け入れ

ております。その後、ダンプの運搬ですとか、敷きならしですとか、成形については、当町

の予算で実施してまいりました。 

  今回の防潮堤につきましては、堤防敷幅も相当広いということもありまして、直接現地

に、ダンプカーからおろしていただいて、敷きなれ、整形まで、相手の負担でやっていただ

く予定で調整をしております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 相手というのはどこでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 当然、国の建設発生土であれば、国でございますし、県の河川事業で

あれば、県のことを指しておりますので、それぞれの施工主体でございます。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

ということは町のお金はかからないということでよろしいですね。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

基本的な枠組みはそのような考え方に基づいて調整をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

ということは最終的に、くどいようですが、最後までの盛り土の費用については、吉田町

の負担はないという、そういうことでよろしいでしょうね。 

○議長（藤田和寿君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 繰り返しになりますが、そのような形で現在調整をさせていただいて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 誤解されると困るんですが、防潮堤の躯体そのものについては、今、

舩橋理事から申し上げたとおりの中で調整を進めていただいておりますが、それに対して、

にぎわいをもたらすというための工夫も当町としてはしていきたいというふうには思ってお

りますので、そうしたにぎわいづくりを一体的に進めるような計画の中で、部分的に施工す

るようなことが出れば、そのときには当町でも予算を計上して、必要なだけの措置はすると
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いうつもりでおりますので、一切かかりませんね、という今の、ベースとなる躯体について

は、そういう調整だということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

結局、多目的広場が新しく防潮堤をつくって、吉田公園のほうに回廊をつくるというふう

な計画で今やっていますので、ですから、その回廊の部分は、それじゃ、町の負担というよ

うな考え方でよろしいんでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 回廊として使えるようにするのは、町の負担というか、町が事業を行

っているということになるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

地元、住吉のほうが―川尻のほうが海岸保全区であって、国のほうの管轄であるものです

から、地代もかからないよということで、先にそれをやって、それが保全地区だよというこ

とで、その後住吉をやるよということをきのうの一般質問で聞いたんですけれども、住吉の

ほうでは、地元の衆がそこに住んでいる方は、事業を営んでいる方、それから普通に家を建

てて、そこに住んでる人、いるんですけれども、事業を営んでいる方なんか、なかなかはっ

きりしないもので、設備投資、これからもっと仕事に対して、設備投資して頑張ろうという

そういうことが、ちょっとどうしたものかというふうに考えてしまっているという方がある

んです。 

  ある程度、住吉のほうの計画もはっきりすれば、それに対して計画を立ててやってくれる

と思うんですけれども。それからまた、家を建てかえたいがどうしたものかという方もある

と思うんです。そのことで、少しでも早く計画を知りたいというのが本心だと思うんです

よ。その中で、これまでなかなか住吉のことはっきりしないということで、今でもその既存

の堤防より北側へ延ばすと、そういう皆さんの生活区域があるものですからということで、

前に聞いたときは、もしかしたら前へ延ばすかもしれないということも伺ったんですよね。

その辺はもうはっきりしているかどうかというのちょっとお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 住吉については、きのうもはっきりお話ししましたので、それについ

ては了解していると思うんですけれども、基本的には、確かに三つのやり方がございます。

前浜に出していく、特殊堤でやる、それから川尻工区と同じような形でやるという形になり

ますけれども、一番金がかかるのが前浜なんですよ。一番金がかかるのは特殊堤、次にかか

るのが前浜、一番かからないのがいわゆる後ろなんですよ。そういうふうな形でいきますの

で、国のほうとしても、前浜に出していくというのは、仮に議員がどうしても前浜でやれと

いう場合は、恐らくこの調整で物すごい時間かかると思います。 

  そういうことを考えますと、これから当然のことながら、国と調整に入っていくわけでご

ざいますけれども、それについては最終的にどんなふうになるかは、ここでは即断できませ

んけれども、また決まれば、そういう中で、またお話ししてまいりたいと思っております。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 
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○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

僕は前浜でやるとかそういうことはちょっとそんなに詳しくないもので、わからないもの

で、ただ、自分も海岸端に住んでいるもので、そういうことでは、津波を食いとめるものが

できれば安心するだろうということで、どちらというのは僕がそう言えるものではないもの

ですから、町長が決めるだか、国のほうが決めるだか、それの話し合いで決めてくれるとい

うところで、決まったものにやっていただければなと思うんですよ。だもので、そういうこ

とは僕は考えていません。 

  あと、計画もなかなか住吉の場合は向こうへ行っちゃうよということでありますが、これ

から決めることが、ある程度地元の住民と話し合いを持った上でその実施に向けて進めてい

ただきたいなというふうに自分は思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員という、地元の方から話し合いをしてと何を言っているのかちょ

っとわかりませんので、ちょっと話していただければ、ありがたいですけれども。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

ある程度、計画的なものをお話しして、それに対しての意見を、意見をいただいたってや

るものはこういうものですよとやるだけれども、その中でもいろいろ御意見あると思うんで

すよ。そういうものを聞いていたらできないというのが一つあるかもしれませんが、一応そ

ういうものを伺って、そういう中で、仮にその事業所の移転とか家屋の移転とかあると思う

ものですから、もし背後的なものに決まった場合、そういうときも、ある程度、地元との協

議の上で、物を進めていっていただけたらというふうに私は思っているということです。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 今、議員のおっしゃっているのは、背後盛り土の問題でございましょ

うけれども、仮に国が背後盛り土でいきますというふうなことを決めた場合、きのうもお話

しましたように、住吉の場合は、堤防の後ろ側は海岸保全区域ではございませんので、全て

買上げという形になります。またそこに建っている民家の方も、移転であるとか、それから

シラスの加工業者等も、当然移転になれば営業補償等もありますので、当然ある程度の段階

においては、地元の皆様、直接的に関係する皆様には、じっくりとお話ししなくてはなりま

せんし、住吉の自治会の皆様には、それについてはお話しして理解を得て、前に進めてまい

りたいとこんなふうに思っております。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

大体計画で、川尻終わったら住吉をやるよとなっているものですから、それこそ今の移転

の費用とかも、そういう土地の買い上げとかあるかもしれませんが、その見積もりというん

ですか、そういうことは大体計画したら、ある程度はちょっとは考えたのかなというふうに

思っているんですけれども、まだ全然そこまでやっていないということでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 私の頭の中にはありますけれども、それを表に出すと非常に問題が生

じますので、今の時点では、お話できないと思います。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 
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○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

まだ前へ出すか後ろへ出すか、そういうこともさっき言った三つのやり方ですか、それも

はっきりしないもので、それもまだということだと思いますが、できるだけ、方向性が決ま

ってあれしたら、それを聞いてないねと言うわけではないですけれども、一応、町としての

費用としてはどのくらいかかるかなというふうに思ったものですから、今伺ったもんで、で

きればまた、どのみち歳出的には予算にものってくることだと思いますから、また教えてい

ただきたいなというふうに思います。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） その辺の話については、きのうの大塚議員の一般質問の中で、かなり

の内容で町長から答弁があったところですので、それで御了解いただければありがたいとい

うふうに思います。  

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

私は私の一般質問ですから。 

それはそれできのうは大塚さんの一般質問だった。一応、中身は聞いてはいますので、私

もこの下ごしらえあるものですから、一応聞いているんですけれどもね。 

○議長（藤田和寿君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 昨日の一般質問の答弁の中で、類推できるようなことは類推していた

だいて、なおかつ確かめる部分があれば、確かめていただければいいと。今、聞いていた内

容というのは、きのうの中で類推できたことではないかと私は思った次第なので、そういう

発言をさせていただいたと、その意図を酌み取っていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） 議員の発言は、議員の責任の中でやっていることでありますので、そ

れを強制はできないと思いますので。 

  町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） きのう大塚議員の説明で、かなり踏み込んだ説明をしていますよ。 

  国との調整も含めて。それで、また同じことをしゃべれというんですか。 

〔「だけどね、きのうは再質問でやったんですよ」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 発言を許可しておりません。挙手を。許可を得て発言してください。 

〔「私はちゃんと通告しております」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 私は自分が通告した中でやっております。大塚議員は再質問でやった

んですよ。通告してなくて。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） きのうあれだけ、詳しく、国といわゆる関係も含めてお話しているん

ですから、当然その辺については、議員御理解していただけるでしょう。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 
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○９番（八木 栄君） 理解しては理解していて、別に自分が聞きたいことを質問で聞いてい

るんですから、理解しても、全て聞いているわけではないですよ、きのうの答弁の中のこ

と。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） じゃ、仮にですよ、議員の全員が同じ質問をしたとします。同じ質問

をした場合でも、全く同じように応対しなければいけないんですか。これこそまさに時間の

無駄というものですよ。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ですけれども、質問の内容が、全く同じということはないでしょう。

しゃべり方も違うし、内容も違うし。 

○議長（藤田和寿君） 質問に通告した内容に沿ってやっていただきたいと思います。 

  町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） きのう、非常に詳しく、国との関係も含めて予算のいわば国にお願い

する場合のことも含めて、お話ししてございます。それで御理解していただければありがた

いんでございますけれども、それはできない相談でしょうか。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

ちゃんと、きのう、答弁をメモしてあります。それでも足らないところとか、自分が納得

というか、余り理解に、ちゃんとしたよくわからないということをまた聞いていたんで、そ

れは私の足らないところかもしれないですけれども、それは私の質問ですから、それは私に

対して答弁してくれればいいじゃないですか。 

  何も問題ないでしょう。 

○議長（藤田和寿君） そういった趣旨で質問を続けていただきたいと思います。 

  今、話を聞いていますと平行線になりますので、貴重な時間であります。質問を続けてく

ださい。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

熱くはなりません。この間、多目的広場の、盛り土のとき、ちゃんとあそこはどこから持

ってきてと、ちゃんとルートも決まっていたもので、ずっと工期があったもので、１日に大

体何台のダンプが走るよということで、経路というものをちゃんと私たちも教わったし、地

元の方にもちゃんと説明してあったですけれども。 

  今度は国と県というと、どこから土が来るかわからないわけです。そういった場合、あそ

こへ運ぶにそういう経路というかそういうものは、ちゃんとして、それも定期的に来るとい

うものじゃないと思うんです、先ほどの町長の答弁からね。 

  ですから、そういうもので地元の方には、どういうルートで、町外から町内へ入ってく

る、町内へ入ってからこういうところを通るということであれば、皆さんわかってくれると

思うので、その辺はどういう形にするのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 
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  町長答弁の中でもございました吉田町川尻工区事業調整会議というものが組織されており

ます。これにつきましては、先ほど議員のほうからもありました国・県、町が事業の調整を

行っていくということが主な趣旨の中で、議員のおっしゃるように盛り土材、建設発生土の

調達、確保というのがその中でも大きな項目の一つでございます。そういうものを今、議員

のおっしゃったように、どこからどの時期にどういうふうに運ぶんだという調整をこの会議

の中で行っていきます。そして、その中では、先ほど舩橋理事のほうからもお話のありまし

た、どういうふうに積んでいくんだとかということの施工のルールですか、そういうような

ものも決めていくという会議になってございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 理解できません。ルートについてはどのような形で、その中で決める

よと言ったんですけれども、決めて、ちゃんと説明会を開いて、ここ通るよと示されるかど

うかと、そこまでちゃんと答えてくれないと理解はできないですね。 

○議長（藤田和寿君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  概略の説明で申しわけありませんです。その具体の説明というか、搬入ルートというかと

いうお話だと思います。 

  大変申しわけございません。今の工事として確定していますのは、答弁にもありました大

井川の掘削土をしゅんせつ土を運ぶというのは工事として決まっているわけでございます。

まだ国の工事、県の工事、あらゆるところから運んできますので、現段階ではどこを通って

くるというのは決まっていない状況でございますので、逐一その調整会議の中で決めてい

く、町として方向性を示していきたいという状況でございます。 

○議長（藤田和寿君） 議員が聞いているのは、そのルート等の説明をするかと、その調整

後、そういうことを聞いているんですが、どうでしょう。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） そこで決まったことを地元におろすかどうかということでござい

ますね。失礼しました。 

  多目的広場のときも説明をしていると思います。同じ方法をとらなければいけないと思い

ます。 

○議長（藤田和寿君） 説明をするということですね。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 説明をするというか、もっといい方法があれば、よりいいものに

していかなければならないとは思いますが、説明をするという方向で、結構です。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木。 

地元の衆もいろいろダンプカー通るようになったら大変だし、それで定期的に来れば気を

つけるかもしれんけれども、定期的でなくて、段階的に来るということなので、いつ来るか

わからないということで、そういうことも気にしていかんということでありますよね。ぜ

ひ、ルートとか、この辺は通るんですよということで、決まり次第いろいろなことを、住民

に説明していただきたいと思います。要望になりますので。 
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  あと、この防潮堤を、事業ですけれども、町長の剛腕でやるということで、町長が、きの

うのあれだと、全身全霊をかけてやるというようなことを伺ったんですけれども、仮に町長

が１人でやっているというようなことになって、今、健康で、見た感じ健康ですけれども、

もし何かあった場合、結構これ、川尻地区が先ほどだと３年くらいですか。川尻やって、住

吉やって、結構長い年数かかると思うものですから、その中で町長が私がやると言ってやっ

ているんですけれども、もし何かあった場合、本来なら副町長が、何かあったときはやらに

ゃいかんというふうに自分は思うんですけれども、町長１人でやってしまっていると、何か

あったとき、ぽしゃってしまいますよね。いつだか町長は、私が何かあったら、この町はだ

めですとかということ私に直接言ったこともありますけれども。 

  それだと、本当にこの町がだめになってしまうんで、私の考えは、自分は何があっても、

この町がちゃんとしていけるように段取りしておくよというのが本来だと思いますが、その

辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 一つの例え話をお話ししますけれども、例えばこの５月に一応、川尻

工区の着手が始まります。次に、当然のことながら、その川尻工区の整備の期間中に住吉工

区の問題についてもいろいろ話をするといった場合には、次の局長が誰なのか、事務次官が

誰なのか、そういうふうな国のいわば人事、それが非常に関係してまいります。当然ことな

がら、財務省もそうですし、農水省もそうですし、内閣府もそうですし、場合によっては官

邸の問題も入ってまいります。そうしたときに、基本的に国が相手をしてくれるのは、恐ら

く私以外は恐らく相手をしてくれないと思うんですよ。 

  これまでの経緯からいって、私とのいわば信用関係だけで動いているものですから、仮に

今、議員のおっしゃられた副町長、副町長といってもですね、恐らく相手は会ってくれませ

ん。本当にいわばそういうレベルの人間と話をしているものですから、できる限り早い段階

で、めどがつくように私のほうでやってまいりたいと。どなたかを伝って、じゃ以前八木 

栄議員とですね、藤田議員が連れていってくれと言いますけれども、連れていけば向こう会

いませんから。はっきり申し上げて。 

  そういうふうになりますと、これ非常に難しい問題でございますけれども、私が健康でい

て、できるだけ早い段階で話をしていくというふうなことで御理解していただく以外ないわ

けで、一番いい例が、きのうもお話ししましたけれども、駿河海岸整備検討会であるとか、

そういうものつくるのも、実際に私が駆けずり回って夜討ち朝駆けのような形でそういうふ

うなことができる人々にお願いして、最終的には事務次官がゴーというふうなサインを言っ

て、それでもってできたわけでございますので、なかなか余人をもってかえがたいと思って

おりますけれども、私が倒れないように、できるだけ早い段階で何とかけりをつけたいと思

っております。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木 栄です。 

明日のことはわからない、自分もそうですよね、そう思って、毎朝起きて、ああきょうも

目が開いたな、ありがたいなと思っているんですけれども。町長のやり方というのは、こう

いうものとやり方が、トップダウン的であるし、トップダウン、トップダウンでやっている

し、それで自分の剛腕を自分の人脈をということでやっているもので、そういう中で、こん
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な大きな事業で、本当に何かあったときに、吉田町潰れてしまうじゃないですかというふう

に思ったわけです。 

  だもんで、本来ならそういうことがないようにしてくれるのがトップじゃないかなと私は

そう思ったもので、今の町長の話だと、私が何かあったら、もうだめですよという形に聞こ

えたもんで。 

  だめじゃないよ、それでもちゃんとなるんだよと、そういうようなことを言ってくれるか

と思ったら、違ったもんで、あれですけれども、どうですか、もう一回聞きますけれども。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） きのう、大塚議員のほうから話がございました。 

  東日本大震災が終わってから、この町が国の補助金であるとか交付金であるとか軒並み私

が持ってまいりました。そういうのが、個人的な関係の中で全て動いておりまして、それが

できてくると。 

  じゃ、余裕を持って、例えば単純な話、平成26年だったか、ちょっと忘れましたけれど

も、吉田町のＬＥＤの防犯灯1,942基についてもですね、私が全部国と話をして終わってか

ら、今、企画課長やっています谷澤くんに、この話がついたから、国のほうと自分的に話を

しなさいとそういうふうに言って、やったことです。 

  そういうふうに、これ非常に難しい問題なもんですから、私の後継者も、もし私がいつか

当然のことながらやめる機会がまいります。そういうときに、次の後継者の方も、そのくら

いの馬力を持ってこれに一つ挑戦をしてもらいたいと思うんですけれども、そういうところ

で、御理解いただけるでしょうか。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） 今の話は、きのう大塚議員の一般質問で答弁されたときに、それはち

ゃんと私も聞いていたからわかりますけれども、そういうことをやってきて、田村町長のや

ってきたことに対しては、自分も見ているもんでね、一緒にやってきたもんで。だからそう

いうのは、ちゃんとわかっています。それを認めています。ですけれども、だからこそそう

いうやり方だからこそ、何かあったときに、この大きな事業が困るなということで今こうい

う質問したんですけれども、質問しても、御理解くださいだけで、ちゃんとした答弁がない

もんで、一応、要望になりますが、町長に何かあっても、吉田町が潰れないようにちゃんと

しておいていただきたいと思います。 

  以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（藤田和寿君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） ここで心境のようにお話申し上げて申しわけないですけれども、さき

のいわゆる町長選挙で、議長もそうですけれども、皆さんが対立候補の方を応援されまし

た。対立候補を応援して悪いなんて、何ひとつ思っていないですよ。しかし、そのときの対

立候補の―いいじゃないですか。 

○議長（藤田和寿君） 自由になりますので、答弁聞いてから。町長今、許可してありますの

で、八木議員は少しお待ちください。 

○町長（田村典彦君） さきの選挙で、藤田議員を初め、皆さんが対立候補を応援されまし

た。対立候補の公約お読みになって、それで投影されたわけですので、応援するということ

はそういうことですよね。対立候補の中に、この町の防潮堤についても、安全についても何
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一つ公約としては書いてございませんでした。ということは、議員さんたちは、この町のい

わば防潮堤とかそういう部分について、基本的に何の興味もないということですよね。そう

いうことでしょう。今ごろ急にまた、そういう言い方をし、言われて、いや、私もしどろも

どろしておりますけれども、ただ私は皆さんが反対しようが反対しまいが、これ私の仕事で

ございますので、全身全霊をかけて、やり遂げると申し上げていたわけでございます。 

○議長（藤田和寿君） ９番、八木 栄君。 

○９番（八木 栄君） ９番、八木です。 

町長のことは、町長就任以来、いろいろ町長の、私で言うと、田村語録というんですけれ

ども、いろいろ聞いているもんですから、そのとおりやっているなということで、ここで言

っても、ちょっとあれなもんで、 

○議長（藤田和寿君） 質問内容と余り外れないようにお願いします。 

○９番（八木 栄君） 売り言葉に買い言葉で申しわけないです。ですから、今のその町長の

選挙の話も関係ないもんで、本当は議長が止めてくれなければ困るのだけど、とにかく僕

は、だから吉田町に住んで、こうして議員やっているもんで、町長が一生懸命やってくれて

いるというのは、十分理解しています。だからこそ、何かあっても、吉田町が潰れないよう

に、だって実際私のところに、私がだめだったら潰れちゃいますよなんてはっきり言ってい

るもんですから、私聞いているもんですから、だからそういうことがないように、吉田町は

ずっと存続するように、そういう手当てをしておいていただきたいなという気持ちからお願

いしたものです。 

  以上で終わります。要りません。はい。 

○議長（藤田和寿君） 以上で９番、八木 栄君の一般質問が終わりました。 

  続きまして、私が一般質問しますので、会議規則第50条の規定により、副議長と交代しま

す。 

  ここで、暫時休憩とします。 

  再開を11時５分とします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○副議長（増田剛士君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  ここから議長にかわりまして、副議長が議事を進めます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◇ 藤 田 和 寿 君 

○副議長（増田剛士君） 引き続き、一般質問を行います。 

  13番、藤田和寿君。 

〔１３番 藤田和寿君登壇〕 



- 317 - 

 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田でございます。 

  私は平成30年第１回定例会一般質問におきまして、事前に通告したとおり、現金取り扱い

業務について一般質問を行います。 

  「広報よしだ」11月号に町長名で町民に対し、職員の不祥事について深くおわび申し上げ

ますという一文とともに、業務上横領事件報告と、再発防止への取り組みという以下内容が

掲載されておりました。 

  ８月15日に町内において発生いたしました殺人未遂事件の容疑者として、本町職員が翌16

日に逮捕され、現在、起訴、拘留中となっている事態だけでも、大変申しわけなく、おわび

申し上げているところでありますが、さらに当該職員が本年４月から、放課後児童クラブ利

用料の一部を横領していた事実が判明しました。重ね重ねの不祥事となり、町民の皆様に大

変な御心配と御迷惑をおかけしたことにつきまして、心からおわび申し上げますという内容

でした。 

  公金の取り扱い、現金の取り扱いにつきましては、常日ごろから細心の注意を持って処理

を行うべきものであり、今回の事件は、町民に大きな衝撃を与えたものであったと考えま

す。 

  被害届提出から５カ月が過ぎ、業務上横領事件発生から１年が過ぎようとしている中で、

町民の代表として、議会として、今回の事件後の現金取り扱い業務の改善に対しチェックを

行い、その内容を町民に報告するために、今回、質問を行います。 

  それでは通告内容を朗読いたします。 

  ８月15日に町内で、放課後児童クラブ利用料の一部の業務上横領事件の報告と再発防止の

取り組みが公表され、平成30年度からは、利用料が金融機関の口座から自動引き落としされ

るように事務が改善される。今回の事件を受け、副町長をトップに役場全体の現金取り扱い

業務の検証が行われ、新たな現金取り扱いマニュアルに沿った業務管理のもとで、適正な事

務処理が行われている。 

  そこで、今回の横領事件の発生した原因が、利用料の徴収方法にあったとの報告を受け、

役場内の業務改善について、以下、町長に伺います。 

  １、放課後児童クラブ開設時において、利用料の徴収方法を決定した経緯は。 

  ２、従来の利用料の徴収業務に対して、チェック体制はあったのか。 

  ３、現金取り扱い業務の検証は、どのように行ったのか。 

  ４、検証の結果、課題などはあったのか。 

  ５、今回の事件を受け、役場全体の業務に生かすことは。 

  以上、御答弁お願いします。 

○副議長（増田剛士君） それでは答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 現金取り扱い業務について御質問のうち、１点目の放課後児童クラブ

開設時において、利用料の徴収方法を決定した経緯はについてお答えします。 

  当町の放課後児童クラブは、平成13年９月に、中央児童館の放課後児童クラブ室におい

て、中央小学校のお子さんを預かることから始まりました。この年の入所児童数はおよそ７

人でございました。 
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  平成15年度からは、住吉小学校区と自彊小学校区に借家を利用した放課後児童クラブが開

設され、３小学校区での放課後児童クラブの体制が整いました。この年の入所児童数はおよ

そ39人でございました。 

  さて、利用料の徴収方法を決定した経緯ということでございますが、二つの理由がござい

ます。 

  一つは、先ほど申し上げましたとおり、放課後児童クラブの開設当初は、入所児童数がお

よそ７人と非常に少ない状況にありましたので、口座振替システムを導入することは、費用

の点から合理的ではないと考えました。 

  もう一つは、納付書を発行して金融機関に納めてもらう方法を考えると、日中働いている

保護者が仕事の合間を抜けて金融機関に利用料を納めていただくことになるので、保護者に

とって、やや不便を強いることが予想をされました。 

  以上、二つの理由から、保護者が仕事を終え、児童を迎えに来る折に、放課後児童支援員

に利用料を現金で手渡して納付いただくことが、保護者にとって利便性が高いものであると

考え、利用料につきましては、現金で直接、放課後児童支援員に手渡していただく方法を採

用した経緯がございます。 

  放課後児童支援員と保護者が、ふだんのお子さんの様子などについて言葉を交わしながら

利用料を受け渡すこの方法は、保護者の方の納付意識を高く保つことにもつながり、収納率

は開設以来100％を維持しておりました。 

  次に、２点目の従来の利用料の徴収業務に対して、チェック体制はあったのかについてお

答えします。 

  原則的に行っておりましたチェック体制を申し上げますと、放課後児童クラブ利用料につ

きましては、まず、放課後児童支援員は、保護者から利用料の納付があったときは、専用封

筒に受領のスタンプを押すとともに、クラブごとの徴収簿に納入済みであることのチェック

をつけて、納入の有無を記録しておりました。 

  次に、こども未来課は、放課後児童支援員から回収した現金と納付書に金額の相違がない

か複数の職員で確認した上で会計課に納入しており、その納付状況を徴収簿に記録するとい

うチェック体制となっておりました。 

  次に、３点目の現金取り扱い業務の検証はどのように行ったのかについて、お答えしま

す。 

  放課後児童クラブの利用料が職員によって横領されていた事件につきましては、昨年10月

16日の議会全員協議会におきまして、議員の皆様に公表させていただいたところでございま

す。 

  その中で、業務上横領が発生した事務の最大の問題点は、利用料金の徴収方法であると報

告をさせていただきました。 

  これは、先ほど申し上げました徴収方法でありますが、当該利用料金の受領から集計、入

金に至るまでの一連の業務を１人で行い、複数の職員で確認するチェック体制がとられてい

なかったため、公金横領につながった事案であると考えました。 

  そこで、再発防止策を早期に講じるため、議員の皆様に公表させていただきましたこの全

員協議会を開催しました即日から、全課、局を対象としまして、当町の業務において、職員

が現金を直接取り扱っている事務について調査することといたしました。 
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  この調査は、総務課を取りまとめ課としまして、昨年の10月から12月にかけて実施をした

もので、職員が現金を直接取り扱っている事務全般について洗い出すように、全課、局に指

示をいたしました。 

  まずは、各課、局から文書で報告させ、その後、総務課において具体的な内容について、

現金取り扱い事務を担当している職員にヒアリングを行い、より具体的な現金取り扱い状況

を明らかにした上で、役場全体の現金取り扱い事務を取りまとめ、これらの事務についての

検証を行ってまいりました。 

  次に、４点目の検証の結果、課題などはあったのかについて、お答えします。 

  先ほど申し上げました取りまとめた現金取り扱い事務を検証したところ、町税や水道料金

など、各家庭に訪問して現金を受領する場合は、必ず２人体制で行っており、複数人の確認

体制がとられている状況にはありましたが、出先機関で現金を受領する場合につきまして

は、一部ではございますが、１人で受領している場合があり、複数人の確認体制がとられて

いないケースがございました。 

  今回の横領事件は、当該利用料金の受領から集計、入金に至るまでの一連の業務を１人で

行っていたことが要因で発生した事案であるということを先ほど申し上げましたが、収納事

務を１人で扱うような状況を発生させないシステムを構築することが再発防止の対策である

と認識をいたしました。 

  このシステムの構築に向け、全ての現金取り扱い事務に対応する統一的なマニュアルを作

成することといたしました。 

  このマニュアルにつきましては、本年１月から１カ月間の試行期間を経て、実際の事務に

問題なく執行できることを確認した上で、本年、２月１日から本格実施いたしました。 

  なお、この現金取り扱いの具体的な事務やマニュアルの内容につきましては、現金の所在

や流れが明らかにされており、事務の執行上影響がございますことから、非開示とさせてい

ただいておりますので、御理解賜りたく存じます。 

  また、この現金取り扱いマニュアルは、監査委員にも御報告をさせていただきました。 

  次に、５点目の今回の事件を受け、役場全体の業務に生かすことはについてお答えしま

す。 

  今般整備いたしましたマニュアルには、現金取り扱い事務に関する運用方針が掲げられて

おります。例えば、公務員としての自覚を持って現金を取り扱うこと、財務規則などの関係

法令を守って業務に当たるコンプライアンスを徹底すること、現金を取り扱うことによって

生じるリスクを低減するために、職員が現金をさわらないキャッシュレス化に向けた業務改

善を推進することなどを掲げております。 

  この運用方針は、現金取り扱いマニュアルとしての運用方針ではありますが、役場全体の

業務に言えることでもございます。特にコンプライアンスの徹底につきましては、役場全体

の業務に生かすところでございまして、現在、全庁を挙げて意識の高揚に取り組んでいると

ころでございます。 

  具体的には、本年１月下旬から２月下旬にかけまして、公務員のコンプライアンスに精通

した講師をお招きし、７回の研修講座を開き、全職員に受講させ、意識の高揚に努めまし

た。 
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  当然、これで終わりではなく、今後とも継続的に事務の適正化や職員意識の高揚を図る取

り組みを実施し、組織全体の引き締めを徹底し、行政サービスをよりよい形で町民の皆様に

提供させていただくよう、鋭意努力してまいる所存でございます。 

○副議長（増田剛士君） 山内 均君。 

○６番（山内 均君） 杉本議員が大丈夫ですか。休ませてあげたほうがいい気がしますけれ

ども。聞いてみてください。 

○副議長（増田剛士君） 杉本議員、いかがですか。大丈夫なようならそこでよろしいですけ

れども。大丈夫ですか。 

○８番（杉本幸正君） はい。  

○副議長（増田剛士君） それでは再質問はございますか。 

  13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 答弁のほど、ありがとうございました。 

  それでは再質問を行いたいと思います。 

  まず、今回、特異なケースではあるものですから、それをもって町全体の業務がどうだこ

うだということではございませんが、一つの事例として、町民の皆様方に与えた影響は大き

いということで、質問のほう、少し突っ込ませていただきますけれども、御容赦願いたいと

思います。 

  平成13年、中央小学校７人、それ以降、平成15年から住吉と自彊という形になったわけで

ございます。 

  現金を取り扱う業務という形は、全国的に見ても、公金の職員による事件というものは、

後を絶たないということで、インターネットを検索してもたくさん出ている事実があるわけ

でございます。 

  そうした中で、役場の中の行政改革推進会議等、そういった業務につきまして、チェック

する機能もありますし、議選の監査委員もいますが、監査委員もいるわけでございまして、

そういった例月の監査等で、平成15年から現在までの間、収納率100％にしても、そういっ

た現金の流れがあったということについて、全く、そういうのは手がついていなかったの

か、それとも御指摘等があったんですけれども、先ほど御答弁いただいたような形で、実際

に保護者の皆様とお会いして、その業務が貢献しているということであった、そこについて

もう少し、御答弁をお願いしたいと思いますが。 

○副議長（増田剛士君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 実務的に調査をいたしましたので、把握している中でお答えをいたし

ますが、15年から事件が発生しました29年を除いては、現金を放課後児童クラブに保護者の

方に納入していただいて、そこの放課後児童クラブの支援員の方に担当課まで届けていただ

いて、その担当課においては、それを受領して会計課に入金をすると。そういうシステムに

ついては、ずっと継続をしていたという実態でございますが、28年度までは持ち込まれた、

役場に届けていただいた後の処理というのは、確認作業は、少なくても複数の職員が携わっ

ていたということで確認をしております。 

  29年度については、異例の事務処理が行われた部分があるというふうに認識をしておりま

す。 

  以上です。 
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○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

  私のちょっと聞き方が悪かったみたいですけれども、15年から29年、事件が発覚するまで

の間、そういった業務が現金を支援員が預かって、それをこども未来課、福祉課等、課は変

わりますけれども、職員がやっていた業務という事態に問題があるのではないかという指摘

がなかったのかという点でございます。 

  指摘があったんだけれども、効果があるためにそれは黙認、黙認というと言葉あれです

ね、そのままにしていたのか、それとも全くケアしていなかったのか、そこが非常に大切な

ことだと思いますので、その辺についてお願いします。 

○副議長（増田剛士君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 全く父兄の方、保護者の方などから御指摘がなかったかというと、そ

うでもないというふうに伺っております。 

  口座振替にならないのかとか、もっと違う徴収の方法が採用できないかとかいう御要望が

数件なりとも上がっていたという実態はあるようでございます。 

  以上です。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番です。 

平成13年に当初７人で始まったこの事業でありますけれども、現在、放課後児童クラブで

預かっている児童数は約500名くらいですか、どうでしょう実数は。 

○副議長（増田剛士君） こども未来課課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 平成29年度４月１日の29年度においた４月１日時点の数が

最大であるわけですが、286人でございます。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

７名から280余名になっているという形であります。そういった人数の変化したときに、

やはり行政としてそういったことに、―当初は理由がありますよ、当初は納付の費用がかか

る、手間をとらせるところがある、その辺のところを話し合った経緯があって、それを継続

したということならば、納得できるんですけれども、それが全く話し合いがないまま、そう

いった御意見もある中で、このようになったということは、これは違った業務にもそういっ

たことがあるのではないかということで、ぜひとも横展開、水平展開していただいて、日々

の業務において、当初はそうであっても、事情が変わったりしたことで、この業務は本当に

この業務で正しいのかといった切り口から、やはり見直しをやっていただきたいなと思いま

す。 

  それで、チェック体制でありますけれども、現実的なチェック体制は、先ほど町長から御

答弁いただいたとおり、収納をしたときに、複数の職員が確認をしていたといったことであ

りますけれども、実際、３カ月間くらい確認をしていなかったんですよね。そこに対するチ

ェック体制というものはどうなっていたんでしょうか。 

○副議長（増田剛士君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 平成29年の事例ということで申し上げますと、４月、この発生という

のは非常に作為的なものがあったというふうに思っておりますが、少なくとも３月までは、
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違う職員が担当していて、それで収納の体制としても補助員を置いて、２人以上で、確認を

する事務は達成されております。４月に入りまして、４月当初においてはそういう体制をつ

くっておりましたが、４月の途中において、担当課内でどうも担当の変更があったと。その

中で複数の手によらずに、１人で全ての処理をするような、そういうシステムが４月に入っ

てからつくられたということで、それをチェックできなかった組織の管理体制の甘さという

のは、非常に反省しているというところでございます。 

  ほかにそういうことがあるかどうかということについては、今回、全体を調査をする中で

は、そうした事例というのはなかったわけですが、それが作為的につくられたというところ

で、それを阻止できなかったというそのところについては、今後、再発一切しないように、

組織的にも体制をしっかり固めていかなければいけないというふうに思っております。 

  以上です。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

今回、犯罪でありますから、通常業務でないということであります。 

  ですから、この容疑者の元職員が、そういったルールをつくってしまったといったこと

で、本来のシステム上では問題ないということで、それがやはり町民の方々心配されている

と思いますので、今、納得いく答弁があったわけでございます。 

  では、終わってしまったことをどういうふうに今後の行政に生かすかという観点から私は

質問しているものですから、この事件については以上にしたいと思いますが、この現金取り

扱い業務の検証であります。 

  さきほど御答弁いただいた10月から12月におきまして、全課、局を調査したということで

ありますが、こういった現金取り扱い業務は、全てで幾つ業務はあったんでしょうか、調べ

た結果。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

全体としての件数といいますか、種類ごとで申し上げますと、まず滞納整理に関するも

の、税金とか保険料等の滞納に関するもの、そしてその滞納整理に付随する督促料とか延滞

金、そういうもの、滞納整理に関するもの、そしてあと、住民票を発行するときの手数料、

そういうもの、そしてあと、いろいろな事業に参加するための入場料であったり参加料、そ

ういったもの、そして健康づくりなどのセミナーとかそういうものに参加する参加料、そし

てあと、施設の使用料もありますので、そういったところの使用料、あと物品の販売につい

ての物品代とか、そういうふうな区分けをさせていただいております。そういうものがあり

ました。 

  全体としては、種類としては、８種類ございました。全体の中の区分けとしては８種類ご

ざいました。 

  全体の件数につきましては、全体としては64件ございました。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

そうしますと、この検証委員会で、全課、局に問い合わせた結果、現金を取り扱う業務と

いうのは、８種類、64業務があるということで、わかりました。 
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  それというのは、その業務の検証のやり方なんですけれども、その辺のところが、どのよ

うな形で検証したか。マニュアルは、現金の保持とかいった形で非開示ということがあるん

ですけれども、検証した方法というのは非開示にする必要はないと思うんですが、もう少し

詳しい説明を求めたいと思います。どのような形でやったのか。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

検証につきましては、まず取り扱いのときの受領の体制、人数、何人体制でやったかとい

うところ、そしてその現金を取り扱ったときの保管方法、それとその現金との照合、照合を

しているかどうか。そしてその後、現金を受け取った後の処理の方法、会計課の窓口に入れ

るまでの処理の方法、現金をお客様からいただいてから会計課に入金されるまでの一連の流

れを検証させていただきました。 

  以上です。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） よその市とか町とか、こういった事例が起きたときの調査報告書と

いうのをネット上で見ると入っているものですから、そちらに基づいて確認していただきま

すと、現金の取り扱いですけれども、この64業務において出納簿は全てのところにあるんで

すか、それも確認します。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

出納簿といいますか、現金を受領して、そこに記帳するという受付簿になると思うんです

けれども、そのところでは、ほとんどのところで、台帳はつくられているような状況でござ

いました。 

○１３番（藤田和寿君） ほとんどでよろしいんですか。 

○総務課長（久保田明美君） 少しお待ち下さい。 

台帳につきましては、つくられておりました。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

  そうした業務の中で、庁舎内で授受する場合と、今回の事件のように庁舎外でやる業務の

割合というのは、どうであって、その庁舎外でやったときに、領収書の発行、領収印の種類

等、その辺のところもしっかりとした形での確認はされましたか。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

もちろん現金を取り扱った後の領収書あるいは領収印についても確認をさせていただいて

おりまして、そのところでの領収印も打っているような形で確認をさせていただいておりま

す。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） そのときの領収書の印は、公印ですか私印ですか、全て公印です

か。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 
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現金を取り扱うに当たりまして、分任出納員の命令をさせていただいていますので、分任

出納員のための領収印を使わせていただいています。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） そうしますと、現金を集めてくるわけ、各課でもやるわけで、64業

務体におきまして、当日、金融機関、会計課に納付するのと、１週間、１カ月、半年等々期

間はいろいろあると思われるんですが、これはある町のデータなんですが、半年なんて書い

てあるんでびっくりしたんですが、保管日数、その担当課において、それを調査した結果を

教えてください。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

調査したその当時は、夜現金を受け取ったときには翌日入金するというような形もありま

すし、小山城などは、数日間現金のほうを金庫の中に入れた後で会計課のほうに納入するよ

うな形になっておりましたので、そのところで、即入金するような形に改めるように、こち

らのほうから申し上げまして、入金のほうは、夜預かったものについても、翌日入金するよ

うな形で改めさせていただきました。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

私の質問がどうも悪いみたいで、当日または翌日、保管場所へ預ける業務が箇所が64業務

のうち幾つで、１週間以内が業務が幾つあって、１カ月以内が幾つありますかと、そこを調

べなければ意味ないでしょう。 

  悪いところがあったのを、すぐとっかえひっかえ修正するだけだったら、検証になりませ

んので、やはり今、直っていますけれども、その当時の検証した段階で、どういう状態であ

ったかというのをやはり町民にしっかり提示して、それをこういうふうに直しましたという

ことをすることが、業務改善につながると思いますので、その意味からも、しっかりとした

形で現状の報告をお願いしたいと思います。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

まず、今言われたように夜間取り扱ったものについては、その日のうちには入金できませ

んので、即日入金しているというところは確認できました。そして、小山城、展望台、小山

城入場料とか売店の関係につきましては、集金日を設けて、集金しているような形でありま

した。翌日入金ではなくて、集金日を設けて集金しているということがわかりました。 

  そして、総合体育館などで、使用料についても、数日間ためた中で、現金を金庫の中で預

けながらも、翌日、翌日ではなくて、数日後、入金をするような形で取り扱っている例はご

ざいました。 

○副議長（増田剛士君） 今、「集金」という言葉と「納入」とあったんだけれども、小山城

は集金、それでよろしいですね。 

○総務課長（久保田明美君） はい。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 
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この事件が起きて、私も町民課の窓口、生涯学習課の中央公民館の窓口へ行って、業務の

現金扱いについてどうしているかということは、ヒアリングしました。町民課の窓口につき

ましては、金庫に入れて、すぐ近いですから、ただ生涯学習課の中央公民館業務におきまし

ては、受付となりまして、１週間たまったところで持っていくと。しっかりした管理はされ

ているんですけれども。１週間持っているということでありますので、今、課長が御答弁さ

れたような形での小山城及び総合体育館の仕様については、そういったことがあったという

ことであります。 

  それは置いてあるか置いていないかというと、模範上よくないもので、あれなんですけれ

ども、適正な処理でそれら業務については、改善したといったことでよろしいですね。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

今、申し上げました事例につきましては、調査した後、改善するようにこちらのほうから

申し入れさせていただいて、早いうちに入金するというところが鉄則でございますので、そ

こを改善させていただいております。 

  以上でございます。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） また、違った観点からいきますと、個人、先ほど現金取り扱いで、

委任をした職員でなければやらないといいますけれども、私の人がかわりに収納を委託して

やっているということは吉田町ではないですね、私人。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

現金取り扱いの取り扱い者につきましては、私人ということではございません。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） わかりました。それで、今度支払う場合、現金、なかなかいろいろ

な形で、前払いをする可能性もありますよね。資金の概算払いで、例えばの話、出張に行く

といったときに、概算払いをしてなんて形で全員一括して、その都度なんか、その辺のとこ

ろも、公私とか、さまざまな交通移動になるときには、そういったものも出てくると思うん

ですけれども、そういったところについてはどうでしょうか、チェックしましたか。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

公金についての職員への概算払いについては、実施しておりません。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） そうしますと、いろいろな形で、職員が預かっている通帳関係、い

ろいろな形で。これ議会事務局にも聞きましたら、議員のＯＢの人たちの親睦会の通帳を事

務局が保管していたということで、御指導いただいて、改善したという話は聞いています

が、そのような同じような形で、各課においても、そういったものがあるんではないかと思

われるんですけれども、そういったものはどうだったんでしょうか。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 
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各課が持っている、例えば何とか協議会とかという、そういうところの関係の通帳を取り

扱っているところもありますけれども、それについても、取り扱いのマニュアルをつくっ

て、現金と同じように取り扱いを厳正に決めて取り扱っている状況でございます。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） そういった通帳はあるということですね。 

○副議長（増田剛士君） 総務課長、久保田明美君。 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

業務により通帳を管理することもございますので、それについてのマニュアルもしっかり

つくらせていただきました。 

  以上でございます。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

そういった形でマニュアルが１月から１カ月間試行して、２月の頭からそれが機能してい

るということで、非常に安心するわけでありますけれども、やはりそういったものは、広く

検証した結果については、町民に報告するべきではないかなと思います。前代未聞のことが

起きているわけでありまして、それに対する町当局の姿勢だと思われます。 

  さまざまなところで、公金等取り扱い事務の管理適正化方針とか計画とか、公金紛失に係

る報告書という形で、さまざまな形で資料も出ているわけでありまして、どういった形でや

った、どういった検証を行った、マニュアルについてこういうふうにしているというところ

を書いているところはないですけれども、それでも、しっかりとした形でというのは、やは

り税金、公金を預かる業務として、しっかりとしていかなくてはならないと思われるわけで

ありまして、そういったものの冒頭には、首長のしっかりした決意表明が書かれておりま

す。 

  でありますから、町長にお伺いしたいんですけれども、こういったマニュアル業務を受け

て検証した結果、こういったことであったと。こういった内容を検証して、これからもしっ

かりとやっていくといったことを、確かに「広報よしだ」の中では１文が書かれているわけ

でありますけれども、しっかりとした形でやはり文書としてそれを取りまとめて、副町長が

検証、調査行ったわけでありますので、その結果を踏まえて、こういう状態であって、これ

をこういうふうに改善したよということで、今後の対応という形でやはりそういったもの

が、私は必要ではないかなと思われるんですけれども、試行が終わって、本格実施２月から

しているわけでありますし、平成30年度、大きなお金も動く中で、大きな事業もやるわけで

ありまして、それを携わる職員のコンプライアンスも含めまして、モチベーションのことも

あるんでしょうし、そういった意味からも、トップとして、しっかりとした形で町民に対し

て、そういった姿勢をあらわすべきではないかなと思われるんですけれども、それについて

はどうでしょう。 

○副議長（増田剛士君） 副町長、森泉文人君。 

○副町長（森泉文人君） お答えいたします。 

このような事件が起きてしまって、非常に残念でございます。それに対しましては、町長

がお答えいたしましたけれども、対策を講じました。講じた内容につきましては、町民に対
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して、ある程度説明をしていく必要があるかと思いますので、機会を捉えまして、そんな取

り組みも検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（増田剛士君） 13番、藤田和寿君。 

○１３番（藤田和寿君） 13番、藤田です。 

ぜひとも、そういったことをお願いしたいと思います。それで、コンプライアンス等、キ

ャッシュレス化、運用方針という形で、本日御答弁いただいた中に、そういった意思がしっ

かりとした形で組み込まれておりますし、意思表明もされております。 

  行政サービスをよくしていくということは、言われておりますので、しっかりとした形

で、ぜひとも今回の不祥事を前向きに捉えていただきまして、いろいろな業務にそれを生か

してもらいたいなと思いますので、しっかりとした業務改善をお願いしまして、私の一般質

問を終わります。 

  以上です。 

○副議長（増田剛士君） 以上で13番、藤田和寿君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とし、議事進行を議長に交代いたします。 

 

休憩 午前１１時４８分 

 

再開 午前１１時４８分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  副議長にかわり、ここから議長が議事を進めます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午前１１時４８分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（藤田和寿君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会22日目で、最終日であります。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（藤田和寿君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  これから議案審議に入ります。 

  初めに、これまでに議決した議案を除く一般会計並びに特別会計などの予算に関する議案

の審議を、議案番号順に行います。 

  審議については、質疑は既に終了しておりますので、討論から行います。 

  引き続いて、予算に関する議案を除くその他の議案審議を議案番号順に行います。 

  それでは、審議に入ります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１５号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第１、第15号議案 平成29年度吉田町土地取得事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１６号の討論、採決 
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○議長（藤田和寿君） 日程第２、第16号議案 平成29年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第３、第17号議案 平成29年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１８号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第４、第18号議案 平成29年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１９号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第５、第19号議案 平成29年度吉田町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第６、第20号議案 平成30年度吉田町一般会計予算についてを議

題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 



- 331 - 

 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２１号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第７、第21号議案 平成30年度吉田町土地取得事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２２号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第８、第22号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計

予算についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

  ５番、大石 巌君。 

〔５番 大石 巌君登壇〕 

○５番（大石 巌君） ５番、大石です。 

  第22号議案 平成30年度吉田町国民健康保険事業特別会計予算について、反対の立場から

意見を申し上げたいと思います。 

  議案については、説明がありましたように、国保会計の運営、これは国からの財政支援の

拡充等によりまして、国保制度の構造的な問題である年齢構成が高く、医療水準が高い、所

得水準が低い、保険料負担が高いなどの問題を解決するというようなことの方向で、財政運

営を県が担うということを基本に、保険事業の実施等に関する市町の役割が積極的に果たせ

るよう、県を中心とした検討を進め、制度改革は平成30年度からスタートをいたします。 

  静岡県は、医療給付費の見込みを立てて、市町ごとの国保事業費納付金の額を決定し、標

準的な算定方式に基づく、市町ごとの標準保険料率を算定、公表することになっていまし
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た。市町は、示された標準保険料率等を参考に、保険料率を定め、賦課徴収をし、納付金を

納める流れとなっています。 

  しかし、県の検討が大幅におくれ、県に納付すべき納付金額の公表は２月中旬となったこ

とから、吉田町における保険料率等の検討、運営協議会の検討も十分できなかったという答

弁をいただきました。 

  県から示された納付金額、被保険者１人当たり13万4,393円は、県内一高額となっており

ます。これまでの１人当たりの医療費水準、吉田町の医療費は県内20位、所得などを加味し

た医療費指数、これは県内９位、どこから見ましても納得できる額ではありません。 

  これまで、吉田町は、１人当たりの保険税が県内一高いという問題を指摘しましたが、加

入する方々からも、高過ぎる保険税を引き下げてほしいと切実な声が広がっております。 

  しかし、平成30年度は保険税率の見直しはやらないという答弁でございました。検討する

期間があんまりにも短過ぎる、そういうことになった主要な原因は静岡県にありますが、制

度改正により、保険税額が少しでも改善されるのではないかという町民の期待を裏切る結果

となったことは非常に残念に思います。 

  １億9,000万円を超える基金の積み立てについては、今議会、上程議案第８号において、

５％条項がなくなります。基金を取り崩して保険税を引き下げることを要求してきました

が、この件も、決算の状況等を見ての検討ということで先送りとなっています。 

  また、医療費納付費分の保険税の算定方法としてきた４方式が、資産割をなくした３方式

に改められることになりましたが、この件も先送りとなっています。 

  あわせて、今後の制度改正において、ぜひ検討をいただきたい点を申し上げたいと思いま

す。 

  サラリーマンなどが加入をする被用者保険は、子供がふえても保険料に変わりはありませ

ん。国保は、世帯内の加入者数に応じて賦課される均等割があるため、子育て支援に逆行す

る制度ではないかという問題です。 

  子育て世帯の経済的負担を軽減する取り組みが必要だと思います。全国知事会や東京都議

会などでも、政府に対して、子供の均等割の軽減を要求しております。自治体独自で減免制

度を実施するところもあります。県の進める18歳未満の医療費無料化制度に加えて、吉田町

でも、子育て支援の観点からも制度改善を検討いただきますように、このことをつけ加えま

して、私の反対討論といたします。 

○議長（藤田和寿君） 反対討論が終わりました。 

  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで討論を終結します。 

  採決に入ります。 

  この採決は起立によって行います。 

  起立しない方は、反対とみなします。 

  それでは、採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（藤田和寿君） 起立多数です。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第９、第23号議案 平成30年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計予算についてを議題にします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第10、第24号議案 平成30年度吉田町介護保険事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第２５号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第11、第25号議案 平成30年度吉田町公共下水道事業特別会計予

算についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第12、第26号議案 平成30年度吉田町水道事業会計予算について

を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  これで一般会計並びに特別会計などの予算に関する議案の審議が終わりました。 

  これから、他の議案の審議に入ります。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第13、第１号議案 吉田町職員の給与に関する条例及び吉田町一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としま

す。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いいたします。 

  また、発言は簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御

協力をお願いいたします。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第14、第２号議案 吉田町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第15、第３号議案 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第16、第４号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  この中で、地域おこし協力隊の月額20万円、いろいろ皆さんから質疑の中でね、いろんな

方からいろいろありました。目的は、吉田町の永住者をふやすこととか、それのためのノウ

ハウが、１つは観光協会であるとか、それでありました。 

  その中で、10分の10の20万に対してということではなくて、そのね、吉田町の一応この協

力隊に対するホームページから見ていくと、この中では20万円ということで決まっているん

ですけれども、実は、この中で、住居は会員が借り上げて、町が負担するというのはこれち

ょっと変な表現なんですけれども、要するにこの住居は、住居を決定する法律というか条例

は別にないわけですよね。その中で、この借り上げとね、これに関しては、本来なら町が幾

つか推薦をして、その中で借りてもらうとか、そういう方法もあると思うんですね、合理的
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な方法もね。それはというかその、この表現というのはどういう形の、来てくれる人がここ

へ借りたいよとそういう形で決まったやつを町が協議をしていくということですか。上限と

か条例とかがない中で。その辺をお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 地域おこし協力隊の月額20万円とその住居費との兼ね合いということ

での質問ですね。 

〔「はい」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） あんまり関連に聞かないようにお願いしますね、はい。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  ただいま、議員からの御質問でございますが、まず報酬のほうは20万円ということで、住

居費のほうにつきましては、予算の、平成30年度の当初予算に、住居借り上げ料ということ

で、これは月額５万円を上限に、住居のほうの借り上げを町が負担をするということになり

ます。これは一応、活動費ということで、こちらのほう入ってまいりますので、報酬、今回

の条例とは別ということになりますが、この地域おこし隊は、活動費の中にこの住居費が含

まれるというものになります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 言いたかったことは、今、５万というものがあったとしたら、そのや

つを町が、これからもあるでしょう。幾つかを紹介しながら、その中で決めていっていただ

ければ非常に合理的になるだろうと、そういう意味での発言ですので。 

〔「議長」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） これは全協のときにも、御質問時、お答えはさせていただきまし

たが、住居のほう、これから面接等も入ってきまして採用に当たる中で、当町で住んでいた

だくという中で、いくつかこういった条件聞きながら御案内をしていきたいというふうに思

いますけれども。 

  最終的な決定は、その地域おこし隊の隊員になられる方がここに住むという個人の契約と

いうことになりますので、一応どこに住むとかそうしたものについては、一緒につきなが

ら、今一番いいところに住んでいただければということになります。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） はい、わかりました。 

  この中で、これから施行が４月１日からというになっていますよね。あと、募集が３月31

日のはずになっていますね。そうすると、これが決まって、面接をしてどういう形が、プロ

セスを踏んでいくのかちょっとわからないですけれども、実際には、それが決まってからと

いうことに当然なると思うんですけれども、その決まっていくプロセス。 

  例えば、これから何人かが募集していただいて、その中で決めていくときに、本来ならプ

ロポーザルのようなね、理念があって、その理念と町が合っていてということが当然必要に

されると思うんですけれども、そういうもののね、決め方とか、そういうのと、もう一つは

その決まっていく―結構、我々の給料よりも大きいですからね。そういう意味で、ぜひ教え
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ていただきたいと。この我々にも教えていただけませんですかということを最後にお聞きし

ます。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  この採用につきましては、任命権者は町長となります。職員採用と同様に、他の非常勤職

員と同様に、その採用形態という形で、当然面接を行いながら選考をして採用されるという

ことになりますので、今後その応募が、今この募集要項ありますけれども、こうした中で応

募があって、一旦そこで切って、応募があればそこで選考を、職員と他の職員と同様に、職

員採用の選考を行って今後採用していくと、面接を行いながらしていくということになりま

す。 

  以上です。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ６番、山内 均君。 

  あくまでも、月額20万円に対しての御意見ならわかりますが、それ以外の御意見というの

は、一般会計の予算質疑の中で地域おこし隊のことがありますので、しっかりと関連づけ

て、皆さんがこの質問、議案に関係ある質問であるということ、質疑であるということがわ

かるような質疑内容でお願いしたいと思います。 

〔「結局、最終的には20万円、金に絡むことですので、20万に対しての」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） はい、６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、言った最後に、さっきお聞きしました質問、経過というか公表と

か、経過。それは、我々にも示してくれるんですかということです。 

○議長（藤田和寿君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） この採用に関しましては、任命権者は町長ですので、他の職員と

同様に採用をしまして、当然その採用されたときには、当然職員として、非常勤特別職とし

てなりますので、こういう方がなりますよということは、また皆さんには御報告はしていき

たいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田和寿君） よろしいですか。 

  ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第17、第５号議案 特別職の職員で常勤のものの給料等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第18、第６号議案 消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 
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  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第19、第７号議案 吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第20、第８号議案 国民健康保険給付等支払準備基金条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 
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  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前 ９時２９分 

 

再開 午前 ９時３１分 

 

○議長（藤田和寿君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  町長から、第９号議案 吉田町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、条例

改正分に係る字句の訂正を求める申し出について、会議規則第19条第２項の規定に基づき、

文書による請求がありました。 

  本件は、字句の誤謬によるであると認めましたので、お手元に配付のとおり正誤表を提出

による訂正といたしましたので、御了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第21、第９号議案 吉田町都市公園条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第22、第10号議案 吉田町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１１号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第23、第11号議案 吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１２号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第24、第12号議案 吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１３号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第25、第13号議案 吉田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 
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  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第26、第28号議案 町道の路線廃止についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いいたします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第27、第29号議案 町道の路線認定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 
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  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の質疑、討論、採決 

○議長（藤田和寿君） 日程第28、第30号議案 吉田町固定資産評価審査委員会の委員の選任

につき同意を求めることについてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は、許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案について同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案については同意することに決定しました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○議長（藤田和寿君） 日程第29、議員派遣についてを議題とします。 

  吉田町議会会議規則第123条第１項の規定による議員派遣については、お手元に配付した

議員派遣の件のとおり、現時点で期日などが確定している行事について派遣したいと思いま

す。 

  お諮りします。 

  議員派遣については、お手元に配付してあります議員派遣の件のとおり派遣することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認め、議員派遣につきましては、お手元に配付してありま

す議員派遣の件のとおり派遣することに決定しました。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎議会閉会中の継続調査について 

○議長（藤田和寿君） 日程第30、議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 

  総務文教常任委員会委員長から所管事務調査について、産業建設常任委員会委員長から所

管事務調査について、議会運営委員会委員長から所掌事務調査について、それぞれ会議規則

第71条の規定によってお手元に配付しましたとおり、議会閉会中の継続調査の申し出があり

ます。 

  お諮りします。 

  各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長から申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（藤田和寿君） 以上で、平成30年第１回吉田町議会定例会の全ての日程が終了しまし

た。 

  閉会に当たり、町長から御挨拶をいただきます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員の皆様におかれましては、当局が出しました議案につきまして、

御了解いただきましてまことにありがとうございます。これで平成30年度も無事に動くこと

ができます。町民のため、町のため、執行部として全力を挙げてまいりたいと思っておりま

す。 

  ちょっとこれから皆さんにお話ししますけれども、私が津波防災まちづくりに、なぜ血道

を上げて全身全霊をかけるかと、皆様にはほとんど御理解されてない部分が１点ありますん

で、それについてお話し申し上げたいと思っております。 

  これまず、これは違うんですけれども、ことし１月から３月かけて国のほうから、南海ト

ラフの巨大地震に関して、大きな発表が二つございました。 

  一つは、これは政府の地震調査委員会が２月９日に発表したものでございますけれども、

静岡県から九州の太平洋側に伸びる南海トラフで、今後30年以内にマグニチュード８から９

クラスの巨大地震が発生する確率が70％から80％、今までは70％だったんですけれども、70

から80に引き上げました。 

  これは、政府の発表ではありませんけれども、南海トラフでは、大体おおむね100年から

150年を機にマグニチュード８クラスの海溝型地震が発生しております。地震調査委員会
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は、この平均発生間隔を88.2年としております。この88.2というのは、単純なことなんです

けれども、南海トラフで起きた最後の地震は1946年の昭和南海地震です。これマグニチュー

ド８です。もう既に70年以上が経過しておりますので、地震調査委員会の平均発生間隔88.2

年といいますと、そんな遠くないよというようなことで地震が切迫しているということを地

震調査委員会では言っております。 

  そういうのを踏まえて、ぜひとも皆さんに、恐らく皆さんは余り関心のないことでしょう

けれども、私が全身全霊をかけると言っていますのはね、当然のことながら、東日本大震災

並みの大きな地震が南海トラフで起きた場合、当然のことながら、うちの町は、現在の環境

でいっても死者4,500であるとか、家屋が3,600であるとか、巨大な被害が起きます。そうし

た場合、当然のことながら、町民の皆さんや、それから財産にも莫大な損害を与えるわけで

すけれども、これが今度は単純にそれだけではなくて、吉田町そのものには財政的に破綻す

る可能性がここにあります。 

  これは皆さんが、恐らくあんまり理解していないことなんでしょうけれども、阪神淡路大

震災の後、国は地震調査研究本部、これは、国の地震に関する調査研究を一元的な扱いをし

ようとして、地震調査研究本部というものをつくりました。その本部が、2002年７月に、マ

グニチュード８クラスの津波地震が30年以内に20％の確率で発生すると発表しています。こ

れ非常に重要な文言ですけれども、マグニチュード８クラスの津波地震が30年以内に20％の

確率、この先ほども申し上げたように、２月９日に言ったのは、マグニチュード８から９ク

ラスの巨大地震が発生する確率が70から80です。そこから比べると、かなり確立としては低

いですよね。しかしながら、これをもって今、東京電力であるとか、国が訴追をされていま

す。 

  ３月16日に東京地方裁判所は、国に対して、また東電に対して、原発避難のいわば損害賠

償について、命令、指示を出しております。国の敗訴です、東電の敗訴です。 

  このいわば、地震調査研究本部が2002年にかけた、マグニチュード８クラスの津波地震が

30年以内に20％の確率で発生しますよといったこれを受けて、東京地方裁判所はこんなふう

に言っています。国と東京電力は、2002年中には東日本大震災の巨大津波と同程度の津波を

予見する義務があった。東電については、2006年末には、津波対策を始めるべきだったが具

体的な対策には着手しなかったとして、防潮堤の建設や、配電盤の高台設置など、少なくと

も一つは対策をとるべきだった。国についても、安全対策を講じるように東電に命じる義務

があった。これでもって、発生確率が20％ですよ。20％であっても、国と東電は訴追されて

いるんですよ。 

  だから、なぜ私がこの本当に、しゃかりきにやらなきゃならないこととして、住民とが、

町民ですよ、町民の皆さんから、いわばこんだけの大きな70から80％の確率であるにもかか

わらず、何ら対策を講じなかった場合に、吉田町は訴追の対象に入ります。予見可能性の問

題なんですよ。予見可能性の問題で、恐らく吉田町はやられる場合には、決定的に負けま

す。負けたときには何が起きるか。吉田町は、お金を払わなきゃならない、住民に対して。

莫大な損害賠償です。そうすると当然、これ何が起きるかというと、吉田町は財政的に破綻

します。 

  皆さんは、まさに吉田町の最終的な審判者です。そういう意味において、吉田町が財政破

綻をするということは予見されるわけですから、それに対して、ぜひとも皆さんも、当局に
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対して尻をたたいていただかないといけないということであります。場合によっては、それ

をしない場合、それとは違ったことをやった場合には、議会そのものが背任で訴追される可

能性があります。ぜひともそれにつきまして、よろしくお願いしたいと思っております。 

  訴追の可能性、やっぱり背任でどうのこうのといっていますのはね、この前、八木議員の

一般質問の最後も申し上げておきましたけれども、さきの町長選で防潮堤について一切触れ

ない対立候補を何人かの議員さんが応援しました。防潮堤の建設とか安全について一切触れ

ない。当然のことながら、そういうふうなことは議員として背任する可能性があるというこ

とをぜひとも理解していただきたい。国が、吉田町が財政破綻する可能性があるにもかかわ

らず、そういうふうなことについて、何もいわば対策を公約として掲げなかったその人間を

推したということは、皆さんが背任罪で訴追される可能性があるということです。ぜひと

も、そういうのによって、皆さんもこの町の安全のためには全力を挙げて応援していただき

たいとこんなふうに思っております。 

  どうぞよろしくお願いします。 

○議長（藤田和寿君） 町長の挨拶が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（藤田和寿君） 平成30年第１回吉田町議会定例会を閉じるに当たり、一言御挨拶を申

し上げます。 

  本定例会は、３月１日以来22日間にわたり諸議案の審議をいただきました。本日ここに全

ての議事が終了し、おかげをもちまして閉会の運びとなりました。 

  これも議員各位の終始極めて真剣な御審議によるものと、心から厚く御礼を申し上げま

す。 

  先ほどから、本定例会中でございますけれども、町長田村典彦君から、再三にわたりまし

て、さきの統一地方選における議員の行為等についての発言がございましたが、これ本定例

会に係ることとは関係がございませんので、今後、町長におかれまして、さきの統一地方選

の行為そのもの自体を束縛するような形での発言はお慎みいただきまして、あくまでも…… 

〔「議長」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 発言中でございます。 

  本定例会の議案にかかわる内容にかかわります発言に終始していただきたいと思います。 

  選挙におきましては、終わった結果を真摯に受けとめて、それを前向きにとるのが我々議

会議員の考えだと思いますので、それを、もう３年の前のことを、いまだにいろんな形で発

言されるというのは、この議会制民主主義の中での二元代表制としていかがなものかと私は

思います。 

  終わった結果を真摯に受けとめて、それぞれの立場で真摯に向かいながら、吉田町の明る

い未来を、町民の安全・福祉の向上を目指す形で、真摯なる議論が図られることが、この吉

田町議会だと私は考えておりますので、そういった見地からも、今後、議事を進行いたしま

すので、今後そのような御発言があった場合は、制止させていただきますので、御注意を申

し上げます。 
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〔「議長」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 最後に…… 

〔「議長」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） まだ私の発言でございます。 

  最後に、議員各位の、また町当局の皆様の御健勝を心から御祈念を申し上げ、まことに意

を尽くしませんが、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（藤田和寿君） 以上を持ちまして、平成30年…… 

〔「議長」の声あり〕 

○議長（藤田和寿君） 第１回吉田町議会定例会を閉会いたします。 

  終わりましたら、どんどん言っていただければと思います。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午前 ９時５０分 


